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第 13:1： I国1及び被災自治体の対応

国及び被災自治体の対応

阪神 ・淡路大震災の発生に対して政府は、直ちに非常災害対策本部を設附するとと

もに、非常災出対策本部会議を餅1催し、また政府調査団を派造するなどして、その対

応に当たった。 1月191」には緊急に政l府として一体的かつ総合的な対策を講ずるため

緊急対策本部を設附、さらに翌2OHには災‘料対策を政府ー1本となって推進するため行

政各部の所管する事務の調整を担当する兵hli県南部地震対策担当大臣を任命するなど

して、災沓対策に当たった。

また、兵lilil札をはじめ神戸市節の被災I:1治体においては、裟災直後の交通途絶と1fi

柑通信手段の断絶等の大混乱のなか、被専梢報の収集に努めるとともに、地域防災計

画に定める災布｝心急計画を基本としながら、消防や特察、自衛隊と緊密な辿携のもと、

人命救助、 生活必術物査の確保、緊急輸送ルートの確保などの緊急対策に全力を挙げ

f‘ •ゞO

H本消防協会においても、兵庫県南部地姦災害対策本部を設附するとともに、現地

への応援隊の派追、消防活動に必要な物査及ぴ義援金の交付等を行い、組織を挙げて

対応した。

第 1 応急対策措置
皆察庁においては、 6時すぎに全国の機動隊等

に対し出動準備を指令するとともに、被災府県智

察に対する被害状況の早期把握を指示し、情報収

初動期の対応 集に当たった。

8時すぎには大阪府智察、以後、徳秘、兵即な

|3:1及ぴ被災自治体における初動期の対応は、次 ど各府県晋察のヘリコプターが順次離陸し、状況

のとおりである。 把握に努めた。

(1) 国の初動体制

気象）ヤにおいては、 1月17El 5時46分に地誕が

発生した後、大阪管区気象台が5時55分に関係行

政機関等に地姦梢報を送付し、気象庁が6時 4分

に国土）ヤなど関係省庁へ気象1翡報同報装附（一斉

FAX)により地震情報を送付した。

防衛庁においては、地震発生直後の 6時から各

部隊において逐次非常態努をとるとともに梢報収

集を始め、 7時すぎには航空偵察を削始、 7時30

分ごろには兵｝車県庁筈へ辿絡訓整要且を派追、 8 

時前には近傍災宵派造を実施、10時には貝原兵1車

県知事からの災杏派造要睛を受けて順次神戸市、

淡路励などへ自衛隊の派造を行った。
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海上保安庁においては、地震発生直後より行動

中の巡視船艇により被害状況調査を始めた。また、

7時ごろにはその他の巡視船艇、航空機を1頓次状

況調査に投入した。

固土庁においては、 6時 8分に一斉梢報辿絡装

岡により地裟情報を大臣秘掛店はじめ固士庁災専

対策要員に辿絡し、非常招集を行った。その後、

6時50分から特察庁、消防庁への被害梢報収集を

閲始、 7時には総理大臣秘書官と情報連絡を開始、

711寺30分に非常災害対策本部の設附手続きを開始、

8時21分には災害対策関係省庁辿絡会議の開催を

各省庁に通知した。

(2) 自治省消防庁の初動体制

自治省消防庁においては、 6時 5分に気象庁か

ら地震梢報を受信し、直ちに関係府県に対し、適

切な対応と被害報告を行うように辿絡し、情報収

集を開始した。以降、継続して被害状況の把握に

努めるとともに、消防組織法第24条の 3に基づく

応援の要否について兵廊県に打診した。また並行

して、他の都道府県及び消防本部に対して、出動

の可否について確認し、 ilり防広域応援の準備を辿

絡した。

表 1のとおり 8時には消防庁兵Jlli県南部地滋災

害対策辿絡室（至長 ・消防庁次長）を設荊し、 9

時には消防庁兵廊県南部地震災害対策本部（本部

長・消防）が長宜）を設附して対処した。 （その後、

2月141]の閣議の日顕了解を受けて、本設災を「阪

神 ・淡路大緩災」としたことから 「消防庁阪神 ・

淡路大姦災災害対策本・部」と名称を変更した。）

10時には、兵廊県知事から消防庁長官への要請

を受け、直ちに都道府県を通じて、兵）Ili県以外の

消防本部に対して応援出動の要請をした。

発災当日午後からは近隣府県に対し緊急に必要

な生活関連物査で応援可能なものについて照会し、

毛布、乾パン等の搬送、給水車の派造を要訥した。

また、安定した通信回線の確保のため、香川県
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各消防本部から続々と被災地へ向かった

（写真は奈良県大和郡山市消防本部）

に衛星通信車載馬の淡路島への出動を要硝し、発

災から 2日間、梢報の収集を行った。

その後、被災者保護のための生活関係物査の支

援調整、人的応援の調整等を行うための窓口の設

謹筈、各種の対策(「 2 災害対策本部の設附」の

項参照）を購じた。

表 1 本部等の設磁、応援部隊の開始、解散月日一覧

名 称 本部長 開始月 LI 解散）―III 

WIIWI,r:g~;1市．l1,-H怜i脊IU也 ii'/防庁 1月1711
災専対策

姦災‘Tlf対策辿絡室 次長 8 : 00 
本部へ移

1 -i’ 

il'i防斤l阪神 ・淡路大
il'i l坊If 1月171」

屈；グ~ (Ji:;！車！＼↓i紆ffIij也 紺読lI-1 
il'l 

設）災布対策本部
艮 直 9 : 00 

il'i防広域応援（陸l・・

／ 1月17「l3月31R 
防 部隊） Iぶ城航空iHI!Jj

応援（ヘリ）
10: 00 全てり1拗

11" 
泊防庁現地辿絡調整 ll'i I!Jj大学

1 J 11711 3月31日
本部 校i,il]校長

ii'i lWJi~n、： hlt!µrt1音IU也

／ 設災村対策和li「各
1 J 118 [I 3月31H 

都道府根の協力にl~l

する窓LI」

自治省兵庫県南部地 議長 l ll l7 11 対策本部

自 災災＇i影辿絡会議 11治人lせ 10 : 30 へ移行

治 自治省阪神 ・淡路大
fl :(,LI ヽI 1) l 22 11 

省
哀災 (-F、:Jili.!＼．！南部地

大臣 10 : 30 
継続111

設）災芯対策本部

出典： 「消防白書」平成 7年版 消防庁

〔編注〕 「継続中」は、平成8年 2月現在である。



(3) 兵庫県の初動体制

神戸涌洋気象台から、 1月17El 6時50分に「 5

時46分ごろ、淡路島北部の北緯34.6炭、東経135.0

度 深さ20kmを震源とするマグニチュード7.2の地

設が発生した。この地媒により、神戸と洲本で哀

度6を観測したほか、広い範囲で有感地磁となっ

た」との地誕梢報を受信した（後日、気象庁より

一部の地域が災度 7と報告され、裳度が修正され

た）。

兵｝「県皆察本部特価課から、6時55分に消防交

通安全課（その後「消防防災課」と名称を変更）

職且へ「神戸、阪神11月を中心に大きな被者が発生

している模様、 目下状況把握中」との被害発生樅

報の第一報が入った。

1月17LJ未11)']の地姦発生以降、翌18[Iにかけて

の兵廊県の初動活動は、甚大な被也の全容が、也、う

ように把握できないなか、限られた梢報と人員、

極限状態の非常に困難な条件下で進められた。想

定を超えた災害のため、地域防災計画を基本とし

つつも、マニュアルを推進する条件すら整わない

状況で、 1臨機応変の対応を迫られることの辿続で

あった。

何よりもまず、人命の救助を最優先に、同時多

発した火災の消火、被災者の救援、非‘,W;rn食料な

どの生活物査の確保等について、消防並ぴに替察、

自衛隊そして市Ill]がそれぞれ現場部隊として第一

線で取り糾んだ。

また、兵即県は、いわば後方支援部隊として、

県民への情報提供を含めて広域的な支援活動を24

時間体制で進めたが、兵｝庫県の初動活動は次の 3

つの段階に大きく分けることができる。

災唐対策本部の設甜及ぴ初動活動

（地誕発生から当日の正午ごろまで）

組織中枢の被災下で甚大な被害が想定される

なか、限られた情報と人員で災害状況の把握に

奔走した。まず人命の救助 ・救出を最優先とし

て関係機閾へ要睛するとともに、緊急対策を始

第 1j'.，ヽ，・: 佃l及ぴ被災自治体の対応

動した。

II 態勢の整備と緊急誠俊先対策の‘呉施

（当Hの正午ごろから夕方まで）

被災地域、規模が明らかになるなかで、人命

の救JJカ・救出に加え、食料、飲料水、毛布の確

保等、避難住民を中心とした緊急の最優先対策

を実施した。

Ill 緊急ii女優先対策の第 2ステップヘの取組み

（当Hの夕方から翌18日にかけて）

被災市町全域の住民を対象とし、余設対策を

含めた緊急最優先対策の第 2ステップに取り組

むとともに、本部長（知事）から県民への緊急

呼びかけを行った。

＜緊急最優先対策への取組み〉

緊急最優先対策の取組み等については、次のと

おりである。

淡路 ・明石から神戸 ・阪神間を中心に建物倒壊

や火災の多発など被害の拡大や甚大さが明らかに

なるにつれ、避難者が17万人を超える規模になる

ことが予想され、厳冬期であることを勘案した広

域的な緊急救援対策の必要性が認識された。

このため、人命救ll}）とともに兵）庫県災轡対策本

部は、緊急抽俊先対策の第 1ステ ップとして次の

ことを最俊先に実施することとした。

●食料、飲料水、毛布の確保

●生活物査の確保及び輸送の確保

●余姦対策

上記の救援活動に全力を挙げるなか、水道・屯

気 ・ガス等ライフライン施設及ぴ鉄道等の交通網

の復旧が長期化することなどから、緊急救援対策

を必要とする在宅者を含めた被災者は200万人前

後になるものと予測された。

こうしたことにより、タブがごろからは最優先対

策の第 2ステップとして、次のことを重点目標と

し、取組みを進めた。

●食料 1Fl 500万食と 1人 1El当たり飲料水 1Q 

の当面の必要訊の確保
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●朕板体制の確保（阪師の確保、救護班の要ii'i

約）

●物沢奔輸送ルートの充炎とベースキャンプの設

閉｛

●建築物の安全チェック節余哀対策の実施

●ライフライン施設的の復lEl体制の確立

●避難所への仮設トイレの確保

●仮設住宅の検討、公常住宅等の確保

＜緊、急i1女優先対策実施体制の整備〉

兵1庫県では、被災地域に対し災沓救助法を順次

適用するとともに、緊急対策について、市町を全mi

的にバックアップしながら被災地域全域を対象に

広域的に推進するため、職制を超えて緊急物沢、

緊急輸送、余虚対策の 3つの班編成を行った。

また、災害対策本部に常駐する本部長（知事）

からは、新たに出勤する木部員に対して個々の指

示が行われ、国、自治体、関係機関等の応援を得

ながら、限られた人且で翌18|」朝にかけて2411寺Ihl

体制で1［又糾みを進めた。

(4) 災害救助法の適用

被宮状況が判明するにつれ、 1月17EI1211寺神戸

を皮り）リに、淡路，灼 5Ill[、尼崎、西宮、布屈、伊

月、 宝塚の各市に災’出救助法が適用された。その

後順次その指定が拡大し、災岩救助法の適用市町

は、最終的に兵即県内で10市10111[、大阪府内で5

IIiになった。

また、兵｝車県において市町委任事項であった災

宵救助法に基づく 救助の実施について、今l!!Iの地

設災轡に1限り、広域にわたるものについては 1月

17日付で災祁救助法第30条に碁づ く 「市町・長に権

限を委任する規l!ll」の一部改正を行った。

［災害救助法の適／ll]

1月17日 神戸市 02: 00)、津名町、淡路町、

;It i炎IIIJ●、 一＇炉；lll[、リ£ii|i lll]・(17:00)、尼lll奇

i|i、西宮市、芦届市、伊丹市、宝塚市

(23 : 00) 
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1月18日 ）11西市、盟中市

1月19日 明石市、五色町

1月22El 三木市、洲1本市、西淡IIl]．

1月25日 大阪市、池田市、吹田市、箕面市

1月31EI 三原町

2月 1H 緑Ill]●、南淡IIIT

(1月17日に遡及適用）

(5) 激甚災害の指定

政府においては、阪神 ・淡路大誕災をいち早く

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法徘」に碁づく激甚災害に指定して、同法

に基づく被災地方公共団体に対する特別の財政援

ll)]や被災者に対する特別の11JJ成措散を購じること

とした。

このため、 1月25日付け「平成 7年の兵即県南

部地震についての激甚災害の指定及ぴこれに対し

適J11すべき措附の指定に関する政令（政令第11

号）」を もって 「平成 7年の兵Flt県南部地裟による

災害」 を激甚災害に指定し、適用区域を 「大阪府

及ぴ兵｝車県の区域」とした。

このなかで、同法第22条の適用を受けた区域は

次のとおりである。

:・・・・・・・・......................................................................... : 
［兵）I阻1,:！・ 神戸市、尼崎i|i、明石rli、

． 匝宮市、 芦届Tli 、 伊J’l•市、

宝塚市、川西iii、

津名郡津名Ill―[、北淡Ill[、一釦ll]¥

五色町、東iililll]疇

：大阪府盟中市
:................................................................................. ; 

2 災害対策本部の設置

今l』の裟災では、政府及び自治省消防庁におい

て本部体制を確立するとともに、被災自治体にお

いても、兵庫県及び県下の22市町、 京都府及び府



下の14市町、大阪府及び府下の 9市町、奈良県にお

いて、災害対策本部等を設笥し災害対策を購じた。

(1) 政府の非常災害対策本部の設置

く非常災害対策本部〉

政府においては、被災地の情報 ・ライフライン

施設の損壊により、被災地からの生の被害梢報が

入手できないなか、マスコミを含めて1紺係機関か

らの梢報収集に努める一方、 1月17日10時すぎ、

災害対策基本法に基づいて、国土庁長官を本部長

とする「平成 7年 (1995年）兵廊県南部地裟非常

災害対策本部」を1狙議決定により設置した。

11時、災害対策関係省庁連絡会議を開催し、被害

状況及ぴ各省庁の対応について梢報交換を行った。

その後、 11時30分からは第 1回非常災害対策本

部会議を開催した。同会議では、余誕に対する厳

重な替戒、被害状況の的確な把握、行方不明者の

捜索 ・救出、被災者に対する適切な救済措招、火

災に対する早期消火、道路 ・鉄道 ・ライフライン

施設など、被災施設の早期応急復1日を当面重点的

に実施することを決定した。

また、第 1lil非常災筈対策本部会議では、応急

対策に万全を期するため、速やかに政府調杏団を

派追することを決定し、 1月17日の午後から翌18

日にかけて、国土庁長官を団長とする15省庁20名

からなる調査団を現地に派逍し、神戸 ・阪神Itil及

ぴ淡路島にかけての被害状況の把握に努めた。な

お、派造省庁は、国土庁、醤察庁、科学技術庁、

防衛庁、文部省、厚生省、牒林水産省、通商産業

省、運輸省、気象庁、郵政省、建設省、労働省、

自治省、消防庁である。

1月18日に第 2囮非常災害対策本部会議、さら

に 1月23日に第 3回非常災害対策本部会議をそれ

ぞれ開催した。第 3回非常災害対策本部会議にお

いては、余裳の状況、被害状況、各省庁の対策、

現地対策本部の設附についで梢報交換を行い、ま

た、すでに各省庁で行っている交通の確保・緊急

第 1窄 固及び被災l旦l治体の対応

現地を訪れた村山総理大臣（当時）

輸送活動、救助活動、救急医療活動、食料・飲料

水•生活必希品の調達・供給、応急収容、ライフ

ライン施設等の課題について、分野別に関係省庁

により適II寺適切に辿絡調整のうえ、措附を購じて

いくことを確認した。

1月19日には、村111窯市内閣総理大臣（当時）

がヘリコプターで神戸市入りしての被災現場を視

察し、被災地住民らを励ました。

く現地対策本部〉

1月21H、政府は、災沓対策をさらに強力に推

進するため、非常災害対策本部の現地対策本部を

神戸市に骰くことを1柑1議決定し、 翌22日から事務

所を開設 (4月4H廃止）した。

現地対策本部は、政府一体となって推進する対

策を被災地方公共団体との辿絡調整を図りつつ、

被災地において機動的かつ迅辿に辿めるとともに、

被災地方公共団体の災街対策本部が行っている災
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害対策に対して最大限の支援、協力を行い、復1日、 隊）、海」：：自衛隊辿絡所、海上保安庁！l,↓庁辿絡調幣

復典対策に関しても地方公共団体の求めに応じて、 事務所、 1月18日に航空自衛隊中空調整室、 1月

迅速かつ適切な助言を行うために設附された。 17Hには消防庁現地辿絡調整本部をそれぞれ設附

(2) 緊急対策本部の設置

1月19日の閣議決定により、緊急に政府として

一体的かつ総合的な対策を購ずるため、内閣総理

大臣を本部長とし、すべての閣僚を本部員とする

「兵廊県南部地震緊急対策本部」を設罹し、延べ

10回の本部会議を開催し、食料、医療、緊急輸送、

住宅など緊急の問題について閣僚が一致協力して

対策を推進することとした。

なお、地震発生から100I」を経過し、復IElも順調

に進捗していることから、 4月28日、閣議決定に

より同本部を廃止することとした。

(3) 兵庫県南部地震対策担当大臣の任命

1月20日、内閣総理大臣は、阪神 ・淡路大誕災

の災害対策を政府一体となって推進するため、行

政各部の所笠する事務の調整を担当する国務大l互

（通称「兵）Ili県南部地誕対策担当大臣」）を任命し

た。また、同 Hの1柑l議決定において、小里貞利同

大臣は「平成 7年 (1995年）兵廊県南部地姦非常

災沓対策本部」の本部長に任命された。

なお、 1月231:fには国土庁内に兵即県南部地災

対策担当大臣の特命室を設附し、 11省庁の担当者

が各省庁の施策を調整しつつ同大臣の特命事項を

処理した。

(4) 緊急救援活動のための連絡所等の設置

自治省消防庁をはじめ、自衛隊、海上保安庁な

ど救援活動に携わる国の機1剥は、兵即県災苔対策

本部が設附されている兵／車県庁本庁舎 2号館に辿

絡所等を設骰し、災害対策本部との緊密な辿携の

もとに、人命救助をはじめとする緊怠救援活動を

展l:)flした。

1月17日に炭災対処自衛隊調整室 （陸上自衛
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した。

(5) 自治省消防庁災害対策本部の設置

自治省消防庁においては、前述のとおり、 17日

9時に消防庁兵廊県南部地災災害対策本部（本部

長・消防庁長官）を設附した（その後、「ilり防庁阪

神・淡路大裳災災古対策本部」と名称を変更）。

く各都道府県の協力に1対する窓17の設附〉

1月18日の全国都道府県総務部長会議において、

自治事務次官が各分野における職員の応援、物究

の救援について、各都道府県、市Ill.［村の利'i極的な

協力を要訥するとともに、 il'j防庁の災専対策本部

内に「各都道府県の協力に1対する窓lこl」を14ll設し

た。この窓nは、被災地の地方公共団体と応援側

都道府・！札との辿絡調整を行うことを 1=1的としたも

のである。

窓IJには、消防庁と全国の都道府県消防防災主

管課との辿絡）11に消防防災無線甜用屯話機、 NT

Tirri線を妍設した。

また、地域衛星通信ネットワークにより梢報収

集伝逹を行い、無線網が大きな力を発揮した。

く応援調整〉

窓口では、被災地で不足している物査の品目や

批、応援が必要な職員の分野や人批についての梢

報を収集し、各都道府県に連絡した。発災当初は、

具体的な要硝内容を把握する ことは困難であった

が、被災地のニーズを推定し、物狩等の搬送を行っ

た。また、各都逍｝（祈臥に対し、日持ちのする食料、

日用品等のなかで、 UIl座に対応できるものから被

害の大きい兵即県内の 9市町への搬送を依頼した。

団体・個人からの申出については、被災地にお

ける仕分作業の労力を考胞し、各都道府県の搬送

計画に組み込み、 Pl滑な輸送体制が実施できるよ

うに配胞した。



さらに、 1月19Hに削かれた全国都道府県消防

防災主管課長会議において、 ‘il’j防庁長官から、積

極的な人的 ・物的支援を強く要請するとともに、

今後対応可能な物賽の搬送や被災地のニーズの把

握に努めることを約束した（なお、消防庁による

物査等の搬送については、「 9 食料等の確保」の

項参照）。

(6) 兵庫県災害対策本部の設置

発災後、兵lilt県は通信途絶等により関係機1剥と

の十分な連絡がとれず、具体的な状況は分からな

いものの、地姦の規模からして被害が甚大かつ広

範囲に及ぶとの判断から、 7時に災岩対策基本法

第23条に基づく「平成 7年兵1車県南部地裟災害対

策本部」を県庁本庁舎 2号館 5階に設附した。

〈第 1匝l災害対策本部会議〉

被災地域の阪神、束播磨、淡路については、各

県民局に災害対策阪神地方本部、災＇害対策東播磨

地方本部、災害対策淡路地方本部を 7時に設附し

た。そして、貝原俊民兵即県知事を中心に 8時20

分ころ、本部では「第 1回災宮対策本部会議」が

開催された。この時点では、被害状況は不明であ

ったが、会議参集者の見聞及び消防並びに特察、

市町からの梢報だけでも相当の被害が想定され、

以下の取組みに全力を挙げることとした。

●被災状況等災害梢報の全体的な掌握に全力を挙

げる。

●人命救助に全力を尽くすことを1刻係諸機関に要

請する。

●地域防災計画に従って、各部において迅速に必

要な対策を行う。

とりわけ梢報の掌握については、人命救助はも

とより緊急にとるべき措散を、関係機関との辿携

のもとに総合的 ・効果的に推進するため、また、

自衛隊への災害派造要睛を行うためにも、緊急か

つ不可欠に行うべきとの認謡であった。

このときの出席者は貝原知事（本部長）、芦尾副

第 1i,‘t 固及ぴ被災自治体の対応

知事（副本部長）をはじめとするメンバー21名中

5名であり 、ほとんどの本部員が出席できない状

況であった。しかし、以降翌朝未明まで本部会議

を断続的に開催し、梢報の収集と取組み状況につ

いての協議を行い、本部長の方針決定に基づき、

本部員 ・職員一丸となって全庁挙げて災害対策に

取り組んだ。

なお、この段階で、被害状況がつかめないもの

の、地震の規模からして自衛隊の災害派追を求め

る必要があるとの認識のもと、自衛隊との辿絡に

努めたが、通信也l線の輻l湊等のため、まった＜辿

絡がとれない状況であった。

第 1国災唐対策本部会議後、災害対策本部を構

成する各部において、直ちに地域防災計画に従っ

て、緊急対策を実施するための取組みや体制整備

を開始した。その取紐み内容は、次のとおりであ

る。

●避難住民苺の食料及び毛布の必要拙調究及び調

迩への取組み

●浄水場調査及ぴ給水車の確保への取組み

●医板機関の梢報調査及び救護班派造等への取組

み

●道路交通隙害箇所、ヘリ ボート等の状況調究及

びトラック輸送等の確保への取組み

●被災地域の交通整理及び損壊道路の立ち入り制

限

災害対策本部長の方針決定に基づき、全庁を挙げて取り

組んだ

133 



第 4編 設災時の応急対策

●ライフライン施設の被災状況の把捏と復I「lへの

取組みなど

く18日午fiij中ごろまでの対策の内容〉

地域防災計画の想定をはるかに超える災害、災

祁対策を推進する糾織中枢の被災などにより、姦

災直後の立ち上がりにおいて総合的機能が十分に

発押できなかったことが一時的にはあったものの、

地設発生から災岩対策本部の設附を経ておおよそ

24時間の活動の結果、 18日午前中ごろまでの状況

をまとめると、次のとおりとなった。

(1) 飲料水、食料、毛布の確保

① 食料供給

［確保対策］

・ 限 r"]学校給食センター及び給食業者に11••

常食の製造を要甜

・食糀庁に災害救ll})用米穀1,500万食 (170

万人X 3食X 3 11)を要訥

・食糀事務所（大阪、 Jぶ秘、愛侠Il）に災‘沓

対策）廿乾バンを要硝

・陸上白衛隊に非・，平；食 4]j4,000食（めし缶

詰）、炊飯耳i.40台 (1ブj食）を要訥など

［供給］

• おにぎり 14万食、乾バン10万5,000復、炊

飯車 (1h翁）、パン20万9,000食などを

被災I|i町の必要批に応じて配送

② 飲料水

［確保対策］

• 海上自衛隊、湘」．．保安庁等の船舶による

給水支援を要硝

・陸上自衛隊、近隣府県（大阪府、京都府、

奈良限．、大阪市）及び県内市町に給水車等

を要硝

［供給］

．浄水場節の給水点及びti恥上自術隊の艦艇

等（補給艦笛配附）を拠点に、給水Iii.(1 

t) 148台節により神戸・阪神間で供給削始
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③毛布

［確保対策］

• 県のfii1，i苔、近隣府県（大阪府等）からの

搬送

［供給］

• 7万1,500枚を被災市町の必要秘に応じ

て配送

(2) 生活物査の確保

① 百貨店、チェーンストア等屎販店の営業

状況を調査し、安定供給、価格安定及ぴ緊

急臨，II寺店舗の開設等を要訥

② ガソリンスタンドの営業状況を調究し、

ガソリン、灯il|_I等の緊急手配を要硝

(3) 輸送の確保

① 緊急輸送

・県防災ヘリコプターの活用

・陸上自衛隊及び悔上自衛隊から車両 ・輸

送艦やヘリコプター等の派逍

．悔」：．からの輸送のため、汁i}上保安庁の巡

視船艇・航空機に対し輸送要硝

・限トラック協会が緊急物沢輸送トラック

部隊を編成

・県舒察により交通照理、緊急輸送車両の

誘禅を1'Jf.l始するとともに、道路交辿法に

基づく交辿規制による緊急輸送ルートを

設定

② fiiii裕基地

県消防学校を備裕基地とし全国からの物査備

薪開始

(4) I公板体制の確保（医師の確保、救護班の要

哨等）

① すぺてのリ，！立病踪に2411年1Wl救急体制確1呆

② LI 本赤ーI•字を1: 、 県 l公(:li会等に救援要訥

③ J厚生省を通じ、各都逍府県等の協力要甜i

及ぴ業者に1医薬品節支援を依頼

④ 自衛隊に緊急医旅、防疫、患者輸送節の

支援を要睛



⑤ 大阪府及び日本赤十字社の救護班を神戸

市へ派造

⑥ 医療機関及び薬局 ・薬店の状況を調査す

るとともに、神戸近郊の受入病院 ・病床を

確保

(5) 建築物の安全チェック等余裳対策の実施

① 建築物の安全チェック

公共的施設をはじめ建築物について、県 ・

市と他府県 ・建設省の応援を得て安全チェ

ックを開始

② JIi地・ 森林等の危険箇所及ぴ港湾等公共

土木施設等のパ トロールを実施

③ 高圧ガス事業所への指媒

④ 県民への呼ぴかけ

・正確な情報の把握に努め、沈省な行動を

とること

．危険と思われる建物には立ち入らず、半

壊建物からの壁やガラス等落下物に注邸

すること

・自動車での移動は極力控える こと

・緊急の避難場所と安全な道順を確認する

こと

• お年寄りや身体の不自由な方を助け、地

域ぐるみで協力すること

(6) ライフラインの復旧体制の確立

槻西屯力、大阪ガス、NTT等に早急な復旧

作業を要請

(7) 避難所の仮設トイレの確保

仮設 トイレ1,000基、バキュームカー32台を

確保

(8) 仮設住宅の検討、公営住宅等の確保

① 空家県営住宅550戸を被災市町に配分

他府県の公営住宅1,300戸を確保

② 応急仮設住宅建設の検討

第 1？位 国及ぴ被災自治体の対応

「応急危険度判定」が本格的に適用された

く兵庫県災害対策総合本部へ改組〉

兵庫県では、災害対策本部設罰前後より、被災

状況等災害情報の把握に努めたが、通信回線の途

絶や危気設備の故障等により、災害梢報の全体把

握は極めて困難であった。また、県庁本庁舎では、

停電、断水、その他庁舎設備が損壊し、十分な活

動環境が整わなかった。

また、県職員は、勤務時間外に県内に大規模な

地震が発生し、通信の途絶等により配備体制や職

員動員等の伝逹が困難になった場合には、第3号

配備態勢が出されたものと判断し、全員出勤とな

っている。しかし、職員自身の被災及び道路・鉄

道等交通網の途絶のため、当日の14時ごろまでの

本庁への出勤率は職員全体の 2割程度であった。

その後、被宮が甚大であることが判明したこと

から、緊急災害応急対策をさらに柔軟かつ総合的

に推進するため、 1月18日に災害対策本部を 「平

成 7年兵／庫県南部地裳災害対策総合本部」（本部長

知事）に改組した。

図 1に示すとおり総合本部には、緊急対策本部

及び災害復旧対策本部を設置し、緊急対策本部に

情報対策部、緊急渉外対策部、緊急救援活動部、

緊急物査対策部、緊急建築物対策部、緊急医療福

祉対策部、緊急輸送対策部などを臨き、災害復旧

対策本部にライフライン部、生活救援部、廃棄物

対策部、商工業対策部、生活物資対策部、施設応
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図 l 対策初期の本部組織 (I月20日改正の組織）

兵那県災害対策総合本部

（本部長貝原知事）

I 

緊急対策本部

（芦尾副知事）

事務局 生活文化部

災害復IEl対策本部

（今井屈lj知事）

.................................................................................. 

①梢報対策部 〇知事公室長

② 緊怠渉外対策部

③ 緊急救援活動部

④ 緊急、物査対策部

（水、食料、生活川共、生活

沢金）

⑤ 緊急建築物対策部

⑥ 緊急l医捩福祉対策部

⑦ 緊急教育対策部

⑧ 緊急輸送対策部

（自動車迅、ヘリコプター輸

送、船舶）

⑨ 余設緊急対策部

（避難命令、避難場所設附、

各部緊急物査調逹など）

⑩ 国際対策部

〇生活文化部妓

各部

〇晋察本部長

各部

〇生活文化部長

商工部

／災林水敬部

企業庁
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会議筍；） 各部

⑫ ライフライン部

（屯気、ガス、水道、 ・1じ話）

⑬ 生活救援部
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⑰ ITI人］対策部

（子籾、議会、その他）

⑱ 施設応怠対策部

（公共土木、屈林施設、水道、

公党住宅、学校施設）

〇廂工部長

土木部

企業li:

〇福祉部長

各部

〇保健閃撹部長

〇商J.：部・lと

OI：り林水洸部長

商工部

〇総務部・↓と

〇土木部長

炭林水函部

都］liH:．宅部

企業Jヤ

教育委具会

出典： 「阪神・淡路大震災一兵庫県の 1カ月の記録」阪神 ・淡路大震災兵庫県災害対策本部

急対策部などの18部を罰いた。以後、状況の変化、

対策の進展など必要に応じて、部の新設、改廃を

行った。

＜災害応急 ・復旧のための組織の充実〉

1月22日には「政府兵庫県南部地裟非常災害対

策本部」（本部長国土庁政務次官、職員数32名）が

県公館に設置され、国の対策を地元と一体となっ

て現地即決型で実施していく体制が整備された。

これを受けて、 翌23日より 国の現地対策本部長

及ぴ地元の県、市町の本部長で構成する連絡会議

が開催されることとなり、国、県、市町が緊密に

136 

辿携しながら一体となった活動を展開していくこ

ととなった。

さらに、裟災後 2週間が経過し、緊急応急対策

も軌道に乗り 、避難住民は半月にわたる避難生活

から疲労の色混く、将来への不安も増しつつあっ

た。これらに対応し、応急対策を前進させるとと

もに、復興に本格的に取り組む必要が生じたため、

1月30日に災害対策総合本部の組織として図 2の

とおり「兵廊県南部震災復興本部」を設骰し、住

宅の再生、瓦礫の処理、復典のための特別措骰法

の検討等、復興を目指す各般の事業を推進するこ
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図 2 震災後 2週間経過以降の本部組織 (I月30日改正の組織）

兵 l市．県災害対策総合本部

（本部長知事）

③ 緊急、渉外対策部

④ 緊急救援活動部

ヽ

9

監議

部

帝
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事
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⑤ 緊急物沢対策部

（餅i括基地、食料、 生活物沢）

⑥ 緊急、ライフライン対策部

⑦ 緊急住も対策部

⑧ 緊急生活救援部

（義援金、義援物沢）

⑨ 緊急ごみ ・し1永対策部

⑩ 緊怠保健r災サ紆附ll：対策部

⑪ 緊急教育対策部

⑫ 緊、＇糾喩送対策部

⑬ 緊急余哀対策部

⑭ 国際対策部

兵廊限南部設災復興本部

本部長 知事

副本部長 今井副知事

芦尾副知事等

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

： ① ヽ情報対策部 〇知事公室長、生活文化部 ； 

晋察本部、束京事務所 ： 
② 庁内対策部 0総務部長

・・----・・・-・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・----
〇生活文化部長 ： ⑮ 総合調整部

各部 ： ⑮ 総合企画部

〇生活文化部長
”-→ 

: （再生計画、政府現地本部との

粋察本部 ； 辿絡調整等）

各部 ! ⑰ 新都市建設部

〇生活文化部長 ． （幹線交通碁盤、ライフライン

商工部 ： 住宅整備）

股林水並部 ： ⑱ 新生活創造部

0町1;f,i!-1と ； （福祉まちづくり、災害に強い

企業li: ； まちづ くり、災忠救，急．対策、人

〇都市住宅部長 I:Illill発、生活沢金節）

生活文化部 ；⑲ 新i[業創造部

労働部 ： （旅業施設再生、新産業創造）

〇福祉部長 ： ⑳ 施設復Ill部

各部

〇保健閃撹部投

〇保健石裕詞！:1.-t

福祉部

〇教脊及

総務部

〇土木部長

生活文化部

特察本部

〇生活文化部長

各部

〇知事公室長

⑪ 廃棄物対策部

（公共施設廃材、建築9it材）
@ J11地対策部

〇総務部長

〇企画部長

〇都市住宅部長

〇福祉部長

生活文化部

保健閑培部

教育委員会

〇爵j工部長

企画部

〇土木部長

股林水産部

教育委員会

〇保健珠境部長

土木部

〇土木部長

出典 ：「阪神 ・淡路大震災一兵庫県の 1カ月の記録」阪神 ・淡路大震災兵庫県災害対策本部

ととした。

く職員の動員〉

兵庫県の職員の出勤状況は、当初自らの被災及

ぴ公共交通機関の途絶等により困難を極めた。し

かし、 1月20日には本庁職員のうち 7割が出勤し、

翌週以降 9割以上の出勤が確保された。

こうした震災発生当初の混乱状態を経て、災害

応急対策が本格化するなか、 翌21日にその要とな

る緊急救援及び緊急物査対策にそれぞれ消防交通

安全課長経験者を買任者として配罹し、職員も防

災業務の経験者を配晋するとともに、対策本部事

務局である消防交通安全課に同課勤務経験者等 6

名を投入した。

また、緊急救援活動については、その後も避難
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所緊急パトロール隊 (1月20日発足）に当初50名

を、翌21日には100名、22日以降は 1人3日勤務の

ローテーションで毎日200名を派逍するとともに、

救護対策現地本部（同22日設骰）に役付職員を7

拠点に 3名ずつ計21名派辿、 24日以降は 1人 1週

間のローテーションで42名配箭した。

また、物査備菩基地については、県消防学校基

地において 1月20日以降仕分け業務に20人を継続

的に配置するとともに、 23日からは最大 2名の常

駐職員を配晋した。また、グ リーンピア三木碁地

では23日以降最大11名の常駐職員、三木山森林公

園基地では 2月2日以降最大4名の常駐職員、大

阪空港基地では同14日以降最大 4名の常駐職員を

配箭した。

さらに、緊急住宅対策部において、 1月25日以

降ホームステイ・公的宿泊施設斡旋の受付窓日要

員として、11カ所に各 1~ 5名程度計35名の職員

を派造するとともに、避難住民の住居に関する意

向調査のために27日から10名を配晋し、 28日から

29日にかけて200名が調査実施に従事 した。また、

1月25日には公的宿泊施設への避難住民のパス移

送のために18名を派造した。

そのほか、臨時災害FM局「復興通信FM796フ

ェニックス」 (2月15日開設）に 2月6日以降 4名

を配罰するなど、平常時の部制を超え、適材適所、

全職員挙げて応急復旧対策を実施していく体制で

臨み、その後も業務の変化に応じて増員等逐次充

実 ・強化を図った。

地域防災計画では、職員の動員は対策本部総括

班（消防交通安全課）が各部総務課を通じて行う

ことにしていた。しかしながら、被害が甚大で大

規模な職員の動員が必要であることから、これら

の業務については、 1月22日に職員長統括の下に

人事課に人員確保対策班を設け、庁内の職員動員

を一元的に処理する こととした。平常時の組織や

(7) 神戸市災害対策本部の設置

く神戸市災害対策本部の位箭づけと機構〉

神戸市災害対策本部の設荊は、災害対策基本法

第23条第 6項の規定に基づき、神戸市災害対策本

部条例により、本部長、部の役割や指揮統制等に

ついて定められている。

神戸市地域防災計画では、市長は、次の場合、

災害対策本部を設骰することとなっている。

●暴風智報又は大雨晋報が発表され、かつ本市域

内において重大な災害が予測されるとき。

●防災指令第 3号が発令されたとき。

●その他災害が発生 し、又は発生するおそれがあ

る場合であって、特にその対策又は防災の推進

を図る必要があるとき。

なお、神戸市災害対策本部の組織は、図 3のと

おりである。

〈神戸市災害対策本部の動き〉

地震発生後の神戸市災害対策本部の主な動きは

次のとおり（消防部並ぴに災害対策本部員会議の

動きについては、後述）。

1月17日5時46分、 全市防災指令第 3号を発令。

6時に全市に災害救助法発令 (1月22日通知 ・遡

及適用）

7時、災害対策本部を 1号館 1階ロビーに設骰。

その後、 8時に災害対策本部を 1号館 8階に移設。

職員の職務を超え、適材適所、臨機応変に全職員 17日7時、神戸市災害対策本部が設置された

挙げての応急復旧対策の実施を目指した。

138 



図 3 神戸市災害対策本部の組織図

市 長 部

調 整 部

恥々公ヽ 務 部

理 ! ！オ 部

市 民 部

民 生 部
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(1,,i節の長） 交 通 部

学教 校 部
ト＿

（ 育 委 Li会事務局）

議会部(m会il'務局）

外 大 部
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第211ii)J部（都市計訓局）
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（選栄符理委員会：ヽl9務局）

第5協力部
（人 ，!］t委共 会 事務局）

第61’lI,｝J部
抒 察署 （監 究 事 務 局）

その 他 .. 

関係機関 束灘区本部、i難区木部、

中央区本部、 兵即l裟本部、

北区本部、 長Ill区本部、

碩1牲Iメ．．本部、 垂水区本部、

西区本部

出典： 「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」
神戸市消防局

i l!j 

防

団

9時に救援物査（主食 ・毛布等）の調逹に取り

組み、 13時には大都市に対して応急給水支援を要

硝。

15時、市災害対策会議を開催。

16時、市内批販店に食料品等生活関辿物査の安

定供給・価格安定を要睛。

1月18日6時に東灘区においてLPG漏洩事故

が発生 したため、避難勧告を発令。

第 1]：i: 屈l及び被災自治体の対応

1月191:112時40分、中央区において家屋倒壊の

恐れがある地区があるため、避難勧告を発令。以

降、避難勧告 2件発令。

14時に市会代表者会議を開催。

1月20日10時、市内屈販店に食料品など生活関

辿物資の安定供給 ・価格安定を要睛。

11時、垂水区において擁壁到壊の恐れがある地

区があるため、避難勧告を発令。以降、避難勧告

91牛発令。

1月21日10時40分、灘区において家屋倒壊の恐

れがある地区があるため、避難勧告を発令。以降、

避難勧告 8fll••発令。

1月22日10時30分、北区において石垣擁壁の一

部落下のある地区があるため、避難勧告を発令。

以蹄、避難勧告12件発令。

ぐ神戸市災害対策本部員会議〉

神戸市災害対策本部では、応急対策に万全を期

するため、 1月17El 15時に災害対策本部員会議を

開催した。

その後も、頻紫に会議を開催し、被害状況の把

握に努めるとともに、適切な対策の推進に全力を

傾注した。

1月17日15時

第 1回災害対策本部員会議

1月181:I9時

第2回災害対策本部員会議

・被災市民の救助に全力（応援隊等）

．避難者の生活支援

• 生活物査の確保と供給

．拠点給水、医板救護班の増強

・仮設トイレの設骰

・仮設住宅の建設、 空家（市営住宅）の斡旋

・道路、鉄道、バス等の早期復旧

・日本水道協会に復旧支援要睛

1月18日17時

第 3囮災害対策本部員会議

・被害状況の報告等
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1月19日9時

第 4回災害対策本部員会議

・被害状況の報告

．避難所への救援物資配布状況

・救護ポランティアの受付状況等

1月19日18時

第5回災害対策本部員会議

・被害状況及び復旧状況・計画等

1月20日7時

第 6回災害対策本部員会議

．避難所への救援物資配布状況

・被害状況及ぴ復旧状況 ・計画等

1月20日18時

第7回災害対策本部員会議

・被害状況及ぴ復1日状況 ・計画等

• 明石市等周辺市町に火葬業務の支援要梢

1月21日7時

第 8回災害対策本部員会議

．避難所への救援物資配布状況

• 2次災害防止（建築物）措罰

・被害状況及ぴ復旧状況 ・計画等

1月21日18時

第9回災害対策本部員会議

・被災市民への降雨対策

・救護対策現地本部の設附

• 海上輸送ルートの設囲

・被害状況及ぴ復I日状況 ・計画等

1月22日7時

第9回災害対策本部員会議

．避難所への救援物査配布状況

・救護ポランティアの申込状況等

1月22日18時

第10回災害対策本部員会議

• 生活物査の価格監視 ・物価 110番開始

・建築物応急危険度判定の実施

・ポランティアの活動状況

・被害状況及ぴ復旧状況 ・計画等
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3 国及び他都市への応援要請の状況

兵府県は、自治省消防庁並ぴに他都市消防本部

のほか、自衛隊、海上保安庁、他府県替察などに

対して、次のとおり応援要請を行った。

(1) 自治省消防庁への応援要請

地裟後に発生した大火災に対し、被災市1町では

消防職員 ・団員を総動員した。同時に、広域消防

相互応援協定に基づき、兵廊県内の他の市町の消

防本部に応援を要梢して、救助 ・救出、消火活動

を実施するとともに、兵廊県では消防組織法に基

づき、自治省消防庁を通じて、他府県に応援を依

頼するなど、広域的な体制の整備を図った。

1月17日10時、兵廊県では、テレピやラジオの

被害状況の報道、被災市町からの断片的な情報等

を基に協議を行い、兵廊県知事から消防組織法第

24条の 3に基づき他府県消防の応援を消防庁に要

請した。

消防庁では、これを受けて大都市消防本部、兵

廊県以外の府県下の消防本部に対し出動を要請し、

順次その対象を拡大していった。

(2) 他都市消防への応援要請 と広域応援活動

今回の設災では広範囲にわたる建物の到壊や同

時多発の火災のため、消防団職員の懸命の消火活

動及ぴ救助活動にもかかわらず十分に対応しきれ

ないため、被災市町は「兵廊県広域消防相互応援

協定」に基づき、近隣消防本部へ応援要硝を行っ

た。 1月17日には18消防本部、 33隊154名の応援隊

が消火 ・救助活動に当たった。

兵廊県は消防庁を通じて応援を要睛し、 1月17

日11時10分、兵廊県三田市消防本部の消防隊が長

田区の火災現場に到沿したのを皮切りに、 19都府

県、 147消防本部258隊1,180名の応援隊が、神戸

市、西画市、芦屋市に到舒しi肖火・救助活動を展



附した。

翌 1月18日にも約1,000名が到着し、1月25日ま

で2,000名以上の応援体制を維持した。その後、

徐々に体制を縮小しながら 3月末まで応援を実施

した結果、 41都道府県、451消防本部から延ぺ 3万

2,400名の消防職員が応援活動を実施した。

また、「大規模特殊災害時における広域航空消防

応援実施要綱」に基づくヘリコプターの出動要請

を行い、 1月17日には東京消防庁をはじめ 9団体

の合計9機77名搭乗可能なヘリコプターが神戸市

民防災総合センターを碁地として、県内だけでな

く県外の病院に救急患者を搬送するとともに医薬

品及び救援物査等を搬送した。

兵廊県内の消防団は、被災市町への消火 ・救助

活動の応援のほか、県消防学校、グリーンピア三

木、県立三木山森林公園に開設した救援備蓄基地

において、連B150人が物査の仕分けや搬出入の応

援に当たった。

(3) 自衛隊への応援要請

自衛隊と兵廊県では、相互に災害派造にかかる

梢報交換等のため懸命に通信を試みていた。

1月17日10時、姫路駐屯地（陸上自衛隊第 3特

科辿隊）とようやく 2回目の辿絡がとれ、県から

自衛隊への災害派逍を要硝した。

そして、陸上自衛隊第 3特科辿隊副辿隊長が、

1月17日10時20分、県庁ヘリボートに到狩し、災

害対策本部会議に出席、以後常駐することとなっ

tヽ
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〔派逍要請文書〕

陸上自衛隊 中部方面総監及ぴ第 3師団長あて

(17日10時付）

海上自衛隊 呉地方総監あて (17日19時50分付）

航空自衛隊 中部航空方面隊司令官あて

(18日21時付）

第 13位 固及ぴ被災自治体の対応

(4) 海上保安庁への応援要請

海上保安庁では、 1月17日7時に第五管区海上

保安本部に災害対策本部を設附し、当日中に巡視

船艇36隻、航空機13機を配備した。同庁は兵廊県

との連絡調整を行い、海難発生の有無、臨海コン

ピナート、神戸港など港湾臨海部の被害状況調査

及び船舶の航行安全の確保を行うとともに、救急

患者の輸送、緊急物資輸送、給水等の業務を行った。

(5) 他府県警察への応援要請

兵廊県智察本部は、 1月17日6時15分に「兵庫

県晋察災害智備本部」を設阻し、県内各智察署の

署長等を招集するとともに、ヘリコプターによる

状況把握や道路損壊状況調査などの活動を開始し

が.... 0 

1月17日11時、兵廊県知事（災害対策本部長）

は、自衛隊に対し10時に出動を要請したことを皆

察本部長に伝え、消防、自衛隊と辿携し救助に全

力を尽くすよう要硝した。

近畿管区内各府県の機動隊が8時30分から出動

を開始、徳島県皆察機動隊が10時より淡路島で救

助活動を開始するとともに、 14時55分には替視庁

レスキュー隊が到沿した。また、大阪府替察では、

派辿部隊に対する補給等の支援体制を確立した。

なお、ヘリコプター 7機の応援も受けた。

当日中に、他府県皆察への応援要睛による3,000

名が出動し、被災者の救出 ・救助活動、行方不明

者の捜索活動、迫体の収容 ・検視活動を行った。

(6) 他府県等への職員派遣の要請

兵廊県災害対策本部では、 1月20日、北海道か

ら地裳災害救助の経験を有する職員の派辿を受け

たほか、相当数の地方公共団体あるいは建築士会

等の団体から応援の申し出を受けて順次受け入れ

てきた。

こうした他府県等からの職員の受け入れについ

ては地域防災計画上、所管の定めがなく関係部局
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第4編裟災時の応急対策

で対応していたが、緊急の災害応

急対策に追われるなかで、所管の

業務に係 る他府県等の応援の申し

出を辞退するという事例もみられ

tヽヽ
0

このため、的確な派造要睛と申

し出の関係部局への斡旋、派追職

員の適正な配罰に向けて、人事課

人員確保対策班で一括して行うと

ともに、また、地方課との連携に

より、被災市町の要請を取りまと

め、派造に応ずる他府県及び県内

その他市町の職員を割り当てる調 全国からの救援物資が兵庫県消防学校に集められた

整も行った。

そして、対策本部の各部局の要請に基づき、災

害救助法担当として雲仙普贅岳哄火で被災した長

崎県から災害対策の実務経験者 2名の派追を受け

たほか、 1日数百名規模で行われた建築物チェッ

クのために延ぺ5,000名を超える専門職員の派造

を受ける等、適宜、他府県等に職員の派遣要硝を

行い、その数は最大 1日4,000名、 2月17日現在、

累計10万1,500名に逹した。

また、この間、救援物査の供給業務で大規校か

つ継綺的な人員確保が必要となったため、自治省

消防庁を通じて県消防学校の備密基地などに全国

から最大100名の派追を受けるとともに、 2月2日

には、 ー！杓本格化する災害対策 ・復興事業に対応

するため、全国知事会に全国レベルでの他府県か

らの応援を要請した。さらに 2月20日には自治省

に対して新年度の災害対策 ・復典事業のため、他

府県からの中 ・長期的な職員派逍を要睛するなど、

継続的な応援体制を整備するために国等の協力を

要硝した。

(7) 建設業者等への要請

到壊家屋等の下敷きになっている行方不明者の

捜索、救出活動に当たっては、重機配備の作業部
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隊の応援が必要になることから、 1月17日兵1庫県

建設業協会に対し、神戸市、尼崎市、西宮市、芦

屋市、伊丹市、宝塚市、川西市の 7市の地域にお

いて、自衛隊等より出動 ・協力依頼があれば、パ

ワーショベル、クレーン車等を保持して直ちに出

動できる、実動可能な業者名、機械名、連絡先を

記載した名簿の提出を依頼した。

しかし、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川

西市の 5市においては、交通事梢から対応が困難

であるとの回答だったので、大阪府を通じて、大

阪府建設業協会に対して同様の依頼を行った。

1月18日及び20日に兵／庫県建設業協会から28社、

大阪府建設業協会から102社、合計130社の匝機配

備の作業部隊の準備について報告を受け、そのリ

スト及び趣旨を自衛隊に通知した。

このほか、県内 ・県外の建設業者等から復興作

業に当たる建設機械 ・機材類、輸送車両、オペレ

ーター等の派逍や提供などの応援申し出41件を受

け、被災地域のニーズに対応した活用を図るため、

その都度、 リストを整理して各市町等へ提供した。

18日未明、被災者の救助・行方不明者捜索のた

めの物査として、皆察本部からテン ト35張、乾電

池 2万個、懐中電灯 1万個、スコップ 1万個、軍
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建設業協会から積極的な協力が得られた

ではなかった。

また、消防交通安全課に全国か

ら問い合わせの軍話が殺到し、そ

の対応に追われ、関係機関との梢

報交換が困難を極めた。

5
 

災害情報収集・ 伝達

手 2万双、長靴8,000足、ガソリン30万 Q、レンタ

カー50台の要請があり、具夜中にもかかわらず、

関係業者の梢極的な協力が得られ、早朝には確保

の目途がついた。

4
 

災害通信活動

兵｝車県災害対策本部では、、災害対策本部設附前

後より、通信回線の輻較、通信設備の故1旅等のた

め、関係機l剥との災害通信活動が困難を極め、次

のような状況となった。

一般加入電話は回線輻較のため、発信がほとん

どできなくなり、また、県庁大代表番号での着信

がきわめて困難となった。 (NTTでは、 17日は終

H、全国から神戸方面への通話がピーク時の50倍

ほど集中する著しい輻較状態となっていた。）

消防庁行政無線は19時まで、また、兵廊衛星通

信ネットワークシステムは12時 5分まで（衛星通

信ネット ワークを監視する管制局の記録）、それぞ

れ停止した。 これらの装囲は、傍電とともに非常

誼源が作動し、電源の問題はなかったが、倅止し

た理由は内部の冷却装散が破損したためである。

なお、他の通信装骰についても、事務室の機器

等散乱のなかで、使用を試みることのできる状態

1月17日の設災後は、 兵庫衛星

通信ネットワーク県庁局の一時不

通に加え、通信 ・事務機器の多く

が使用不能となった。また、交通

網寸断による対応職員の不足、

NTT網の混乱等から、収集できる梢報は断片的

であり、災害の情報収集 ・伝達は困難であった。

そのようななかで、10時に消防庁に県外消防機

閾の応援を要硝するとともに、 自衛隊に対しても

災害派造を要謂するなど広域的な活動体制を整え

ていった。

兵廊県災＇告対策本部では 、神戸市消防局との 1

月17El 7時 5分の情報交換により、「市災害対策本

部を 7時に設置し、目下消火及ぴ救助活動を展I-tl

しているが、被害の全容は不明である」旨の梢報

を入手した。

また、 8時20分の照会において、「市東部に被

害、長田区に火災発生」との情報を得たものの、

以降辿絡が取れなくなる。

7時10分から同15分にかけて尼崎市、西宮市、

淡路広域消防本部との辿絡により 、「相当の被害が

出ている模様だが、全容は不明である」旨の憐報

を入手した。

6時55分及ぴ8時に、兵｝罪県皆察本部昔備課か

ら「神戸、阪神間を中心に大きな被害が発生して

おり、さらに拡大が予想されるが詳細lは不明で、

目下状況把握中」との被害発生状況を入手。 11時、

皆察本部長から知事に「被害拡大中でどの程度に

なるか不明」との状況報告があった。
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12時ごろから、停電が回復しテレピが受信でき

るようになり、また兵廊県皆察本部の確認死者数

等の定期的な情報収集が可能となった。

この後、‘情報入手のたぴに火災が多発し、ます

ます拡大していることが明らかになったが、大き

な被害が生じている被災地域は、淡路島から神戸

市、阪神問及ぴ明石市等を中心にした地帯に限定

されていることが判明した。

その後、発表された兵廊県普察の被害情報 (ll寺

刻は調究時点）は、次のとおりである。

11時 現在死者96人、行方不明者163人

11時30分現在 死者178人、行方不明者331人以

上、負傷者390人以上、家屋倒壊

880戸以上

12時 現在死者200人、行方不明者331人以

上、負傷者390人以上、家屋倒壊

1,089戸以上

（以降定期的な報告となったが、うち13時30

分、 16時45分、 23時45分の状況は次のとおり）

13時30分現在死者436人、行方不明者583人、

負1蒻者884人、家屋倒壊1,971戸

16時45分現在 死者863人、行方不明者569人、負

傷者1,839人、家屋倒壊2,333戸

23時45分現在死者1,584人、行方不明者1,017

人、負傷者4,314人、家屋倒壊

7,146戸

6 住民への避難勧告

地震発生で束灘区御影浜町にある低温液化石油

ガス貯槽 3碁のうち 1基（最大容拡 2万t)で元パ

ルプ付近のフランジ部分に隙間ができ、ー44℃で

貯蔵されている液化プロパンが漏洩気化し、ガス

が防液堤を越え付近一帯に拡散する危険な状態と

なった。このため、1月18日6時、約 2万8,000世
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帯、 7万2,000人を対象にした避難勧告が発令され

が..... 0 

東灘区災害対策本部、消防、替察、海上保安部

の各関係機関では、連絡調整のうえ任務分担に基

づき、安全、迅速かつ確実に避難できるよう努力

した。

その後も余展が続き、倒壊の恐れのある家屋、

地滑りや土砂崩れの恐れがある箇所が次々と判明

したため、 1月19日以降も表 2、表 3のとおり 38

地区、約5,000人に対して各区の災害対策本部から

避難勧告が相次いで発令された。

避難勧告発令時には、各消防署で広報車による

マイク広報で直接市民に避難を促すとともに、災

表 2 神戸市避難勧告発令状況（署別）

署 )） ll 地区数 泄帯数 人 員

束 灘 5 816 2,721 

灘 1 3 5 
1年 合 ， 346 557 

生 田

兵 庫

北 17 352 891 

長 田

須 磨

垂 水 5 164 488 

西 1 11 39 

合 附• 38 1,692 4,701 

注） 東灘区御影浜町の液化プロバン漏洩による避難勧告を

除く 。

出典 ：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

表 3 神戸市避難勧告発令状況（日別）

地 区 数 枇帯数 人 員

1月19El 3 382 970 

1月20El 10 435 1. 174 

1月21El ， 332 1,049 

1月22B 13 474 1,303 

1月23日 2 61 189 

1月26日 1 8 16 

＾ ロ

計 38 1,692 4,701 

出典： 「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局
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害対策本部を通じて報道機関に広報を行った。

7
 

交通規制の実施

今回の誕災により、道路等の交通関係施設は大

きな被害を受けた。特に、阪神高速道路や国道 2

号、43号の被害により、道路交通の機能は大きく

損なわれた。

このため、震災直後から、兵庫県晋察本部、兵

廊県土木事務所等により、道路通行不能箇所、信

号機の故聞、幹線道路の損壊状況の調査を開始し、

神戸 ・阪神間を中心に、火災や交通渋滞に対応す

るため、道路交通法による通行禁止措箇や交通整

理、 被災地域への一般車両流入を防ぐ迂回誘•尊等

の対策を実施するとともに、夕方ごろからは、幹

線道路を中心に緊急輸送ルー トの検討を開始した。

交通規制については、地元警察において、発災

直後、道路被害状況の把握に努め、通行が不可能

な道路、危険な道路への通行制限を行った。また、

隣接府県晋察では、交通情報板等を通じた被災地

域への車両の乗り入れ抑制のための広報等を行っ

tヽヽ
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緊急輸送車両の通行可能路線が確認できた翌18

日6時には、道路交通法に基づき兵廊県内の国道

2号をはじめとする道路について、緊急輸送車両

以外の通行を禁止した。さらに、緊急輸送ルート

の入口において緊急輸送車両の通行証を交付する

とともに、パトカーの先淋、若察官による誘尊等

を行った。19日20時には、被災地への救援物査等

の輸送を円滑に行うため、交通規制を災害対策基

本法第76条に基づくものに切り替え、図 4のとお

り兵廊県内の国道 2号をはじめとする総距離約83

kmの区間について交通規制を実施した。また、緊

急輸送車両に対する標臨等については、全国の警

図 4 緊急輸送ルートマ ップ (I月21日現在）

c
 

山歌

、ヽ

和

r̀‘
、ぶヽ

＼
＼
ー
・

（警察庁資料による）

出典 ：「防災白書」平成 7年版 国土庁
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交通渋滞は緊急車両の通行に大きな障害となった

察署等において交付を開始した。

緊急輸送ルートについては、 1月22El、28日、

2月1日にそれぞれ高辿道路の一部復旧に伴い、

ルートの変更及び追加を行った。また、 1月28日

には、バスの円滑な通行に究するため、 一部の区

間で代替パス運行確保路線を設定した。

8 災害広報活動

大災害の発生に際し、何よりも求められること

は、正確な情報の入手と、その情報を迅辿に被災

地域の住民に伝え、人心の安定を図ることである。

このたびの大震災に際しては、発生直後からの

伴電、電話回線の不通・輻較という事態に加え、

被災地の交通手段がことごとく 寸断された。

兵廊県では梢報対策に当たるべき要員の確保さ

え容易ではなかったが、日を追って職員の勤務体

制が斃い、情報対策部（知事公室）として、ラジ

オ、テレピ、新聞等の媒体を活用するとともに広

報課の自主媒体として「緩災ニュース」 を発行し、

また、「ニューひょうご」臨時号を発行する等、被

災者に向けての定期的な梢報提供に努めた。

さらに、 2月15日からは、新たに被災者を中心

とした県民向け臨時災害FM局を開局し、県や関

係市町の生活関辿梢報を発信し、1胄報体制の強化

を図った。
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生活情報を提供する「震災ニュース」 （上）、避難所生活の

情報誌として「ニューひょうこ・」（下）などが発行された

(1) 報道機関との連携

1月17日は、兵廊県災害対策本部として梢報の

収集さえままならず、県政記者に報道機関からの

情報提供を要請する状況でもあった。

1月18日6時20分、知事の緊急記者会見を開催

し、兵廂県災害対策本部が購じている措四につい

て県民への周知を図った。以後、災害対策総合本

部 (18日改組）の会議終了の都度、定例的に被害

状況、避難者の状況、緊急物査対策、住宅対策、



ライフラ インの状況筍；について、 1月22Hまでの

間は 1日に 2回ないし 3阿の発表を行った。

また、県民向けの定時放送としては、地域防災

計画による放送協定に基づき、 1月19日中に

NHK、サンテレビ、AM-KOBE、Kiss-FMと

の協議を整え、201」15時45分のNHKラジオ第 1

放送を皮切りに、順次放送を開始した。スタート

はやや遅れたものの、以後、各局とも午前、午後、

夕刻の各 3回（各1ill5分ll.tl）にわたり 、被災者へ

の地域別の生活梢報を発信することとなった。

震災後 2迎1=1に入り、屯気、ガス、水逍などの

ライフライン対策節の定例的な発表に加え、政府

の現地対策本部の設附、諸外国からの援助、ポラ

ンティア活動の概要など多種多様に及んだ。

県民向け定ll寺放送では、県の広報専門員が直接、

放送局のスタジオに出向き、あるいは屯話インタ

ピューを受ける形でテレピやラジオに出油し、県

災科対策総合本部をはじめ、各市町災害対策本部

からの梢報等を発信した。

姦災発生後、約半月を経過した 1月31Elからは、

10時と19時の 1ti 2 ltllの定例記者発表と必要の都

度行う随l開発表を9蒻施した。

(2) 臨時災害FM局の開局

避難所生活を余i義なくされている被災者を中心

に、生活救援及ぴ今後の生活再建へ向けた梢報提

供が強 く求められているなか、政府の現地災害対

策本部から災甚梢報を導門に放送するFM放送局

の開設について提案があった。これを受けて兵即

県は 2月 113に具体的な検討 ・協議をHf・l始、！札職

員4名の専任者と、 NI-IK等の技術的な支援、ポラ

ンティアによる運営体制を別各備し、 2月15日に全

国的にも例をみない臨時災沓FM局「復興遥信FM

796フェニックス」（放送事業者＝兵Iilt県）をスタ

ートさせた。

放送内容は、 国、県、市町の災害対策本部発表

袢の1廿報をはじめ、緊急パトロール隊とも辿携し

第u;i:I団l及ぴ被災 I‘―1治体の対応

た取材梢報、避難所からのレポー ト、弁護士、司

法密士、医師等の財門家の協力による各稚相談な

ど生活に密舒した1胄報となっており 、土 ・日曜日

を含む術I」、 12時から20時までの 8時間にわたっ

て放送している (3月末まで放送）。

親局を県庁内に附き、放送エリアとしては、神

戸市、 芦｝至市、西宮市、尼崎市、 宝塚市、伊丹市、

川西市、明石市、津名郡 3町の 8市 3Ill]をカバー

している。

なお、番組の企画制作、放送迎常には、大学生

やプロのアナウンサーなど、総数では約70人のポ

ランティアが登録 ・参画しており、自 らの被災体

験をもとにした企画等も取り入れ、術 l]平均で約

20人が番組制作に参加している。

また、この放送の趣旨に賛同した明石市から尼

崎までの 6つのCATV局と 2つの有線放送事業

者が再送信に参加している。

(3) 広報誌等の発行

被災地や避難所の状況が明らかになるにつれ、

紙而を活用したきめ細かな生活情報の提供が必要

との考えから、兵血県では「震災ニュース」（県災

曹対策本部からのお知らせ）発行の検討に入った。

梢報を必要とする人にタイムリーに届けられる

かどうかが課題であったが、避難所緊急パトロー

ル隊や救護対策現地本部との辿携により対応する

こととした。

避難所生活者に必要な梢報等を盛り込んだA4

サイズ (1~ 4頁建て）のミニ梢報誌として 2月

l Hからスター トし、 2月17日までの間に号外を

含めて 8回（各回10万部）発行した。

また、 2月5日には月刊広報誌 「ニューひょう

ご」の臨時号を発行したが、すぺての避難所生活

桃帯に行き渡るよう、従米より 8万部を増やして

12万部とした。

この1―Ill、国の各省庁、都道府県に対 しても、裟

災の実梢報告と支援の要硝のため、 Alサイズカラ
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第4編 災災II寺の応急対策

ーの写真ニュース（災害特報）を作成 (28日150

部）、東京事務所を通じて各省庁に配布し、都道府

県会館にも掲示した。

神戸市災害対策本部では、被災住民に対して紙

而を活用したきめ細かな生活梢報を提供するため、

「こうぺ地震災害対策広報」を発行した。

避難所生活者に必要な惜報等を盛り込んだA4

サイ ズ (1頁建て）のミニ梢報紙（随時発行）と

して 1月25Elからスタートし、 8月15日現在で33

号を数えている。
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きめ細かな生活情報提供がなさ れた

昼間 (9時～17時）には、生活文化部職員 9名

と他府県応援職員 4名の計13名、夜間 (17時～21

時）には、生活文化部職員 5名を配囲し、日々最

新の梢報 ・査料の収集、データ更新を図りながら、

8回線の電話を設樅し、土 ・日曜日を含め24時間

体制で対応することとした。

設散当初は、県の窓目が明確でない問い合わせ

や、市町業務についての問い合わせ等も多く 、膨

大な件数の対応が辿l1深夜にまで及びフル稼働し

tヽ~ o 

スター トの週 (1月24日～ 1月29日）の問い合

わせ等の件数は 1日平均770件あったが、救援物

資、義援金、ホームステイ 、ポランティアの申し

出等とともに、住宅診断、仮設住宅、仮設トイレ、

風呂、交通、ライフライン等に関する問い合わせ

が増加していった。

震災から第 3週 (1月30日～ 2月5日）に入る

と、1且1い合わせ件数は 1日平均360件程度となり、

救援物査等の申し出が大輻に滅少し、仮設住宅、

交通、ライフラインの問い合わせも滅少するなか、

状況が少しずつ落ち莉きつつあることがうかがえ

tヽヽ
0

第4週 (2月6日～ 2月12H)の問い合わせは、

平Hで 1日平均200件、土・日曜日はその半数程度

となったが、り災証明、融査の具体的な手続きに

1堤する相談が増加した。また、マスコミ等からの

被害状況、被害総額の問い合わせも依然として目

立った。

第5週以降も、1日平均150件と1牛数は滅少した

が、義援金等の支給や交通規制等、そのときどき

(4) 情報センターの設置 の緊急対策に関係する問い合わせが増加した (2

震災直後から兵庫県では県民等の問い合わせ等 月17日までの問い合わせ件数は 1万1,384件とな

に対する窓口として、総合本部室（庁議室）、同事 った）。

務局（消防交通安全課）、梢報対策部（広報課） 等

が当たったが、各部の梢報 ・相談事業との辿携と

効果的な情報提供のため窓日を一元化し、 1月24

日に図 5のとおり「梢報センター」を設附した。
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第 1衆 国及ぴ被災自治体の対応

図 5 兵庫県災害対策総合本部 情 報 機 能

兵lit［県災宮対策総合本部

| |.-----,||［ 
報 道 生 活 福祉 健康・環境

厘 ・安否相談
（菩察本部）

1福祉なんでも柑訣I・ 医燎情報
（医務課）

・記者発表
（秘i,J課）

・袋災ニュース
（広報課）

・ホームステイ
ポランティア暉

情報
： ・風呂情報

（統計課） ［義援金の受付等 ［（生活衛生課）

・公的宿泊施設 : .楽の相談所
相駁 i （薬剤師会）

（生活文化郎）

・心の相談
法律相談
情報7ァイル
（女性七ンター）

情報センター

・ガレキ相談
（環洸整｛蘭課）， 

市

県ポランティアセンター

住 宅 商工 ・労慟牒林 ・土木教脊

・道路・ 鉄道情報0五五匝目
〔迫路〕
ぼ路補り多課）

・仕宅復lH相駿七ンクー ・屈用特別相駁 〔鉄追）

（建英指祁課） （戟粟安定課） （交通政策局）

情報収集担当
（広藉課、女性センター

神戸生活科学七ンター）

措齢・対応担当 1・仮骰住宅
・公僻住宅
・空家情報
（住宅管理課｝

・食料品情報
（食品泊tii]j諜）

．扉用促進住宅梢報

(I面用保険課）

・物価ダイヤル
（生活創造謀）

.itilt生活相談
生活情報ネット
（袴戸生活什学七ンター）

・ク国人特別相該
(lきl院交説協会）

救股対策現地本部

出典： 「阪神 ・ 淡路大震災—兵庫県の 1 カ月の記録」阪神 ・ 淡路大震災兵庫県災害対策本部

9 避難場所・仮設住宅の確保

裟災による家屋の住lj壊や焼失、ライフライン施

設の断絶、余裳や二次災害の不安などから、避難

住民が増加し、ピーク時には避難者数は31万人を

(1) 避難所の設置等

誕災のあった 1月17日から多 くの被災者が小中

高等学校、市役所、公園等の公共施設に避難した。

これらの避難所は、兵廊県と大阪府をあわせてピ

ーク時に1,138カ所にものぼり、図 6のように31万

9,638人の被災住民が収容された。仮設住宅の建設

や被災地域外への避難等により、避難所及ぴ避難

者の数は 5月25日現在 3万1,000人に減少した。な

お、避難所は 8月20日に閉鎖された。

避難所における被災者に対する食事の供与は、

図6 避難者数の推移

（人）
350,000 

314,329319,63肘09,925

300,000ト
277,905,.::::; 

285,657門琴門］門
f⇒ 

超えた。これら避難住民に対して展開された生活 250,000 

支援対策は、次のとおりである。
200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

゜

266,473 

‘ 
1225,440 

＾ 
206,903 
/＝＝9 

＊ 
99,727 
f=  

/1 
19 20 21 22 23 24 31 10 20 6（日）

1 /¥-2-／＼3 （月）

注） 1 兵庫県と 大阪府の合計。

2 ＊は神戸市は 2月26日までは、提供した食事数を

発表し、 27日からは宿泊者数に切り替えたため、避

難者の数は激減した。

原生省調ペ
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第4紺設災時の応怠対策

避難者は約32万人に及び、不自由な生活を余儀なくされた

4月24日までに約4,600万食に及んだ。避難所では

炊き出しも行われ、婦人防火クラプや 1:1本赤十字

奉仕団をはじめとする民間ポランティ アにより 実

施されたほか、自衛隊でも、炊事車等で炊き出し

を実施した。

く仮設トイレの設置〉

被災自治体は、避難所等における仮設トイレを

確保するため、 全国の地方公共団体や日本赤十字

社、民間企業等の協力により、ピーク時で3,900基

を設骰した。

隙害者に対する援護措臨としては、現地からの

要睛及ぴ企業等の協力を得ながら、身体ll敢害者用

仮設トイレ25基及ぴポータプルトイレ500台（うち

背もたれ、膝掛け付150台）を設箭した。

く仮設風呂の設骰〉

被災自治体は、避難所等の生活を余骰なくされ

ている被災住民に対する入浴施設を確保するため、

最大時に仮設風呂72基及ぴシャワー206基を設附

した。

自衛隊は、被災地方公共団体の要請を受け、仮

設風呂の地域的な偏りをなくすため、 1基 1日8

時間稼働で400人入浴可能な野外風呂等を神戸市

16カ所、西宮市、芦屋市、宝塚市、北淡町に各 1

カ所に最大23基設附し、延べ約52万人が利用した。

また、旅館、サウナ、ゴルフ場等の多数の施設

が浴場を被災者に対して開放した。

＜避難所救護センターの設附〉

150 

1月24Hに被災自治体は、厚生省の指辿もあり、

避難者が心身ともに不安定な避難所生活の長期化

等により、体調を崩しやすいことなどから、避難

所において医師 ・看護婦が常駐して初期医旅を展

開できる避難所救殴センターを設協した（最大時

165カ所）。

また、避難所救護センターの設置されていない

避難所における被災住民の医板等を確保するため、

医師 ・呑護婦による巡回診療体制を整備したほか、

兵）求県下の20保健所を拠点に、医療活動と併せ、

保健婦による母子 ・老人等に対する巡回健康相談

の体制を整備した。

(2) 応急仮設住宅対策

家屋の倒壊や焼失により住宅を失った被災者に

対する大姑の応急住宅対策が急務であるとの認識

のもと、兵庫県では都市住宅部を中心に県住宅供

給公社各事務所と辿絡をとり県営住宅の空家状況

を把握し、空家550戸を神戸市ほか被災各市に配分

することとした。

また、建設省と辿絡を取りながら、大阪府をは

じめ近隣府県等に府県営空家住宅の提供を要請す

るとともに、仮設住宅についての検討を進めた。

応急仮設住宅については、誕災により住宅を失

った被災者全員の希望にそうため、約 4万1,000戸

の建設計画に基づき供給を図ってきており、 5月

23日現在で兵）車県、大阪府内で約 4万戸が完成し、

このうち約 3万戸が入居済みとなっている。

さらに、 5月25日、 7月末までに避難所を解消

する方針の下に、応急仮設住宅8,300戸の追加を決

定した。また、健康上配胞が必要な高齢者や心身

隙害者世帯など約 3万5,000戸へのエアコンの設

附も併せて決定した。

応急仮設住宅の建設は、建設査材の生産能力等

からして、従来 1カ月に 1万戸の建設が限度であ

ると言われていたが、今回の裟災に伴う家屋倒壊

や火災による焼失の状況に対処するため、輸入住



宅の＃入を含め、かつてない取組みを進めた。

また、応急仮設住宅の建設用地として利用可能

な国有地等について、国土庁において各省庁の協

力を得て調杏を行った。この結果、大蔵省が管理

する未利用地、病院や保疫施設の敷地（グランド

等）を含め14の省庁等から合計243カ所、約32lha

（うち兵1庫県内llO力所、約180ha)について土地

の提供の申し出があり 、地元の地方公共団体に対

して梢報提供を行った。

公有地等についても、自治省において地方公共

団体の協力を得て調査を行った。この結果、兵廊

県周辺の 2府 7県及び 2政令指定都市から約137

ha、周辺 2府 1県の管下市町村（政令指定都市を

除く）から約70haについて土地の提供の申し出が

あった。

さらに、地元経済団体の協力により、 45カ所、

約59ha（うち兵）車県内は39カ所、約33ha)につい

て土地の提供の申し出があり、同様に梢報提供を

行った。

(3) 船舶のチャーター

民聞船舶会社の協力により 、神戸港において救

援、復旧要員用に延べ 8隻が提供されるとともに、

津名港において被災者用に 1隻、尼崎 ・西宮・芦

屋港において被災者用に 1隻、大阪港において被

災者用に 1隻が提供された。

また、海上保安庁の巡視船及び科学技術庁海洋

科学技術センターの船舶を地方自治体から派造さ

れた医師、看護婦等の宿泊施設等として提供した。

10 食料等の確保

被災地では、発災当日から水、食料等の物査が

不足したため、被災自治体をはじめ、自治省消防

庁など各機閾において、次のとおり生活必需物査

の確保が行われた。

第 1う怜 屈l及ぴ被災自治体の対応

(1) 自治省消防庁による物資等の輸送

消防庁が各都道府県を通じて調整し、搬送され

た生活関辿物査は、 3月31日までの数批として、

表 4のとおり毛布約60万枚、乾パン約125万食、飲

料水約157万本 (1.50ペットポトル換算）となっ

t:-. ....。

表 4 生活関連物資等の搬送状況

（都道府県調整取りまとめ分）

（平成 7年 3月末までの系計）

品 目 数 拙

JIIL舒（枚） 524,llO 

タオル（本） 995,040 

カンバン（食） 1,253,642 

おにぎり（食） 2,180.961 

カップ麺節（食） 876,442 

飲料水（本）
1,573,132 

（ペットポトル）

水{Ii•( {rt) 1,475,803 

粉ミルク (kg) 33,959 

ジュース ({ji・) 4,309,735 

節易トイレ（台） 9,008 

米 (t) 378 

食品（食）
2,857,507 

（レトルト、佑詰、アルファー米）

防水シート（枚） 74,346 

毛布（枚） 600.662 

出典 ：「消防白書J平成 7年版 消防庁

なお、この数品には、応援側都道府県及ぴ市IIl]．

村からの供出分に加え、これらの地方公共団体に

申し出のあった民間の協力によるものも含まれて

しヽる。

また、被災地及ぴ肛生省の協力要硝により、 1 

月19日及ぴ20Elには、ヘリコプターによる緊急空

輸が行われた。医薬品については、 1月21日以降

も要睛に応じ、ヘリコプターによる空輸が行える

体制がとられた。

1月21日からは、緊急非常用物査の輸送から被

災地ニーズ対応型の応援に移行することとし、各

都道府県に対しこの旨を辿絡した。被災市町も機

能が回復し、不足する物査の把す屋及び問い合わせ

も可能となってきたことから、これらの1爵報を収
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集し、各都道府県への梢報提供を行った。

なお、各都道府県から自主的な物資の提供の申

し出も多く 、この場合は、品名、数批、輸送方法

及び鞄送可能日に関する情報を随時被災市Ill.［に提

供した。

1月30日、今後の物的支援協力や個人等からの

支援物査などに関する問い合わせに対する調整を

全国の市町村に依頼した。

全国 ・地方新聞など74紙 (1月29~31日）にお

いても、留意事項(‘'被災者の必要なものを必要と

する場所ヘ ・詳しくは各都道府県、市町村に問い

合わせを”)を広報した。

これは、個人等からの支援物資の集中による被

災地の混乱を避けるため、極力各地方公共団体に

おいて、適切な調整が行われることを期待したも

のである。

(2) 緊急用食料の確保

避難者をはじめ被災住民のための食料の緊急確

保 ・供給対策については、兵廊県農林水産部を中

心に裳災のあった 1月17日午前中から検討を開始

した。衛星通信電話回線が利用可能になった午後、

被災市町災害対策本部との辿絡により、各市町と

ヘ リコプターによる搬送で緊急用食料が確イ呆された
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もガス・水道の寸断などで食料確保に手がつけら

れない状態のため数万食が必要であることが判明

した。

したがって、おにぎり ・パン ・乾パン等を緊急

用食料とし、おにぎりについては、被災市町が主

食の確保体制を整えられるまでの 4日分を緊急確

保の目途として、限られた人員ではあったが懸命

の確保活動を始めた。

おにぎりの確保については、大批の炊飯機能を

持つ学校給食センター、民間給食業者に依頼する

こととしたが、阪神間では供給不可能な状況と判

断し、束播磨及ぴ西播磨地域を中心に、県民局・

教育事務所を通じて学校給食センターに、また、

加古川 ・姫路 ・柏原牒林事務所を通じて民間給食

業者に、可能な限りのおにぎり作りを要睛した。

また、丹有教育事務所管内からはパンを中心に調

達することとした。

おにぎり用の米については、農林水産省兵庫食

糀事務所加古川支所及ぴ兵庫県経済牒業協同組合

辿合会と調整し、同辿合会加西粕米工場を補給基

地とした。

おにぎりの供給基地として兵庫県本庁舎 1号館

を設定し、 17日午後から夜にかけて地域ごとのお

にぎり製造や搬送方法 ・ルー ト・

時間を確認しながら、神戸・西宮・

芦屋各市ほかに供給が可能になっ

たことを辿絡した。

束播磨地域からの搬送や阪神間

からの受け取りは自動車を用いた

が、道路の遮断、車の渋滞等によ

り深夜まで混乱が続いた。このた

め、西播磨地域からは自動車輸送

を断念し、自衛隊ヘリコプターの

協力を得て、姫路競馬場の臨時ヘ

リポートから千僧駐屯地（伊丹市）

への空輸を18日早朝行うこととし

f‘ ヽ 0



なお、丹有地区からは、芦屋市

におにぎりとパン、神戸市にパン

を直接輸送し、この日中に確保し

た主食については、おにぎり 3万

4,537食、パン 2万4,900食という

状況であった。

1月17日23時過ぎの災害対策本

部会議において、災害救助法の指

定市町が神戸市をはじめ阪神 ・淡

路地域の11市町となり 、その人口

が300万人を超え、被災者は200万

人前後になるとの推定が報告され

第1i:!： 国及ぴ被災自治体の対応

たことから、 当面170万人を対象と 各都市の給水車が被災地で活動した

した緊急食料確保対策を立てるこ

ととした。

このため、 170万人を対象とした今後 3日分

1,500万食の緊急炊き出しのための災害用米穀の

調逹や、近隣府県への出荷要謂を兵廊食糀事務所

を通じて食糧庁に依頼すること、大阪食糀事務所

から 4万5,000食の乾パンの援助申し出を受けた

が、さらに広島、愛知の食糀事務所へ要硝するこ

と、また、自衛隊に非常食（めし缶詰）の提供と

炊飯車派逍の要賄を行うこと等を決め、翌朝にか

けて関係機関との協議、調整にかかった。

一方、地域防災計画に定める味噌、醤油、泊物、

梅千 し、即席めん、ハム・ソーセージ類等の災害

対策用副食品については、荷扱機関（製造工場、

販売業者）の多くが神戸市内であったため、倉廊

等の被災により出荷できない状況であり、また、

淡路地域からの野菜、 牛乳、乳製品の輸送につい

ては、フェリー利用の出荷体制が取られたものの、

神戸中央卸売市場（本場、東部市場）の被災等に

より流通経路が麻痺状態となった。

握できなかった。しかし、兵即県では甚大な被害

を予測し、厚生省に水道復旧のための全国からの

支援を要請、匝生省では直ちに調整のため県への

職員派辿を決定するとともに、 全国各水逍事業者

に対して、出動可能な人員・査材・工事業者につ

いて照会を行い応援リストの作成に狩手した。

企業庁を中心にこうした水道施設応急復旧の体

f|illづくりを整えつつ、被災者の飲料水の確保など

緊急給水の支援については、自衛隊の災害派辿と

ともに、県内各市町、近隣の大阪、京都、 奈良の

府県営水道事業者及ぴ大阪市水道局等に対し神

戸 ・阪神間への給水車等の出動要睛を行い、当日

中に給水を開始した。また、淡路島内の被災市町

へは島内及び徳島県からの給水支援体制が盤った。

給水に当たっては、各地の浄水場と併せて、海

上自衛隊、海上保安庁等へ要硝して船舶を基地と

することとした。

(4) 神戸市消防局の対応

神戸市消防局庶務班では、地裟による災害対応

(3) 緊急給水の実施 が長期化することを予測し、消防隊等への食料等

裟災当日には、水道施設の被害状況は、各市で の物査確保のため、市内の主要店舗に辿絡をと っ

ほぼ全域とか、市内 3分の 1といった概況しか把 たが、市内の主要な店舗のほとんどが壊滅的な打
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繋を受けていた。老舗の弁当屋とコープ神戸の六

甲アイランド食品工場及ぴ北区にある料理店にお

にぎりを依頼し、 17日の昼食 ・夜食を確保した。

現場の消防隊への食料の配布は、ほとんどすべ

ての車両が現場出動しており、 しかも多数の現場

に分散していたため、夜を徹して行った。

近隣都市からの支援物査は、 1月17日午後には

第 1便が到沿、その後も続々と支援物資の連絡が

庶務班に入ったため、市郊外の道路事梢の良い神

戸市消防学校を支援物査の受入拠点とした。以降、

空 • 海 ・ 陸路から搬送されてきた支援物賽を、消

防学校で受け入れ、圏 7のとおり各消防隊へと配

送を行った。

図 7 食料配送数

（食）

14,000「
12,620 
¥ 12,269 

12,000 I-

10,000,_ 

8,000← 

6,000← 

4,000← 

11,326青 982

9,760 

4,9 
4.217..， 

＇ 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31（日）

出典： 「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

配送は、束部 ・中部 ・西部方而制をとり、消防

局の外郭団体である 「神戸市防災安全公社」の広

報車 4台と神戸市消防音楽隊の搬送車 1台を活用

した。しかし、交通渋滞等の影靱で目的地へ予定

どおり配送することができず、さらに神戸市西消

防団等の利i載車を出動させ、配送の効率化を図り 、

各消防隊へと配送を行った。

その後、各消防戦で間達物査の要望調査を実施

したところ、職員の要望は、最初は食事と水であ

ったが、次第に衣類と毛布へ、そしてカセットコ

ンロや薬品、生野菜へと変化していった。
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(5) 毛布の確保

厳しい寒さのなかでの避難所、また、避難所に

入りきれなかったり、余震等により屋内生活に恐

怖を感じた住民が公園など屋外に避難している状

況において、毛布の確保は、最も急を要する対策

の 1つであった。

兵庫県では、17日の第 1回災害対策本部会議直

後から夜にかけて、生活文化部を中心に取り組み

を進め、兵廊県の備菩毛布（本庁保管分）1万1,000

枚に加え、大阪府、愛知県、泉大津市をはじめ近

隣府県や百貨店等からの提供申し出を受けて約 7

万1,500枚を確保し、神戸市、阪神地域、明石市、

淡路地域からの要睛に応じて、数紐や方法を調整

し搬送を開始した。

このほか、県の各地域での備苦分 1万枚及び日

本赤十字兵廊県支部等の備菩の活用、消防庁の調

整による自治体間直接搬送、自衛隊や兵廊県トラ

ック協会等の搬送協力などにより毛布の確保が進

められた。

緊急救援物査については、毛布のほかにもさま

ざまな物査提供の申し出あるいは搬送中との連絡

を受け、要梢があった市Ill]への直送の調整を行う

とともに、県消防学校を備蒋碁地とすることとし

取組みを辿めた。

(6) 生活必需物資の流通確保対策

生活必需物査の流辿確保対策は兵廊県商工部を

中心に当日午後からスター トした。被災地内の百

貨店、スーパー及びコンピニエンスストア、消骰

生活協同組合等の店舗営業状況を把握するため、

出勤職員に加えて、交通途絶による自宅待機職員

を動員して現地調査、池話調究を行い、 1月17日

20時には調査対象625店のうちスーパー、コンピニ

エンスストア、 生活協同組合など計217店舗(34.7

％）の営業を確認した。

しかし、各店舗とも買物客が殺到し、店頸に長

い行列ができたり入場制限が行われたりしており、



特に飲料水や食料品は在廊切れや品瑚状態が生じ

ていた。このため、チェーンストア協会等に対し

て、営業可能な店舗への生活必乳呑物査の供給や建

物内が使えないところは、駐車場等での臨時営業

に最大限の努力を行うよう要睛する一方、物査輸

送に対する支援として交通梢報の提供等を行った。

また、このような営業状況等については、報道機

凋を通じて被災住民に梢報提供する体制を脆えた。

また、ガソリン、軽油、灯油の流通を図るため、

兵lilt lt!•石油商業組合と辿絡をとりガソリ ンスタン

ドの被害状況把握と1木業店舗に対する早期堂業再

閲努力を要請した。また、近畿通産馬を通じて石

油元売業者に対して、ガソリン、軽油、灯油の安

定供給を要睛した。

11 医療施設・医薬品等の確保

被災地における医療施設並ぴに医薬品等の確保

等、応急医旅活動については、次のとおり展開さ

れた。

(1) 救護班の編成等

被災住民治旅のための1医療体制の確保について、

兵｝車県では保健環境部を中心に進めた。当初、医

旅機関への職員派造等により被災状況把握に努め

たが、通信の混乱等により被災地の医療機1対の状

況把据が困難であった。従って、早い段階から日

本赤十字社や他府県から救護班派造の申し出を受

けたものの、直ちに救護班を編成することができ

なかった。

被害状況の把握と併せて、その後、大阪府、岡

山県、 日本赤十字社等との辿絡が取れ、神戸市へ

の第 1次救護班17班の派逍を行ったのをはじめ、

順次救護班の編成に取り組んだ。

また、医旅機関の全焼 ・全壊等の状況が明らか

になってきたので、入院患者の搬送先確保のため

近隣の県立病院等の空床状況の確認を進めるとと

第 1'J;,: 匝l及ぴ被災l自治体の対応

もに、全国からの医療 ・看護ポランティアの受け

入れ、市町への派造体制について検討を始めた。

なお、被災者の救急活動は、救護班による医療

救護とともに、地域防災計画に基づき負傷者等を

適切な医療機関に収容できる体制の確保が直要な

ことから、 1月17日9時には、 24時間体制で医療

機関の診療の可否、空床の有無等の情報を提供す

る兵廊県救急医療惜報センターの体t1illを強化し、

搬送機関等への梢報提供を始めた。

このほか、民間企業から人工透析の透析液提供

の申し出を受け、この旨被災地医旅機I葵lへの周知

を図るとともに、必要な水の供給については水逍

事業者へ依頼した。

(2) 救護所における医療の提供

兵）車県における避難所及ぴ避難者数は、最大II寺

で1,153カ所31万6,678人 (1月231::1）にのぼり、

心身ともに不安定な避難所生活により、体調を崩

しやすいため、避難所における限旅の確保が急務

であった。

このため被災自治体は、避難所において医師 ・

看護婦が常駐して初期l医療活動を展開できる 「避

難所救護センター」を 1月24日に設骰し、最大時

165カ所 (2月3日）の救護センターにおいて医療

の提供を実施した。

また、震災により身体 • 財産等の損害を受け、

不安定な梢神状態にある被災者の精神的な不安を

取り除くこと、また、籾神1旅害者の投薬等の受療

の確保を図るため、神戸市等の10保健所に「精神

科救護所」を設置するとともに、尼崎市の保健所

など 5地区においては、必要な梢神科加療を行う

「協力診療所」を地域医師会の協力により確保し

がヽ0

(3) 日本赤十字社との連携

兵｝庫県では、地域防災計画で指定公共機関とし

て位甜づけられている日本赤十字社を支援し、被
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災住民の索急救護に必要な生活救援対策が確保さ

れるよう努めた。

1月20日における生活救援部の設骰時から、日

本赤十字社を支援する班を設け、生活救援物査の

調整 ・配分、義援金の募集・配分事務及び赤十字

奉仕団による炊き出し支援を実施することとした。

生活救援物査については、哀災直後から日本赤

十字社兵庫県支部をはじめ全国的に備蓄している

物査（毛布、日用品セット、お見舞品セット）や

水、食料品、衣類、医薬品などの物査が、各市町

や避難所からの要硝に応じて提供された。また、

応急仮設住宅建設 (4万戸）に伴い、入居惟帯に

対して毛布、日用品セット、電気ポットの生活用

品を提供することとし、 2月2日の五色町での入

居から、順次提供された。

炊き出し支援については、淡路島では震災直後

の 1月18日から21日にかけて北淡町において、三

救護班の笑顔が避難住民の心の支えとなった
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原郡各町の赤十字奉仕団による緊急の炊き出しが

実施されていた。

神戸 ・阪神間においても避難所生活の長期化が

予測されたことから、当初、自衛隊、市町と連携

を図りながら、兵廊県救護対策現地本部を中心に

炊き出しの実施を検討したが、現地本部の開設が

まもなくであり十分機能していないこと、地元赤

十字奉仕団も多数の団員が被災し、団として機能

しない状況にあったことなどから、早期実施が困

難となった。

このため、緊急パトロール隊に対して温かい食

事の提供や食事面での改善を要望する避難所を選

定して、各郡地区単位の赤十字奉仕団により「赤

十字まごころサーピス」事業として 1月25日から

スタートさせた。 2月17日までに24避難所で延べ

47回、 2万 1,250食の食事を提供し、被災住民か

ら大変喜ばれた。

そのほか、要援護者の状況、兵庫県が備菩する

物査、避難所の要望事項等の各種の情報提供を行

い赤十字活動の支援を行った。

(4) 医薬品等の確保

兵庫県災害対策本部では、震災の被害の甚大さ

から医薬品の不足が予測されたので、兵庫県医薬

品卸協同組合及ぴ県医理化機器協会に医薬品等の

確保と供給について要睛するとともに、厚生省を

通じて近隣府県からの支援を要請した。その結果、

日本医薬品卸業辿合会により供給支援体制がとら

れた。

援助された医薬品等については、各市町を通 じ、

避難所、救護センター等へ配付した。また、保健

所、救護センター等における医薬品の適正管理、

被災者からの医薬品相談に応じるため、日本薬剤

師会より薬剤師ポランティアを保健所、救護セン

ター等へ派迫した。

損慟を受けた検査用、治療用機器の修理は、 メ

ーカー等を通じて、順次実施した（点検率はレン



トゲン98%、CT99%、人工透析装附100%、うち

点検・修理後の稼働率は、レントゲン95%、CT99

％、人工透析装粧99%）。

薬局等の被害状況をみると、全壊又は半壊した

薬局・薬店は 2月26日判明分で344件、医薬品企業

の工場は同235社372施設であった。このため、匝

生省では、薬局 ・薬店及び医薬品企業等の復旧を

図るため、社会福祉 ・医療事業団等による低利融

査等貸付条件の緩和措岡を実施した。

また、兵廊県における輸Jfll用血液製剤の不足分

に対しては、近県等の血液センターから、 3月8

日までに 4万1,225単位を空路及び陸路で供給し

た。一方、必要な血液を確保するための献1(11を全

国に呼びかけるとともに、兵廊県内の献血ルーム、

移動採血車による献血業務を実施した。

第 2 各地域からの救援物資

及び義援金等

1 救援物資

被災地では、発災当日から、食料などの物査が

不足し、生活必需物査を大批に供給する必要が生

じた。このため、関係省庁をはじめ各機関におい

て、生活必需物査の確保が行われた。主なものは、

以下のとおりである。

煤林水産省では、食料等供給現地対策本部を設

爵し、炊き出しに必要な梢米3,000t、乾バン10万食

の供給のほか、食品産業、農協系統組織等の協力

によりパン2,732万個、弁当1,379万食、育児用粉

ミルク 6万7,000t、牛乳51万£、即席めん93万食、

缶詰46万食、果物164t、飲料水l,OOOt、消涼飲料等

854万本等の供給に努めた。

厚生省では、関係業界団体等に医薬品等の調達

を依頼し、風邪薬41万人分、胃薬19万人分、医旅

用の抗生物四14万人分をはじめとする医薬品等の

第 1岱t国及ぴ被災自治体の対応

自衛隊は炊事車で炊き出しを行った

大拡の救援物査の提供を行った。

また、水道事業者等は応急給水のため、給水車

等757台、ポリタンク約10万個、水運搬用ボリ袋約

21万枚、パック水約39万個等を被災地に提供した。

通廂産業省では、各業界団体に物査の調達を依

穎し、水、缶詰、自転車、ラジオ、テレピ、カセ

ットコンロ、毛布、医療品、下粋類、 トイレット

ペーパー、ウェットティッシュなど様々な物資を

提供した。

自衛隊では、炊事車等で炊き出しを実施し、被

災者の方々に約58万食の食事を提供した。また、

給水所を設骰し、約 5万4,000tの給水支援を実施

した。

このほか、各省庁や関連機関において、保有す

る物賽の提供等が行われた。

全国の都道府県、市町村等でも、被災地に対し

て生活関連物資の供給を実施した。消防庁が取り

まとめた分だけでも、毛布約60万枚、日用品セッ

ト（タオル、コップ、歯みがき等）約 3万個、食

料品約30万食、防臨マスク約40万枚等の物査が供

給された。

郵政省では、阪神・淡路大裟災の被災者救援用

寄贈品（衣料、寝具、保存に耐える食料品、医薬

品、日用品、学用品、新聞雑誌類等）を内容とす

る小包郵便物の料金免除を 1月20日から 3月2El 

まで実施した。取扱祉は神戸市災害対策本部あて
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災者の方々に約58万食の食事を提供した。また、

給水所を設骰し、約 5万4,000tの給水支援を実施
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このほか、各省庁や関連機関において、保有す

る物賽の提供等が行われた。

全国の都道府県、市町村等でも、被災地に対し

て生活関連物資の供給を実施した。消防庁が取り

まとめた分だけでも、毛布約60万枚、日用品セッ
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が約37万個、西宮市災害対策本部あてが約16万個、

その他約 8万個に及んだ。

さらに、国内の各企業や団体、個人からの救援

物査、諸外国からの救援物資等、様々な方面から

被災者に対する物査の支援が行われた。

2 義援金

多くの国民や企業、団体等から寄せられる災害

義援金は、被災者にとって大きな支えとなった。

災害義援金はどのように募集し、公正かつ適正な

配分を行うかが課題であるが、兵1庫県では「兵1車

県南部地設災害義援金募集委員会」を設附し、災

害義援金の券集及ぴ配分を実施した。

(1) 募集委員会の設置

1月17日に早 くも、 兵庫県あてに災害義援金の

申し出があったので、とりあえず兵／車県としての

取扱い方針を検討した。

その結果、18日兵廊県として銀行口座を開設し

て災害義援金を受けることとし、相前後して、日

本赤十字社、中央共同募金会、各報道機閾、被災

市町等において も、災害義援金の暮集が始められ

がヽ0

その後、「災害義えん金品募集配布計画」に基づ

＜閾係機関と協議を進め、 1月25日、被災者等に

対する義援金の募集及ぴ公正かつ適正な配分を行

うことを目的として、同計画に基づく 12機関に兵

廊県共同募金会を加えた13機関により「兵廊県南

部地緩災害義援金募集委員会」が設骰された。委

員会は共同募金会をは じめ、兵廊県、関係自治体、

報道機関、日本赤十字社兵庫限支部等の団体で栴

成された。

義援金の配分は、統一的な基準により配分して

いくことが望まれるので、募集委員会では同委員

会の各構成団体及び各市町において券集している

災害義援金についても、同委員会に集約し統一基
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準を設けたうえで配分することとし、 1月30日、

同委員会の構成団体に大阪府、大阪府共同務金会

を加えることにした。

また、券梨委員会では、新たに新聞社9社、民

間放送会社4社に対して 2月11日、同委員会の構

成団体に加わるよう依頼したほか、被災市町．の意

見も反映させるため、津名郡津名町にも募集委員

会の構成団体に加わるよう依頼した。

(2) 義援金の受付 ・配分状況

全国から寄せられてきた義援金の総領は、 6月

30日現在、1,662億円にものぽった。その内訳は、

日本赤十字社兵lil1県支部85億円、日本赤十字社（本

社と他都道府限支部）892億円、中央共同務金会156

億円、兵廊県407イ意円、その他自治体等122イ意円で

ある。

誕災当初は、救援物査と合わせて災宙義援金が

届けられるケースもあり、昼夜を問わず災宵義援

金を受け付けることが多かった。

誕災 1カ月後の災害義援金の受付状況をみると、

兵lilf．県が受け付けたものは3,174i牛、約1361意円。

また、 H本赤十字社、中央共同孫金会、兵庫県、

被災市町、務集委員会が受け付けた総額は 2月17

日現在、 886億円となった。

報道機関や災害毅援金の寄託者、被災者等から

第 1次配分はいつから始まり、どのような基準で

配分するのかといった問い合わせが多く寄せられ

るようになった。こうしたなか、募集委員会にお

いては、 1月29日、表 5のとおり死亡者及ぴ行方

不明者に対し 1人当たり 10万円、住家の全壊 ・全

焼・半壊 ・半焼の1世帯に対し 1憔滞当たり 10万円

を、それぞれ一律に兄舞金として配分することを

決定した。

そして、券集委員会では、 1月31日までに関係

市町へ所要額を送金し、支給体制が整った市町で

は 2月 1日から被災者への支給が始まった。しか

し、被災件数があまりにも多く、り災証明糊の発
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表 5 義援金配分計画

区 分 内 容 配分領（千円）

死亡者 ・行方不明者兄舞金 死亡者・行方不明者に見舞金を支給する。 100 

全壊 ・全焼 住宅の損傷（全壊 ・全焼）した1l．滞に兄舞金を支給する。 100 
住宅tll壊兄舞金

住宅の損傷（半壊 ・半焼）した1l郡に兄舞金を支給する。半壊 ・半焼 100 

爪 f幼 者 ノ"L』
舞 金 1か月以上の治板を要する負ig者に兄舞金を支給する。 50 

要援護家庭激励金
住宅が全壊（焼）・半壊（焼）した要援護家庭における生活基

他の回復と 1年幻IJJ •長を促すため、援助金を支給する。

ひとり硲らし老人 80歳以上のひとり森らし老人

要介護老人 65歳以上の介護が必要な老人のいる1止滞

舟 子 配偶者のない女子が児泣を扶養している・flt柑・

父 子 配偶者のない拐子が児箪を扶液している•I.!!.幣

両親のいない児童 父舟の両方がいない児蛮がl司居している泄帯 300 

煎度 1旅害者 01~2級の身体即守者手・根の交付を受けている身体Ill';'('{f者

（児）及ぴこれらの老が『］屈している憔滞

OA判定の療脊手帳の交付を受けている内＇沖 ll孔り弱者（児）及

ぴこれらの者が同居している憔僻

01級の特別節'Tじ者証lりl柑等の交付を受けている梢神隙む者

及びこれらの者が1廿l}因している1せ僻

I-E 活 保 護 生活保護法による保護を受けている1J!都

特 定疾．IJ.し心者 特定疾恐忍者及ぴこれらの者が同居している・IIJ：滞

公古認定他者 特級～ 2級の公害認定恐名及ぴこれらの者が同居している1Il:

幣

原爆被爆者 認定杓等の交付を受けている原爆被煤者及ぴこれらの者が同

屈している1也盟

被災を受けた児敵及び牛徒の教脊を支援するため、教育』）J成

金を支給する。

被災児蛮 • 生徒教育 JIカ ）戊金 邸校生の教科梱ll)J成 20 

泊j校生の新入生助成 50 

保育所、幼稚園、 小学生、中学生の新入生ll)J成 保幼10小20~11so 

被 災児箪特別教育沢金 両親又は父母のいずれかを失った児磁の教育哀境を者しく低
1,000 

下させないため、特別教育査金を支給する。

持ち家條繕助｝戎； 全壊 （焼） ・半壊（焼）した持ち家（住宅）の早期復ll3を支援・
300 

するため、住宅を修繕する者にllJJ成する。

住宅助成 貸箕住宅入居jJj)成 住宅が全壊（焼） ・半壊（焼）した泄；｝ドの住宅の確保を容易に

するため、民惜l賃抒住宅の入居する者に家1もt及ぴ敷金等を11）） 300 

成する。

出典 ：「防災白書」平成 7年版 国土庁

行に相当の時間を要し、最も被害の大きかった神 また、り災の状況を認定する基準が明確でない

戸市では 2月6日から被災者への支給申硝の受付 ため、災害義援金の支給が始まると、支給の根拠

が始まるなど、各市町によって開始時期が興なら となるり災証明唐の認定基準をめぐって市町と被

ざるを得なかった。 災者の間で混乱が生 じ、 り災状況の再調査が相当
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数行われることとなった。

配分対象件数については、兵）庫県災害対策総合

本部が把握した被害状況に基づき当初約 8万件と

梢邸したが、被害状況の把握が進むにつれ大幅に

増え、 2月13日現在で17万件と見込まれ、さらに

2月17日現在、市Ill「からの報告によると、 29万件

に達すると修正され、最終的な配分対象件数の把

握が極めて困難な状況にある。

このように、第 1次配分では、当而の生活に支

隙を米す被災者への緊急的な対応が必要との考え

の下に見舞金として配分したが、第 2次配分とし

ては、重傷者に対し 5万円の見舞金と、全壊 ・全

焼 ・半壊 ・半焼世帯のなかで特に生活基盤の弱い

要援護世帯に対し生活基盤の回復と自立助長を促

すため激励金30万円が、それぞれ配られることに

なった。

さらに、被災児鎚及び生徒の就学 を支援するた

めの「被災児泣•生徒育成助成金」、両親又は父母

のいずれかを失った児童の教育環瑳を著しく低下

させないための「被災児箪特別教育査金」、持ち家

の早期復旧を支援するための「持ち家修繕助成」

及ぴ住宅の確保を容易にするための「賃貸住宅入

居助成」が行われることになった。

6月30日現在の配分状況は、第 1次分488億円、

第 2次配分199億円、教育助成 4億円、計691億円

となっている。

3 外国からの援助

外国からの救援活動等の人的 ・物的支援につい

ては、 76の国・地域、国辿、 WHO、欧州辿合から

の申し入れ支援があり 、被災自治体の意向を確認

した上で、 44の国 ・地域の支援の受け入れを決定

した。

受け入れた国 ・地域及ぴその内容は、表6のと

おりである。

また、政府間の支援に加えて、民間ベースでも
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表 6 支援を受け入れた国・地域とその内容

固 ． 地 域 支援の内容

米国 在日米軍を通じ毛布、

飲料•水、簡易ペッド等

地震専門家の来日、救

援物査の粕送、テント

設営人貝

スイス、フランス 救助隊員及ぴ捜査犬

メキシコ、タイ、韓国、栄州、 食料品、飲料水、衣料

プルネイ、中国、モンゴル、 毛布、テン ト、その他

英国、ジ ョルダン、カナダ、 各種救護物査

ドイツ、ニュージーランド、

ロシア、スリランカ、エジプト

インド、インドネシア、ルーマニア

テュニジア、スロヴェニア、

パキスタン、バングラディシュ

ネパール、アルジェリア

中国、オランダ、カンポディア 義援金

イタリア、ヴァヌアッ、ジプティ

アイルランド、北朝鮮、台湾、

トンガ、ベルギー、トゥヴァル

洒サモア、クウェイト、パラオ

フィジ一

フィンランド 携僻屯話

スウェーデン 国家救難庁関係者の

米lJ

出典 ：「防災白書」平成 7年版 国土庁

スイスから捜査犬12頭、フランスから捜査犬 4頭が被災
地に派遣された
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多 くの物査、救援活動、義援金等の支援申し入れ 首脳や在日大使からお見舞い状 (104件）が届けら

があった。 れた。

兵廊県では、海外からの支援の受け入れについ

て、国際対策部 （知事公室）が担当した。

なお、外国の救助隊については、被災自治体の

意向を踏ま えて、政府としてはス イスとフランス

の救助隊を受け入れた。

スイスの救助隊は隊員26名及ぴ捜索犬12頭が派

造され、 1月19日入国して捜索活動を開始し同月

23日に出国 しており、その間 9迫体を発見した。

捜索犬の入国に当たっては捜索活動に支防がない

よう、動物検疫について特例措骰が購じられた。

フランスの災害救助特別隊は隊員60名及ぴ捜索

犬 4頭であり、 1月21日に入国して捜索活動を開

始し同月25日に出国 しており、その間 2迫体を発

見 した。

なお、イギリスの救助隊のように民間レベルで

我が国に派逍されたものもある。

また、救援物査についても、大蔵省による通1及l

手絞きの簡索化、 1剥税の非課税扱いをはじめ航

空 ・通1刻業者等の協力による既用の無料化、自衛

隊、海上保安庁による輸送、外務省及ぴ在外公館

による辿絡調整等の協力体制がとられた。

国際的な協力体制について、今

回できあがった仕組み等を整理し、

システム化 しておく必要がある。

救援物査等の物的支援などにつ

いては、世界の37カ国（地域）、 6 

姉妹州省（地方）の政府、民間団

体、個人から寄せられた。水、食

料、防寒用衣類などの必需品をは

じめとして、防水シート 、テント

や乳児の粉ミルク、応急用医療品

等の救援物査及び日系人団体の孫

集活動等による義援金等が 2月17

日までに112件にのぼった。

第 3 日本消防協会及び府県

消防協会の対応措置

日本消防協会の対応

日本消防協会では、地震発生直後から被災地に

おいて活動する消防団職員等に対して、消防救援

活動を行うため、全組織力を挙げて対応したが、

予想をはるかに超えた未曾有の被害により、初期

段階での1行報不足による被害状況の把握、救援物

狡輸送手段の確保、 受入れ側への辿絡など多くの

困難を伴った。 よって、早期に職員を派追すると

ともに、被災地との通信手段の確保に努めながら、

現地対策本部との調整を行い、消防団職員への物

衰を迅速かつ確実に到達できるよう救援活動を行

った。

(1) 救援活動

H本消防協会の主な活動状況は、次のとおりで

また、姉妹州省の代表、各国の 日本消防協会では、早朝より地震災害に対応する協議がなされた
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多 くの物査、救援活動、義援金等の支援申し入れ 首脳や在日大使からお見舞い状 (104件）が届けら

があった。 れた。

兵廊県では、海外からの支援の受け入れについ

て、国際対策部 （知事公室）が担当した。

なお、外国の救助隊については、被災自治体の

意向を踏ま えて、政府としてはス イスとフランス
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スイスの救助隊は隊員26名及ぴ捜索犬12頭が派
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捜索犬の入国に当たっては捜索活動に支防がない

よう、動物検疫について特例措骰が購じられた。

フランスの災害救助特別隊は隊員60名及ぴ捜索

犬 4頭であり、 1月21日に入国して捜索活動を開

始し同月25日に出国 しており、その間 2迫体を発
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なお、イギリスの救助隊のように民間レベルで

我が国に派逍されたものもある。
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隊、海上保安庁による輸送、外務省及ぴ在外公館

による辿絡調整等の協力体制がとられた。

国際的な協力体制について、今

回できあがった仕組み等を整理し、

システム化 しておく必要がある。

救援物査等の物的支援などにつ

いては、世界の37カ国（地域）、 6 

姉妹州省（地方）の政府、民間団

体、個人から寄せられた。水、食

料、防寒用衣類などの必需品をは

じめとして、防水シート 、テント

や乳児の粉ミルク、応急用医療品

等の救援物査及び日系人団体の孫

集活動等による義援金等が 2月17

日までに112件にのぼった。

第 3 日本消防協会及び府県

消防協会の対応措置

日本消防協会の対応

日本消防協会では、地震発生直後から被災地に

おいて活動する消防団職員等に対して、消防救援

活動を行うため、全組織力を挙げて対応したが、

予想をはるかに超えた未曾有の被害により、初期

段階での1行報不足による被害状況の把握、救援物

狡輸送手段の確保、 受入れ側への辿絡など多くの

困難を伴った。 よって、早期に職員を派追すると

ともに、被災地との通信手段の確保に努めながら、

現地対策本部との調整を行い、消防団職員への物

衰を迅速かつ確実に到達できるよう救援活動を行

った。

(1) 救援活動

H本消防協会の主な活動状況は、次のとおりで

また、姉妹州省の代表、各国の 日本消防協会では、早朝より地震災害に対応する協議がなされた

161 



第4編設災時の応急対策

代議員会で緊急特別決醗がなされた

ある。

地裟災害に対する対応を協議するため、 1月17

日8時30分に徳田正明常任副会長（現会長）を中

心に緊急幹部役員会議を附催した。

同会議では、

●日本消防協会地誕対策本部の設附（宿直体制）

●日本消防協会現地対策本部の設附

●日本消防協会役職員の現地派追

●非常用食糧、毛布など救援物査の輸送等

について決定した。

9時20分、 日本消防会館内に「兵J庫県南部地震

日本消防協会災害対策本部」を設骰し、‘情報収集、

非常用食料等の交付、派造職員の準備に入るとと

もに、 11時には非常用食料6,000食、浄水装附 2台

の交付を決定した。

13時40分、日本消防協会役職員12名が現地派追

のため協会を出発し、 14時30分、日本消防協会救

援車両 (2名）も陸路にて兵廊県を目指した。

1月18日1時40分、現地派辿隊が兵廊県災害対

策本部（県庁）に到着。 2時45分、毛布3,000枚の

交付を決定するとともに、 3時17分には兵庫県副

知事に対して特殊災害援助金を交付した。

10時、非常用食料2万食、浄水装附 3台を追加
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交付決定した。

17時、兵庫県消防学校内に日本梢防協会現地対

策本部を設照した。

1月19日9時20分、徳田常任晶ll会長以下 4名が、

日本消防協会を出発し、ヘリコプターにて15時 5

分、兵耶県消防学校に到着した。17時に県庁で徳

田常任副会長から直接、兵庫県消防協会総裁貝原

知事へ災害義援金を交付した。また、 18時には北

淡Ill]．、芦屋市にウォーターパッカー各 1台を交付

することを決定した。

1月20日10時、第 2次応援隊10名を現地派逍した。

1月23日10時、防寒衣500沿を北淡町へ交付する

ことを決定するとともに、第 3次応援隊 7名を現

地派造した。

次いで、 1月26日10時に第4次応援隊2名、翌27

日10時にも第 5次応援隊2名をそれぞれ現地派逍し

た。

1月28日17時、兵廊県消防学校に設罰した日本

消防協会現地対策本部を撤収し、翌29日19時15分

に日本消防協会現地派遣隊全員が帰任した。

このように、日本消防協会現地対策本部は 1月

17日から29日の13日!Ml兵即県消防学校に設骰され、

延べ137名の人員をもって被災地における消防団



職員の消防活動の支援、梢報収集、支援物査の訓

逹、配付、活動状況の調究を実施した。

なお、日本消防協会地裟対策本部及ぴ現地対策

本部名簿は表 7のとおりである。

表 7 兵庫県南部地震日本消防協会災害対策本部

日本ilり1坊協会地設対策本部 ,=,本‘il'il坊協会現地対策本部

(Fl本tl'i防会館） （兵hli!I，!ilり防学校）

徳（l干l部,1乎；任副会長 第 1次現地派追隊 (12名）
本妓）

◎ 小林常寸務策理本事剖
I l-1 1 1 1 ,1本1,;矛部§ 田l じili （現地女 ii乏）
（晶lj I長）

小西4け務1,，i次長`
大111irm;/J..』）Ji杞似l沿業1̀、ti

水野業務部長
il卜粟管理者

葛簡貫教育訓練課・長
熊谷事務局・長 平井補11りi課・長

加藤総務部・lく 杜I笛l管理諜長
今幅経理部・:K iH[l1象翁矛月 lo・i:t令
正t111i¥iネ11：存IH-k lll ll （裕）業務諜・長補佐
能勢総務課•K

中村国際業務諜・長補佑
木野内経理課長

糸井川年金課長補佐
徳留業務課長

小野教育fJll錬課長hII1/i:
小池会館主幹 iii.frbh,1；1:lI：鴻し辰：中IliイK.
村HIWl"J調杏且 第 2次現地派辿隊 (10名）
杉本総務課長打1)ィJ,:.

◎ 岩佐I{｝j災監
小Il l秘咽課長補佐 井上会館，’，ill支配J¥
彩IlJ女性il'it}j団諜長h|li左

阿部企両諜・1走
楳江女性il'il)il叶諜・1妹llW. 渡滋国際業務課及

工藤輻祉課長打1ii4.：．

福沢il|i11閻殷妓補佐

穂垣管理課虹Ill佐
河本国際協力諜長補佐

111日（隆）業務課長補佐

栗城国際業務課長補佐

第 3次現地派辿隊 (7名）

◎ 鈴木管理部長

武藤年金課長

武藤福祉課長

池田固際協力課長

山本補償課・此補佐

奈良岡国際業務課長補佐

松尾教育訓純課長補佐

第 4次現地派追隊 (2名）

◎ 福秘国際部長

中村国際業務課長補佐

第 5次現地派造隊 (2名）

◎ 岡崎会館支配人

中野教育訓練課長補佐

注） ◎は責任者。なお、役職名は当時のものである。

第 1j：，: 国及ぴ被災自治体の対応

(2) 大規模非常災害対策に関する緊急特別

決議

LI本消防協会では 2月10日に開催された代議員

会において、日本梢防協会並びに全国100万人の消

防団員の総慈として「大規模非常災害対策」に1剥

し、次のとおり緊急特別決議をした。

「大規校非常災布対策に1具lする緊急特別決議」

LI本消防協会代議貝会、都道府県il'i防協会長

の総邸に基づき、大規模非常災古対策にIJl:Jし、

次のとおり緊急に決議する。

去る 1月17El に発{| •ー．した「阪神大震災」は、

関東大震災以来の未↑1布の被雹を発生させ、戦

後最大の犠牲者と莫大な経済（l勺損失をもたらし、

今だに20数万人の被災者が不自l:LIな生活を余儀

なくされている。

[I夜水火災さりの災'.;!fから身を挺して国民の生

命、身1本、財旅を守る消防1-11員及ぴ梢防職はは、

白らの家庭でも多大の被占が生じたにもかかわ

らず、文字どおり不眠不休でiiり火活動、人命検

索、救助活動、1主民の避難誘将、緊急物森の配布

等；幅広い救援活動に従事・し、大きな成果を」．．げ、

被災者にと って力強い心の支えになっている。

しかしながら、今I!.!.1の甚大な被害は、国民の

安全を守るべき任にある防災1対係機関並びに且I

民一人ひとりに対しても、多くの教訓を残した

ことに鑑み、この際将来に向けた大規模非常災

害に対する取組の見直しが直ちに行われるべき

ものと考える。

よって、日本梢防協会並びに全国100万の消防

団員は、この誕災での多くの国民の犠牲を無駄

にせず、将来予想される地裟等大規模非常災害

時における消防機関及び防災関係機l対の連携、

充実雌化並ぴに諸体制の見直しを含めて、国民

が安心して咎らせる防災体制の確立を目標とし

て、特段の努力を傾注することを決議するとと

もに、政府、地方公共団体その他関係機関にお

163 



第4編 誕災時の応急対策

かれても、下記項目の実現について梢極的に取

り組まれるよう強く要望するものである。

記

1 大規模非常災害時における地域防災の中核

を担う消防団の抜本的な充実 ・強化（消防団

の叢小単位である部、班等こ骨との適切な人員、

資機材等の配置）

2 都道府県単位の消防団の広域的な即時応援

体制の確立

3 大規模非常災害時における国の防災体制の

見直し並ぴに防災関係機関の合同訓練の推進

4 消防活動能力向上及び国民の防災行動能力

育成のための教育訓練施設の整備

5 婦人防火クラプ等自主防災組織並ぴに事業

所の自衛消防組織等の育成推進

6 国及ぴ地方公共団体に係る消防関係予算の

倍増（防災組織の拡充並ぴに震災対策施設 ・

防災用資機材等の充実）

7 被災地の早期復興並ぴに災害に強い街づく

りの推進

平成 7年 2月10日

さらに、日本消防協会では 2月14日、日本消防

協会代議員会において緊急特別決議した「大規模

非常災害対策に関する緊急要望 （俺川良一 E1本i肖

防協会長名）」を自治大臣等の政府関係者、国会及

び地方 6団体等の関係機凋に対し要望活動を行っ

た。要望は、日本消防協会の徳田常任副会長、鹿

熊安正富山県消防協会会長（参議院議員）らが野

中広務自治大臣、小澤潔国土庁長官、滝実消防庁

長官に直接而会してなされた。

(3) 救援物資の交付

日本消防協会が、交付した救援物査は、表 8の

とおりである。

表 8 日本消防協会救援物資一覧 表

品 名 数 iit 配 付 先 備考

非常食 68,000食
神戸市梢防局1也1市 缶詰

6消防本部 弁当等

毛 布 10,000枚 兵即！＼！及ぴ大阪府盟中市

緊急、時用
8台 神戸市他2市 21irr

浄水装骰

ウォーター
2台 芦柑市、北淡町

パ ッカー

防寒衣 600許 兵即県及び北淡町他 1町
雨具等

を含む

野岱；テント 1セット 兵廊県

注） 上記の救援物貨については、勁日本船舶振興会の助成

によるものである。

徳田常任副会長（現会長）が緊急特別決蟻を野中自治大臣に手渡した
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〈ウオーター・バッカーを芦屋市と北淡町に寄贈〉

· ······· ····· · ······ ······ ········•·· · ·· ·· ······ ·················· ······ ······· 、

I El本消防協会が、芦屋市と淡路，島の北淡町が ；

［特に水に困っていると枇lいて 1台ずつ寄ll曽した。［

: i争水機から引いた水を、ポリエチレンとナイロ ：

［ンを合わせたシートで、包むようにして張り合 ：

：わせ、 1時間に2,000袋を製造できる。高さ1.8 : 

: m、縦l.lm、横90cmで、煎さ300kg。家庭用の ；

I lOOV俎源で使える。水を詰めた袋は100kgの圧；

［力まで耐えられるため、めったには破れないと ［

；いう。同市消防局が管理、市内を巡回 して、避 ；

：難者たちに水パックを配る。

： 芦屋市立精進小学校の避難所では、業者が消 i
［防団員らに使い方を説明しながら、プール用の i
［井戸水で試運転した。ポタンひとつで、次々に ［

；作られる水のパックを見て、芦屋市消防団の川；

：合友一団長は「かさばるタンクを用意しな くて；

：も、いつでも新鮮な水を飲める。どんどん活用：

［していきたい」と話している。 ［ 

: 1月25日付朝日新聞より抜粋
,................................................................................., 

呵●
R
 

E
 

AT w
 

費

芦屋市と北淡町にウォーターバッカーが寄贈された

(4) 

第 13:t

義援金の交付

1月19日17時、兵廊県庁知事室において、

消防協会徳田常任副会長から、兵廊県消防協会総

裁貝原兵／翫県知事に対して、被災地で活動する消

防団職員を支援するための災害義援金 1億3,800

万円（内訳は日本消防協会 1億円、都道府県消防

協会3,800万円）を交付した。

交付に際して、地元を代表して溝口信次兵庫県

消防協会長、立会者として森田正栂徳島県消防協

会長が同席した。

2
 

兵庫県消防協会の活動状況

兵庫県消防協会は、日本消防協会の救援物査の

配付について協議調整を図る一方、被災地の被害

状況等を各消防団長から情報収集に努めるととも

兵庫県救援物査集和基地における物査搬出入、

整理活動へ応援のため、県下消防団員に出動を要

に、

睛するなどの活動を行った。

活動状況は、次のとおりである。

1月17日6時30分、溝口信次兵廂県消防協会会

長（尼崎市消防団長）は、尼崎市消防団対策本部

にて、神戸 ・阪神間の各消防団長に電話辿絡し、

梢報収集に努める。

16時30分、伊丹空港に日本消防協会第 1次応援

隊を出迎え県庁へ移動。

日本消防協会第 1次応援隊、県18日1時40分、

庁到着。

3時17分に副総裁芦尾兵廊県盈ll知事は、

防協会から特殊災害対策援助金を受領。 また、

本消防協会救援物査等の配付についても 、

防協会現地本部員と協議。

19日15時、日本消防協会徳田常任副会長が来県

し、総裁貝原兵庫県知事が義援金を受領。

20日11時 5分、

（追加分） の配付について、

日本

日本‘i肖

日

日本消

日本消防協会よりの救援物査等

日本消防協会現地本

部と再協議。
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21日、救援物査梨梢基地における物査の搬入、

整理活動に、県下消防団員による応援出動を開始 3 大阪府消防協会の活動状況

（以後、 3月10日までに76団延ぺ約7,000人が従

事）。

30日、正副会長会議を開催し、今後の対応等を

協議。

2月1日、県消防協会長が、救援物査集栢基地

を（グリーンビア三木、 三木山森林公園）激励祝

察

2 |」、県協会長、北淡Ill]を激励祝察。

4日、県災害対策総合本部事務局長から被災地

以外の市町に対し、救援物査集柏基地への応援要

iiりが文魯により発せられる。

12日、県消防協会長、救援物究碁地（グリーン

ピア三木、 三木山森林公園、消防学校）を激励視

察。

19日、県消防協会長、救援物査基地（グリーン

ピア三木、消防学校）を激励視察。

21日、正福ll会長会議を開催。 また、兵）庫県災害

対策総合本部事務局長から、救援物査集梢碁地へ

の消防団員の応援について継続の要訥を受け、各

消防団長あてに県消防協会長名をもって依頼。

23日、県消防協会長、神戸市、芦届市、四面市、

宝塚市、伊丹市の各削防本部等を激励するために

訪llfl。

25日、県消防協会長、救援物衰集積基地（グリ

ーンピア三木、 三木山森林公園、消防学校）の激

励視察。

27日、県消防協会長、猪名川町、三田市の各消

防本部を激励するために訪問。

3月1013、正副会長会議を開催。県下消防団員

による救援物資集梢基地における応援出動を終了

する。
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大阪府消防協会は、今回の誕災に対して消防団

を兵／庫県に派造し、救援物査の搬入、仕分け、搬

出などの救援活動を行った。

活動状況は次のとおりである。

1月18日、大阪府は大阪府救援対策本部を設置

した。大阪府消防協会は、大阪府生活文化部長と

消防団の派造について協議するとともに、消防協

会緊急役員会議において梢防団の派辿について協

議のうえ、消防団派辿を決定した旨、府下消防団

長に辿絡した。

大阪府は 1月19日、救援対策本部会議を開き、

府職貝80名、府内の消防団員20名で救援隊を編成、

兵1取県に派逍する等の今後の救援策を決めた。

これを受けて、大阪府消防協会としては、災害

救l1)j法を適用された、盟中市、池田市、吹田市、

箕面市を除く府下の消防団より派造することを決

めた。 まず、先発隊は消防協会役員（福ll会長）所

屈の消防団より派辿することにした。

1月20El、大阪府知事より各市lllI村長へ、「兵即

県南部地該」の被害地に対する救援実施について

文梱で依頼し、これを受けて各市町村長は消防団

の派造を決めた。

この結果、 1月21日から 2月20日にかけて38¥肖

防団（延べ41消防団） 160名が兵｝庫県に派逍され、

救援活動に当たった。

府下消防団の派辿状況は、次のとおりである。

① 派 追 先 兵 庫 県 消 防学校

② 作業内容 各地からの救援物査の搬入 ・仕

分け、搬出

③ 派追日数 2日間

④ 派追状況

1月21日（土）

東大阪市消防団 5名



四條畷消防団 5名

吹田市消防団 5名

忠岡IIり消防団 2名

和泉市消防団 3名 計 5消防団 20名

1月22日（日）

高槻市消防団 5名

八尾市消防団 5名

門真市消防団 5名 計 3消防団 15名

1月28日（土）

大阪狭山市消防匝11名

邸田林市消防団 3名

河内長野市消防団 3名

太子町消防団 3名

河南Ill]消防団 3名

千早赤阪村消防団 3名 計 6消防団 16名

1月29H (H) 

貝塚市消防団 5名

泉南市消防団 5名

岬11り消防団 5名

田尻町消防団 2名 計 4消防団 17名

2月4日（土）

茨木市消防団 5名

税屋川市消防団 5名

枚方市消防団 5名 計 3消防団 15名

2月5H (H) 

摂津市消防団 5名

交野市消防団 5名

大束市消防団 5名 計 3消防団 15名

2月11日（土）

大阪狭山市消防団 4名

松原市消防団 3名

羽曳野市消防団 3名

藤井寺市消防団 3名

美原町消防団 3名 計 5消防l団I16名

2月12日（日）

守口市消防団 5名

島本町消防団 5名

第 1'l位 国及ぴ被災自治体の対応

柏原市消防団 6名 計 3消防団 16名

2月18日（土）

泉佐野市消防団 5名

阪南市消防団 5名

熊取町消防団 5名 計 3消防団 15名

2月19日（日）

池田市消防団 2名

箕而市消防団 4名

豊能町消防団 2名

能勢町消防団 2名

忠岡町消防団 2名

和泉市消防団 3名 計 6消防Hl15名

合計38梢防団（延ぺ41消防団） 160名

4 徳島県消防協会の活動状況

徳島県消防協会は、今IEJの設災に対して応援部

隊を兵庫県に派追するなど、救援活動を行った。

活動状況は次のとおりである。

1月17日7時30分、東條事務局長が同協会事務

所及び建物を点検した。事務所内電話は不通であ

ったが、 10時20分に復旧したため、徳島県消防防

災課へ状況報告を行った。

各消防団より事務局に対して応援体制について

協議の危話が寄せられた。

12時30分、県消防協会正副会長会議を開催し、

応援体制について協議した結果、

●応援部隊は 1団12名2泊 3日で編成する

●指揮者は分団長が務める

●応援隊員の出動用車両 (28名乗り） 3台を確保

すること

などを決めた。

16時30分、 6団75名の応援体制を確立したため、

徳島県消防防災課へその旨報告 した。

16時40分、 H本消防協会より北淡町、一宮町へ

の浄水装置搬送について輸送経路の間い合わせが
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あったため、各方面の交通状況を調査し報告した。 園フェリーに乗船、 8時30分西宮甲子園港沿。11

17時20分、 13本消防協会より 181312時25分徳秘 時15分兵J車県庁に到許した。

空港豹の全日空便で浄水装骰 2台を発送するとの

辿絡があった。これを受けて、北淡町災害対策本

部に日本消防協会より浄水装置を送付されること

を辿絡、同時に一吉町にも辿絡、時間等の打合せ

をする。

18日12時30分、徳，島空港で浄水装骰を受け取り、

軽トラックで淡路，（ふへ出発。

14時50分、 一‘画町災害対策本部に到祈、浄水装

府の受け渡し完了。災害対策本部長に徳，島県の応

援体制の現状を報告 し、要睛の受入れについて説

明して北淡町へ向かった。

16時10分、北淡Ill.［に到乎i:、浄水装骰の受け渡し

完了。 災奢対策本部長に徳島県の応援体制の現状

を報告し、要請の受入れについて説明し北淡町を

出発。

18時30分、協会へl鼎符。 H本梢防協会から、義

援金受渡し立合人として森田会長が依頼されたこ

とから、神戸市へのルートを検討。

20時30分、情報を収集するにつれて、四国より

各国道、硲述道路は緊急車両でも集合時間に到豹

することができず、大阪 ・利歌山経由についても

同様であった。残された交通路は淡路島のみとな

ったが、各フェリー会社とも欠航。ただ 1社、淡

路甲子園フェリーが不定期に運航中とのことで、

直ちに釆船交渉に入り乗船許可を得る。

通行許可証について各方而に働きかけるも発行

することができないとのこと。協議の結果、 兵l庫

県災害対策本部へ直接依頼するが回答は得られな

かった。

21時45分、兵廊県災沓対策本部より 「徳島県災

害緊急特別．Tr.」と明示した車両として通行された

しと辿絡があり、その旨、 日本消防協会に報告 し、

出発準備の協議する。

19 El 5 時、森田会長、 山田神山町l:tl •長らが同町

消防団の指令広報車にて本県を 1,：Ii発し、 6時甲子
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第4 8本防火協会の対応措置

El本防火協会の阪神 ・淡路大裟災に対する主な

活動は、次のとおりであった。

被災地への支援措骰として、被災地に対する義

援金を務ることとし、地震発生の翌日1月1813に

は、全国の都道府県及ぴ市Ill.［村の各幼少年婦人防

火委員会の会長宛に協力依頼の文咽を発送した。

さらにその翌191」には、兵1車県庁知事室におい

て、H本防火協会徳1.Il理事長 （現会長）から、 兵

I車県貝原知事に対して、災害見舞金として500万円

を交付した。

また、2月27Hには、集ま った義援金1,000万円

をEl本防火協会居相常務理事から兵廊県少年婦人

防火委員会会長（兵廊県栗原生活文化部長）に対

して交付した。

救援物査についても被災団体の要望に沿うよう 、

輸送することとしたが、各被災地方公共団体の災

害対策本部との辿絡が通信網の寸断のため、困難

をきたした。 1月18日、被災者が必要な救援物咬

（毛布、ピニールシー ト、風邪薬、おむつ、カセ

ットコンロ等）を、 4 tトラ ック2台で被災地の災

害対策本部に輸送した。また、飲料水については、

東京での調達が困難であるため、‘富山県及び山梨

県からそれぞれトラック 1台により輸送した。

また、近隣府県の婦人防火クラプ員による現地

での直接支援も行 うことが検討され、直ちに実施

された。

支援活動の概要は表 9のとおりである。

まず、 1月201::1、21Hには、尼崎市防災センタ

ーにおいて、近隣の婦人防火クラプ員 (11名）に

より、給食配布活動が削始され、さらに 1月24日

には全国各地から輸送された救援物査を、西宮市
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表 9 阪神・淡路大震災支援活動概要（尼崎市・西宮市・神戸市）

市 ・区名 実施月日 実施内容 実 施場所
対象避 支援婦人防火クラプ員数

県 ・消 防火

難者数 （各府県婦防辿別）
防 局 広報車

職員数 等数

尼崎市 1 /20、21 給我配布 尼崎市防災センター 500 
大阪府6、兵廊県2、

和歌山ll只3 計11
2 1 

1 /24 救援物衰配布 小学校3 1,700 
大阪府10、兵那県5、

和歌山県10 f1 •2 5 
4 1 

和歌山県10、愛知県10、

小学校6、中学校 l、
1 /25 炊き出し

滋双県18、大阪府11、

西幽市
公民館2 計9

6,490 
兵廊県20、群馬県 l、

12 6 

精蔀町8、福知山市9 計87

和歌山県11、愛知県10、

小学校7、中学校 1、
1 /26 炊き出し

滋買県17、大阪府19、

窃校l、公民館3 計・12
5,611 

兵即県10、群馬県1、
14 7 

籾蔀町3、福知山市13 計84

長田区
2/2 

小学校3、巾学校 1、 l躙1JJm 13、山口m10、
炊き出し

須磨区 硲校2 計6
8,550 

兵！庫県57
19 8 

計80

神戸市
長田区

2/3 
小学校2、小学校2、 岡山県13、広，島県11、

炊き出し
兵廊区 高校 l 計5

8,700 
山口県10、兵廊県52

20 8 
計86

中央区
2/4 

岡山県12、広秘県10、

灘区
炊き出し 小学校3、公園 2 t1 • 5 8,740 

山口県10、兵即県40 計72
23 8 

注） 1 上記の救援物貸等については、帥日本船舶振興会の助成によるものである。

2 支援婦人防火クラプ員中婦防連のない府県については、市町婦人防火クラプ員数を記散した。

翻日本防火協会資料より

内の 3カ所の小学校において、婦人防火クラプ員

(25名）により配付した。

また、兵｝庫県及ぴ近隣府県の婦人防火クラプ辿

絡協議会会長を交え、今後の支援の方法について

話し合いが行われ、「厳寒期で、しかもおにぎりや

パン等が主な食事の状況から、温かい豚汁が一番

喜ばれるのでは」との意見で一致し、炊き出しが

実施されることとなった。

しかし、このような大規模な支援活動に協会と

して取り組むのは初めてのことであり、種々検討

を重ね、関西方而からの交通事1肖等が比較的良く、

要望等のある西宮市でまず実施する こととされた。

実施日は、24日から26日までの 3日間であり 、

まず、炊き出しのための機材・食材等を確保する

ために、機材（炊き出し用プロパンコンロ20基、

移動式炊飯器等）を、束京で手配し、食材は、大

阪から毎日6,000食分が搬送されることになった。

また、炊き出しの支援として関西地区の各府県

及び愛知県等の婦人防火クラプ員の協力を得た。

この際、婦人防火クラプ員の支援箇所までの送迎

について、近隣の消防機関から防火広報車等の提

供などの協力を受けた。

24日早朝、阪急西宮北口駅で支援のための各地

域の婦人防火クラプ員等29名が合流。西宮市災害

対策本部へ徒歩で移動し、災害対策本部と打ち合

わせ後、市内の 3カ所の避難所で昼食の配付、消

描などを実施し、実質的な支援活動を開始した。

また、翌日から炊き出しを実施する避難所につい

て、西宮市と協議した結果、 25日は、西宮市内の

小 ・中学校、公民館等 9カ所及ぴ26日は、 12カ所

で実施することが決まった。

25日、 26日は、それぞれ早朝から資機材の仕分
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婦人防火クラプを中心に炊き出しが行われた

けと搬送用のトラックに梢み込む作業で、多忙を

極めた。避難所では、 10時30分ごろから炊き出し

用の釜、ガスコンロ等でお湯を沸かし、その間に

婦人防火クラプ員は食材を調理した。仕込みにか

なりの時間がかかり、 昼までの限られた時間のな

かで、極めて慌ただしい状況であった。できあが

るころには、被災者の行列ができたため、婦人防

火クラプ員は、何班かに分かれて活動した。

西宮市の支援活動を終えた後、今度は、最も被

害の大きかった神戸市内の一部から、炊き出し支

援の依頼が入り、直ちに検討が行われた。この結

果、 2月2日から 4日までの 3El間、神戸市にお

いて、西吉市と同様に被災者に毎日8,700食分の炊

き出しを行うことになった。神戸市の現地支援に

ついては、束側からの移動の確保が困難なため、

中国地区の瀬戸内海側の各県及ぴ兵廊県内の節人

防火クラプ員が支援した。

神戸市の支援については、西宮市での経験と反

省を踏まえた活動がなされた。しかし、役職員の

宿泊場所も述く 、神戸から鉄道で 1時間20分以上

かかり、さらに、バスで20分程の所に宿舎がとら

れ、ここから被災地の支援場所まで毎日往復する

ことになった。査機材・食材などは、毎日 7時ま
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でにJR兵廊駅から車で20分ほど

離れた神戸市北区に集結し、仕分

けを行った後、 10時ごろまでには

それぞれ支援場所ごとに配送され

た。地震発生から、 2週間を経過

していたが、幹線道路は大渋滞で

途中通行止めの箇所もあり 、地図

をたよりに配送する状況であった。

3日間で 5区16カ所の避難所に

おいて炊き出しを行った。支援 し

た避難所のうち避難者が4,000人

にも逹するところもあった。

この阪神・淡路大裟災支援活動

に参加した婦人防火クラプ員は延

べ445人、消防閾係協力者等を含めると延べ約600

人にものぼった。また、その支援活動が行われた

各避難所41カ所を合計すると対象者数は 4万人を

超えるという大規模なものであった。
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消防機関等の対応

地震発生直後から、各地域において同II、II.：多発的に火災が発生 し、神戸市内において

は119番通報が殺到して回線すべてが受信状態となった。この状況は隣接する西窮iii及

び芦屋市でも同様であり、さらに淡路秘全域を伶‘：轄する淡路広域消防事務組合消防本

部においても同じ状況であった。

この地震による火災発生件数は294件にものぽるが、断水により消防水利を十分確保

できなかったこと、倒壊した家Ji1の瓦礫等で道路が寸断され消防車の通行に支1旅が生

じたことなどにより、 ilり火活動は困難を極めた。

一方、地設によ って一瞬のうちに倒壊した木造家屋等の下にIllじ込められた人々の

救怠 ・救助活動も、神戸市をはじめ西宮市、芦尾市、 宝塚市、尼崎市、淡路，（ふ北淡町

など広域にわたった。地元消1>)51引及ぴ消防本部は、特察及び自衛隊と辿携を保ちつつ、

余設による建物倒壊の恐れがあるなか、スコッフ、ハンマー、のこぎり、ジャッキな

ど携行森機材を最大限に利用し、 生き埋めになった者の救助・救出並ぴに救急活動に

当たった。

ちなみに救出活動に従事した柑jl坊職員は 1Fl当たり約6,000名、消火・救助活動等に

従事した消防団員は推計で延べ約 7万1,000名にのぽった。

第 1 地元消防本部の活動

1 初動時の対応

地媒発生後、被災地各消防本部が実施した初動

時の対応は次のとおりである。

(1) 神戸市消防局

神戸市消防局では、地震発生時、 神戸市消防局

消防管制室には監督者 1名、管制係員 4名が勤務

中であった。係長は事務室に、 7名の職員は仮眠

をと っていた。

地鳴りとともに、 下から突き上げるような縦揺

れと大きな横揺れが、約20秒1ー：}J続いた。職員は立

つことすらできない状態で、フ ァクシミリは転倒

し、 OA機器は転落した。瞬<|川に118l!tl線ある119

番の分（f信熊が一斉に点灯した。新しい防災情報シ

ステムヘ移行後、初めての緊怠事態である。

5時53分、「長田管内建物火災、長1]l区川西通付

近炎上中。第 2出動を要請する」と隊長の緊迫し

たyiiが無線で管制室に入った。地震発生後、 1件

目の火災此知である。

管制室で、長IJJ管内の建物火災への第 2出動を

指令操作中に、他の地域から119番通報が数件入っ

てきた。地設による同時多発災害を予測した司令
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課では、第 1出動を指令するとともに、それぞれ

の所轄で対応せざるを得ないと判断した。また、

各消防署別の被害状況をホワイトポード 2枚で掲

示する準備を行った。

災害対応を各所屈で行うことを、各消防署に連

絡するため電話（内線）をかけたが、つながりに

くかったため、指令電話で連絡した。

それ以降も、119番通報は止むことなく喝り続い

た。受信件数は 6時までに36件、7時までに414件

に及ぴ、 17日だけでも6,000件を超え、平成 6年度

の 1日平均受信件数の10倍を軽く上回った。

1月17-26日の通報件数の推移は、 図 8 （緊急

通報）、図 9 （非緊急通報）のとおりである。

図 8 神戸市消防局における 119番受信件数（緊急通報）
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因 9 神戸市消防局における119番受信件数（非緊急通報）

（件）
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三 ；ミ：：：：’＝→戸色
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出典 ：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

●病院照会 屯違い・焦あ答
♦ 懃震の問い合わせ

主な通報内容は、次の順である。

●家屋倒壊による生き埋め

●ガス淵れ

●火災

初期の段階では火災通報はほとんど受信しなか

った。また、受信した119番通報の半数近くが無音

という現象もあった。これは、後に119番通報の伝

送装瑕の節害であることがNTTの調査で判明し

が‘-0 

監視テレピが地設の影響で使用不能になったた

め、 2名の職員が市域の被災状況の把握のため市

役所 1号館24階へと走った。職員は、 24階から「灘

方面に炎、煙が5カ所、中央区に 1カ所、長田方

面は火災による黒煙で雲が発生したような状況で

あり 、無数の炎を確認」 と管制室に無線を入れた。

く本部指揮所の設笥〉

6時50分、本部指揮所が管制室に設置された。

7時、神戸市災害対策本部が市役所 1号館 1階

に設置された。

7時10分、消防局長に「火災24件発生、うち炎

上中が19件、その他の災害108件」の災害状況と、

「火災の早期鎖圧に全力を注ぐ部隊運用と同時多

発災害のため管轄区域の災害は、基本的に各消防

署で対応する基本方針」が報告され承認を受けた。

く初動時の部隊運用〉

7時20分、本部指揮所では、 24階からの梢報を

神戸市消防局の本部指揮所は 6時so分、菅制室に設置さ

れた
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もとに市内の炎上火災状況を把握するとともに、

それまでに入手していた通報と情報で同時多発火

災を確認した。

7時27分、監視カメラの機能が復旧し、市街地

の炎上火災25件を確認した。

7時30分、消防局長は、災害状況・災害活動の

状況について市長へ報告を行った後、災害活動に

ついて「参集職員の状況に応じて、臨時部隊編成

を行い現場出動すること」「災害の少ない北、垂

水、西、水上消防署及ぴ特別消防隊（音楽隊等）

は現場出動すること」を指示した。

さらに、空からの梢報収集のため、消防機動隊

に出動命令を出そうとしたが、参集職員の到省が、

ポートアイランドの液状化現象等のために遅れ、

消防機動隊は直ちに離陸体制をとる ことができ な

かった。

9時20分、消防局長は離陸準備が整った消防機

動隊に対し、ヘリコプターによる被害状況の情報

収集を指示した。これにより、火災状況や家屋倒

壊など、市街地の被害状況が続々と本部指揮所に

入った。

9時30分、京都市、大阪市の消防局長から、応

援出動可能の申し出があった。

9時50分、消防局長は、市長に消防広域応援及

ぴ自衛隊の応援要硝を進言。

10時、神戸市長は兵l庫県知事に対して、自衛隊

神戸市炎上

第21江 il祁防機1対等の対応

の応援要請を行った。

消防庁長官が、消防広域応援要梢を受諾し、関

係知事に応援を指示した旨の辿絡を兵廊県知事を

通じて受けた。

(2) 神戸市消防局各消防署

ここでは、神戸市消防局11消防署のうち、長田、

兵廊、東灘、灘、須磨の各消防署における初動時

の対応を中心に紹介する。

く長田消防署〉

長田消防署の情報通信室から、大逍通の飲食店

の北側や工場南側付近の炎上現場のほか、西側に

黙煙多数、北側に黒煙 2カ所が視認でき、未曾有

の大災害であると推察された。

梢報通信勤務員は、非常順次通報装晋により地

裟発生直後から非常招集を連絡しようとしたが、

誼話使用不能のため辿絡はできなかった。

池話、駆け込み通報による救助、火災の通報が

殺到し、消防署は騒然となった。 6時過ぎに署長

が到着し、消防署に現場指揮所を開設した。情報

通信室には、この時点で御蔵通、菅原通方面、東

尻池Ill)方而等の火災発生の駆け込み通報が相次い

だ。

倒壊した住宅内で生き埋めになった人に対する

救出要睛も多数寄せられるが、全隊出動している

ため、消防だけでは対応できない。付近住民で助

けるように説明するが、被災した住民は冷静に判

断できる状態ではなかった。

火災出動部隊からは応援要睛の無線が入るが、

本部からは 「長田管内の火災は長田消防署の部隊

のみで対応せよ」との応答しかなかった。梢報通

信勤務員は、相次ぐ災害通報を受理しながら、た

だ非常招集の職員が参集するのを待つほかなかっ

が'--0 

く兵廊消防署〉

6時から梢報通信勤務員は甲号非常招集の辿絡

を開始したが、電話は不通となり、職員全員への

173 



第4編裟災時の応急対策

辿絡はとれなかった。

管内各所で炎上火災の発生している状況が無線

で入ってくるが、すぺての部隊が出動していたた

め出動できる部隊は残っていなかった。長田区へ

応援出動していた屈折はしご車が、到壊家屋で逍

路が閉鎖され現場到省できず、ポンプ車に乗り換

えるため1)糾署した。情報通信勤務員はすぐに湊川

町の現場へ向かうよう指示した。

＜束灘消防署〉

5時46分、地裳発生後、職員は待機室から飛び

出した。ガス呉が標い、停電でII音闇となった消防

署 1階の車廊は、消防用ホースが一面に散乱し、

消防車両が移動しており、柱に接触した状態であ

った。

屋外に出ると、国道 2号線を隔てた向かいの 2

階建住宅は、完全に倒壊の状態であった。他方か

ら家屋の下敷きになった家族の救助を求めて市民

が駆け付けてきた。 1件目の出動である。

情報通信勤務且は、非常順次通報装骰により 6

時に非常招集を実施した。地哀後すぐに駆け付け

た署長は、現場指揮所を開設した。以降、束灘管

内の災害出動は、すべて束灘消防署の情報通信室

から無線で行われることになった。

火災現場に出動した小隊から、応援隊を求める

悲II,島に近い声が情報通信室にある無線機に入った。

現状では、応援隊の出動が不可能であり、ただ「頑

張ってくれ」としか答えられない。

救助を求める市民が殺到したため、数人の職員

だけではすぐに対応できないことを説明するが、

なかなか理解してもらえなかった。

ぐ灘消防署~〉

5時46分、地裟の発生により、情報通信室では

機材がすぺて倒れ、係員が下敷きになってしまう

ような状況であった。 1青報通信勤務員は全職且に

地裟発生と車廊に集合する旨を放送した。職員が

待機室から脱出し、外に出て付近の状況を見ると、

家屋倒壊などがみられた。
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車庫では、器具廊が車両に倒れかかっている状

況であったが、全員で車両を車廊外へ出した。ili

防磐の望火台は倒壊寸iiijであり、危険な状況であ

った。

地震発生直後から、家屋飼壊による救助要請や

避難場所の問い合わせが相次ぎ、係以はその対応

に追われた。

梢報通信勤務員は、非常順次通報装附が地姦の

揺れで転倒したため、職員に電話で招集を辿絡し

た。紺長公舎付近で救助活動を行った後、消防署

に駆け付けた署長は、現場指揮所を開設した。以

降、灘管内の災害出動は、すぺて灘消防署の梢報

通信室から無線で行われることになった。

＜須磨消防瑞〉

地震発生前の 3時33分、消防隊は須踏区古川町

で発生した建物火災に出動していた。その消火活

動を終え、須磨3小隊（本製・ ・ボンプ車） 1隊の

みを残して出動隊は1J扁料し、次の災唐への出動態

勢を整えたところ、地誕が発生．した。

火災現場に残った須磨 3小隊は、 12階建の り災

した建物 2階で地裟に遭遇した。建物は大きく揺

れ、立つことすらままならない状態であった。屋

外に出ると、問辺の家屋は倒壊し、助けを求める

市民の声があちこちから聞こえてきた。

地震後すぐに駆け付けた署長は、現場指揮所を

開設した。梢報通信勤務員は、屯話による非常招

集を実施した。救助を求める市民が殺到したが、

ほとんどの職員が現場出動したため、＇情報通信勤

務員も対応に追われた。現場出動した消防隊から

応援要睛の無線が1宵報通信室にある無線機に入っ

たが、出動させる応援隊はなかった。また、無線

は輻鞍し、1胄報収集活動は混乱した。

くそのほかの消防署〉

水上消防瑞の消防活動は、 1月18日の高）杓マン

ション火災と19日の倉廊火災のほかは、長田管内、

兵廊管内への応援活動が主体となった。

垂水区では、地震後の火災は 6件発生したが、



すぺて部分焼に」卜．ま ったため、垂水消防署の部隊

の主力は長田管内、クfil砦管内へ応援出動した。

北区の災害は火災 2件、救助 31牛、その他の災

‘,1f （槌崩れ、ガス漏れ節） 26件と被沓は少なかっ

た。このため、北消防署及び北泊防団は北管内に

蚊低限の消防力を残し、ほかはすべて市街地の火

災現場などに応援出動した。被害の多発した束灘、

長田消防署へは延ぺ3311,'il小隊が増強部隊として出

動した＂そのほか 、賽機材搬送、飲料水の補給搬

送に 4隊が出動した。

画消防署管内の火災は 21牛と少なかったため、

西ii'i防署及び辿泊防団は西管内に最低限の消防カ

を残し、ほかはすべて市街地の火災現場約への応

援出動が中心となった。

(3) 尼崎市消防局

尼崎市梢防局では、地姦発{|・：当時、当務且118名

で初動措附を＇炎施した。初動措 f位の結果、消防庁

令の損古は軽微であり、illj防無線施設及ぴ119番回

線についても確楳できた。

1月171」511寺46分の地哀発生か ら2411寺00分まで

の119番通報は1,995件であり、通常時の16倍の通

報lul数であった。指令室勤務貝 9名でこれらに対

｝心したが、発生直後、救急要訥が殺到した。勤務

はの判断で煎症者と思われる事案の救急、出動を俊

先し、軽症と、思われる救急事案については、近く

の病院を紹介し自力対応させた。

6時10分、第 1号防災指令を発令した。地域防

災計画（地設災専対策編）の動員計画に基づき、

非番職員等は自発的に参媒し、災宵活動に当たっ

が‘-0  

6時20分、地域防災計画（地哀災害対策編）の

災害対応マニュアルに基づき、防災センター 3階

会議室に梢防本部を開設、 ilり防局長 （地域防災計

圃による消防部長）指揮のもと梢報収集、災害対

策本部との辿絡、活動部隊等への指示等を行った。

消防本部開設と同時に、各il『防楷 (4署）に消

第23,‘t 消防機l対等の対応

防瑞長を長とする方面i皆防本部を設罰、災害活動

の指揮、地区消防団への出動要睛などを行った。

(4) 西宮市消防局

西画市泊防局では、地姦の大きな揺れが終わる

と同時に、管制室の119番受信導用の31回線が一斉

にlI，9り出した。通報l村容のほとんどが家屋倒壊に

よる人命救助要硝とガス湖れであった。また、市

内各消防署の受付には付近住民が救助を求めて駆

け付け、特に被吾の甚大な地域を管轄する西宮、

瓦木両消防砦に住民が殺到した。

地設直後に市内各消防署に対し「火災の鎖圧及

ぴ人命救助を最優先し披密の行動をとること」と

指令し、いち早く駆け付けた消防局長を中心に管

制室内に指揮本部を設甜した。

救助を求め殺到する住民及ぴ現場偕報から、被

寅が甚•大であると判断、 各製の活動を本部の直朝

指揮下に附き、管轄を外した部隊編成を実施し、

現楊活動の空白地域をなくすよう可能な限り効率

的に運用した。

1H1711111の119番受信件数は、 4,420件にも逹

した。

(5) 芦屋市消防本部

芦屋市消防本部では、当務員22名で初動拮器を

炎施した。

17|」の119番受信件数は397件に逹した。平成 6

年度中の119番受信平均は 1日約20件であるから、

17「Iは約20倍の119番通報を受信したことになる。

119番受信状況は表10のとおりである。

また、171」6時30分に設附された芦届市災害対

策本部は、消防本部前に建設班の受付を特設して

絞々と米庁する被災者の救出依穎の受付を行った。

(6) 伊丹市消防局

伊丹市消防局では、当務員47名で初動措協を行

った。
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表10 芦屋市における 119番等受信状況
(I I t位 ：件）

119番 力ll 入 秤粧 駆け込み 合 計

1711 397 153 43 200 793 

18日 263 115 32 25 435 

19日 174 75 15 15 279 

20 Fl llO 50 13 5 178 

211=1 94 43 10 4 151 

計・ 1,038 436 113 249 1,836 

注） 平成6年度中の119番受信平均は 1日約20件であり、 17
日は約20f音の397件を受1言した。

芦屋市消防本部調ぺ

17日5時46分地裳発生から24時までの119番受

信回数は500件であり、通常の14倍の受信回数であ

った。地姦による倅電とともに非常屯源が作動す

るなか、パソコンディスプレイ 1基が床上に蕗下、

班架などが転倒したものの、10回線ある119番受信

回線は無事で、地裟の揺れがおさまると同時に一

斉に119番が受信状態となった。

NTT回線と術屋無線回線は共に不通となった

が、消防無線は使用可能であった。

(7) 宝塚市消防本部

宝塚市消防本部では、当務員59名で初動措骰を

実施した。

初動措酒の結果、消防庁舎の損傷は軽微であり、

特に消防活動に重大な支隙をきたす阻害はなかっ

tヽヽ
0

地震発生直後、指令室内は停電となった。自動

火災報知設備の関辿施設の表示ランプが一斎に点

灯し、醤報プザーが嗚動した。電灯が非常屯源に

切り替わり、 事務所が薄II音くなっていた。

5時46分の地姦発生直後、21回線ある119番回線

のすべての表示灯が点灯し一斉にベルが喝り、通

信員 4名で対応した。

地震発生から 9時までの119番受信回数は約500

件で、12時までに約900件、 17時までに約1,200件

になり、さらに24時までに1,400件を数え、これは

通常の20倍の受信回数であった。
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5時58分、消防本部 4階防災対策室に消防本部

災害対策本部を開設、消防長の指揮のもとに梢報

収集、災害対策本部との辿絡、活動部隊等への指

示等を行った。

6時、市役所に市災害対策本部が設骰され、 t肖

防長が出向した。

(8) 川西市消防本部

川西市消防本部通信室では、地震による停電と

ともに牲架等が転倒したが、指令台及び指令装匹

には損傷はなく、また、 12回線ある119番回線は無

事で、一斉に受信状態となった。

地誤発生後の通報は、「ガス掘れ通報」と「救急

要聞」が大半であった。また、119番回線が輻戟し

たため、南消防署への駆け込み通報が数1牛あった。

同時多発の火災、救助、救急、ガス漏れ皆戒等

に対応するため、消防活動を最俊先に通報内容か

ら優先順位を判断して、火災以外は救助工作車、

救急車などを要請現場 1件につき 1台として車両

選別を行うとともに、消防団には無線受令機より

出動場所の指令を行った。

家屋倒壊からの救出、倒壊危険家屋の野戒、避

難勧告に伴う避難誘的などには、消防職員、消防

団員が辿携して行った。

(9) 明石市消防本部

明石市消防本部では、地誕発生と同時に119番の

専用電話は嗚り続け、市内全域にわたる出動要請

で通信指令室はパニック状態に陥った。

晋防規程第86条により、 6時に非常招集が発令

され、通信係から規定による連絡体制をと った。

当務通信係長の指示のもとに、当務員と非番招

集した職員とで、 119番通報から被害状況の把捲、

火災、救急、救助の出動指令と車両動態管理並び

に家屋倒壊と負傷者数の状況把握等を行った。

一方、市内束部の全域でガス漏れが相次ぎ、ガ

スi昂れ調査と火気使用禁止広報の出動指令と車両



動態管理並ぴにガス漏れ地域の把握を行おうとし

たが、地信厖話網並ぴに無線通信網が輻陵してい

たため、状況を把握するのに非常に困難であった。

この地設による119番受信回数は表11のとおり、

932件・にのぼった。

表 II 明石市消防本部の119番受信回数

火災 251牛
救怠、 70件
救』）J 30ff・ 
ガス漏れ 54 0 14―・ 

llll合せ 267件

119番受伯也l数 932i牛

明石市消防本部罰ぺ

第2詣 消防機l対等の対応

また、北淡IIl-［役場内に設匹された地震災害対策

本部に岩屋分署長と北淡出張所長のうち 1名が常

駐し、消防職員等を指揮し、不明者の検索活動及

び役場職員と協力の下に1到壊建物、ため池、道路

その他の被害調究、住民への水等の供給、救援物

賽の受入れ、配付等に当たった。

(11) 豊中市消防本部

大阪府盟中市は、119番専用電話32回線を消防本

部指令管制室に引き込み、非常用を含め 5台の指

令台で受信してコンピュータ指令するシステムを

構築し、運用している。

通常 1日当たりの119番通報件数は約100件程度

であるが、地震発生日の17日にはその10倍以上に

(10) 淡路広域消防事務組合消防本部 当たる1,000件以上の通報があった。 119番32凪線

地震発生時、淡路広域梢防事務組合消防本部の には典状はなかったが、市民からの通報や問い合

通信指令室には 4名が勤務しており、発生直後消 わせが殺到し輻較した。

防隊より 4名が応援に駆け付け計 8名で対応した。 そのピークは 6時台と 7時台であり、この時間

地裟発生直後一瞬の間に25回線ある119番の北 帯に消防が対応した災害が集中したため、災害を

淡路方而が集中的に受信状態となった。平成 6年 除く事案の優先度判断や出動隊の選択に混乱が生

中の 1日当たりの平均119番通報受信件数は約30 じた。

件であるが、地裟発生直後には数倍にも及ぴ、保

有の受信施設4台並びに配散人員では処理しきれ 2 非常招集の状況

なかった。 119番通報受信件数は、 17日が255i牛、

18日が92件、 19日が77件と、発災後 3日間で424件 被災地各消防本部における非常招集の状況は、

に逹した。 次のとおりである。

119番通報の内容は、家屋が倒壊したというもの

が多く、これは直ちに関係市町に辿絡し対応を依

頓した。次いで家産倒壊による救急 ・救助要硝等

であった。

なお、淡路品の中でも死者38人、全半壊1,850棟

と、とりわけ被害の大きかった北淡町においては、

地裟発生後、当務員と自主及ぴ非祁；招集で参集し

た北淡出張所員12名を 5班に編成し、加入電話、

駆け込み及ぴ救出現場で党知した多数の倒壊家屋

現場へ出動し、数百名の地元消防団等と辿携し、

消火 ・救助活動等に当たった。

(1) 神戸市消防局

地震発生時、神戸市消防局各署の部隊編成は、

表12の初動時の体制に示すとおり80小隊、智備人

員292名である。

1月17日5時46分の地裟発生と同時に消防局で

は、事前規定（警防規程第119条、設度 5以上の発

生時には、非常招集する。）により、 全職員が参集・

配備される甲号非常招集が発令された。

震度 5以上では、全職員が参集することとなっ

ているが、地域によっては揺れを感じられない場
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表12 神戸市消防局の初動時の体制

所 人 小 ポ ン プ車群 救 救 はしご車群 ス
l1)J ク

隊 ポ 夕 化 署 工 、ノE』、、 15 30 50 ア
ン ン

孟
救

盟
m m m I 

属 負 数 プ ク 助 車 級 級 級 卜

総 数 292 80 23 6 7 4 27 8 1 1 

束 灘 29 8 2 1 1 3 1 

灘 26 7 2 1 1 2 1 

昨 ＾ ロ

18 4 1 l 1 1 

生 田 28 8 2 1 1 2 1 

兵 廊 22 6 2 1 2 1 

北 37 11 4 1 5 l 

長 田 24 7 2 1 2 1 

須 庖 33 ， 3 1 1 3 1 

垂 水 29 8 3 1 3 1 

西 29 8 2 1 1 3 1 

水 上 17 4 1 1 l 

出典 ：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」神戸市消防局

合も考えられた。 このため、神戸市消防局では、

6時、確認のため消防局全職員に非常招集の伝逹

を行った。消防本部各課へは非常順次通報装照で、

また市内11消防署へは司令課から直接伝達した。

図10 非常招集参集状況（累計）

（人）
1,200 
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200 

泣 原 支 消

源
液 援 防

Iii 

笞でr・ 車 車 艇

1 1 1 

1 

l 

1 

本部

地裳発生時、全職員の23％に当たる305名の職員

が消防局、消防署等で勤務しており、地裟発生 2

時間後の参集状況は図10のとおり全職員の約50%

であった。 5時間後には90％以上の職員が参集し ゜6 7 a 9 10 11 12 (a寺）

tヽヽ
0

地誕発生時刻が早朝であ ったため、ほとんどの

職員は図11のように自宅で就寝中であった。俎話

出典：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

が不通の地域も多かったため、勤務以外の職員の 図11 地震発生時の職員の居所

65％に当たる670名は自発的に参集し、また、33%

に当たる336名が非常招集の池話連絡を受けたの

ちに参集した。

非常招集の虚話連絡を受けた職員336名につい

て、連絡を受けた時間帯は固12のとおりである。

地震発生後、 1時間以内に70％以上の職員（自

発的に参集した者を除く。）が非常招集の電話連絡

を受けている。

非常招集の参集方法については、図13のとおり

自動車又は単車を利用した職員の合計が811名で、
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図12 非常招集の電話連絡を受けた時間

（人）
350 

300 
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200 

6 7 8 9（時）

出典 ：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

図13 非常招集の参集方法

自動車
556人
(54%) 

自転車，その他
102人 (10%)

徒歩

113人
(11%) 

出典： 「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

全体の79％を占めた。 地震発生後、神戸市内のほ

とんどの公共交通機関が途絶したため、電車、バ

スを利用した職員はほとんどいなかった。

非常招集参集職員1,026名のうち876名 (85%)

の職員は、所属する消防署又は消防局へ参集して

おり、それ以外の150名 (15%）の職員は交通途絶

のため、最寄りの消防署等へ参集した。

なお、非常招集の参集途上に、 58名 (6%）の

職員が、消防活動（消火、救助、救急）を行って

いる。

(2) 尼崎市消防局

尼崎市消防局では、地震発生直後の 6時10分、

第 1号防災指令を発令した。地域防災計画（地裳

災害対策編）の動員計画に碁づき、非番職員等は

自発的に参集し、発災後の10時には対象職員の84

第 2i位 消防機関等の対応

％に当たる243名が参集し、約90％の稼働人員によ

り災害活動に当たった。

(3) 西宮市消防局

西宮市消防局では、職員の参集は「皆防規程第

82条第 2項（中略）相当規模の災害が、市内で発

生したことを筵知したとき」により、 地震の発生

と同時に自発的に行われた。

地震発生時には消防職員90名が勤務していた。

勤務以外の職員は各々の勤務場所又は最寄りの消

防署（参集途上に消火、救出活動に従事した者を

含む。）に参集し、 1時間以内には40名、 2時間以

内に90名となり、 3時間以内に160名が参集した。

この結果、 当務員と合わせて78％の職員が確保で

きた。

(4) 芦屋市消防本部

芦屋市消防本部では、緊急連絡網にて非常招集

を行ったが、電話回線の不通、交通網の寸断、家

屋の倒壊、道路の隆起・陥没等で、発生後 1時間

以内で12名、正午までに46名（招集率81.0%）の

招集状況であった。

なお、職員の居住地は、市内16名、神戸市28名、

尼崎市 9名、宝塚市 7名、その他 9名（入校中 ・

療捉休暇3名を除く。）となっている。

(5) 伊丹市消防局

発災時から自発的参集、所属からの連絡により

参集した状況は、

1時間以内の参集者 44名

2時間以内の参集者 23名

3時間以内の参集者 22名

計89名であり、消防職員179名 (3名が入校中）

中、当務員47名と合わせて136名、 77.3％の職員が

確保できた。

また、 3時間以内に参集できなかった40名は、

家族の死亡、負偽又は近隣住民、参集道中での救
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助活動、負傷者の手当て等で遅れた者である。

(6) 宝塚市消防本部

非番職員は自主参集により、発災後の10時には

対象職員156名中の113名 (72%）、 12時には138名

(89%）の職員が参集 し、総勢197名の隊員により

地域防災計画に基づく災害発生時の消防部隊を編

成、各大隊長指揮のもと、災害活動に当たった。

(7) 川西市消防本部

地設発生時は消防職員34名が勤務して いた。

各々の勤務場所又は品寄りの消防署に自発的に参

(10) 豊中市消防本部

地震発生後、直ちに豊中市il'i|l)j計画に基づき非

常す召集配備が行われた。消防吏貝招梨発令の経過

は次のとおりである。

5 時49分•第 1 号配備発令（吏員の 3 分の 1)

6 時20分•第 2 号配備発令 （吏員の 3 分の 2)

6 時40分•第 3 号配1i開発令（吏員全貝）

なお、型中市では災度 5以上の地姦が発生した

場合は自動的に 3号非常招集配備が発令される。

非常招集対象者は、当務勤務者及ぴ旅逃休暇・

研修派追等の者を除く 267名であった。対象者が、

在宅II寺間帯であったにもかかわらず、参集結果は

巣し、 1時間以内に20名、 2時間以内に延べ52名、 次の状況であった。

3時間以内に延べ80名が参集した。この結果、 3 招集発令後 1時間以内 42名 (16%)

111名 (42%)

176名 (66%)

時間以内での梢防職貝の確保率は85％であった。 招集発令後 2時間以内

(8) 明石市消防本部

明石市消防本部では、 6時に晋防規程第86粂に

より非常招集を発令した。発災後、 2時間以内の

参集率は35%、 4時間以内の参集率は90％であっ

tヽ
-o 

(9) 淡路広域消防事務組合消防本部

消防本部（署）当直係長は、地姦の揺れの程度

や直後の119番の通報状況から非常災害と判断し、

上司と辿絡をとり 6時 2分に消防対策本部を設甜、

6時20分本部指揮所を消防本部事務所に開設した。

また、職員の非常招集規程では、管内に非常災

害の発生を確認したときは自主参集することにな

っているが、 119番の入地状況から地域によ って

は、災害を認知できない場合も考えられた。した

がって、 6時20分職員全員に対し 1号非常召集が

発令された。

参集状況 (90名中）をみると、発生後 1時側の

参集率は21.1%、発生後 2時間の参集率は77.8%、

発生後 3時間の参集率は92.2％であった。
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招集発令後 311寺間以内

招集発令後 5時11i]以内 212名 (79%)

招集発令後 5時1廿l以上 267名 (100%)

この参集状況は必ずしも良好とは言い難い結果

であるが、その要因としてはおおむね次のことが

挙げられ、今後の計画兄直しに反映しなければな

らないものとなった。

●当市消防吏員の 1月17日現在の＇炎旦は396名で

あったが、このうち市内居住者は134名で約34%

にとどまっている。

●盟中市地域防災計画の地姦発生時消防吏員招集

（参渠） 基準は、「誕度 5」と定めていた。今但I

の地震は、大阪管区気象台発表では「姦度 4」

であった。

●地姦発生直後から広域で1序龍と屯話回線の不通

及び混雑による通話不能が生じ、ilil:Jj吏且が被

害実態を早期に把据でき なかった。

●通勤（参集） 手段である軌逍も 各地で寸断、 豊

中市内へのアクセスである阪急宝塚線及ぴ北大

阪急行（大阪市営地下鉄延長）も運行が1が止さ

れ、参集手段も限定されたことに加えて逍路も

大渋滞が生じた。



3 消火活動の概要

神戸市内では、地震に伴い同時多発火災が発生

した。しかし、倒壊した建物の瓦礫等で道路が寸

断した箇所が多く、これらの地区では、火災現場

に向かう消防車の通行に支隙が生じた。また、地

虚による断水等により 、‘i肖火栓はほとんどが使用

できない状態であり、消防水利の確保に困難を極

めた。このため、防火水槽、プール、河川等を利

用しており 、長田区を中心とする火災に対しては、

長田港から神戸市消防局の消防艇を用い、数台の

tJ!j防ボンプ自動］ドで中継送水し、海水による消火

活動を尖施した。

また、芦屋市、四点市、尼崎市においても同時

多発火災が発生し、極めて困難な状況のなかで、

消防団等との協力により消火活動が行われた。

地姦発生に伴う火災の発生と被災地域消防機関

の消火活動の概要は次のとおりである。

(1) 神戸市消防局

火災は、地炭発生直後に少なくとも市内58カ所

で同時多発的に発生した。

本部指揮所長（晋防部長）は、

●災害の比較的少ない北、垂水、西、水上消防署

の部隊は現場出動すること

●各消防署及び特別消防隊（音楽隊等）は、参集

職員の状況に応じて、予備消防車等でI~孤時部隊

編成を行い現場出動すること

を指示した。

7時ごろから、参集職員による臨時部隊で順次

現場出動、 9時50分に行った消防広域応援要硝に

碁づく他都市消防本部からの応援消防隊が続々と

到者した（第 1先沿は、 1111寺10分の三田市消防本

部）。このため、消防水利の不足、建物倒壊、道路

状況の悪化等により消火活動は困難を極めたもの

の、 17時には火災は 5カ所に収束された。

第2琺 it'll坊機1対等の対応

長田地区の火災は、ケミカルシューズ関辿工場

が密集していたため延焼拡大し、西部の火災は石

油コンビナート地区への延焼も危惧された。この

ため、応援消防隊を長田地区へ重点的に投入して

消火活動を行った結果、石汎lコンビナート地区へ

の彩靱もなく、延焼拡大中だった火勢も 1月18日

3時ごろには鎖圧することができた。

消防水利は、 i肖火栓が使用不能となったため、

防火水槽及び学校等のプール、海水のほか、水の

流れの少ない川を土のうでせき止め、可搬式動力

ポンプで掲水するなど、自然水利を有効に活用し

た。また、最も火勢の強かった長田区の火災現場

では、梢防艇によって海水を取水し、最大 7台の

消防車の中継により、約2,ooomもの長距離送水に

よって消火活動を行った。

なお、ヘリコプターによる消火活動については

検討されたが、次の理由から実施されなかった。

●市街地の大火災で消火効果を高めるには、多数

のヘリコプターを集中して禅入する必要があり 、

落水の衝腺で家屋倒壊をJI力長する危険性や要救

助者に危険が生じること。

●屋根等の梢造物の影靱で有効注水が得に くいこ

と。

●消火効果を高めるため低空飛行を行った場合、

ヘリコプターの吹き下げ気流の影態で、火勢を

拡大する危険性が高いこと。

●市街地での火災エネルギーは非常に強いため、

低空飛行はヘリコプター自体が危険であること。

●上空での酸欠によるエンジンの停止

●上昇気流による操縦困難性

(2) 神戸市消防局各消防署

神戸市の主な消防磐 （長田、 兵庫、東灘、灘、

須磨）の消火活動は次のとおりである。

く長田消防署〉

長田 1小隊（本署・ポンプ車）は、大道通 2丁

目へ出動し、消火栓へ部署したが、断水のため防
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火水槽に部署替えし、 3線放水

した。その後も順次、現場付近

の防火水槽へ部署替えし、必死

の消火活動に当たった。

一方、）l|西通の現場に出動し

た長田 3小隊（本署 ・ポンプ車

付救助車）、長田27小隊（本署・

はしご車）もi肖火栓使用不能と

なり放水ができなかった。中隊

長はこの時点で、新湊川をせき

止め水源とすることを決断した。

御蔵通の火災を此知後、長田

27小隊は川西通の現場から消防 炎上する長田区大道通

署•西側の防火水槽に部瑞替えし、御蔵通の現場へ

ホース延長した。火災は既に約1,000m'が炎上中で

あり、火は瞬く 11.i]に拡大、 、消防隊は撤退を余骰な

くされた。その後、この現場の水源を確保するた

め可搬式動カポンプを使用し、新湊川をせき」I:め

水利確保し、消火活動に当たった。

菅原市場付近の火災には、 垂水80小隊（本署 ・

ポンプ車）が火点南側に先沿していた。火災は約

5,000m'に拡大しており、アーケードを越えて西の

荘原市場へも延焼しかけていた。既に防火水槽も

使い果たしてしまったため、大隊長命令により、

火点北側の御蔵小学校プールヘ部署替え、長田 5

小隊とともに、付近の避難場所である御蔵小学校

への延焼を死守した。

11時、大隊長命令により、長田消防署中隊長及

び他署からの応援中隊長を集め、各火災現場の方

而指押者を指名した。既取市場一滞、大正筋廂店

街一帯、 JR新長田駅北側のケミカル工場の密集地

区等、どの現場も大火であった。

そのなかでも水笠通の火災は、最も大きく延焼

拡大した大規模火災となった。消防隊が到許した

とき、水笠通6丁目及び松野通 3、 4丁目一帯か

ら隣接する須磨区へ延焼中であり、飛び火により

常盤町 3、 4丁目が炎上していた。大隊長は、長
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田港へ消防艇の出動を要睛し、消防艇を元ポンプ

とするホース延長を指示した。しかし、火勢はさ

らに西へと拡大していった。

午後になって、大阪市、京都市をはじめ近隣各

都市の応援隊が到許し、懸命な消火活動が開始さ

れた。消防隊の必死の活動により、 1月18日早朝

には、すべての火災がおおむね鎖圧状態となった。

く兵即消防署〉

兵廊消防署管内では、炎上火災が同時に多発し

たため、救急隊もポンプ車に乗り換え、消火活動

に当たった。

その内訳は、長田管内に兵廊 2小隊（本瑞・ポ

ンプ車）、上沢 • 松本地区に兵廊 3 小隊（本署 ・ ボ

ンプ付救助車）と兵即 l小隊（本署・ボンプ車）、

湊川町に兵廊 5小隊（本署・ポンプ車）、笠松通に

兵庫13小隊（迎南・化学車）と兵廊4小隊（運南・

ポンプ車）であった。

上沢 • 松本地区の火災に対応したのは、 兵庫 1

小隊と兵即 3小隊の 2隊 6名であった。無線で本

部に応援を求めたが応答がなく、消火栓は断水の

ために使用できなかった。防火水糟や学校のプー

ルに水利を求め、消防団員の協力を得て懸命に 4

線放水を行った。しかし、火勢が消防力を上回っ

ていたことに加え、飛び火により火面を包1Il1でき



炎上．する兵庫区会下山町

なかった。

病院に火勢が迫ったため、中隊長と隊員 2名が

重症患者を背負うなどして、入院患者約20人を避

難させた。地区内は木造密集地で、地姦のため家

屋の瓦や壁が落ち、木ずりが見えている状態のた

め、火災は次々と飛火して延焼し、消防隊は転戦

しながら懸命な消防活動を続けた。重機を使って

の破壊消防により 、防火帯を確保しよ うと試みた

が、火勢が強く、ほとんど効果は得られなかっ

がヽ0

延焼阻止線に集中させたホースも避難者の乗用

車が踏んでい くために、 度々ホースが破裂し、そ

の度ごとに交換等の処箭をしなければならなかっ

fヽヽ
0

河JIIをせき止めて長時間取水を可能にしたが、

いずれも火面の東側にあった。西へ延焼している

火勢に対して延焼阻止線を設けるため、会下山公

園を迂回してホースを集中させる作戦を立てた。

1月18日0時ごろ、他都市の応援隊が到舒した。

他都市の応援隊については、ポンプ車群は河川に

部署しての取水及ぴ中継送水にあて、タンク車群

は河川と現場の間を往復してタンク水を放水した。

懸命の消火活動により消防力と火勢が均衡状態と

なり、 18日3時ごろ火災はようやく鎖圧状態とな

第23:t il1防機l対等の対応

った。

湊川町の火災に対応したのは、

兵庫 5小隊の隊員 2名だけであ

った。現場は住宅約500m'が炎上

中であったが、消火栓からは取

水できず、防火水槽に部署し、

住民の協力も求めて 2線放水し

た。防火水槽の水がなくなると

火勢は急速に周囲へ延焼してい

った。

兵廊5小隊は駆け付けた消防

隊員に消防団員の招集を要請す

るとともに、ちょうど長田区の

現場から中部土木事務所に出動してきた兵庫2小

隊と車両を交換し、河川に部署した。

消防団員に 1線を任せ、住民の協力を得て 2線

延長し、 3線で消火活動に当たった。さらに、 i肖

防団員が菊水小学校のプールに部署し 2線放水を

行った。

しかしながら、この 5線放水でも延焼を完全に

阻止することはできなかった。その後、非常招集

で参集してきた職員が現場到若して消火活動に当

たり、 18El 5時ごろに火災はおおむね鎖圧状態と

なった。

笠松通の現場は兵廊13小隊が西側、兵廊 4小隊

が南側及ぴ北側の消火活動に当たった。消火栓は

断水していたため、兵廊13小隊は防火水槽に部署

した。兵廊 4小隊は100tの防火水槽に部署したが

吸水できなかったため、 JR和田岬線の貯水槽に部

署替えしたところ、水源が井戸であったためか、

長時間放水が可能であった。両隊とも 2線で消火

活動に当たり、非常招集の職員も随時駆けつけ放

水した結果、火災は17日12時ごろに鍬圧状態とな

った。

＜束灘消防瑞〉

ホース干し台から区内を見渡すと、火災らしき

煙が、束に 5本、南に 1本、北に多数の白煙と黒
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煙が 4本、西に 1本確認された。

同時多発火災である。

消防隊は指令を待たずに現場

に出動、魚崎南町地区、御影地

区、青木地区、本山南町地区の

4地区の火災現場へと向かった。

束灘2小隊（深田池 ・ポンプ

車）は、御影町郡家の火災現場

へ出動した。直ちに消火栓に部

署し放水するが、約20分後に使

用不能になった。防火水槽に部

署替えし、放水を再開した。

束灘 3小隊（青木・ポンプ車）

及ぴ束灘14小隊（胄木・化学車）

炎上する東灘区魚崎北町

は、北青木 2丁目の火災現場へ出動した。消火栓

使用不能のため、タンク水で鍬火させ、本山南町

4丁目の火災現場へ転戦。福池小学校のプールに

部署し、鎖圧させ、さらに青木6丁目の火災現場

へ転戦。プールの水が滅水したため、束灘14小隊

を青木フェリーセンターヘ移動させ、海水を放水

した。

東灘13小隊（本署・化学車）は宵木6丁目の火

災現場へ出動した。消火栓を使用し、 4線放水を

行った。

東灘17小隊（本署・はしご車）は束灘 l小隊（本

署・ポンプ車）に乗り換え、魚崎南町 8丁目の火

災現場へ出動した。消火栓に部署し放水するが、

約 2時間後に断水したため、魚崎小学校プールに

部署替えし 2線放水を行った。

いずれの火災現場も、道路は沿道構造物の倒壊

によって遮断され、消火栓はすぐに断水し使用不

能の状態であった。しかも、火災現場から応援隊

を要睛したが、返事はなかった。無線が輻睦し、

梢報辿絡は取れない。 i肖火栓が使用不能のためl坊

火水槽、プール等を水利として、燃えたぎる炎上

火災の消火活動に、 1カ所当たり 1隊の消防隊で

対応せざるを得なかった。
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非番の参集職員は、当直職員の応援には向かえ

ず、消防が未対応の御影石町地区の消火活動に向

かった。これで、東灘消防署の消防車両はすべて

出動してしまった。

午後になっても火災の鎖圧の見込みは立たなか

った。職員が、魚崎北町地区の新たな炎上火災を

発見した。消防車両もないため、消防署から走っ

て現場へ向かうが、 i肖火活動はできなかった。消

防団や市民も消火協力を行うなど、誰もが懸命の

消火活動を行った結果、ようやく 1月18日未明、

火災はおおむね鎖圧状態となった。

＜灘消防署〉

灘消防署では、地災発生直後に上河原通、六甲

町、灘北通方面に黒煙を確認したため、消防隊は

指令を待たずに現場に出動した。

灘 3小隊（本署 ・ポンプ車）は六甲町 2丁目付

近の火災現場へ出動した。宮前商店街が倒壊のた

め、迂回して現場到溶したが、消火栓は水が出ず、

防火水槽に部署した。 2線放水を実施するが、火

勢が強く消防力は劣勢であるため、筒先を大きく

西へ移動した。さらに防火水槽の水がなくなった

ため、西側の防火水槽へ部署替えし、西側の延焼

を阻止した。



炎上する灘区鹿ノ下通

灘13小隊（本署 ・化学車）は、上河原町通 4丁

目付近の火災現場へ出動した。防火水槽に部署． 2

線放水し、延焼を阻止した。残火整理は付近住民

のバケッリレーに任せ、琵琶町の火災に転戦し、

北側、西側の延焼を阻止した。

灘30小隊（本署 ・救助工作車）と灘 1小隊（胄

谷橋 ・ポンプ車）は、灘北通の火災現場へそれぞ

れ出動した。道路亀裂等により現場到着までにII寺

間を要した。灘 l小隊は消火活動、灘30小隊は生

き埋め者の救助に当たった。

灘27小隊（本署・はしご車）は、六甲町 2丁目

付近の火災現場状況を無線で傍受し、灘4（本署・

ポンプ車）に乗り換えて出動した。消防団と連携

し防火水槽に部署、 2線放水を行い、北及び西側

の延焼を阻止した。防火水槽の水がなくなったた

め、六甲小学校のプールに部署、六甲町 2丁目の

延焼を阻止した。その後、篠原南町に転戦し、北、

東側の延焼を阻止した。

非常招集により駆け付けた職員は、当直職員の

応援には向かえず、消防が未対応の鹿ノ下通 3丁

目付近の消火活動に灘 2 （肯谷橋 ・ポンプ車）で

向かった。防火水槽に部署し、南北から‘i肖火活動

を実施するが、約 5分で防火水槽の水がなくなっ

第2:tl i肖防機I~等の対応

てしまった。このため、都賀川

から吸水を実施して、延焼を阻

止した。

地裳発生と同時に灘消防署管

内で発生した火災17件に対して、

初動時からi肖火活動を行ったの

は4件の火災にすぎない。そし

て、消防隊は、沿道建物の倒壊

によって通行路を遮断され、消

火栓は断水で使用不能の状態で

あったため、幾つもの防火水槽

や河川を水利として、燃えたぎ

る炎上火災の消火活動に対応せ

ざるを得なかった。

消防隊の懸命な活動により、火災は 1月18日未

明にはおおむね鎖圧状態となった。

＜須磨消防署〉

1月17日未明の火災から帰署し、出動体制を整

えていた本晋の須磨13小隊（本署・化学車）は、

地震発生により消防署の北側から発炎する中島町

の火災を発見し、直ちに現場へ出動した。

倒壊した家屋が燃え上がり、隣接する西 ・南側

の住宅にも延焼する勢いであった。防火水槽を水

利に、延焼阻止に成功し、鎖圧状態になったころ、

権現町方而に新たな火災を発見した。複数箇所か

ら黒煙が上昇しており、火災最盛期の様相を呈し

ていた。

隊長は、 4人編成の小隊を 2分し、予備車を運

用した消火活動をせざるを得ないと判断し、須磨

5 （本署・ポンプ車）を取りに隊員 2名を走らせ

た。無線で応援隊を要睛したが、輻較し返事はな

かった。

火災は、 2小隊 4名の消火活動能力をはるかに

超えていた。消火栓は断水のために使用すること

ができず、機関員は防火水槽を水利にとった。荒

れ狂う火炎に、隊員 1人が筒先 1本で立ち向かう

懸命の消火活動が続いた。消防用ホース延長の補
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第4編裟災時の応怠対策

助や放水支援等には市民協力が

あった。防火水槽の水がなくな

ったが、妙法寺川をせき止めて

水利を確保し、消火活動を続け

た。現場近くの大田町、戎町に

も火災が確認された。

大田町 ・戎町では、須磨4小

隊（板宿出張所 ・ポンプ車）が、

プール ・河川を水利に消火活動

を行っていた。非番の参集職員

が応援に駆け付けた。水圧不足

の状態のまま、懸命の消火活動

が続いた。
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血＂ 須磨区の延焼しつつある炎上火災

妙法寺地区の火災は、 須磨消

防団第 8分団が消火活動を始めていた。駆け付け

た須磨 1小隊（北須磨出張所 ・ボンプ車）は、消

防団と任務分担を行い、連携しながら消火栓を水

利に消火活動を続けた。

常盤町 ・千歳町の火災には、須磨 2小隊（板宿

出張所 ・ポンプ車）が向かった。防火水槽と小学

校のプールを水利に必死の消火活動が続けられた

が、最盛期となった火災の勢力は衰えることはな

かった。避難所となっていた千歳小学校が延焼す

る危険が生じてきたため、避難者を延焼危険のな

い大田中学校まで避難誘祁した。

午後になっても火災は衰えず、大池町 ・寺田町

方面に延焼拡大を続けた。次々と防火水槽の水が

なくなっていった。長田港から何台もの応援隊（他

都市 ・消防団）を通じて海水が中継送水された。

応援隊とともに、懸命の消火活動が続いた。

くそのほかの消防署〉

昨合消防署管内では、地裳直後に住宅密集地域

で炎上火災が同時に 2件発生した。その後も火災

が続発し、結果的に日葬通、宮本通、二宮町、大

日通の 4地区では焼損面柏が1,000面を超える被

害となった。結局、管内では 1月17日だけで12件

の火災が発生、翌18日になっても大日通、磯部通
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と火災が続発した。職員は不眠不休の活動を続け、

管内の火災がおおむね鎖火したのは18日の10時ご

ろであった。

生田消防瑞では、地震直後から現場指揮所を1非l

設してすぐに各消防隊を 3名編成とし、予備ポン

プ隊を 1隊妍強した。火災出動の際、続発災害に

備え、まず 1隊を出動させ、火災の状況に応じて、

応援隊を出動させるという活動体制をとった。他

署への応援出動については、生田 3小隊が12時30

分ごろから長田区梅ケ香通へ出動し、兵庫管内、

咋合管内、水上管内にもそれぞれ応援出動した。

生田 2小隊（栄町 ・ポンプ車）は、長田管内、灘

管内、兵廊管内、水上管内の火災に出動した。

水上消防署では、 8時ごろに水上 1小隊（本署・

ポンプ付救助車）が兵即管内の火災へ応援出動し、

途中の救出活動で 6名を救助した。 17日8時20分、

港島中町 3丁目で建物火災が発生したが、まもな

＜鎖火させた。また、 18日未明、ポートアイラン

ド内の高陪建物の13階の住宅から出火、 当該建物

保有の消火用水を使用し、j肖火活動を行った。 19

日にはポートアイラン ド内の倉廊で火災が発生し、

他都市応援隊及ぴ海上保安庁の応援を得て、約15

時間にわたる消火活動の末、鎖火させた。このほ



か管制室からの指令により 、長旧管内、兵｝il~管内

への応援活動が主体となった。

垂水消防署管内では、地震後17日に 6件の火災

が発生し、そのうち 5件が9時25分から11時30分

の間に集中したが、梢防団と協力し防火水槽や河

) I Iも活用してillj火活動に当たった結果、すべて部

分焼にとどめた。その後、部隊の主力は長田管内、

須磨管内へ応援出動した。

北消防署・管内では、火災 2件であった。被害 も

抑えられたため、北消防署及ぴ北消防団は北管内

に披低限の消防力を残し、ほかはすべて市街地の

火災現場等に応援出動した。被専の多発した束灘、

長LIi消防署へは延べ33小隊が増強部隊として出動

した。そのほか、査機材搬送、飲料水の補給搬送

に4隊が出動した。

西消ll}j料では、 7時18分、 学校の実験室から出

火した火災に出動したが、様々な薬品の化学｝又応

による混煙と禁水性物質の影態で、 il'i火活動は困

難を極めた。消防隊は、空気呼吸器を背負い、懸

命の消火活動を続けた。このほか、管内の火災は

2件と少なかったため、西消防署及ぴ函消防団は

西管内に最低限の消防力を残し、ほかはすべて市

街地の火災現場等へ応援出動した。

(3) 尼崎市消防局

地設に伴い、尼崎市内では 1月17日6時から 6

時39分までの,mに8件の火災が発生、 16棟り災し

焼損而梢は2,572m刈こ逹した。り災祉帯841•I I：帯 、 り

災人員は133人、このうち死者11人、負傷者2人で

あった。

出動車両は42台、出動人員は218名で、 8件の火

災のうち、炎上したのは 2件であった。火災はす

べて同時刻ごろに発生し、消防隊の効率的な出動

指令に基づき消火活動を展間したが、地震による

断水のため梢火栓が使用不能となったため、遠距

離の防火水槽及ぴプールを使用し、中継送水によ

り消火活動を実施した。

第 2~位 il‘il)j機1対的の対応

火災出動のほか、地震発生から24時までのその

他の災害出動などは次のとおりであった。

i ガス漏れによる智戒出動

地誕によりガス管が破損し、市内の各地でガス

漏れが発生、消防機脚に119番通報が418件あり、

104件に出動し、 皆戒 ・広報を実施した。(3月1

l]現在：通報件数505件、出動件数188件）

ii 危険物施設からの油流出による皆戒出動

届内貯蔵所のラックが地震により転倒、収容し

ていた抱料•缶が落下、破損し危険物が流出、回収

作業の智戒に化学Il•i. 1台が出動した。

iii その他舒戒1，1}動

●自動火災報知設備絆晋報設備の作動によるもの

3件 (3月1LI現在 ：22件）

●倒壊家屋等の措附及ぴ調査 21牛 (3月 1日現

在 ：24件）

●油斯れ ・誤報節の調査、普戒 10件 (3月1日

現在： 44件）

(4) 西宮市消防局

西且市消防局が地姦後火災を最初に槌知したの

は、管制室からの発見 (511寺52分）であった。その

後、7時までの間に119番通報、出動隊による発見

等で22件の火災を］と知 した。

発災時は当務員90名、消防車両19台の火災対応

体制であった。指揮本部では、市街地全域に及ぷ

倒壊家屋からの救出要睛と同時多発火災の双方に

対応するため、 i肖火隊と救助隊の部隊統制を実施

した。

火災の発生した地域は、商店街等の老朽木造家

産が密集しており延焼拡大が危惧されたため、す

ペての火災現場にil1火隊を投入する「 1つの火災

現場 1台のポンプ」を基本戦術として、被害の少

ない北消防署のポンプ車 2台を消防局に集結させ

がゞ•O

非常招集者が参集し 1分隊に達するごとに査察

広報車、資機材搬送車、軽自動車等のあらゆる車

187 



第4編設災時の応、急、対策

両に可搬式動カポンプ、ホース等を利'1載させて現

場に投入するとともに、市内消防団（南部地域の

26台）及ぴ他市応援隊と辿携を図った。

発災と伺ll寺に市内の消火栓のほとんどは断水し

使用不能の状態となったが、平成 6年の渇水によ

る教訓から「河川等の自然水利の確保等特別対策」

を平索より各消防署に徹底していたため、後述の

「4 消防水利の確保と消防戦術」 (191ページ参

照）に示すとおり、大規模な延焼拡大は阻止する

ことができた。

(5) 芦屋市消防本部

芦屋市では、被災は市街地全域において、特に

旧市街地の老朽木造家屋の密集した地域の延焼拡

大が危惧された。同時多発の火煙が確認されたた

め、消防団との辿携を図り、すべての火災現場に

消防隊を投入することを煎点とした部隊統制を図

った。消火栓は水道管破浙のため使用不能であり、

防火水槽やプール、芦屋川及び西川の自然水利で

対応した。

1月17日に 9件の火災が発生し、焼損棟数は14
ぼや

棟（全焼 7棟、半焼 l棟、部分焼 3棟、小火 3

棟）、焼損面梢は2,869m'に逹した。 9件の火災の

内訳は、木造家屋 3f牛及ぴマンション火災の 6件

である。このうち事後間知は 2件であった。消防

本部で単独対処した火災は 2件、消防団単独での

消火活動は 1件、応援を得たもの 1件、ほかの 3

件は瑞団行動による消火活動を行った。

18日には 2件の火災が発生し、焼損棟数は 6棟

（全焼3棟、部分焼3棟）、焼損面梢は283m’、さ

らに19日にも 2件の火災が発生し、焼損棟数は 3

棟（全焼 1棟、部分焼 1棟、小火 1棟）、焼損而梢

は410m'であった。

これら17日から19日までに発生 した13件の火災

に対して、消防本部では、出動車両22台、出動人

員88名により 消火活動に当たった。

なお、消防団も出動車両 8台、出動人員75名で
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消火活動に従事・した。

(6) 伊丹市消防局

伊丹市では、発災時の 5時46分から17時23分ま

での間に 7件の火災が発生し、 り災棟数は 5棟、

焼損面梢は57m'であった。これらの火災に対して

延ぺ車両26台、 109名が出動した。

消防隊には効率的な出動を指令し消火活動に当

たったが、地誕に伴う断水により消火栓が使用不

能のため、防火水槽、 ABC粉末消火器で消火活動

を実施した。

1月17日の火災出動とその出火原因等について

は、表13のとおりである。

(7) 宝塚市消防本部

宝塚市では、 地裟に伴い 5時59分から13時17分

までの間に 4件の火災が発生して 4棟り災し、焼

損面梢は173m’、り災憔帯 31止帯、り災人員は 6人

であったが、死傷者はなかった。

これら 4件の火災のうち、炎上したのは 2件で、

消防隊の効率的な出動指令をかけ消火活動を展開

したが、地震による断水のため消火栓が使用不能

となり述距位雅の防火水槽及びため池を使用し、中

継送水を行い消火活動を実施した。火災出動 ・出

火原因等は、表14のとおりである。

また、火災出動以外の災害応急対策のための出

動は、表15のとおりである。

(8) 川西市消防本部

川西市では、地設に伴い 1月17日に 3件の火災

が発生し、焼損棟数は 3棟、焼損面梢は23m'であ

った。り災人員は 2世帯4人で、負1蒻者は 1人で

あった。火災出動・出火原因等の状況は表16のと

おりである。

(9) 明石市消防本部

明石市では、 8時58分西明石町 5丁目で発生し



表13 伊丹市の火災出動 ・出火原因等

少と知
発生場所節 火災概要 i|i iii 人員 死傷者

時 1lij

束布岡 5TIJ ・部分焼

（建物火災） . 1階食j位の

7 :11 
屯気 コンロ

1 2 なし
の過熱

．炊ili台 ・内

懐一部焼損

西台 1丁目 ・全焼

（建物火災） ・不明火

7:22 
・共ln]1主宅 4

7 28 なし
階建て 1棟の

うち 1戸27m'
焼損

池尻6丁目 ・部分焼

（建物火災） • 発！t‘:t·fll }fl IK 
槽ヒーターの

7 :22 
過熱

1 5 なし
・共同住宅10
階建ての ］戸

62而のうち10
而焼損

1|1野束 l丁Isl ・部分焼

（建物火災） ・転倒したテ

レピ,1、]配線の

7:22 
ショート

2 ， なし
・共l司住宅 4
階建ての 1戸

43m’のうち10
而焼損

鋳物師］丁目 ・倒壊建物の

（その他火災） 1階部分より

出火

8:28 ．屯気火花が 5 24 なし

漏洩していた

都市ガスに沿

火

瑞原 3丁目 ・部分焼

（建物火災） • ‘屯気配線の

10:30 
ショート

1 4 なし
・ 共同1:1:~ 2
階建ての 1J=i 

10而焼ill

千倍 1丁目 ・部分焼

（建物火災） ・転倒したバ

17:23 
ッテリーの屯 ， 37 なし
気ショー ト

• '1じ気奎の一
部焼損

注） 7件の火災で、焼損面積合討が57m'で鎮圧消火できた

のは、 7件のうち 5件が鉄筋コンクリート造りの 1室で

あったこと、第 l報火災通報が7時11分で、消防機関が

十分な体制がとれたことなどが特筆される。

伊丹市消防局闘ペ

第23:i: il,J防機1刻等の対応

表 14 宝塚市の火災出動 ・出火原因等

3と知
発生場所 火 災概要 車両 人員

時刻

高司 5T目 倒壊家屈の下 3 13 

5 : 59 
敷きになった

車両か ら出火

鎖火 車両と1柁材を
6 : 15 

焼損したIii両

火災

巾Ul寺 lT日 滸泣設備若し 1 3 

5 : 59 くは、配線が

鋲火
地設により短

6 : 40 絡 し、 10m憫

捐

南ひばりガ丘 地裟により観 4 16 

11 : 33 
2Tlj 牧魚の水梢が I団12 団8

破損し温水ヒ

鋲火 ーターがベ'/
11 : 36 

ド」：に沼ちて

3而焼iil

r，'i荒神 2J'l=I J、1ji.Jl1fl・：宅 2棟 8 38 

13 : 17 計170m'を全 囲3 府120

鎖火
焼、原因は射

14 : 36 内配線のスバ

ーク

全焼2棟、部分焼 2棟

計・
計 4棟 16 70 

火災件数 4件、焼fll面i 団5 団28

梢183m'

宝塚市消防本部調ペ

表15 宝塚市消防本部におけるその他の災害出動状況

種 類 件数 車両 人且

ガス漏れによる特戒出動 16H・ 17台 67名

自動火災報知設9iii的秤報設備の 5 f | .. 4台 52名

作動によるもの

倒壊家届等の措附及ぴ調究 41件 13台 186名

ホ後llfl知火災等の調究、昏戒 13W 24台 99名

独居老人の安否、その他水利施設 13-fll:・ 13台 52名

等調究

＾ m 

ti1 • 88件 71台 456名

注） 平成 7年 1月17日5時46分から平成7年 1月30日まで

宝塚市消防本部調ペ
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表16 川西市の火災出動 ・出火原因等

出火月 1-1 1月17Fl 1月171―l 1月1711 

発生場所 ｝1 |西市中央町
川西市火打 川西市花1希敷

1丁Fl 1丁目

出 火時刻 5 : 46 6 : 33 6 : 35 

此 知 II寺刻 5 : 48 6 : 38 6 : 39 

火勢鉛 圧 5 : 55 6 : 50 

鎖 火 II寺刻 6 : 00 7: 00 6 : 41 

焼損棟数 1 1 1 

焼損面 fi't
13m' 10m' Om' 

（部分焼） （部分焼） （小火）

建物構造
木澁 木造 木造

（店紅li.1主居） （作業場） （共lnl住宅）

死1紡者
死 .................... .................... .•.•.. -. -・・・・●ー・・・・・
慟 1 

,，Ji火原因
洩れたガスに

濶究II’ ローソク
舒火

出場台数
1 1 

2 同1 団 2

＇出場 人 ii
4 2 

8 団 5 団12

川西市消防本部調ペ

た火災をはじめ、 6件の火災（部分焼 4件、小火

2件）が発生し、焼損床而柏は30m'、焼捐表面柏

は32而で、 り災人員は10人であった。これらの火

災に対して延べ車両57台、 175名が出動した。

道路交姐網の寸断により 、市内の道路は渋滞し

混乱のなか、消防隊の必死の出動道路選定により、

火災拡大防止と延焼防止を行い、火災はいずれも

部分焼に食い止めた。

地姦発生後、イ卒屯、水道本管の破損等により、

市内の水圧が低下したため、消防署は二次出動体

制をとり緊急時の即応態勢をとった。

6件の火災のうち 4件は、タンク水、消火栓を

使用して消火できたので、防火水槽やプール等を

使用するには至らなかった。しかし、プロパンガ

スポンベより出火した火災は、ポンベ冷却のため

多批の水を必要としたので、河川より取水して消

火に当たった。

火災出動のほか、発災1:1におけるその他の災轡

出動の大半は、ガス漏れ現場の智戒で、道路上か

190 

ら火炎が1次き，しI',している箇所も見られ、ガス会社

に出動要睛をしたが通信網の途絶が長II寺1hl続いた。

その他の災害出動件数は240件で、延べ車両243台、

消防隊員1,013名が出動した。

(10) 淡路広域消防事務組合消防本部

北淡町管内において、北淡町出張所から10km離

れた場所で倒壊家屋の火災が 1件発生したが、同

出張所員及び消防団員により消火された。なお、

同町における木造家屋の密集地では、家屋の多く

の倒壊があったにかかわらず、火災は 11牛も発生

しなかった。

同地域では平索機会あるごとに消防団との辿携

強化や、 学校、保育所、事業所及ぴ各町内会等に

避難、初期消火、通報の訓練指埒節の購習が行わ

れていた。今回の滋災直後も、住民や消防団によ

りプロパンガスポンベの元栓を締めて回るなど各

種の二次災省防止活動が実施された。

(11) 豊中市消防本部

大阪府豊中市では、表17のとおり地震による火

災は 51牛発生した。そのうち、閾係者等が消火器

などにより初期梢火したのは 2件で、 ilり防隊が消

火活動を行ったものが4件でいずれも部分焼であ

った。

この 5件の火災において梢防車両（消防囲含

む。） 43台と哨防職 ． l~I貝174名が出動した。幸い

火災は同時多発を免れるとともに、人的被害も共

同住宅火災において74歳の女性が軽度の顧而火傷

を負った程度にとどまった。

火災で特典な事例は、鉄筋コンクリート造 3階

建複合用途建物の 1階密店の火災で、地災によっ

て本棚が抱気ストープ上に倒れたはずみに、ピア

ノスイッチがON状態となって加熱、翌早朝に出

火に至った事案及び校舎 3階実験室から出火した

火災を水成泡膜で消火した活動が挙げられる。



第2窄 消 防 機1対等の対応

表17 豊中市の主な火災概要

1月17H 1月17n 1月171」 1月17日 1月18n ＾ rI 

t1 • El 時
5 : 50 6 : 00 6 : 25 8 : 15 6 : 00 

淀知種別
その他火災 建物火災 建物火災 建物火災 建物火災

5件
119番通報 119番通報 自己北知 自己3切知 119番通報

屯柱の架線 2階建共同住宅 耐火造 5階建の 2階建の工場内 耐火造の複合IIl 建物火災 4件

約70m焼損 の 1階 1戸の天 国立大学理学部 でパッキングIIl 途建物の 1階店 その他火災 1件

焼捐状況
井裂 3m’焼損及 の 3階研究室78 木型及ぴ裁断機 舗（料節店） 30

ぴ23m’水ill m'焼損及ぴ82m' 並ぴにコンプレ 而焼ili

水ill並びに21m' ッサー焼fil

煙損

消防隊による放 ilり防隊放水 消防隊）j父水 消防隊放水 消防隊放水

活動状況 水なし 初期消火あり ・ 初期消火なし 初期消火あり 初期消火なし

初期il'J火なし (iiり火器） (il'i火器）

常 台数 2 7 12 4 13 38 

iiiij 人員 6 23 45 12 46 132 

非 台数

゜
1 

゜
1 3 5 

常
備 人員

゜
5 

゜
4 33 42 

注） 自己党知はすべて地震発生後消防隊による誓戒パトロール中に発見したもの。

盟中市消防本部調ペ

4 消防水利の確保と消防戦術

(1) 長距離中継送水戦術

地設による被災地の消防水利の被害は著しく、

消火栓は一部を除きすべて使用不能となり 、防火

水槽も一部躯体又は採水管が損偽を受け、滅水や

吸水不能となった。

このため、消火活動は困難を極め、タンク車の

活用、防火水槽や学校等のプールを使用したり、

川を土のうによってせき止め可搬式動カボンプに

よる揚水や消防艇による海水の取水等自然水利を

活用 し、多数の筒先を確保することに努めた。

こうした状況のなかで、火災現場の消防隊がと

った消防戦術として、神戸市消防局長田消防報の

活動事例を挙げる。神戸市消防局貯防部智防課は、

「長田地区大規模火災に対する消防戦術」 (f消防

研修』第57号）のなかで、放水するべき水のない

消防隊のとった長距離中継送水について、次のよ

うに紹介している。

く長距離中継送水体制〉

現在、神戸市消防局での 「長距離中継送水体

制」 としては、林野火災II寺の中継送水マニュア

ルを採用しておりその一部を次に紹介する。

(1) ホース延長要領

●予備ホースは、高圧部分についてはおおむね

8本ごとに 1本の割合で備えつける。

●分岐器はホース15~16本節に使用し、ノズル

側根元にも結合する。

●ホースは側溝内を延長しない（水圧がかかる

と折れ曲がり、送水が止まることがある）

(2) ポンプ運用

●送水所要時間の短縮を図るため、結合の終わ

った分岐器毎に逐次送水していく。

●筒先移動等で放水停止するときは、ノズル直

近の分岐器を切り換え、ほかへ水を逃がした

状態で行う 。

191 
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●放水中は各種計器の指針の変動及びポンプの

沢音、振動等に注訟する。

(3) ボンプ圧力の決定

●送水に当たっては、ホース延長数、背圧を考

胞してボンプ圧力を決定する。

以上のようにマニュアル化されており、この

度は、元ボンプを可搬式動カポンプ及ぴポンプ

車等のほか消防艇を使用したものである。理由

としては、 iiり防艇の放水能力が消防ポンプ (A2

級 ・放水批2,000Q／分）の11台分 (2万2,000

Q ／分）であ＇）、放日 141こ1の装備がなされてお

り少人数での取扱いも可能であるためである。

く長距離中継送水戦術〉

姦災当 Hに行った長距離中継送水は、図14の

のように行った。

以上は、基本的な中継大系である。

IIW,I間の経過とともに、ある場合は延焼を支え

きれずに転戦を余儀なくされたり 、延焼スピー

ドが速く炎を追いかけたり、風向きにより部署

変更を行ったり等、ホースラインの先端等では

Hまぐるしく変化している。

図14 神戸市長田区等の火災による長距離中継送水体制

プールからの中継送水体制

R 

ポンプ車 ・タンク車等

系体継中るす水
l

送i

_

C
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か

／
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g

畔
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倫
塁
ジ
12

晦／ぷ 7kg／at8kg／at 6kg／at 8kg/c而Iは
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〈現場活動II寺の留訟事項〉

現場では、あまりに広範囲の延焼状況であり、

かつ、長距離のため次について留意するように

各隊に指示した。

(1) 超長距離延長となる隊は、消防本署の対策

至において、各隊代表者が集まり道順、中継

ポンプ、ホースの確認、辿絡の方法等打合せ

を行う 。

(2) 使用ホースは65mmとする。

(3) 注意すべきは、元ポンプの送水圧力で長時

間となるためlOkg/c而を基本とする。

(4) 中継ポンプ隊の中継を受ける側の圧力は 2

kg/cm'を下らな いこと、また送水圧力は 6

kg/cm’以上で送水のこと。

(5) 持ち受け延長法は、期待できないため元ポ

ンプから順次延長し無駄のないよう延長する。

(6) 交通渋滞場所では、隊員の迂回すべきは迂

回する。

(7) 損失圧力が大なる場所で中継する場合は、

ホース本数のいかんにかかわらず現場でポン

プ中継など指示する。

河川せき止めを行い、河川敷へ可搬式動カポンプを
設置した体系

R 

可搬式動カポンプ

消防ポンプ車による中継送水体系

3, 

3, 

3≫ 

R 

出典 ：「消防研修」 1995年第57号消防大学校
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(8) 救助隊についても、ホース延長支援を実施。

(9) 主要幹線道路は、通行禁止処骰をとるが（国

道 2号線等）パイパスとなる道路は通行紐が

あるのでホース保護は念入りに行う。

(IO) 辿絡の無線は、全国共通波で行えない場合、

伝令等あらゆる手段を考える。

(11) 陸橋のある付近は陸柄の上を延長する。こ

のようにして、とりあえず 1線の延長を確保

した。

さらに、全国から駆けつけてくる後続隊のため、

(12) 後続隊は、取水拠点となる長田港へできる

だけ集結し、指揮者へ主要事項を伝える。

(13) 延長ルートは先着の同一ルートを通らず、

第 2、第 3現場への直近ルートを選定すること。

(14) 中継ポンプ隊まで延長されれば順次送水を

開始すること（テス トの余裕はない）。

(15) 最先端の隊は筒先担当のため圧力の低下、

水の確保など辿入後も毀任をもち放水し安全

等に配胞すること。

等々確実に、そして消々と長距離中縦送水体

制を確保してゆくが、応援隊は道路陥没、亀裂、

また、市民の避難のための交通渋滞、あるいは

他府県からの見舞いや見物のための渋滞等、想

イ象を絶する交通渋滞となった状況のなかであら

ゆる手段を使って現場到省を急ぐ。（中略）

その結果、 17日22時には、各都市からのタン

ク隊、ポンプ隊65台が延々とホースを中継し並

んだ。

初頻合せの混成部隊がつないだホースは千本

以上、消防史上例のない放水リレーが行われ、

体制の整った隊のノズルからは勢いよく海水が

逍り始めた。（図15参照）

（中略）

〈今後の教訓〉

この度の長距離i中継送水体制について、さら

に効果的に行うため次の点につき注意すぺきと

考える。

第2r:t il'il坊機1対等の対応

(1) 応援隊は交遥渋滞等でまとまって到舒する

ことが困難なため、分かりやすい集合場所を

決め集合してから目的地へ向かう。

(2) 長距離中継送水体制を組む場合、各 1線に

1名指揮者を付け放水完了まで指揮をする。

(3) ホース保護器は極端に少なく、倒壊家屋の

柱、板切れ、~;::、シート、毛布等考えられる

限りの物を集め主要道路でホース保護を行っ

ていたが、ホース保護器は軽乱の物を開発し、

しかも多盤に必要である。

(4) 主要道路については、菩察官へ申し入れ通

行 禁l卜・としたが、バイパスとなる追路も合わ

せて晋察と協議しホースの保護に当たる。

(5) 送水開始の時期、転戦の場合、圧力のアッ

プダウン節辿絡が全国共通波の 1波のため、

送信は輻較し使用できなかった。活動隊は別

波を考應し、また伝令を活用する。

(6) 応援隊は指示がなくとも予備ホースは多拙

に梢載する。

(7) ホース延長時、救助活動の要請がありしば

しば中断した。このため、ホース延長方向に

救助隊を先行させ救助活動を行いつつ延長す

る方策も考胞する。

(8) 長ll寺惜1の活動のため燃料切れも続出したが、

燃料補給、また多鈷のホースの衰材搬送等の

補給隊も別に編成する必要がある。

(9) ホースは65mm、結合金具も町野式等に統一

する。

(JO) ホース延長のためホースカー、背負器等だ

けでは足りず、搬送する台車も考）忍に入れる

必要がある。

く実例の紹介〉

最後に、応援隊として派逍され中継送水体制

をとり消火活動した方の活動について紹介して

おく。

・ 13時40分、第 1第2派造隊同時に到珀。

神戸市災害対策本部の指示により長田消防署
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図15 長田区内の主な火災防御図
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（長田湯）

出典： 「消防研脩J1995年第57号消防大学校

へ集結。ここで我々の消火担当地域、部楷水利、

中継送水要領を各小隊長に徹底、消火活動を指

示された長田区海述lIITへ。

長田港に 2台を水利部署させ、 火元まで約

1,400mの距離を中継また中継で近づき、火元 2

台のポンプ車からようやく 317の筒先を確保した。

長田区日吉町、若松町、海巡町の木造家屋は

すべて倒壊。いわゆる火車場風にあおられ、と

てつもなく広い範囲にわたり燃え広がっていた。

3本の筒先で必死に頑張る消防隊をあざ笑う

かのように容赦なく荒れ狂う炎がみるみるうち

になめつくしていく。

ここでも、母親らしい人が走ってきて 「家族

が家の下敷きになっています。早く助けてくだ

さい。」と悲痛な叫び。しかし、狂気の炎が母親
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の1=1の前でその「場所」を包みこんでしまうの

に時間はかからなかったのである。

この時ほど自分達の無力さ、非力さを無残な

までに息い知らされたことはなかった。

最後の手段として、輻 4mの道路を延焼阻止

線とし、全隊具決死の活動により、海迎町の西

側に位骰する本庄町への延焼だけは食い止める

ことができた。

延焼阻止に成功。それは、 1月18Hの11ll寺、

放水開始から実に20時間後のことであった。

食料補給もなく、 空腹と疲労の極限状態にあ

りながらただ一つ、“i肖防＂という使命感のみが

過酷な長時1lil作業に耐え得たものと確信してい

る。



長田港に水利部署。長距離中継送水体制が整った

(2) 渇水対策の運用による戦 術

今回の大震災による消火活動において西宮市消

防局では、過去の渇水対策を運用して水利を確保

し被害を抑えた。その概要は以下のとおりである。

西宮市は平成 6年夏、琵琶湖からの取水制限を

受け、深刻な水不足に見舞われた。これに対応す

るため西宮市消防局では、平成 6年 9月、次の事

項に基づく「異常渇水に伴う特別消防体制」を各

消防署に示した。

●自然水利の確保と有効利用を図るための部隊運

用

●公共建物、危険地域、危険物製造所等の人命危

険対象物の異常時火災晋備計画の事前策定

●梢載ホースの増加、 土のうによる河川せき止め

等の査機材の増強

●消防団との連携強化等の徹底

各署においては、渇水による断水を想定し、消

火栓に頼らず、河川やプールの水を利用するよう

消火マニュアルに基づいて訓練を繰り返していた。

これらの訓練が功を奏し、震災により市内の消

火栓、防火水槽、井戸等の消防水利は軒並み被害

を被ったものの、それらに頼らず、ため池をはじ

め水祉の少ない河川、溝水等から土のうやビニー

ルシート、倒壊家屋の瓦礫等を使用して水をせき

第23位 消防機1対等の対応

止め取水し、消火活動に当たった。

地猿発生当日、市内で34件の火災が発生、この

ように河川の水などを利用した消防戦術で、この

うちの 8件の火災を消し止めた。兵庫県晋察によ

ると、震災犠牲者の約 1割が焼死とみられている

が、同市の焼死者は13人で、市内の死者数の1.3%

に食い止められたのも、訓練により自然水利を有

効に活用できたからであるといえる。

そのほか、同市広田町では住宅密集地の木造住

宅から出火したが、訓練どおり水深約 5cmの御手

洗川をポンプ車に梢んでいた土のうでせき止め、

川の水を放水して延焼を食い止めた。

また、高木！ll.［の木造住宅密集地でも民家から出

火、隣家に延焼した。高木消防団が近くの溝川を

土のうでせき止め、放水した。

なお、西宮市の断水時における水利使用状況は

表18のとおりである。

表18 西宮市の断水時における水利使用状況

防火水槽 29台 側 溝 4台

河 Jll 20台 屋外消火栓 1台

プ Jレ 6台 受 水 槽 1台

井 戸 4台 配 水 池 1台

西宮市消防局鯛ペ
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5 消防活動障害要因の発生

ては、被災地への車両の乗り入れを制限するなど

の規制を行った。

通行可能な道路の確認後、 1月18日早朝には、

消防活動の隙害要因としては前述の消火栓の使 救助 ・救援活動の車両の通行を確保するため、緊

用不能をはじめ多岐にわたったが、ここでは次の 急輸送車両以外の車両の通行制限を行い、広域的

2項目を挙げる。 な緊急輸送ルートを設定した。全国からの消防応

援隊はバトロールカーによる先i袢や替察官の誘就

(1) 消防無線通信の輻較 等を受け、被災地へ到洛した。

消防無線は全国共通波が 1波しかないため、被

災地消防局と応援隊、応援隊相互の無線交信が輻

較しl脊報伝達、辿絡に支防をきたしてしまった。

こうした無線交信の問題点について、自治省消防

庁の長尾一郎 ・裟災対策指森室課長補佐兼震災対

策専門官は、レポート「阪神・淡路大裟災につい

て」のなかで、 「全国からの応援部隊が、阪神地区

に集結し活動したが、海水を送水した際に筒先と

水利部署したポンプ車との間に十数台典なる消防

本部の中縦ポンプ車が入った混成部隊となったた

め、 1波しかない全国共通波は輻l湊してしまっ

た。」と言及している。これについて同専門宮は、

全国共通波の増波を提案したほか、車梢無線器の

選局方法の一部を固定プリセット方式から、同調

チューニング方式にして、異なる消防本部間での

送受信を可能にできないか等の意見を挙げている。

(2) 交通渋滞の発生

地震発生と同時に高速道路は倒壊などにより寸

断され、 一般道路についても、路面の陥没による

亀裂、電柱、家屋の倒壊、交通信号機の停電等に

より随所で寸ltJi• された。そのうえ避難者のマイカ

ーが殺到して主要幹線道路はもとより、あらゆる

道路において交通渋滞が発生し、消防車及ぴ救急

車等の緊急車両は災害現場へ到沼するまで長時間

を要した。

これに対処するために、兵｝庫県醤察では、道路

の被害状況を確認し、通行が不可能な道路、危険

な道路の通行制限を実施し、隣接府県菩察におい
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6 救助活動の概要

消防隊が現場に到昨すると、住民から{|..：き埋め

の梢報等が次々に寄せられ、泊火活動と並行して

救助活動を行うこととなった。消防団員との辿携

や付近住民の協力を得るとともに、自衛隊などI剥

係機関との緊密な辿絡を取りながら救助活動を行

った。

耐火造建物の床の破壊が必要で時間を要する救

助活動が多かったこと、損傷した建物の佳ll壊の危

険性に留意する必要性があったことなどもあり 、

救助活動は非常に困難なものとなった。そのよう

な状況のなかで、削岩機節の救助）ti査機材による

消防の救助活動が大きく期待されたため、発災当

日から多くの隊員が救助活動に従事した。

地設発生に伴う被災地域各消防本部の救助活動

の概要は、次のとおりである。

(1) 神戸市消防局

神戸市消防局では、出火場所が多数のため消防

隊は消火活動に主力を附くとともに、各方面専任

救助隊及ぴ各署救助隊は各担当地区の多数生き埋

め現場（西市民病院など）へ出動し、他都市消防

応援隊、晋察、自衛隊とともに表19のとおり救出

活動を行った。

建物の倒壊が激しく、従来の救助究機材（エン

ジンカッター、チェンソー等）での活動は困難を

極めた。そのうえ、ピル倒壊現場の救出には、ク



表19 神戸市消防局救助活動状況

17n 18日 19 Fl 20 Fl 21 H 

被 合計 604 452 408 238 
救
助
人 うち 486 129 89 14 員 生存

注） 数値は地震による生き埋め者の救出人員である。

神戸市消防局調ペ
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レーン車など囮機が必要であった。しかし、建設

業者等も被害を受けていたことに加え、交通渋滞

により 、現場到舒が非常に遅れた。

また、初期段階では、現有消防力では手がまわ

らず、後述の地元消防団並ぴに市民らの手で、家

族、近隣住民の救出活動が行われ多数の人々が救

出された。その後、救助方針がポイント作戦から

ローラー作戦へと変更する決定をし、その旨が各

消防署に指示され、救助活動が進められた。

(2) 神戸市消防局各消防署

神戸市消防局の各消防署の救助活動状況は表20

救出。 この時のために全力を尽くした

第2tt 消防機関等の対応

表20 神戸市消防局の消防署別救助活動状況

所屈 救JJJJ出動付数 被救助人只

428人
束灘 308件

（うち生存者148人）

417人
灘 297件

（うち生存者104人）

35人
罪合 36件

（うち生存者 16人）

162人
生 田 1261牛

（うち生存者103人）

3人
水 上 21牛

（うち生存者 3人）

252人
兵 lilt 154件

（うち生存者124人）

6人
北 3件

（うち生存者 6人）

390人
長田 230件

（うち生存者122人）

189人
須 庖 189件

（うち生存者104人）

2人
垂 水 21牛

（うち生存者 2人）

2人
西 2件

（う ち生存者 1人）

1,886人
I^I 叶I• 

1,349件
（うち生存者733人）

神戸市消防局鯛ペ
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のとおりで、 主な消防署の救助活動は、次のとお

りである。

＜束灘消防署〉

東灘消防署管内における救助出動件数は308件

で、被救助人員は428人（うち生存者148人）であ

った。

住民の救助を求める声は悲壮であった。火災現

場に向かう消防車の通行を阻止し、救助の要睛を

求めてきた。消火活動中の職員にも、「 2人が埋ま

っている」「声がしている」等の救助要梢があり 、

市民に救助方法を告げるのが精一杯であった。 f|i

民と職員 1人で生き埋め者の救出を行った事例も

あった。隊員の手が上がらない、声が出ないなど、

体力の限界を超えた不眠不休の活動が、家族の安

否も確認できないまま続けられた。

1月17日夕方に、東京消防庁の指揮隊らが応援

に駆け付けてきた。続々と到辟する他都市応援隊

には、倒壊家屋からの人命救助を依穎した。

＜灘消防署〉

灘消防署管内における救助出動件数は297件で、

被救助人員は417人（うち生存者104人）であった。

地震発生後、明るくなるころから、生き埋め救

助要硝が駆け込みで通報されたが、あまりに件数

が多いため、灘消防署では対応しきれない状況で

あった。

灘30小隊は、地震発生直後から灘北通の火災現

場で救助活動を行い、その後、泉通、城内通、六

甲Ill]●、篠原南Ill]＼弓木町ほかで救助活動を実施し、

多数の市民を救出した。

非常招集で駆け付けた職員も、予備車あるいは

徒歩で神ノ木通、琵琶町、下河原ほかの救助現場

へ出動した。

倒壊家屋を除去する重機等が不足していたため、

思うようには救助活動は、はかどらない。余震に

よる家屋倒壊の恐れがあるなか、スコップ、ハン

マー、 のこぎり、ジャッキなどの資機材を使用し、

生き埋め者の救助活動を実施した。
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地震直後の 2日間は非常に多い救助要諮に対し

て即応できなかったが、他都市の応援を得て要謂

のあった救助現場へ次々と対応していくことがで

きるようになった。

特に 1月21日以降については、地域ことにロー

ラー作戦を展開し、倒壊家屋内の検索及ぴ付近住

民からの情報提供を受けて救助活動を実施してい

った。

＜昨合消防署〉

昨合消防瑞管内における救助出動件数は36件で、

被救l1カ人員は35人（うち生存者16人）であった。

消防署に、地震直後から救助を求めて住民が駆

け込んで来たが、件数が多すぎて対応に困難を極

めた。

火災現場でも住民から救助を求められ、少ない

人数で必死に消火 ・救助活動に当たった。また、

同署車廊天井のコンクリート塊の落下によって損

傷したはしご車を用いて、倒壊したピルから無事

1人を救出した。

本署救助隊及び消防隊は、 1月17日中に 5件の

家屋倒壊現場等に出動し、 7人の生存者の救出に

成功した。また、 1月18日以降、他都市応援隊と

合同で 1月21日までに29件の救助活動を行った。

一部のピル倒壊現場は、解体II寺でなければ到底救

出不可能と思われたが、応援救助隊等の深夜に及

ぶ長時間の苦闘の末に、無事救出に成功した。

さらに、生存者の早期救出のため、 1月22日、

23日には消防署から皆察、自衛隊に要請し、 三者

合同で住民からの梢報を基にローラー作戦による

救助活動も実施した。

く生田消防署〉

生田消防署管内における救助出動件数は126件

で、被救ll}）人員は162人（うち生存者103人）であ

った。

現場指揮所の開設とともに、市民から11カけを求

めてたくさんの駆け込みがあった。まず消防署前

の建物から救助活動を開始した。その間も数多く



の駆け込みがあり、 1件目の駆け込み通報から約

30分l'Ll・Jで12件の生き埋め通報を受信した。

通報のすべてに直ちに対応することはできなか

ったが、順次救助隊が出動した。また、人手が不

足していたため、予備究機材（パール、ハンマー

等）を貨し出し、市民に救助活動の協力を求め、

職員と協力し救出活動を行った。

生田30小隊（本署 ・救助工作車）は、現場では、

救助隊員を 2~ 3班に分け消防隊呉とともに救助

活動チームを編成し、活動に当たった。また、救

助工作車を県の消防学校から借り受け、救助工作

車の 2台編成で救助活動を展開した。さらに、ピ

ル倒壊現場用に大阪から誼機を調逹し活用した。

1月18日以降、 全国の応援部隊が到沿し、合計

16部隊、80名の救助体制をと った。地理誘森のた

め、職員が1隊に 1人乗車し、他都市の応援消防

隊とともに活動した。中山手通 3丁目付近の救助

現場では、 1月1713から同21日の 5H間で34人（う

ち、生存者13人）を救出した。

現場指揮所に、皆察、自衛隊が合流し、梢報交

換を行い、 1月20日、 21日には三者合同のローラ

ー作戦による救助活動を行った。また、フランス

の救助隊、イギリスの救助隊といった海外の派追

隊も救助活動を行った。

く兵即消防署〉

兵廊消防署管内における救助出動件数は15414-.. 

で、被救助人員は252人（うち生存者124人）であ

った。

地震直後から救助を求める住民の駆け込み通報

等が相次いだ。会下山町、荒田町、吉田[ll.［の生き

埋め現場へそれぞれ 1隊ずつ出動し計 5人を救出

したが、直後に区内数力所で炎上火災が発生し、

消防隊はもちろん救急隊も消防車に乗り換えて火

災現場へ急行した。

火災現場でも「生き埋めがいる」「声が叫こえる」

と住民から救出を求められ、限られた隊員で延焼

防止の放水と救出作業の援設注水を同時に行いな

第2釘i il'jlUj機l対等の対応

倒壊の恐れがあるなか、救助活動は進められた

がら救助活動に当たった。火が迫るなか、防火水

梢の水が底をつくのと、救出に成功するのが同時

という 1-/J-1一髪の活動もあった。

1月18l=Iには他都市応援隊 6隊、翌19日には他

都市応援隊26隊と建築協力隊のクレーン 3台によ

り次々と救助活動を展Iiljしていった。

1月21B、22日には、他都市応援隊も含む救助

隊122名と皆察・自衛隊合l市］で上沢•松本・ TI1沢地

区の救助活動を寅施した。

く長田消防署〉

長田消防料管内における救助出動件数は230件

で、被救助人貝は390人（うち生存者122人）であ

った。

地裟発生直後、駆け込みで生き埋め者の救助要

睛があったが、あまりに付数が多いため、長田消

防署ではほとんど対応できない状況であった。

長田90小隊と長田25小隊は、長田 5に乗り換え、
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大橋 3丁目の火災に出動し、消火栓に部瑞するが、

断水のため水が出ず、付近住民からの要請で救助

活動を開始した。ちょうどそのとき通りかかった

民間のクレーン車を利用して、大橋町 1丁目から

3丁目にかけて、倒壊家屋の下敷きになっていた

5名を救出し、現場処理を行った。

川西通の火災に出動した長田 3小隊、長田27小

隊は、消火活動と併行して救助活動を行い、倒壊

家屋内から 7人を救出した。

ほかの火災現場でも消防隊は付近住民から「壊

れた家の中に人がいるから助けてほしい」と救出

要硝を多数受けた。しかし、「このまま放水を止め

れば火災は確実に延焼し、倒壊家屋の下敷きにな

っている多くの人を犠牲にしてしまう」との判断

から、消防隊貝は消火活動を俊先せざるを得ず、

付近住民に説明して救出作業に当たらせるほかな

かった。

その後、非常招集職員で救助隊を編成し、救助

活動を続けた。

火災鎖圧後の 1月18日か らは、 他都市の応援を

含めた救助隊が、特察、自衛隊と合同で区内全域

を対象とした救助活動を11}-l始した。

＜須磨消防薯・〉

須踏消防署管内における救11｝）出動件数は189ff・

で、被救助人員は189人（うち生存者104人）であ

った。

古川町の火災現場で地誕に巡辿した須磨 3小隊

は、あちこちの倒壊家屋の住人から助けを求めら

れ、直ぐさま救助活動を開始した。小寺町、 1胆艇

町、行平町と、救助を求める地区があまりにも広

範囲であったため、小隊行動をとることができず、

隊員一人で広範囲の救11）］を行わなければならなか

った。

家屋の下敷きになった市民を救出するための査

機材は、スコップ、バールが 1本ずつあるだけで

あった。消防署にある救助森機材を取りに隊員 2

名をポンプ車で戻らせた。しかし、ポンプ車は新
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たに確認された南町の火災現場に出動せざるを得

ず、再ぴ救l1))現場に戻ることはできなかった。残

った隊員 3名で救助活動が続けられた。

専任救l1)J隊は、地姦後すぐに避難や救l1)）を求め

て駆け付けた市民の対応に追われた。避難者を、

臨時的に須磨区民センターに誘迎するなどの措骰

をとるとともに、 i至ll壊家屋の生き埋め者の救ll)Jを

開始した。

しかし、救助を要する地域があまりにも広範囲

であるため、小隊としての行動を行うことができ

ず、隊員が各現場へ分散し、消防団や市民の協力

を得ながらの活動となった。特に須磨消防署付近

に生き埋め現楊が多数あり、各隊員とも、現場か

ら現場への転戦を強いられ、十分な森機材も使え

ず、人力のみが唯一穎りの現場活動であった。

翌18Elか ら、さらに救助体制を強化するため、

智察 ・自術隊と合同で、管内一円の生き埋め者の

救出のためローラー作戦を実施した。なかでも、

大田Ill―r1丁l」の、 4階建てのマンションでは、 1、

2階部分が完全に崩れ、 3、 4階部分は倒壊寸riii

という状況であった。 二次災唐の恐れがあるなか、

重機を活用しての救助作業を行ったが、建物が鉄

筋コンクリート造であったため難航し、 1月21日

までの 411|iilでようやく 6人を救出した。

一方、 1月24日10ll寺ごろ、イギリスから緊急救

助隊 5人が関係者とともに須磨消防署に到狩した。

被害状況の説明を行った後、 一行とともに救l1)）現

場（稲棄IIII)へ,'I',向き、救l1)）活動を実施した。 12

時ごろ、イ ギリス緊急救l1)J隊は、ほかの救援隊と

合流するために須磨消防署を後にした。

(3) 尼崎市消防局

尼崎市では、地震による倒壊家屋が全壊7,044

棟、半壊 1万3,792棟に逹した。このうち、消防機

閲に救助要硝があったのは表21のとおり 32件であ

り、救出人員は38人（うち生存者30人）、延ぺ出動

車両98台、出動人具は351名であった。



表21 尼崎市消防局の建物構造別救出状況

構造 別 14 ・ •数
救出

負傷者 死亡
出動 出動

人員 台数 人員

木 造 22 30 22 7 79 277 
鉄 筋 ， 67 
コンクリート

7 1 17 

そ の他 1 1 1 2 7 

計 32 38 23 8 98 351 

注） 1 鉄筋コンクリートの 9件のうち、エレペーター内

に閉じ込められた件数は 5件。

2 その他の I件は、外壁、看板の下敷きになったもの

尼崎市消防局調ペ

(4) 西宮市消防局

西宮市消防局では、同時多発の倒壊現場から要

救助者 （特にクラッシュ症候群の負傷者）を生存

救出するためには、発災から7211寺問 (3日間）が

タイムリミットであるとの危機感を強く持ち、文

字どおり不眠不休の体制で救助活動に当たった。

部隊編成については、 119番通報、駆け付け要硝

の内容から優先度を判断し、救助工作車、ポンプ

車、救急車、広報車を中心として救助要請現場 1

件・につき 1台を碁本的な編成とした。

出動隊の現場指揮者は、輻戟する無線交信のな

火災現場では援護注水を行いながら救助作業が進められた

第 2 :i•:i: 消防機1対等の対応

か、指揮本部からの指令を受けながら自隊の人員

と保有資機材を最大限に活用するとともに、消防

団員、替察官、自衛隊、市職員をはじめ、特に付

近住民の支援を得ながら活動を展開した。

救出現場が市内全域にわたるため各出動隊は転

戦に転戦を重ね、昼夜に及ぶ活動となった。チェ

ンソー、エ ンジンカッター等の査機材は長時間使

用による故障及び燃料切れのため使用できなくな

ることが多く、万能斧、バール、のこぎり等の器

具を使用して、救助活動は人力のみの手作業とな

り難航した。

瓦礫の山と化した耐火造建物の大規模倒壊現場

は、数隊の人員と保有資機材の使用だけでは救廿i

までに長時間を要するため、人員の大益投入によ

る人海戦術とパワーショベルやクレーン等の直機

が不可欠であった。人員の投入については、替察、

自衛隊と協議し対応するとともに、爾機は西宮市

災害対策本部に緊急要請し、救助活動を展開した。

一方、発災直後から西宮市内の西宮、甲子圏両

皆察署は、倒壊家屋からの救出等について、消防

局と辿携しながら活動を続けた。甲子園口北町の

ピル倒壊現場や仁川百合野町での崖iijiれなど大規

模な現場に多数の人員を投入した。また、行方不

明者の捜索活動 （ローラー作戦）を消防局、警察

と合同で展開した。

表22のとおり発災日 (17日）の救出人員は518人

（うち生存救出330人）で、全救出人員658人（う

ち生存救出348人）の78.7%（生存救出者の94.8%)

を占めた。

(5) 芦屋市消防本部

芦屋市では、地裟による倒壊家屋は全壊4,722

棟、半壊4,060棟に達し、表23のとおり 17日から 5

日間で130人 （うち生存者65人）を救出した。

活動隊は、芦屋市消防本部の延べ49隊283名と、

応援隊11市Ill̀［の延ぺ74隊420名であった。なお、倒

壊家屋からの救出には多くの市民が協力した。
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表22 西宮市消防局管内の救助活動状況

Jl II /I’』)J件数 救出人は 出直）J台数 1,：|’lifVI人且

（生）330人

1月1711 4 0 4 14 •. 518人 414台 3,243人

（死） 188人

（生） 16人

18 Fl 120H・ 97人 166台 1,299人

（クじ） 81人

（生） 2人

19「l 5 7 f| ．． 38人 135台 1.082人

（夕E) 36人

201-1 4 1I I •. 
4人

4台 20人
（死） 4人

21 n 7 11 •. 0人 10台 43人

221―l 31'1"・ 
1人

4台 20人
（・タじ） 1人

23 LI 

↓ 15件 0人 23台 307人

2月7「l

（生） 348人

＾ n 

,n・ 6101'1―・ 658)¥. 756台 6,014人

（クじ） 310人

注） （生） ～生存救出 （死） ～死亡収容

西宮市消防局罰ペ

表23 芦屋市消防本部の救助活動状況

救il,1）＼ii程度 性別 .1次JJ)Jμ玖萎Kと）＼且数

17（火） 81 
I |：イf•5 9 男24 女35芦届 ：37隊 151人

タじ亡22男 5 女17）心f妥： 5桟紋 23A 

18（水） 23 
とl：：イr：5男 l 女 4布l.il: 3隊 65人

死亡18男 9 女 9応援 ：6隊 28人

19（木） 16 
生存 男女 芦屈 ：5隊 27人

死亡16切 8 女 8応援 ：21隊 133人

20（金）
， 牛．｛f・1男 女 1杓屈 ：2隊 32人

死亡 8男 2 女 6l心寸笈 ： 23隊紋 136人

2 1 (1 •.) 
l LIてイf・ リ｝ 女 芹／せ ：2隊 8人

外れと 1 男 l 女 ）心．t及： 19隊政 100A 

合；iI・ 130 
'I:イf•65 男25 女40芹／苓 ：49隊 283人

死ピ65拐25 女40l応汁疫 ： 74 隊~ 420A 

芦屋市消防本部鯛ペ
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(6) 伊丹市消防局

伊丹市消防局の救助活動状況をみると、発災13

における救リ））出動件数は171牛、救札｝人員は27人（う

ち生存者19人）であり 、出動隊数34隊、出動人員

116名が救助活動に当たった。

(7) 宝塚市消防本部

宝塚市では、地震による倒壊家屋は全壊1,339

棟、半壊3,718棟に達し、88人の死者の発生をみた

が、このうち消防機閾に救助要睛があったのは表

24のとおり511牛であり、救出人員は63人（うち生

存者34人）、延べ出動車両82台、出動人員は354名

であった。

表24 宝塚市消防本部の建物構造別救出状況

構辿別 木 辿
鉄 筋

i i I • 
コンクリー ト

西翌・ 20 : 6: 26 
件数 44 7 51 

束署・ 24 j 1 : 25 

；西署 22 ¥ 4 26: 
救,'/',者 ；．．....... 58 4 .....・・・・： 62 

；束判・ 36: 

゜
36: 

：西判・ 5 4 : 91 
無 i~ ;........ .. -.. l O 4 ・・・・・・・・・: 14 

；束判・ 5 o: 5[ 

幽署・ 8: 0 ; 8: 
負傷名

束射・ 12 I 
20 . ---幽一幽--・ 

O[ ゜12 ! 
20 

：直射・ 10: 0: 10 : 
死 亡 i-----・--・ 29 -.. -... --・ 

゜
29 

；束!l,・ 19 i o! 19 ; 

西署 39 ! 7: 46: 
II―j. 両 . --.. --. " 74 8 82 

束製・ 35 i 1 I 36: 

：画署 169 : 28: 197 ＇ : 

人 且 ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・i 323 .......... 31 ......... : 354 
i束岩 154 I 3: 157 : 

注） 鉄筋コンクリートの 7件のうち、エレペータ内に閉じ

込められた件数は 4件。

宝塚市消防本部鯛ペ

(8) 川西市消防本部

川西市消防本部では、同時多発の火災、救助、

救急、ガス漏れ野戒節に対応するため、泊火活動
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を最優先に通報内容から優先順位を判祈して、火 エレペーター内閉じ込め 3件で、家具の下敷きで

災以外は救助工作車、救急車節を要梢現場 1件に 2人、家屋倒壊で4人（う ち2人死亡）、エレベー

つき 1台として車両選別を行うとともに、消防団 ター内閉じ込めで 3人をそれぞれ救出した。

には無線受令機により出場場所の指令を行った。

倒壊家屋からの救出、倒壊危険家屋の野戒、ガ (10) 淡路広域消防事務組合消防本部

ス漏れ危険区域の晋戒、避難勧告に伴う避難誘蔚 淡路島では、倒壊家届（全・半壊）は8,901棟に

等は、消防団員、消防職員が連携して行った。 川 及んだ。淡路広域消防事務組合消防本部の活動l村

西市消防本部の救助等の活動状況は表25のとおり 容は表26のとおり管内で37件の救助事例があり、

である。 設災当Hの17日に集中している。主として倒壊家

表25 川西市消防本部の救助等の活動状況

＼ 救 JJJJ
ガス 避難 事故

その他、
漏れ 勧告 ,，I', 動

14 •. 数 12 31 5 2 3 

171=! 出場台数 33 31 10 5 2 

出場人ii 117 127 38 32 6 

件 数 2 3 3 2 

18R 出場台数 6 3 3 4 

出場人且 21 8 12 7 

件 数 1 2 1 1 5 

19 l1 ，，h楊 台数 l 2 3 1 6 

出場人且 4 8 6 4 17 

20日 件 数 5 2 18 7 

一 出場 台数 21 2 29 5 

31 l'l 出場 人員 78 6 116 65 

14 •. 数 20 38 6 24 17 

合計 l1.I}楊台 数 61 38 13 38 17 

，，l＼楊人且 220 149 44 164 95 

川西市消防本部調ペ

(9) 明石市消防本部

明石市消防本部には、地設直後、家屋倒壊や家

具の下敷きによる救助要iiりが相次いだ。救助lLi動

件数は 8件（火災出動除く）で、延べ車両17台、

救助隊員60名が出動した。

その内訳は、家具の下敷き 2件、家屋倒壊 3件、

｝至等の閉じ込め事故からの救1,1}であり、近隣者の

通報が的確で地元梢防団的との辿携のもと、 早期

に救出が行われた。

表26 淡路広域消防事務組合消防本部の救助人員状況

＼ 
1711 1811 i l • 

死亡 4：・イ子 t|・ 死亡 'Iてイr.. ii l• 夕じじー• I | •・・ イf· i i•I• 

リ｝性 4 10 14 1 1 5 10 15 

女性 5 13 18 3 1 4 8 14 22 

, t | ・ ， 23 32 4 1 5 13 24 37 

注） I 18日の救助人員は、洲本市において都市ガス漏洩

による事故。

2 死者が多数でた理由は震度 7（激震）であ り、 古

い木造家屋が多かったため。

淡路広域消防亭務組合消防本部調ペ

北淡111]では、このうちtl;．宅の全壊834棟、半壊711

棟、一部破損1,850棟、非住宅・公共建物25棟、 柑

崩れ15カ所、道路陥没など580カ所、橋梁被唐10カ

所に達するなど、大きな被宙を被った。このよう

な状況下、地元消防団が中心となり住民の協力者

を得て、早期の救出が行われた。

例えば余滋が辿続して発生するなか、瓦礫等を

かき分け、柱をチェンソーで切断してテコ突っ張

りにして、家の倒壊、瓦、壁の落下等による二次

災告に配J，叔しながら、要救助者がいる多数の現楊

に出動し、検索 ・救助活動等を行った。

(11) 豊中市消防本部

大阪府盟中市では12件の救助事案が発生 した。
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耐火造 5階建 (55人入寮中）の社員寮で 1階部分

の食堂、風呂場、寮室が座屈し、 1階に 5人が閉

じ込められ、うち 1人が自力）l見/:!'1に成功。他の 4

人が取り残されている状況下で、 1階からの進入

が困難なため 2階の床面を余裳が続 くなか破壊し

て進入し、手搬送で瓦礫を除去しながら次のよう

に4人全員（軽傷）を救出した。

8時50分 30歳男性 1人救出

9時 2分 28歳男性 1人救出

9時13分 48歳男性 1人救出

9時58分 26歳男性 1人救出

また、平産建の屋根が崩壊し下敷きになった78

歳の女性を、地元消防囲員 6名の手作業により救

出した。

その他の救助事例としては、エレベーター内に

閉lじ込められた人の救1,.|iなどがあった。今阿の救

助活動で要救ll力者11人を救出し、その内訳は死者

1人、軽1蒻者 4人、負慟程度なしが6人であった。

7 救急活動の概要

今回の誕災では、何万人もの負偏者が同時に発

生 し、救急要硝の通報や多数の負傷者の駆け込み

などが殺到した。このため、急速、応急救護所を

開設 し応急処骰を行った。 しかも被災の状況から

クラッシュ症候群等を伴う重症者も多数にのぽり 、

このような状況下、 トリ アージ (Triage:患者の

振り分け）と救命のための時間との厳しい競争に

さらされながら、神戸市消防局をはじめ西岩市、

尼崎市、芦屋市など被災地域の各消防機関の救急

隊は、発災直後より不眠不休で懸命の救急活動に

従事した。

震災により被災地内のラ イフライン施設が崩壊

し、医療機関の機能が低下したため長距離搬送を

余骰なくされたうえに、高速道路の損壊節により、

道路網は寸断され、 利用可能な道路も交通渋滞で

救急自動車の緊急車両としての優先通行が確保さ
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れず患者の搬送は困難を極めた。 しかし、被災地

内の消防機関をはじめとするあらゆる機関の救急

車及びヘリコプター等、できる限りの方法で転院

等の搬送に努めた。

また、厚生省は、被災自治体に対してヘリ コプ

ター利用可能な医療機関リストを送付し、搬送体

制を整備した。

地震発生に伴う被災地域各消防本部の救急活動

の概要は、次のとおりである。

周辺都市医療機関へ遠距離搬送が行われた

(1) 神戸市消防局

地裟発生直後から、多数の負傷者が消防瑞に駆

け込んできたため、消防署では応急救護所を開設

し、救急隊貝のトリアージにより応急手当がなさ

れた。また、重症者については、救急隊により、

医療機関へ搬送した。

神戸市内の医旅機関のうち、市立西市民病院、

、西地病院が倒壊し、中山病院、高梁病院が焼損す

るなどの被宮を受けた。

そのほかの病院においても、建物損壊、イ洋砲 、

断水等で手術などの医釈処骰が不能となった病院

が多数あった。そのため、各救急隊において、受

入病院の梢報収集に努めた。

また、高度医療が必要な恙者の転院搬送や救急

搬送が集中した病院からの転院搬送が多数発生し

f‘ 
~゜

図16のように転院搬送等に関しては、市内の医
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療機関だけでは対応が困難であったため、周辺都 図17 神戸市消防局日別救急件数

市への遠距離搬送を行わなければならなかった。

この辿距離搬送には、ヘリコプターによる救急搬

送も行われた。

図16 神戸市消防局の救急搬送先

市外搬送
495 (13.6%) 

市内搬送
3,129 (86.4%) 

出典 ：「阪神・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

さらに、20数万人に及ぶ被災者を収容している

避難所からの救急要請件数も多数あり、救急出動

件数は図17のように20日の472件をピークに通常

の 3~4倍となる日が続いた。また、事故種別で

は、図18、図19のとおり地姦発生当日は自然災害

が多く、 日が経つにつれて、急病が培加 し、転院

搬送も多数みられた。

地誕発生後、参集してきた救急班は、負傷者の

発生状況の把握に努めるとともに、医療関係団体

と辿絡をとり、医療情報を収集した。しかし、初

期の時点では、救急活動に必要な梢報はほとんど

得られなかった。直接、市内の主要病院に地話辿

絡して、救急患者の受け入れ梢報を収集し、各消

防薯に通知した。

救急班長は、被害の大きかった長田区に出動し、

神戸協同病院等に集中している負傷者の移転先に

ついて情報収集を行いながら、患者の受入れを要

請した。

一方、病院関係者と辿絡調整し、神戸協同病院

のマイクロパス等の車両による、 三木市民病院、

（件）

500「 472 
449竺

416 

400ト
366 「l

376 

門口 n 333 319 
戸←

300[戸
200 

1OO I-

゜
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26（日）

出典： 「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

図18 神戸市消防局事故種別救急出動件数

火災r
自然災害

水難10
交通
労働災害
遥動競技
一般負倦
加害
自損行為

急病
転院搬送
医師搬送

資器材搬送
その他

491 

257 

疋コ 2,039
515 

200 400 600 800 
／戸
（件数）

出典 ：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」
神戸市消防局

300 

゜

図19 神戸市消防局事故種別救急出動件数

叩
400

311 
288 

●自然災害

ロ急病
ロ転院搬送

100 

゜1 7 18 19 20 21 22 23 

出典 ：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局
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小野1|iL心病院、四脇市民病踪及ぴI迅1立明石病院節

へのft傷者の転粽搬送の指揮をとった。

l J J 18 l=Jには、病院節の4l111）j及ぴ断水により多

くの人工透析忍者等を述隔地の病餃へ搬送する依

頼があった。神戸市衛生局、兵匝県1唇務課と辿絡

調整のうえ、恙者の傷病治原に適合したrli外や近

隣府限の受入病院梢報を各梢防判・に通知した。こ

れを受けて神戸市消防／ii'Jでは、次々と到省する仝

国各地の消防本部の応援救急隊を指揮し、 ・神戸1|i

外及び近隣府:!札への転I浣搬送を実施した。

］月 19n以降は、各梢防署・の救急要訥に応じ、

応援救急隊を派追し、各消防判で派追救急隊の部

隊統制を行った。

(2) 神戸市消防局各消防署

神）,rl i il'i防），りの各訓坊W:・の救急活動状況は表27

のとおりで、上なii'i防製の救急活動は、次のとお

リである。

表27 神戸市消防局の消防署別救急活動状況

／りi・ 屈 救急 ,'I',!fiJJ i'I・・数 搬込 人 ii

束 灘 5661'!"・ 756人

灘 475fl・ 402人
n: 合 2 l5fll'・ 210人
I |：： Ill 31 l i'I・ 281人

水 _I・. 4 3 f |’. 47人

兵 lti i 373f'I- 325人

北 261111「• 240人

艮 Ill 538i'I"・ 431人

須 Iii 522i牛 484人

罪 水 25 l i‘I: 233人

西 l9li'I"・ 172人

/I―‘ I 
;t1 ← 3. 7491'!"・ 3.581人

神戸市消防局調ペ

＜束灘ii'i1U堺•〉

東i難ii'i防署では、地磁i直後からけが人、救JJ))を

求める市民、避難者節が多数駆け付け騒然となっ

た。救急隊且は、職ii)りの毛布を車）車に辿び、地

姦直後から）心急救；護所を1}[.j設した。
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しかし、すぐに救助や火災の駆け込み通報で束

灘消防料だけでは対応しきれない状態になった。

救急隊蚊は、午I―iijr|1だけで300人以上の負似者の処

附を実施した。

韮症、患者は、病院まで搬送した。 1矢旅機1剥は、

倒壊などで受入れ不能の状態であり、搬送可能な

病院は 3カ所だけであった。死者も迎ばれてきた。

車hltは．lfILを流した負傷者でいっぱいになり、少な

い救怠隊iiだけでは、応急処附はとても追いつか

なかった。

隣接の1主吉川病院から、医師 2名が応急救護所

に駆け付け手当てを行った。 1)-119Flには、「医師

が不足している」ことを知った大阪府の医師が駆

け付けてきた。このポランティア1灰tiliは救急車に

同釆し、多くの市民の生命を救った。

多くの人工透析忍者が入院する病院では、設災

により人工透析を受けることが不可能になった。

約40人の忍者を転院搬送するため、救急隊は自衛

隊とともに大阪府下の病院まで搬送した。

道路が渋滞していたため、 1 1i"i1の救怠出動に 3

ll!f|il近くかかった。現場到がi：も遅れた。 「到許が遅

い」といった住民の声に耐えながら救急業務を遂

行する状況が続いた。

＜灘梢防署・〉

灘消防堺・においても、地虞直後から救jJ)）を求め

る市民、避難者等が駆け付けた。

多数の駆け込み通報に対応するため、 8時に救

急係長及び予防査察係且 2名でii’j|U澤・I|il車で救急

の受付を開始した。その後、 911寺に応急救殺所を

設慾し、応援の1医師 1 名、区役所職!.~ 2名、非常

招集の救急隊共で）心急手当を＇必施し、救急救命士

蜀成所で研修I―|1の他都市梢防職員も加わった。煎

症者については、近隣の金沢病院へ搬送した。

ii'iIリ屠べ）J|l入池話での救急要fiiりが相次いだが、

応じられるようになったのは他都市応援隊が到貯

してから後であった。

他都市の応援救急隊を含めて、現場指揮所で無



線の全国共通波を利用して、救急隊の部隊連用を

行った。救急車は消防戦向かいにある民Iii1レス ト

ランの駐．―市場で集中管理し、応援隊には誘媒要員

を 1名釆Iliさせた。

搬送1灰板機関は金沢病院、 II1=)1'病院、吉l:tlアー

デン ト病院、海星病院で、救急要訥があった時点

で、現場指揮所において病院交渉を行い、搬送先

を決定した。

＜昨合消防料〉

fl：合消防料へは、地震発生の直後から駆け込み

や加入池括による救急要iiりが多数あった。多数の

駆け込みに対応するため、 6ll寺に車両をすべて外

に出し、車）車内に防水シー トを敷いて応急救護所

を耕l設した。

以後、救急、Iドの運用は一ll、'i；中止し、救急隊以 3

名と非常招集の救急隊貝が、負傷者に対して応急

手当のみを行い、負傷者の家族には病院交渉及び

搬送はそれぞれで対応するよう説明した。

このように、 15時までは応急救護所での応急手

当に専念し、どうしてもほかに搬送手段のない煎

症者を広報車、救急車で病院搬送した。15時に応

急救護所を閉鎖するまでの間に応急手当を爽施し

た負慟者数は約150人に及んだ。

1月18日深夜以降は、借り上げた移転庁舎で救

急受付を設け、加入屯話、駆け込み、本部指令台

からの救急要訥を受けた。

1月19日から他都市の応援救急隊も加わり 、救

急受付で部隊迎Jflを行い、他都市救急隊が出動す

る際は、誘硲要員として職員が 1名l司釆する体制

をとった。

く生lJ|il!j防製〉

地姦発生の直後から、多数の負傷者が応急処附

を求めて駆け込んできたため、生Ll]ii'i防署前歩道

上において、消防署待機室の布団、毛布を敷き詰

め、応急救護所を 1ii,•l設した。れ傷者は瞬< |iりにい

っぱいになり、これら負傷者に対して、集団救急、

J11査機材等を使用し、 トリアージ、）i心急処骰を行

第2r;i: iiり防機I剥搾の対応

った。なかには足を切断している重症者もおり、

生田90小隊（本署 ・救急車）で早急に病院へ搬送

した。 また、搬送先の病院として、神戸赤—| ·字病

院を確保した。多数の負1蒻者が来署してきたため、

軽傷省に対しては自力で病院へ行くよう指示 し、

また避難所は北野小学校である旨を伝えた。

栄町出張所から生田29小隊（栄町 ・支援車）が

到祈すると同時にエアーテントを設営し、応急救

護所を移設し、支援車に利't載している集団救急用

査機材を有効に活用した。救急隊の懸命の救護は

夕方まで続いた。

また、避難所や人工透析用の水の確保等、区役

所や1剥係機I葵lとの連絡調整も行った。

く兵lilt消防料〉

兵｝Ij-f．．ii'j防署へは、地姦直後から多数の負傷者が

助けを求めてきたため、親前に応急救護所を設箭

し、応急処骰を行った。消防喘の直近で炎上火災

が発生 したため、救急隊貝 2名がボンプ車に釆り

換えて出動した。残った救急隊員 1名と非常招集

により参集した救急隊員とで応急手当に当たった。

午前中は駆け込みの負傷者約50人に応急手当と

病院紹介を行い、午後になってから救急隊を編成

して救ll)Jされた人の搬送に当たった。

1月181:I以降は、本報に救急受付を設けて救急

要訥を受理した。その際、軽症者には応急手当を

行い、病院紹介したうえで自力で行くよう説明し、

救急出動は誼症者を俊先した。

また、救急隊は他都市救急隊も含めて全隊を本

瑞に集結させて、絶え1iりない救急要睛に対処した。

く長田消防署〉

長田消防署では、地誕直後から負1蒻者や救ll力を

求める市民が駆け付け、浪乱した。

当初、消防署車／庫に応急救護所を開設し、応急

処跨を実施していたが、区役所内に救護所が設骰

されたことにより、救急搬送中心の活動に切り替

えた。また、駆け込み救急要硝に対しては、諏症

者を披俊先した。軽症者に対しては応急手当を衷
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施後、病院を紹介した。

1月18日以降は、本装に応援隊を含めて救急隊

を集結、最大14隊まで救急隊を培隊し、 1 II平均

約50件の救急出動の部隊迎用を行った。

＜須距消防製〉

多数の負傷者が助けを求めて駆け付けてきた須

磨消防署では、 1階車即に応急救設所を設け、救

急隊貝等 4名が応急手当を行った。

救急受付を本署に設け、地話や駆け込みでの救

急の要睛を受理し、本堺前に媒結させておいた救

怠隊を順次現場出動する部隊迎J11を行った。 また、

軽症者については、その場で応急手当を行った。

倒壊危険のあった病院については、他都市の救

急隊に職具を1nl釆させて転Iも計般送を行った。参北

してきた非番の救急隊負は、消火活動や救助活動

を実施した。

地設によるl戻旅機関の被祁が甚大であるため、

病院収容節の憐報辿絡については、救急隊が個々

に、病院との折術を行った。追路は、家届倒壊に

よる通行不能や自動車交通献の妍大のため、林il浣

搬送に長時間を要した。

く垂水消防薯〉

垂水il'JIり澤では地震直後から付近住民が消防薯

へ避難を求めてきたので、索急に泊防堺• 2階の研

究室を11fl放した。 また、応急救護所を設甜し、負

傷者の応急処散の態勢を整えた。

救急隊は通常どおり岩所に待機し、救急要硝を

本署で集中管理して、本柑•からの辿絡で出動する

態勢を取った。

(3) 尼崎市消防局

発災直後、尼崎市消防局には救急要訥が殺到し

たが、指令室勤務員の判断で煎症者と忍われる小

案の救急出動を優先し、軽症と思われる救急事案

については、近くの病院を紹介し自力対応させた。

さらに、代替車による救急隊 2隊を1臨時編成し、

8台の車両で対応した。
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地設発生当 Elの時1l.il別救急出動状況は、次の と

おりである。
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転倒によるもの」が69件で品も多く、次いで「家

届の倒壊によるもの」 21件、「転倒（避難中など）」

161牛、「落下物によるもの」 9件の順となっている。

(4) 西宮市消防局

酉麻市梢防局では、発災LIは特に重症者の搬送

を蔽俊先し、軽症者については近くの病院での受

診を勧めるなどの自力での対応を求めた。また、

被災の状況からクラッシュ症候群節の軍．1記者が多

かったため、収容した1医旅機関では処附が追いつ

かない場合や、地設によって器具等が故即し手術

及び治掠が不可能になった忍者を治療可能なほか

のI戻朕機1一剥へ転院搬送する事案が多く発生した。

これについては、消防局と各医原機関の辿携のも

と収容先を確定した後に忍者搬送を行った。

発災nから22LIまでの救急活動状況は、表28の

とおりである。

表28 西宮市消防局の救急活動状況

II 1711 18 I I 1911 20 II 2111 2211 介 il•

，，1,i JV／ 1‘lー・ 数 70件 1301'1"・ 921'1"・ 76件 79H・ 60 f | •. 507f'I"-
搬送）＼ Li 90人 117人 91人 76人 75人 57人 506人
転院搬込 16人 15人 21人 21人 15人 11人 99人

西宮市消防局鯛ペ

なお、ヘリコプターによる搬送は、重症者が多

発している状況から、要硝ルートを確認し対応し

た。発災当Elは1医旅機1対からの要睛でJ(II．液搬送か

らスタートしたが、各医旅機l~lが相互に辿携をと

った結果、搬送先が確保された。

ヘリコプターの要硝は、表29のとおり 1月171]

から 1月311」までの間に171牛あり 、］7人の患者を

搬送した。
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表29 西宮市消防局管内のヘリコプター搬送状況

日 17日 1813 19n 21 R 22日 24日 25 El 26日 27 El 28日 31日 計・

件 数 ー ー 2
 

ー ー 2
 

3
 

2
 

2
 

ー ー 17 

応

機

援

関
I大阪梢防 大阪梢防

大阪梢防

自衛隊

埼玉県2

大阪消防

札悦消防

神戸消防

横浜il'j!Ji

札りiiVi防
1名古屈暉i 横距i'J防 9機1紺

西宮市消防局鯛ペ

(5) 芦屋市消防本部

発災直後、救急要蘭りが殺到し、軽傷者について

は消防本部内で応急手当てを実施した。その後、

消防本部東側の小学校に救護所が設四され、辿携

をとった。重篤傷病者については、 3台の救急車

をフル回転させ、市内 2カ所の病院へ搬送した。

さらに、代替車により救急隊を 1隊編成すると

ともに、近隣 6市町から応援を受け、転院搬送等

の救急業務を10台の車両で対応した。

発災から22日までの救急搬送状況は表30のとお

りである。

また、 ヘリコプターによる救急搬送状況は表31

のとおりである。

表30 芦屋市消防本部における救急搬送状況

El 

,，h場隊

和・ 1.ifiti
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芦屋市消防本部調ペ

表31 芦屋市消防本部のヘリコプターによる救急搬送状況

1 2 

年｝―l H 1月21 11 1 J l 261'1 

出場先 芹桓病餃 芦 I封 病 院

収容医療機関 大阪大学病院 大阪大学病 院

使用ヘリの所）成 海上保安庁 秘 根 県

勧病者 女性 58i淡 女性 73歳

病 名 lhli炎 ・呼吸不全 呼吸困難（癌忍者）

程 度 誼 症 煎 症

芦屋市消防本部調ペ 兵庫から大阪へ。転院は一刻を争う
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(6) 伊丹市消防局

伊丹市消防局の救急活動状況をみると、出動件

数は63件で、搬送人員49名、不搬送14件であった。

その内訳は、以下のとおりである。

家屋倒壊によるもの 514・. 

タンス等の倒れによるもの 271牛

落下物によるもの 71牛

急病 121牛

一般 5件|合計63iLI・・

交通 3 1牛

転院 2 14 •. 

医師搬送 l件

その他 l 1牛

発災直後、救急要間が殺到したが、救急車 4台

で対応した。

また、梢報管理隊員の判断で、重症者と思われ

る事案を優先し、軽症とみられる事案は病院紹介

し、自己対応させた。

(7) 宝塚市消防本部

発災直後、救急、要粛りが殺到し、また屯話l国線の

不通 ・混乱により消防署近辺の駆け込み通報が目

立ったが、指令勤務員の判断で煎症者と思われる

事案の救急、出動を優先し、軽症と、思われる救急事

案については、近くの病院を紹介し自力対応させ

た。さらに、予備の救急車による救怠隊 1隊を1iii1

時編成し、 5台の車両で対応した。

発災当日の負1蒻原因 ・程度別搬送人数は、表32

のとおりである。

なお、発災から 1月22日24時までの地設による

救急件数は表33のとおりで累計72件、搬送人数73

人を数えた。
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表32 宝塚市消防本部の負傷原因 ・程度別搬送人数

(17日5: 46~24 : 00) 

負 1ti原 l;J;I 件数 軽症 中等 前症

家共等の転到に 2 2 
地 よるもの
・し.1<;- 家屈の倒壊に

33 3 21 8 に よるもの
係

落も下の物によるる 15 5 5 
Jヽ） 

の
その他臨
ョ（地••I よるシ

゜
1 

小 計・ 50 11 26 8 

急病 ， 5 4 

その他 交通 1 1 

の救急 転朕 3 1 1 1 

その他 1 1 

小 竹l• 14 8 5 1 

＾ n 

,11 • 64 19 31 ， 
宝塚市消防本部調ペ

表33 宝塚市消防本部の救急出動件数等

（発災から 1月22日24時まで）

1月

1711 1817 19 Fl 20 El 

西
地 誕 出 動 38 7 5 1 

（搬送人ii) (34) (7) (6) (1) 

消 死 亡 2 

防 派． 症 6 

判・
中絆症 21 1 3 1 

軽症 5 6 3 

束
地 設 畠 動 12 4 2 

（搬送人ii) (16) (4) (2) （） 

消 死 亡 3 1 

防 爪 症 2 

!Pi・ 
中 節 症 5 

軽症 6 3 2 

＾ 「I

地 災 出 動 50 11 7 1 

（搬送人ii) (50) (11) (8) (1) 

死 亡 5 1 

煎 症 8 

計・
1|I 節症． 26 1 3 l 

軽症 11 ， 5 

累
地 誕 出 動 50 61 68 69 

（搬送Atl) (50) (61) (69) (70) 

死 亡 5 6 6 6 

屯 症 8 8 8 8 

計・
1|―1 的 症 26 27 30 31 

軽症 11 20 25 25 

宝塚市消防本部調ペ

死亡 不搬送

5 6 

5 

5 11 

゜゜5 11 

21 H 2211 

2 1 

(2) (1) 

2 1 

（） （） 

2 1 
(2) (1) 

2 1 

71 72 

(72) (73) 

6 6 

8 8 

33 34 

25 25 



(8) 川西市消防本部

川西市消防本部の救急活動状況は表34のとおり

である。

発災当日の救急件数は31件（地哀に係るもの）

で、 29人を市内の病院へ搬送している。また、 3 

月6日現在で、避難所から31人を搬送し、うち 6

人が65歳以上であった。

表34 川西市消防本部の救急活動状況

＼ 救件 数急 搬人 込此 死亡 煎1幼t,ii,1,等症 軽症

17 li 31 (43) 29 l 2 12 14 

18-31 II 26(267) 28 2 6 20 

＾ に1

JI・ 57(310) 57 1 4 18 34 

注） （ ）内は、地震以外の原因による救急も含めた全救急

数を表す。

JI|西市消防本部鯛ぺ

第 2r;i: ilり防機,~等の対応

表35 明石市消防本部の救急搬送状況

(1iIi父711こ1月171'1)

救
怠 57 1牛
件
数

地 設 25 件
事

急 病 18 件故
種 火 災 4 件
別

交通事故 4 H・ 状
況 転院搬送 3 14••• 

一般負1紡 3 111・-

醤
明 石 40 件

翡晨
大久保 7 14: 

魚 住 6 1牛

ノnし 4 件

I 
クじ 亡 4 人

煎 証 5 人

II！ 的 症 24 人

軽 症 24 人

性 男 29 人

>J11 女 28 人

(9) 明石市消防本部 明石市消防本部調ペ

地誕直後から負1蒻者が続出し、救急要睛が相次 (10) 淡路広域消防事務組合消防本部

いだ。渋滞道路のなか、 4隊の救急隊では対応で 地震発生直後 1月31日までの救急活動状況は表

きないため、急速、緊急作業車（ワゴン車）など 36のとおりであり、管内すべての救急、Ill7台をも

を代替出動させ、救急需要に対応した。 って対応した。

通信網が途絶し、収容可否に伴う医療機関との

迎絡が不通となったため、救急隊は独自で医療機

関に駆け込み搬送を行った。医療機閾は地設に伴

う負傷者並ぴに神戸市からの転院患者で溢れるな

か、医師に愁願して引き継いだ。また、出動途上

において、指令場所以外の忍者搬送要睛が多く、

臨機応変に対応せざるを得なかった。

発災Hの救急搬送状況は表35のとおりであり、

救急出動件数は57件、延べ出動車両57台、救急隊

員171名が出動した。

救急件数57件の事故稲別状況をみると、地誕25

件・、急病181牛、火災 4f牛、交通事故 4件、転院搬

送 3件、 一般負慟3件となっている。また傷病程

度状況をみると、死亡 4人、韮症5人、中等症24

人、軽症24人であった。

表36 淡路広域消防慕務組合消防本部の救急活動状況

＼ 17H 18n 1911 20 II 21「I22 LI 合計

,,•I ', 場件数 42 21 16 10 22 22 133 

搬送）＼貝 52 23 18 8 21 22 144 

,，1,1場台数 7 7 7 4 6 4 35 

淡路広域消防耳務組合消防本部鯛ペ

受入病院では地元の診旅所、また大半が洲本市

の兵J車限立淡路病院に集中し、設災の翌 1:1から地

元役場の町民センターが応急救護所となり多数の

患者の診療に当たった。

設災から数日 IMJは、地元の診療所に収容されて

いる恐者の転院搬送が数多くあり、また島外への

転院搬送も 2件あった。避難所からの救急要睛も

多数あった。
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(11) 豊中市消防本部

地誕発生直後か ら119番及ぴ駆け込み通報等に

より救急出動依頼が殺到し、表37のとおり地震発

生から 5HIiこ¥jに3771牛出動し、 334人を搬込した。

豊中市の平成 6年中の 1日平均出動件数は約31.5 

件であるが、今阿の地誕では 1|ご1平均66.9件を数

え、通常の 21背以上の救急、出動があった。

表37 豊中市消防本部の救急出動件数・搬送人員

18 Fl 19H 20 H 21 H 221―l 計・

出場 fl・・数 140 49 74 55 59 377 

搬送 J¥ii 115 43 68 53 55 334 

注） 9時00分～翌9時00分を示す。18日のみ発災から。
翌中市消防本部調ペ

特に発災Hは、 140件の救急出動があり、 1日の

出lfi）)付数としてはdi消防本部開設以米最多となっ

た。また、 1J-J 27|」までの北計では計6671牛の救急

出動のうち、地哀による出動件数が92f牛、地設に

起因すると、息われる 畠動件数は47件で合わせて

139件、搬送）＼貝120人であった。

豊 II市の救急体制は、 9台を常ll寺迎ll1、 2台の

代替車を保布しながら救急業務を遂行している。

地哀発生直後から 9台の救急:fji.が出動、その後代

替車とii'j防車両を含めた活動の末、発災H当11の

出動付数は851牛、出動人員255名、搬送）＼員68人、

現場処附 1件及ぴ不搬送21件を数えた。

出動状況をll奇II：¥1経過でみると、地設発生直後か

ら6時までに 81牛、 6時台14件、 7時台181牛、 8

時台10件、 911寺台 8i'I・・ と、 3時間余りで58件にの

ぽり、その後は 1lkf|｛il当たり 3~ 4 1牛の範囲で終

息した。

8 消防ヘリコプターの活動状況

消防 ・防災ヘリコプターによる広域航空消防応

援活動は、東京消IU5庁など15関係機関・団体か ら

延べ379機、人貝2,471名が出動し、 96人の負1幼者

を搬送したほか、表38のように梢報収集や救助 ・
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表38 広域航空消防応援（ヘリコプター）の活動

応援 応援 応援派迅人員
れな活動

救急搬

I寸11本数 機数 （内救助隊員） 送）＼且

救急搬送

船,.3721~1（本 379機
2.471名 救助隊員搬送

96人
{I. 065) I炎渫品 ・物沢

搬送

注） 上記の他に神戸市消防局のヘリコプターも20人を救急
搬送している。

出典： 「消防研修」1995年 第57号消防大学校

救急、物査 ・人員搬送等の多岐にわたる活動を行

い、その機動性により重要な役割を果たした。

神戸市内には、中央区ポートアイランドにある

神戸ヘリポート（港浩扁管理）と北区ひよどり台

にある防災センターの消防ヘリポー ト （消防局管

理）の 2カ所のヘリポー トがある。

神戸市消防機動隊は、通常、ポートアイランド

のヘリボー トを基地とし、 2機のヘリコプターに

よる昼間飛行体制をとっている。

地震後、非常招集によりポートアイランドヘと

向かった職員は、公共交通の途絶や、人工島の液

状化現象により自動車も辿入不能となったため、

徒歩で参集しなければならず到舒が遅れた。

9時20分、離陸準備が整い、消防局長の指示に

より、市内の被害状況把握のため飛行し、全市の

被害状況を無線で送り込んだ。

ポートアイランドの陸路が途絶していたことや

応援隊の今後の活動を考胞し、午後から北区ひよ

どり台のil]防ヘリポートヘ拠点を移した。

1月17日、 8 都市（東京、千薬、横浜、川崎••、

名古屋、岐阜、大阪、京都）から、 9機のヘリコ

プターが応援に駆け付けた。その後、札幌、仙台、

宮城、埼玉、品根、香川、九州等、各地域から消

防隊員 ・査機材を搬送してヘリコプターが次々に

集まった。

さらに、海上保安庁ほか、民措lの協カヘリコプ

ターなども加わり、これらのヘリコプターの航空

管制は消防機動隊が行った。



自衛隊、民間協カヘリコプタ

ーなどは、消防ヘリボートのほ

か付近にある兵叩県消防学校、

しあわせの村スポーツグランド

に支援物査の搬送のために着陸

した。自衛隊、民間協カヘリコ

プターと消防との辿絡間繋が困

難であったことや、特に民間協

カヘリコプターの動きが把捏で

きなかったため、消防ヘリポー

トでの符陸及び空域の統制は困

第2:/:t il'il)i機I~等の対応

難を極めた。 ヘリコプターの活動は多岐にわたり、その機動性は大きな戦力となった

1月18日8時30分、応援隊と

調整を行い、救援物査の搬送、救急・救助活動、

情報収集活動等を主体として行うこととした。

物査搬送の符陸場として灘区・陸上競技場、中

央区 ・束遊園地、長田区・西代市民グランド、垂

水区・平磯公園の 4カ所を設定した（後に、西代

市民グランドは使用できなくなったため、兵即

区 ・みさき中央競技場に移した）。

神戸市内の医療機関が展災により甚大な被害を

被ったため、ヘリコプターによる救急活動はすべ

23.9%、診療所で14.5%、ヘリコプター、船舶の

使用は、病院でそれぞれ2.2%、1.3%、診旅所で

それぞれ0.1%、0.9％であった。

また、ヘリコプターの要閣先は、回答した11病

院のうち図20のとおり「消防本部」が 5病院 (45.5

％）で最も多く、以下「市町」、「自衛隊」が3病

院 (27.3%）、「県」、「その他」が 1病院 (9.1%)

であった。

てが転院搬送であった。また、被害が大きな隣接 図20 被災地（兵庫県内）病院におけるヘリコプター

市からの要硝や医師搬送の要訥もあり休む間もな の要請先

くヘリコプター搬送が続いた。

このようにヘリコプターによる諸活動は、梢報

収集や救急搬送、救助隊員搬送、医薬品・物査搬

送等多岐にわたり、設災時にはその機動性が韮要

な役割を果たした。

ヘリコプターによる地裳発生後 1週間の転送患

者数は、兵庫県災害医療システム検討委員会が被

災10市10町内の病院、診療所を対象に実施した「災

害医療についての実態調査」結果によると、病院

で22病院46人、診療所で 1診療所 1人となった。

搬送手段として自家用自動車や限療機関の車を

使用したのは、病院で72.6%、診釈所で84.4％を

占めたのに対し、救急車を使用したのは、病院で

(%) 
100 

80 

60 
45.5 

40 
27.3 戸 l 27.3 

20 9.1 

゜市町 消防本部 県 自街隊

出典： 「災害医療についての実態調査結果」
兵廊県阪神 ・淡路大震災復興本部

9.1 

その他

「忍者搬送にヘリコプターを利用できることを

知っていたか」については、回答した65病院のう

ち「知っていた」が32病院で49.2％を占めた。こ
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れに対し、回答した228診療所のうち「知っていた」

は44診療所で19.3％と、全体の80.7％に当たる184

診根所が 「知らなかった」と答えている。

災害医板システム検討委員会では、これらの実

態調査を踏まえて発表した報告得「兵廊県災害救

急医療システムのあり方」のなかで、「ヘリコプタ

ーによる 1カ月間の忍者救急搬送件数は129件の

みであった。搬送件数は少なく、ヘリポートの整

備や、平生から搬送機関、医療機関がヘリコプタ

ーを使用するシステム整備の必要性」を提言 して

いる。

9 医療活動の概要

災専時における応急限原は、困難な状況のなか

で、救命のためのII寺間との厳しい競争が要求され

るものであり、被災初期におけるI戻縦対応が適切

に機能するためには、円滑な患者搬送、必要な1戻

薬品の確保、 トリアージ等が重要とされている。

初期の1医療対応については、被災地の1矢療機I渕

の多くが被災したが、特に水逍、危気、ガスのラ

イフライン施設が損壊したことに伴い、建物被唐

が軽徽又は全半壊を免れた1医療機凋においても診

旅機能の低―ドしたものが少なくなかった。また、

交通路の損壊などにより、忍者の搬送、1灰師など

医療関係者、I戻板品、疾釈査機材等の搬送に困難

を極めた。

このような厳しい状況下であ ったが、近隣住民

相互による救助活動、被災直後から被災地内の医

旅従事者が医療機関に集まり応急医療活動に従事

するなどの自律的な活動が各所において行われた。

また、被災地外からの被災地に対する）心急医旅活

動については、被災当「lから表39のように全国的

規模による応急医釈活動が展開された。

また、精神科医療や透析医療などのI医釈確保の

ほか、被災被保険者約の対策が購じられた。
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(1) 応急医療活動

ア 応急医療実施体制

（ア） 国、 H本赤十字社等による応急医療実施体制

彫生省は、 1月17日未li）1の地震発生以降、負1蒻

者の診釈に当たった国立li）1石病院、国立神戸病院

に対して、同H、国立岡山病院の医師、希護婦な

どを急派したのをはじめ、被災地周辺の国立病院

での、患者の受け入れを行った。また、医旅救援班

を派造し、救護所におけるI戻療救護活動、巡回診

釈等の医療救護活動体制を整備した。

1月23日には、被災自治体の活動を支援すると

ともに）厚生省の対策の（Iり確な実施を図るため、 国

立神戸病院内に「兵即県南部地）；1）が生省現地対策

本部」を設附した。これにより 、）ib急限僚対策と

して、ニーズに応じた医板の供給体制、 1哭療従事

者の派造体制及び医薬品、衛生材料抑の供給確保

のための支援体制を強化した。

防衛庁は、被災初期のI戻旗対応と して、応急治

旗と認搬送を中心とした支援を実施するため、

被災当Elより 自衛隊阪神病院における忍者の受け

入れを行うとともに、衛生戦種隊員を、阪神地域

に派造・増強し、救護所の設営、巡回診板釘；iの被

災地における応急限旅体制を柑各1iiiiした。

文部省においても、被災当日より神戸大学阪学

部附屈病院などにおいて、患者の受人れを行うとと

もに、刷辺大学l戻学部附1丞病院に対して、医原チ

ームの派追、食料、 医薬品筈の搬入を要硝し、救

急医旅体制などを整備した。

11本赤十字社は、被災当IIより 1医旅救護班を派

造するとともに、 1月18日には避難所への救護班

の派迫などの調整を行うための 「現地災害対策本

部」を兵即県支部に設附し、被災地l人Jにある神戸

及ぴ須磨赤十字病院に対する医師 ・希殴婦 ・薬剤

l9:ili等の応援を行うなどのI戻板救護活動体制を整備

した。

（イ） 医薬品、血液等の供給確保

厚生省は、被災地における医薬品などの供給の
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表39 応急医療活動に1系る実施体制

実施 ~t 1本 種 類 設附期liil等 設 骰 数 、~-1:' 

災 唐 自 治体 避難所救護センター 1 /24- ii女大165カ所

精神科救護Jifj- 1 /22- 91 10保健所（神戸市等）

巡111.I診板班 1/17~ 3 I 11 155班（椋準梢成： l医師 1名、希護婦節 4名）

巡1!!.1健康小II談 1/17~3/ II 20保健所（兵hlil1•し下）

自 衛 隊 他者 受 人 1 /17~ 4 /29 fl衛隊阪神病院

救設9折 1 /18-3 /31 最大15カ所（基本構成 ：I医官 1名、石髄官 2名他 5名）
・・・-・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・-・-・・・・・・・・-...................... ．．．亭•········ · ···· · ··· · · ···-· ·- ······ · ···· ー・ 奮 一 ·······-···・ー・・・・・・．．．．．．．．．．．．．...

野外手術システム 1 /23-3 /16 2救跛所に配骰 (1カ所は手術車、手術準備車のみ）

巡1111診板班 1 /24-3 /17 " 16班（基本構成 ：I災i~f l 名、石護l•;• 2名他 2名）

患者搬送：救忍、J|i. 16ijijlj 

” ：ヘリコプター 1 /19-2 /13 

梢 IlJj機 l対 恐者搬送：救、⑲、車 最大111車両（応援含む） （兵Jij"(県内〕

” ：ヘ リコプ ター 1/17-3/31 

II本1』.;-I・字キI: 恙者受入 1 /17- 神戸病院、須J杓病院（両病院に対し、他の II赤病院よ

リ応援実施）

巡l叫公板救渡班 1/17-l/20 24班（構成： I伏(iIli、石泌炒翫り； 6名）

拠，1！ぶ平；設救護）祈 1 /21 ~ 2 /20 12カ）祈（神）ーi11i、西宜iii等）
延932班

,Ji;-1・字救，殴ステーション 2 /21- 3カ所（拠点常設救渡所を東部・中央・ (3 /12現在）

西部に統介）

地域 l炎tili会 梢神科IZ/11J診板I祈 1 /22- 尼 崎 市 保 健 所 筈 7地Iメ：

J’}： 'I: 省 忠者受 人 1 /17- |7恥'1:1111石病院、国立：神戸病院及ぴ周辺の国立病院

避難／ifj•救渡センターヘの 1 /19- 蔽大 5カJ祈

派迅 一般I矢板（基本構成 ： I~師 3 名、石護船 6 名、楽剤(;IIi

1名、他2名）

精神科（基本構成 ：l医師］名、希護婦 2名、他 l名）

巡lIl診サ樟l: 1 /24- 蔽大 4カ所

（碁本構成 ：l知Iii]名、希渡伽等 3名）

都逍 Ji'̀fl1,！筈 朕師、石護船等の旅迅 44hli道1(、f児、 12指祉都11iにおける Iク~f:lli奔の派迫

大学病朕 患省受 人 l /17- 神戸大学1灰学部附）成1胡朕

外11大学llf,t)成~,k；餃

I灰板救渡班の派逍 川公私立大学68大学における2311りを旗チームの派辿

注） ヘリコプターにおける患者の搬送機数については、医療支援以外の支援活動も平行実施していることから把握が困難な

ため計上していない。

出典 ：「防災白書」平成 7年版 国土庁

確保について、破災当日より、日本製薬団体辿合 さらに、 l」本l矢旅機器関係団体協議会などに対

会など関係団体に対し、必要なl戻薬品などの供給 し、 1幻朕機1対の被災状況にI/klする梢報を提供し、

確保に1紺する協力要請を行った。また、 1月191」 医療J廿具の修理、代替に1剥する協力要韻を行った。

からは皆察庁、消防庁、防衛庁の協力を得て、被 また、地元医薬品卸売業者は、被災地内の医療

災地への朕薬品、衛生材料等の供給体制の整備を 機I葵lに対する医旅）廿医薬品の供給確係を行った。

図った。 日本赤—l字社は、被災当 H より近隣の血液セン
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家屋倒壊による通行不能、大渋滞など病院搬送は困難を

極めた

ターに輸血用1(11液製剤の確保及ぴ供給の協力要睛

をするとともに、報道を通じ献血を呼びかけるな

ど、全国的な支援活動体制の確立を凶り、医療機

関に対する輸jfll用血液製剤の供給体制を竪備した。

誕災に遭った兵1車県赤十字」(Il．液センター（神戸

市中央区）は、兵廊県南東部の約400万人の輸」([l用

」(11．液を担当する血液センターであり、この地域に

は約800の医療機関があり、 1カ月間におよそ 4万

5,000単位の」(ll．液製剤を届けていた。

日本赤十字社本社（東京都港区）では、直接に

屯話辿絡が取れたものの、刻々と入ってくる被害

状況を砥胞し、また近隣」(IL液センターの被害も考

胞し、岡山県赤十字l(ll液センターに、西 El本の輸

j([l用血液製剤を集め、神戸に向かうよう指示した。

一方では淡路秘でも大きな被害が出たため、 徳島

県赤十字血液センターに救援を依穎した。当初危

惧されていた近隣血液センターの姫路、大阪もほ

とんど被害はなく、当日の午後には、兵廊県赤十

字血液センターに輸血用血液を持って駆けつけた。

これらにより、輸」（11用血液の供給は、全般を通じ

全く支節なく行われた。

（ウ） 被災地内医療機関における応急医療活動

被災直後より、被災地の医療機関では、医療従

事者が高い職業モラルの下に、 限療機関へ自主的

に集まり、また、系列病院、国公私立大附屈病院

等による応援医療が、困難な状況下において柏極
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的に実施された。

兵｝車県立西宮病院では地誕発生直後から次々と

搬送されてくる多くの被災患者に対処するため、

病院総力を挙げての特別診療体制を組み、昼夜を

分かたず懸命の救命救急医療活動を続けた。

一方、ほかの兵廊県立病院においては、被災患

者の受け入れ態勢を早急に整えるとともに、医療

救護班を編成して被災地の保健所、避難所救護セ

ンター等に派造した。県立病院からは、裳災発生

当日 から1カ月間で延べ医師314名、 希護婦565名、

理学療法士 4名、計883名にのぽる医旅救護スタ ッ

フを派造し、避難所で生活を送る被災患者に対し

てきめ細かな救急医療活動を展開した。

イ 救護所における医療の提供

自衛隊は、 1月18日から、医官 1名、看護官 2

名、衛生要員 5名の計8名を基本とした救護所の

設骰を行い、蔽大ll寺15カ所の救護所において医療

救護活動を‘呉施した。なお、一部の救設所には、

手術車、手術準備車等で構成される野外手術シス

テムを配骰し、診療機能の向上を図った。

1月19Elから、国立病院においても、医師 3名、

呑護婦 6名、薬剤師 1名、事務官 2名の計12名を

基本編成とする精神科医療チームによる医療救護

班を派迫し、最大時5カ所の救護所において医療

救護活動を実施した。

日本赤十字社は、被災当日より医師、 呑護婦な

ど6名程度で構成する医療救護班24班を被災地に

派逍し、 1月20日までの間、各避難所を巡回して

負傷者などに対する医療救護活動を実施した。 1

月20Bからは、神戸市、西宮市などに12カ所の拠

点常設救護所を設箭し、 2月21日からは、拠点常

設救護所を被災地の 3地域（東部 ・中央 ・西部）

に統合し、赤十字救護ステーションとして被災地

における医療救護活動を実施した。

科学技術庁放射線医学総合研究所においては、

日本赤十字社の要睛を受け、闘結核予防会千葉県

支部などとともに、ラセンCT搭載検診車を日本赤



十字社神戸病院に派造し、 1月22日から29日まで

に、脳挫傷、脳梗塞、呼吸困難、骨折等の患者の

診断を実施した。

兵J庫県における避難所及び避難者数は、1汝大時

で1,153カ所約32万人 (1月23El)にのぽった。心

身ともに不安定な避難所生活を余1義なくされた避

難者は、体調を崩しやすいため、避難所における

医療の確保が緊急かつ煎大な課題となった。

このため、被災自治体は 1月24日、避難所にお

いて医師、名護婦が'iit駐して初期l芙療活動を展l4月

できる「避難所救護センター」を設骰した。救護

センタ ーは、おおむね1,000人以上の避難所から優

先的に設甜し、 一部のセンターでは24時間対応と

し、最大時165カ所 (2月3日）の救護センターにお

いて医療の提供を実施した。また、救護センター

が設附されていない避難所については、巡回診療

を実施して医療の確保を行った。

ウ 巡回診療・巡回健康相談の実施

1月24日、被災自治体により、避難所において

朕師 ・肴護婦が常駐して初期医療活動を展開でき

る「避難所救護センター」が設罰された。同救護

センターでは、避難所における被災者住民に対す

る医療を確保するため、避難所救護センターの設

附されていない救護所に対して、医師 1名、 右護

婦等 4名の計 5名を椋準れ作成とし、誠大時155班に

よる巡回診療を実施した。

兵庫県下の20保健所を拠点に、近隣の府県の協

力を得て避難所における朕療活動と1升せ、 医師、

保健婦による母子、老人等を対象とした巡旧健康

相談及ぴ精神保健医療に関する相談も実施した。

自衛隊では、 1月24Flから、医官 1名、君護官

2名、救急車運転手 2名の計 5名を基本編成とし、

最大時16班による巡回診療を実施した。

また、国立病院でも、医師 1名、呑護婦等 3名

の計 4名を基本編成とする巡回診旅体制により、

最大ll寺4カ所で巡回診旅を行った。

第2釘i: ii'!防機関等の対応

工 医療スタッフの派遣体制の整備

1月24日、野生省現地対策本部は、傷病者の受

入医旅機関、避難所救護センター、巡回診釈等に

おける診板 ・保健相談については、限られた1衷釈

スタッフにより実施されており、特に、民間1戻僚

機関においては、その限朕スタッフが疲労困悠し

ているとの1胄報から、その代替医釈スタッフの相

談窓日を同現地本部内に設附した。なお、医師の

派造についての要硝はなかったが、代秤医療スタ

ッフの派造調整については、主に、希護協会に登

録されているポランティア布囁役船の交秤要員の派

造を行った。

また、これとは別に避難所救護センターヘ1戻師、

呑護婦絆の派造を行った。

(2) 保健医療活動

ア 精神科医療等の確保

沫i『神科医僚の確保として、精神節‘再者の受旅の

確保を図るとともに、不安定な粕神状態にある被

災者の不安を取り除くため、国立病院及び近隣／i妍

限からの梢神科限l'ilfi、II本 珈I・祖」などのNGOボ

ランティアの精神科医旅チームなどの協力を得て、

神戸市などの 7カ所の保健所及び 1カ所の小学校

に精神科救護所などを設附し、精神科救護所スタ

ッフによる避難所の被災者住民に対する巡圃診療

及ぴ往診を実施した。

また、兵／庫県下の20カ所の保健所を拠点に、保

健婦による母：子、老人等に対する巡回健康相談の

なかにおいても精神保健に係る相談を実施した。

このほか、尼崎保健所などの 7地区において、

必要な治療を行う協力診脱所を地域医師会の協力

により確保した。

イ 透析医療の確保

人工透析を必要とする地者については、 El本透

析医師会などI葵l係機関の協力を得ながら、被災後

直ちに透析可能な医旅機関のリス トが兵！車県に提

供され、さらに被災地の透析医療機関に対する薬
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剤や水の確保が行われた。

1月28H現在、被災地域の透析医釈施設42カ所

のうち、透析に支節をきたしている施設が、神戸

市内 3カ所、西宮市、芦屋市、川西市、宝塚市の

各市 1カ所の計 7カ所あったが、短期間に機能を

回復した。

ウ 避難所における被災者の健康の保護

厚生省では、被災者住民が、心身ともに不安定

な避難所等の生活を余1義なくされ、体調を崩しや

すいことなどから、被災者の健康を保渡するため、

兵府県に対して、避難所に初期医療を展間できる

避難jiJ1救渡センターの設骰及ぴ避難者に対する避

難所生活における H常的な注意喚起、生活指禅の

'共施等の指禅を行うとともに、1快l係業界、各都迫

府・県等の協力を得て、消稲薬、うがい楽、解熱鎖

稲剤、総合感冒薬等の一般I医釈品及ぴマスク、ガ

ーゼ、包閤約の衛生材料の供給に努めた。

この結果避難住民の健康管理を中心とした1戻

旅の確保ができ、特に大流行が懸念されていたイ

ンフルエンザに対する：：：r・防措附ができた。

(3) 被災被保険者等の対策

兵l,lill,！では、 1月18tl、1建康保険節の被保険者

証節を提ぷできない場合の保険診旅の取扱いにつ

いて、 Jが生省と辿絡、調整し、「被災のため、被保

険者証、 I幻炊券筈を1医板機I葵l等に提示できない場

合でも、氏名、生年）ー］H、事業所名（健康保険）

又は住所（国民健康保険、老人保健、生活保護

笠）、幅祉事務所名（生活保護）等を申告すること

により受診できる取扱いとする」との方針を確立

した。

また、 1月18且、健康保険（健康保険、国民健

康保険、老人保健等）の一部負担金などの支払猶

予について、厚生省と協議の結果、 1月20~I に彫

生省から取扱い通知がなされ、災害救助法適用市

Ill.［に住所を布する被保険者などであ って、住家が

全半壊（焼） した者などについては、当1(1i、 2月
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末日（後El3月末Elまでに延長） 一部負担金、入

院ll寺の食事療疫に係る標準負担額の支払いを猶予

することとした。

さらに、被保険者証などの再交付の取扱い（健

康保険、国民健康保険）について、 1月18日に社

会保険庁に対し認知要睛を行った結果、社会保険

については 1月27Hに、社会保険庁から辿絡、通

知があり、被災者から被保険者証の再交付申請が

あった場合、免許証などにより本人であることを

確認の上、即時に交付することとした。

国民健康保険についても、 1月31EIに厄生省か

ら同様の通知があった。この結果、 2月 1日に兵

hli．県l医師会など関係団体に協力依頼するとともに、

2月3日には各市町に通知した。

以上のほか、特例的な取扱いを行ったのは、次

のような点である。

●健康保険任意継続被保険者の取扱い（健康保険）

●一部負担金等の免除（健康1呆険、船員保険、国

民健康保険）

●船貝失業保険金の支給の特例措骰（船員保険）

●健康保険等給付骰の早期支払い （健康保険、船

員保険）

●保険料の滅免（固民健康保険）

(4) 災害医療についての実態調査結果

兵J車県阪神 ・淡路大震災復飩本部保健翡拷心部が

実施した「災害医旅についての実態調杏」の結果

より 、病院と診旅所別に調究した裟災から 7H I|il 

の取扱い、患者及び搬送手段、姦災当日からのライ

フライン施設の確保状況などについて、以下に紹

介する。

〈取扱い患者等〉

病院においては107病院から回答があり、 7日間

で軽症4万7,280人、重症2,658人、煎篤717人、延

べ5万655人の患者があり、このうち入院忍者は

8,167人であった。姦災から 7日間の取扱い忍者数

及ぴ治旗内容の内訳は表40のとおりである。取扱



い患者の主な疾病は表41のとおりであり、死亡者

の合計は749人であった。

診板所においては814診旅所から回答があり 、7

H間で軽症10万1,325人、煎症1,894人、煎駕221

人、延べ10万3,440人で、このうち入院患者は1,719

表40 病院における取扱い患者数と治療内容

取扱忠者 人 院 手

軽症 煎甜 爪篤 患者 外米

姦災II 9,213 1.004 304 1、750 1,838 

2 F1 FI 7,411 477 68 1,251 

3 n 1=1 6,926 346 43 1,148 

4 1'1 lcl 7,311 261 38 1,051 

5 |」 目 5,536 207 176 995 

61」目 2,559 159 44 942 

7 I」目 8,324 204 44 1,030 

出典 ：「災害医療についての実態調査結果」

兵庫県阪神 ・淡路大震災復興本部

684 

474 

279 

208 

92 

244 

表41 病院における取扱い患者の主な疾病

忍者数
うち死

亡者数

頭頻部 5.085 5 

胸部 1.193 2 
単 腹部 864 47 

独
骨折 1,297 14 

外
外 匹I圧挫1幼 1.195 13 

傷
裂（切）創 3.608 1 

ll女 打撲 3,264 4 

その他 1,025 15 

傷
頭頻＋胸＋腹＋囮肢 192 27 

多 頭野（＋胸十ll及 181 11 
発

頭顆＋胸＋l'Y肢 155 

゜外
慟 胸＋IJU+l.11.f/f:支 189 15 

JI及＋匹l肢十iii頸 47 10 

来代 II寺 CPR実施 170 164 

心lfif名」tCPR未実施 348 311 

感 ,1-1 6,535 70 

!!iii 炎 798 40 

出典： 「災害医療についての実態鯛査結果J
兵庫県阪神 ・淡路大震災復興本部

i| ;-i 

手術奎

30 

23 

10 

25 

15 

6 

32 

死l.'....5梓

％ 
0.1 

0.2 

5.4 

1.1 

1.1 

0.0 

0.1 

1. 5 

14.1 

6.1 

0.0 

7.9 

21.3 

96.5 

89.4 

1.1 

5.0 

第2芹til'i防機1妍等の対応

人であった。 7日間の内訳は表42のとおりである。

また、手術を行った恙者数は、外米手術2,112人、

手術室での手術24人であった。 主な疾病別の患者

数は表43のとおりで、そのうち死亡者は合計439人

であった。

表42 診療所における取扱い患者数と治療内容

取 扱 患 者 入院 手

軽症 煎症 爪―． 篤 恐名 外米

L越災「l 7,303 590 121 334 

2 I] tel 12,713 195 30 236 

3 H|」 13, 107 254 17 221 

4 Fl 1:1 19,566 310 21 223 

5 n Iこ 17,713 221 11 241 

6 11 l::i 7. 191 75 8 183 

7 11 l=I 23,732 249 13 280 

出典 ：「災害医療についての実態閲査結果J
兵庫県阪神 ・淡路大震災復興本部

967 

286 

244 

202 

190 

57 

1 66 

表43 診療所における取扱い患者の主な疾病

患者数
うち死

亡者数

頭頸部 2,288 19 

胸部 864 ， 
i lt 

腹部 268 5 

独 1'i・折 708 11 
外

外 四 /J：：す坐1幼 753 24 

似
裂（切）削 1.623 

゜肢 打撲 2,063 10 

その他 681 11 

傷 碩罰＋胸＋腹＋附lli 105 6 
多 頭顆十IJ（り）＋IJ及 73 12 
発

頭頻＋胸十四肢 91 

゜外
傷 胸＋1l及＋1！りll支 99 5 

腹十四Jf女＋頭頸 24 

゜来伐 II寺 CPR'共施 43 35 

心胤i倅・J I. CPR未‘共施 66 70 

感 r1' 51.871 203 

ll I Ii 炎 631 19 

出典： 「災害医療についての実態調査結果」

兵虞県阪神 ・淡路大震災復興本部

術
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死亡率

％ 
0.8 
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1. 9 
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0.0 
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1.6 
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16.4 
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恙者調査等からは平II寺と比較すると外米患者数

は必ずしも多いとは推定できなかったが、明らか

に入院患者数が多く、特にDOA（心肺機能伶北状

態）、他者が多かったことから、平時の医旅マンパ

ワーのみでは対応しきれなかったものと推測され

tゞヽ
0

一方、医師などl戻療マンパワー派辿の要訥及び

受け入れ数について回答した1公板機関とその人数

は、病院については16病院において302名を要硝し

ており、19病院において503名を受け入れたと回答

している。また、診原所については 8診療所にお

いて23名を要訥しており 、9診療所において23名

を受け入れたと同答している。

＜搬送手段〉

病院における設災当 Hから 7H I間の搬送手段別

の患者数は、表44のとおりである。それぞれの搬

送手段についての 7日間の合計は、「tiり防本部の救

急車」延ぺ105病院で507人、「病院の、患者輸送11,.」

76病院で739人、「その他（1：：：|＇家用車 的）」 102病院

で799人、「ヘリコプター」 22病院で46人、「船舶」

6病院で27人であった。 また、搬送手段別の比率

は、その他（白家用市） 37.7%、病院の患者輸送

-T|i.34.9%、ilり防本部の救急、Il'i.23.9%、ヘリコプタ

-2.2%、船舶1.3％であった。

表44 病院における搬送手段別患者数

叶i, 両

il'il坊本 病踪の その他、 ヘリコ

部の救 忍者輸 (I]家）II プター

急、•T|i. 送：1|i． j|i.奔）

；；屈1―;火“'II 107 62 211 l 

2 llH 107 217 189 2 

3 II 1-1 109 118 169 12 

4 n IJ 67 96 107 8 

5 II目 40 112 54 15 

6 11 I二 36 69 37 5 

7 11日 41 65 32 3 

出典： 「災害医療についての実態調査結果」

兵庫県阪神 ・淡路大震災復興本部

220 

船舶

7 

2 

1 

16 

1 

診療所における震災当日から 7日間の搬送手段

別の患者数は、表45のとおりである。

表45 診療所における搬送手段別患者数

車 両

消l坊本 病院の その他 ヘリコ

部の救 恐者輸 (l:J 家•IT! プター

怠車 送Ill 車等）

設災H 54 3 183 

2 H目 16 10 180 

3日11 16 15 93 

4 fl !J 13 2 86 

5 H l~I 13 1 63 

6 Li 1-1 3 3 16 
7 |―I Fl 10 2 69 

出典： 「災害医療についての実態調査結果」

兵庫県阪神 ・淡路大震災復興本部

1 

船舶

8 

それぞれの搬送手段の 71:1間の合計は、 「消防本

部の救急車」延べ76診旅所で125人、「病院の患者

輸送車」16診板所で36人、「その他（自家用車等）」

201診板所で690人、「ヘリコプター」 1診療所で 1

人、「船舶」 1診板所で8人であった。また、搬送

手段別の比率は、その他（自家用車） 80.2%、消

防本部の救急車14.5%、病院の、患者輸送車4.2%、

ヘ リコプター0.1%、船舶0.9％であった。

ヘリコプターや船舶による搬送力昧巫端に少なか

ったことからみて、今後はヘリコプターや船舶の

活用について検討する必要があると思われる。

くライフライン施設、＇情報、限薬品の確保状況〉

病院において、誕災から 71:1目までのライフラ

イン施設、 1胄報（池括）の復帰 ・充足状況は、図

21のとおりである。それぞれがl』復していくなか

で、水、ガスの 71:I目の充足率は、水57.0%、ガ

ス59.4％と共に60％に述せず、他の施設に比ぺ復

1日が遅れた。

医薬品の確保については、裳災後7日目には、

回答した163病院のうち145病院 (89.0%）が確保

できたとしている。医薬品の要請先については、

図22のとおりであり、固答した154病院のうち「取

引業者」が132病院 (85.7%）で最も多く 、以下「そ



図21 病院におけるラ イフライン施設、情報、医薬品

の復帰充足状況
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図22 病院における医薬品の要請先
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4病院 (2.6%）であった。

一方、診療所において姦災当日から 7H Hまで

のラ イフライン施設、 梢報 （電話）などの復•)盈 ．

充足状況は図23のとおりである。 7日目までに水、

ガスが回復した診旅所は、共に64.2％にとどまり、

回復が遅れたことが分かる。I医薬品の確保につい

ては、回答した1,025診旅所のうち776診旅所(75.7 

％）が確保できたとしている。医薬品の要硝先と

しては、図24のとおり、回答した1,119診旅所のう

ち「取引業者」が952診旅所 (85.1%）で最も多

く、以下 「民間協力企業」が48診旅所 (4.3%）、

「市町」が10診療所(0.9%)、「県」が 3診旅所(0.3 

第 21;,: 消防機1対等の対応

図23 診療所におけるライ フライン施設、情報、医薬品

の復帰 ・充足状況
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図24 診療所における医薬品の要請先
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の他」が33病院 (21.4%）、「市lllI」が10病院 (6.5 %）、 「その他」が156診旅所 (13.9%）であった。

％）、「民間協力企業」が5病院 (3.2%）、「県」が

第2 地元消防団の活動

今l!!Iの阪神 ・淡路大姦災においてilり火活動や救

援活動に従事したil'i防Ii虞は、被災地）昔l辺からの

応援も含め、延べ 7Jjl,OOO名以上となり、被災者

にと って力強い心の支えとなった。

消防団且の多くが自らも被災者であったにもか

かわらず、地姦直後から、地元消防本部と辿携し、

消火活動、崩壊家）登の下敷きになった人々の検

索 ・救助活動、 1主民の避難誘舜、被専状況の調査、

救援物究の搬送、給水活動、被災地の替戒活動等、
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図21 病院におけるラ イフライン施設、情報、医薬品

の復帰充足状況
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充足状況は図23のとおりである。 7日目までに水、
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回復が遅れたことが分かる。I医薬品の確保につい

ては、回答した1,025診旅所のうち776診旅所(75.7 

％）が確保できたとしている。医薬品の要硝先と

しては、図24のとおり、回答した1,119診旅所のう

ち「取引業者」が952診旅所 (85.1%）で最も多

く、以下 「民間協力企業」が48診旅所 (4.3%）、

「市町」が10診療所(0.9%)、「県」が 3診旅所(0.3 
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の他」が33病院 (21.4%）、「市lllI」が10病院 (6.5 %）、 「その他」が156診旅所 (13.9%）であった。

％）、「民間協力企業」が5病院 (3.2%）、「県」が

第2 地元消防団の活動

今l!!Iの阪神 ・淡路大姦災においてilり火活動や救

援活動に従事したil'i防Ii虞は、被災地）昔l辺からの

応援も含め、延べ 7Jjl,OOO名以上となり、被災者

にと って力強い心の支えとなった。

消防団且の多くが自らも被災者であったにもか

かわらず、地姦直後から、地元消防本部と辿携し、

消火活動、崩壊家）登の下敷きになった人々の検

索 ・救助活動、 1主民の避難誘舜、被専状況の調査、

救援物究の搬送、給水活動、被災地の替戒活動等、
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表46 神戸市の消防団員の参集状況

Ill 名 束灘 灘 昨合 I Iて111 兵l,li 北 lam 須l耕 亜水 西 水」・. 介計

1 
8 1 k¥．： 105 52 50 74 90 505 69 82 55 475 13 1,570 

J-j 1211<¥．: 123 64 79 89 90 768 132 113 98 635 15 2,206 
17 
l1 1 7 l l i.： 132 89 79 89 90 768 153 142 99 773 32 2.446 

1 8時 108 43 65 89 92 376 122 72 43 287 14 1.311 

月 12時 128 55 79 89 95 376 153 100 72 393 24 1. 564 
18 
II 17時 131 85 79 89 98 376 153 125 75 485 33 1. 729 

神戸市消防局調ペ

幅広い活動に梢極的に従事した。 (3) 西宮市消防団

特に地域1主民の生活状況を LJごろから把握して 西＇西市内 33消防分団のI刈且は、地設発生ととも

いる梢防団は、倒壊家囲でどの場所にだれが生き に自発的に詰所などに参集するとともに、担当区

埋めとなっているかを察知でき、救出活動に FI‘此 域内の消火、救助及ぴ負1紡者等の搬送に従事した。

ましい活躍をした。 1月17日の午後からは、西窟市消防局指揮本部

の部隊編成のもと、消防職はと合lnlで各種活動を

1 消防団員の非常参集状況 展I'Jf-lした。救出活動の終了に伴い、 1月20日から

は消防団の各車両に筒易タンクを利t載し、西宮市

被災地域各梢防団の非常参集状況は、次のとお l人］全域の給水活動を実施した。

りである。

(1) 神戸市の消防団

神戸市においては、消防署から各泊防l叫への辿

絡は、力ll入屯話又は市街地ii’i防阿緊急辿絡自動シ

ステムで行われた。消lijj職且よりも地元に住んで

いる割合が邸い目頃はl廿らが被災者であるにもか

かわらず、ほとんど自発的に参集し、 2 ll寺Ili]後に

は1,570名が分団詰所などに参集した。

地誕発生直後における神戸市の消防団員の参媒

状況は、 表46のとおりである。

(2) 尼崎市消防団

発災後、尼崎市消防団拭は分1団l器具即に1全1:i潜．参

集し、各方而狩防隊長（所轄瑞長）の指揮のもと、

火災出動、倒壊家屋の拮附及び智戒、広報活動筍

に出動した。
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(4) 芦屋市消防団

発災後、芦屋市梢防団員は各分団詰所に自主(l勺

に集合した。表47に示すとおり発災当 El17日には、

実貝118名中91名が参集している。そして、直ちに

火災出動、人命救出節現場活動に従事した。その

表47 芦屋市消防団の初動体制時消防団員参集一跨

（名）

(‘必員） l /17 I /18 I /19 1/20 1/21 

本 l寸l 4 4 4 4 4 4 

11 1 手分 1•-fl 29 18 18 17 14 12 

梢迅分団 30 26 26 25 25 20 

打'，I'，分団 26 22 23 22 20 19 

府l¥11分府1 29 21 21 21 17 15 

(118名II9) 91 92 89 80 70 

延 人 ↓’―i ’ 422 

芦屋市消防本部調ペ



第23:t ilIjl}i機I~等の対応

後、人命検索、特戒の支援活動に車両延べ42台、 (10) 豊中市消防団

人員1,121名が活動した。 豊中市消防団では、 1月171:l511寺49分、団本部

に晋備本部を設箭するとともに、 5時50分、各分

(5) 伊丹市消防団 団格納）車に団貝を非常招集し、各管轄区域を野戒

発災後、伊丹市の消防団員は、分団器具廊に自 した。招集した消防団員は236名で、参集率は約45

主参集 し、消火活動、倒壊家屋からの救出、被沓 ％であった。

状況の収集、ガス漏れ野戒等に当たった。

(6) 宝塚市消防団

発災後、宝塚市梢防団員は、管轄区域である北

部の被害状況を確認後、 811寺15分非常招集を発令

し活動体制を確立し、 ilり防団車両（ポンプI|i.）8台

を南部へ向かわせた。

2 消防団員による活動状況

被災地域各消防団の活動状況は、次のとおりで

ある。

(1) 神戸市の消防団

市街地の梢防団は、可搬式動カボンプなどのil’j

(7) 川西市消防団 火活動用の装備がないため、分1:11ごとに管庫肘地域

川西市消防団では、発災後、直ちに1可長が団本 の救助活動を展14月したほか、梢防職員の梢火活動、

部に駆け付けるとともに、各団貝は格納廊に自発 救助活動の支援を行った。

的に参集し、管内の皆備バトロールを削始した。 一方、神戸市の郊外に位灌りする北、西消防団は、

(8) 明石市消防団

明石市消防団員は、発災後直ちに各詰所などに

参集し、消火活動をはじめ薔戒・応急対策活動等

に従事した。

(9) 淡路地域の消防団

淡路地域の津名町．、北淡町、 一宮町の各消防団

貝は、発災後、直ちに各分,~,詰所に自発的に参集

し、分団長の指示に従って活動した。

束浦111rm1坊団では、 1月1713611寺30分、町役場

に災害対策本部設附と同時に、本部長（町長）か

ら団長へ全分団の,'+',動要睛があったが、既に消防

団員は自主的に参集していた。

五色町消防団では、 1月17日7時、災害対策本

部を設囲するとともに、消防団本部役員13名が参

集し、消防団員は自宅待機させた。

il!j火活動用の装備を有しており、管梢地域の被害

も軽微だったため、市街地へ小型動カポンプ付梢

載車を出動させて、消火活動及び長距離中継送水

のホース延長等、消防職具の活動を支援した。神

戸市梢l坊団員の出動状況は、表48のとおりである。

また、神戸市の消防団員は地域住民と協力して、

倒壊家屋から多数の住民を救助した。

消防団員は自らが被災者であるにもかかわらず、

懸命の救助活動を展間し、 1月17日当日に862人を

救出（うち生存755人、死亡107人、生存率88%)

した。これは171]当l」における汗ii坊隊節による救

出604人（うち生存486人、死亡118人、 生存率77%)

より人貝が多くなおかつ生存率も高い。

被宙が集中した市街地にある消防団(9団、 63分

団、 1,200名）は、碁本的に消火活動に従事しない

体制であったため、付近住民の救助活動にJ;4ji念し、

常備消防の及ばないところを支えた。

また、地域の企業などに消防団員が交渉して重

機を借り入れ、消防隊等の救助器具では対応でき
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第 4編誕災時の応怠対策

表48 神戸市の消防団員の出動状況

団 名 束i難 灘 昨合

1/17-31 2,008 1,794 1,233 

2/ 1 ~28 2,385 1,921 849 

合 計・ 4,393 3.715 2,082 

神戸市消防局調ペ

表49 神戸市の消防囲員による救助者数

団 名 東灘 灘

救llJJ人数 219 117 

うち生存 129 109 

うち死亡 90 8 

注） 消防職員と合同で救助。

神戸市消防局調ペ

：n：合

28 

22 

6 

生[El 兵祁

2,194 1,558 

1,850 397 

4,044 1,955 

生HI 兵hli

73 47 

73 41 

6 

なかった耐火構造倒壊建物からの救助活動も実施

した。神戸市の消防団員による救助者は、表49の

とおりである。

(2) 神戸市各消防団

消防団貝は、地姦発生後、直ちに器呉即又は分

1:1:1詰所に集結した。参集してきた消防団員は、地

城住民の協力を得ながら、救助活動、検索活動を

開始した。

しかし、多数の家屋が倒壊し、いたるところで

炎上火災が発生 しているなかでの活動は、これま

でに経験したことのない事態であり、困難を極め

がヽ0

神戸市各消防団の災害発生から10日間の活動状

況は表50のとおりである。

消火 ・救助活動に追われ全体の状況は把握でき

ず、各団員は独自の判断で行動せざるを得ない状

況であった。

1月17日16時30分、神戸市消防局は、詰所で待

機していた北、西消防団に対して長田、須磨管内

の火災に出動を指令し、 61台367名が出動した。

さらに 1月20日から比較的被宮が少なく、機動

力を有している北、西消防団に対して次の指令を

224 

（名）

北 長田 須磨 垂水 西 水」：： 合 計

2. 721 2,209 1,399 686 3,449 502 19,753 

2,749 1,177 839 140 3,661 625 16,593 

5,470 3,386 2,238 826 7,llO 1,127 36,346 

北

r9) 

（人）

長田 須庖 垂水 西 水上 合計

4 391 76 2 1 958 

4 367 71 2 1 819 

24 5 139 

行った。

その指令内容は、「北、西消防署の消防隊が市街

地に出動しているので、管内の災害出動に必要な

部隊を残し、西消防団には救援物査の搬送を、被

災地に近い北消防団については何時でも応援出動

できるよう待機すること」であった。

また、自動車交通祉の増加に伴う i肖防隊の現場

到着の遅れや消防用ホースの破損を防止するため、

消防団は交通整理なども実施し、消防活動を支援

した。

表50 神戸市各消防団の活動状況 （災害発生から 10日間）

団 名 出動件数 消防活動）＼貝 支援活動人は

束灘 202件 l, 414人 276人

灘 142 l.238 286 

昨介 97 467 522 

生 田 154 1,096 751 

兵 lili. 156 876 409 

北 366 497 1,896 

故 田 125 1,568 110 

多fi l料 102 281 731 

垂水 11 112 543 

西 353 322 2、773

水」•. 63 18 331 

f^l 叶,, 1.771 7,889 8,628 

神戸市消防局調ぺ



神戸市各消防団では、地誕発生の当日から火災

予防、余設の特戒のためのパ トロールを実施して

いたが、市街地を中心に防犯体制を充実するため、

神戸市消防協会会長と消防局長は、智察と協議し、

消防団と替孫との合同パトロールを実施すること

を決めた。これに伴い、 1月30El以降、消防団は、

地域の実l胄により所轄抒察署と辿携して智戒パト

ロールを実施した。

3月に入り、断水している地域や上水道が復旧

していても消火栓の水l王が十分でない地域がある

ため、消防団員は火災の替戒パトロールに引き続

き出動した。

また、仮設住宅の中込みでの混乱を避けるため

の抒備、救援物資の搬送等、さまざまな救援活動

を昼夜を問わず寅施した。

神戸市の主な消防団の活動状況は、次のとおり

である。

＜束灘消防団〉

束灘消防けl分世1員は、自らが被災者であるにも

かかわらず、人命救助活動やi肖火活動等の災唐防

除活動や市民の生活支援活動を迎日休みなく行っ

か~o 

災害発生の 1月17日から同26日までの10日1ii]で、

盗難や不審火を防止するためのパトロール、救援

物資の搬送、自治会支援等に出動した消防団員は

延ぺ1,690名に及ぴ、市民の安全確保のための活動

がなされた。

＜灘消防団〉

消防団員の自宅も倒壊等の被害を受けているな

かで、消火、救助、夜Iti1の晋戒バトロール等の活

動を実施した。各分団の主な活動内容は次のとお

りである。

第 1分団は大和公園の耐震防火水槽並びに高羽

川からのパケッリレーによって消火活動を実施し

tヽヽ
0

第 2分団は六甲IIl-［の火災で耐震防火水槽に部料

し、小型動カポンプで料j火活動を実施した。

第 2mt i1'！防機1対等の対応

第 3分団は篠原南町・の火災で、ホース延長など

の消防隊支援を行った。

第4分団は鹿ノ下通の火災で耐姦防火水槽に部

署し、小型動カポンプで消火活動を実施した。

第6分団は原田通の火災で、消防団詰所のホー

ス延長し、消防隊支援を行った。

第 7分団は付近住民と共に、 iiり火栓の残水及び

銭湯の残り湯からのバケッリレーによって梢火活

動を実施した。

第8分囲は篠原南IllIの火災に梢載車で出動し、

消火活動を実施した。

このほか、 1月17、18の両El、各料j防団具は自

宅付近で救助活動を数多く実施し、多数の市民を

救出した。

＜昨合梢防阿〉

地震直後の同時多発火災の現場においては、消

防禅貝と協力して梢火活動を実施した。

また、家1J:1倒壊現場では近隣者とも協力して救

助活動を行い、生存者22人、死亡者 6人の救出を

行った。

このほか、消防隊と協力して、避難勧告地区住

民の避難誘荘を行った。

また、 1月18El以降昼夜にわたり替察、自治会

等と協力のうえ、火災薔戒及ぴ再燃防止のための

替戒パ トロールを実施した。

く生田消防団〉

地震発生と同時に、生田消防団各分団において

は詰所を開設し、分団長の指揮のもと、消防活動

に従事した。

裟度 7という激設に製われた中央区では、区の

中心部で鉄骨・鉄筋造のピルが数多く崩壊したが、

木造家屋はそれ以上に多くの被害を受けた。また、

この木造家屋内では多くの人が建物に押しつぶさ

れ、救助を求めていた。特に第 4、第 5、第 6分

団の管轄区域には、木造家屋の倒壊が多く、就寝

中の人の多くが建物の下敷きになっていた。

このような状況のなか、 ‘iiり防団員は地域の防災
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リーダーとして地裟発生直後から精力的な活動を

実施し、 65人を救助した。

地姦発生直後から 1月27日までの1り］に生田消防

署管内では11件の火災が発生している。このうち、

17日午前中に発生した山本通 3丁目の火災と中山

手通 4丁目の火災に第 3分囲が出動し、ホース延

長、智戒区域設定等の消火活動に従事した。また、

1月19日早朝に発生 した三宮本通商店街の火災に

おいては、第 1、第 2分団が出動し、現場の皆戒

に当たった。

そのほか、各分~I とも術：「l 管轄区域のパトロー

ルを実施、 2月28日まで継続した。また、パトロ

ールの合開をぬって避難所を訪れ、避難者の身の

回りの・111:話や炊き出し、食料潤逹、給水など献身

的な活動を行った。

く水上消防団〉

水J-.tlり防団は、主に地元での巡回パトロールを

行った。ポートアイランド内においては、神戸大

橋の損傷に伴う交通整理、管轄区域内の避難所の

巡回支援を行った。

また、管内で発生した火災にも出動し、懸命の

消火支援を行った。

く兵lIlf．消防団〉

兵hli．消防団は上沢 • 松本地区に第 4 分削、湊川

|llIに第 1分団、笠松通に第 6分団が出動、防火水

槽に部緊し、小型動カポンプから放水するなど、

火災の鍬圧に大きな役割を果たした。

また、地元の利を生かして行方不明者の捜索、

交通整理等に当たった。

く長田消防団〉

長田消防団は地裟発生後から消防団・:fl自ら消防

団員全員を招集、家屋倒壊による人命救助や人命

検索を行い、 391人（うち生存者367人）の生き埋

め者を救出した。

また、人命検索の梢報収集や消火活動をはじめ、

被災者の避難場所への誘舜、避難場所での支援活

動等のさまざまな活動を展開した。
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なお、この地哀により第 3分団及び第 6分団の

詰所が全壊、第 4分団の詰所は全焼した。

京都府弥栄消防団は、 1月18日に小型ショベル

カー及び給水車等で応援に駆け付け、救助活動を

展開した。

＜須磨消防団〉

地震後、須磨消防団の各分団員は、地域の被災

状況に応じて人命救助活動や‘i肖火活動等を梢力的

に行った。

また、混乱による盗難や不審火を防止するため、

パトロールのほか、交通整理（一般車両の通行制

限等）などの市民の安全を確保するための活動を

行った。

さらに、炊き出しや救援物究の搬送などの市民

生活の支援活動も行われ、消防団員は、自らが被

災者であるにもかかわらず、連日、多くの活動を

実施した。

く垂水消防団〉

地裳後発生した火災では、いち早く駆けつけ河

川などに部署して活動に当たり、また、野護線の

設定、交通整理等の活動を行った。

また、垂水消防署の消防隊は他瑞管内へ応援出

動し、残留器備が手博なことに加え、消火栓が使

用できなかったため、垂水消防団は詰所を開設し、

災害発生に備えた。

く北消防団〉

1月17日6時ごろ、北消防団 8個支団の消防団

員は各支団長の召集により、370名が各分団詰所に

参集した。

参集後、管内の晋戒パトロールを最優先し、火

気使用禁止の広報、被害状況の掌握等を行った。

なお、同 l」8時現在においては、北消防団 8個支

団67個分団505名の団員が出動体制を整え、待機し

ていた。

17卜I6時30分、有馬支団 4個分団50名が有馬lll]．

の有馬簡易保険保捉センター従業員寮の倒壊現場

へ出動し、生き埋めになった 4人を消防隊員と合



同で救出した。

17日13時15分、山田支団が梢載車で北消防署の

消防隊員10名を灘消防瑞へ輸送した。

その後の北消防団による消火活動の経緯は次の

とおりであった。

17日16時30分、有野支団 7個分団40名が須磨区

大田町周辺の火災現場へ出動し、消防隊から中継

送水を受け、消火活動を実施した。また、道場支

凶13個分団17名が長田区神楽Ill]周辺の火災現場へ

出動し、京都市消防局消防隊から中継送水を受け、

消火活動を実施した。さらに、長尾支lサ14個分1すI

22名が長田区水笠通周辺の火災現場へ出動し、先

狩の西消防団からホース延長し、消火活動を実施

した。

17日17時、八多支団 7個分団35名は瑣窮区大仕I

町周辺の火災現場へ出動し、消防隊から中継送水

を受け、消火活動を実施した。

17 ti 1811寺、大沢支団 6個分団28名は長1_ll区大橋

町周辺の火災現場へ出動し、 三田市消防本部のi肖

防ポンプ車からホース延長し、 i肖火活動を実施し

tヽ....。

17日18時30分、淡河支団 6個分囲31名は長1:l1区

大栢IIlI周辺の火災現場へ，’I・',動し、河川に部署して

いる消防隊の中椒を支援し、消火活動を実施した。

1月19l=J 9時30分には、有野支団 3個分団18名

は中央区三宮町センター街の火災現場へ出動し、

消火活動の支援を行った。

19 □ 9時30分ごろ、有馬支匝12個分団16名、lll

且1支団 8個分団40名、淡河支団 3個分団15名、八

多支団 3個分団15名、道場支団 3個分団15名は、

それぞれ束灘区住吉束Ill［コープ神戸の火災現場へ

1111,』）J、1主吉川に部署し、 5線放水を実施した。

さらに、北消防団では、長田区へ出動の各隊の

燃料補給のため、燃料搬送を行うとともに、長田

港から数百本の消防ホースを延長して活動してい

た消防隊のホースの破祖を防止するため、交通整

理を実施した。

第2r';t. il'J防機l'M等の対応

これら消火活動のほかにも、北消防団は、北区

内の密戒パトロール、市街地にある消防楷への人

員搬送及ぴ緊急物査搬送、査機材の撤収作業等の

活動を行った。

また、道場、八多、大沢、長尾、上淡河、淡河

の婦人消防隊は、 1月17日から長田消防瑞をはじ

めとする消火 ・救11）］現場へ、おにぎり、豚汁など

の炊き出しを行い、消防隊の後方支援・活動を実施

した。

く西消防団〉

西消防団は、地哀発生から管内の安全及び被宵

状況の把握に尽力した。

午後になって長田方面iの火災が拡大し、緊急事

態になったため、 1月171:l16時30分、西消防団の

玉禅、伊川谷、櫨谷、 押部谷、平野、神出、岩岡

の 7支団から 9個分l:1151名が、表51のとおり長廿l

表51 西消防団における長田管内応援出動支団別一翌表

第 1,'I＇，動 第 2出 JvJ
支 I-ti 名

人員 JI(j,1,j 人 iiIi( 1111) 

支l‘rl長以下 I’,ill支 1:11:I.<
::.1,. i|！支団 今 i-ItI}l: 

6名
,'f IJ].P）|： 

以下 7名

支I-、-rliり以下 jiii 1}f-l. l戎ll:副支 l~tl ±乏
伊川谷支l‘fl脇 班

7名 池」．．班 以 l‘• 17名

管野班 文卜t|」a以7,・ 守谷班 I’,ilj支 I:t|i乏
槌谷支 1寸I

長谷班 7名 池谷 J;JI:以下 11名

支lこり・Lを以下 糸IllIll班 iill支1,tll乏
押部谷支I‘rl木兄砂I:

7名 木幡班 以下］5名

7く 1情班 ・x:1ヽり長以下
芝崎班

I¥ilj支 Iヽt|．ii
平野支 &I

両I-i[l| J)I: 8名 以 f12名

支団長以下
111 JI'Jiif. 

副支l・tl長
神 出 支屈l神納班

9名
山西班

以下 19名
）ぶ谷班

支卜り長以下 赤坂砂|： hilJ支 I‘t|•1乏
岩・|iYil支 HI秋田 Ji)I: 7名 」．．新地到|：以下 18名

＾ 
11 i i•I • 9台 51名 13台 99名

総 計 22台150名

注） 出動時間帯

第 1出動 I / 17 16 : 30-I / 18 I : 00 
第 2出動 I / 17 22 : 00-I / 18 3 : 00 

出典： 「雪」 1995年 4月号神戸市消防局
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消防団管内の応援に向かった。消防団担当班の指

示のもと、長田区の戸崎通地区の消火を実施した。

さらに、同日22時、玉津、伊川谷、櫨谷、押部

谷、平野、神出、岩岡の 7支団から13個分団99名

が、第2応援隊として長田区に向かった。

伊川谷支団が長田区西代プールに部禅。平野一

神出ー玉津一岩岡一押部谷一櫨谷と小型動カボン

プを中継し、120本のホースを延長、長田区戸崎通

に2線放水を実施した。この消防団の消火活動は、

翌18El未明まで続けられた。西消防団活動図は、

図25のとおりである。

また、 1月201：：！以降、玉津、伊川谷、櫨谷、押

部谷、平野、神出、岩IM]の 7支団は、早朝から深

夜まで、支援物査の搬送やため池などの危険地域

のパトロールを行った。

図25 西消防団活動図

●小型動カポンプ配置場所

今回の阪神 ・淡路大哀災による火災では、いた

るところで、懸命に消火活動を続ける消防団員の

姿が見られたが、ここでは、神戸市の北、西消防

団の長田区における具体的な活動内容を紹介する。

その概要は次のとおりである。

＜緊急支団長会議〉

大地震が発生した後すぐに各支団長は、分団

詰所の開設と管轄区域内のパトロールを指示し

た。各分団長等はパ トロール後、詰所で野戒に

入った。木村団長から三宅据長に泣話が入り 、

各支団の被害状況の把握と今後の対応について

協議したいとのことで、支団長会議を開催。そ

の結果、西管内の被害が少ないことが分かり、

団長から西消防団として火災現場への応援出動

大谷町3丁l::I 、、 以/ 県

市立蓮池小学校

山下町3丁目

18本

西代通1丁目

屋敷通3丁目

クベ
出典 ：「雪」 1995年4月号神戸市消防局
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したいとの発言があり、各支団長も了解し、

の旨を槻長から抒防部長へ伝え、

場へ応援出動することが決定した。

こ

長田の火災現

く部薯位賄等〉

各支団長等は出動する班 ・団員を決定し西消

防署に集結、木村l可長以下51名が第 1陣として

出動、長旧消防署に到培した。現場指揮本部か

ら西代プールに部薯し、 戸崎通 ・西代通の消火

活動を命令され現場に向かったが、主要地方道

神戸 ・明石線西行きは阪神高速道路及ぴ国道 2

号線の不通による車両等大渋滞であり、前進す

ることが困難な状態であった。サイレン ・マイ

ク等を使用しても道を開けてくれる車は少なく、

かなりの時IMりを要してやっと西代プールに部署

することができた。

①
 

<i肖火活動等〉

西消防団各支団の小型動カポンプ7台を使

用し、 ホース120本を延長、戸崎通 3丁目の火

災現場北側及び東側に 2線延長し、 i肖火活動

に当たったものであるが、道路は多数陥没し、

歩行するのも困難な状況下であり、各支団辿

携のもと中継送水体制が完了するにはかなり

②
 

の時間を骰やした。

当時の火災の様相は、夜空に阿修羅のごと

＜炎が甜くうずまき、西側及び南側へ我々が

今までに経験したことがない速さで延焼して

いる現場であった。民家の隣にあるペンシル

ピル (5階建）に炎が入ると内部が激しく炎上

し、わずかな時間の間に窓からその数倍の炎

になって、周囲の民家に次々に延焼していく

姿であった。その炎の勢いはまさに我々消防

隊を嘲笑うがごとき速さで西へ西へと延焼し

③
 

ていった。

このような困難な状況下であったが、なん

とか北側及び東側への延焼阻止をしなければ

と各団員達は必死で頑張ったにもかかわらず、

たぴたぴ水圧が低下し、放水が中断した。こ

れはホースが車に礫かれ破裂し、そのたぴに

各団員はホースを交換するのに設碩な時間を

とられ、口惜しい思いをさせられた。このよ

うな状況下にあっても団員の志気は高く、 8 

時間にも及ぶ懸命な消火作業が夜を徹して行

われた。そして、さすがの猛火も 1月18日未

明には収束の方向に向かった（神戸市消防局

広報誌 ［雪」平成 7年 4月号より抜粋）。

(3) 尼崎市消防団

発災後、分団器具即に自主参集した消防団員は、

各方而替防隊長（所轄署長）の指揮のもと、

1日現在、火災出動、倒壊家屋の措附及び特戒、

広報活動、県 ・市災吐：対策本部の支援活動等に車

両延べ948台、人員4,879名が出動した。

く市外応援活動の状況〉

発災後、尼崎市消防団は管内の災害現場に直ち

に出動するとともに相互応援協定に基づき、

17Hから 2月10日までの25El IBJ、被害の甚大であ

った芦屋市等へ車両38台、人員217名が応援出動

し、消防隊とと もに災害現場での消火及ぴ救助活

動並ぴに兵JilI県災害対策本部における救援物査の

3月

1月

盤理、配送準備等の支援活動に従事した。

く女性消防団員の活動〉

尼崎市消防団には、平成 7年 4月 1El現在、 14

名の女性消防団員が所屈しており、そのうち本部

付は 6名、分団付は 8名である。

これらの尼崎市消防団女性消防団員は、今回の

大震災に対し、避難所の炊き出し、救援物査の仕

分け作業等、地域に密狩したポランティア活動を

爽施した。活動の延べ人貝は30名、活動期間は平

成 7年 2月から 4月末までであった。

(4) 西宮市消防団

西宮市内33消防分団の団員は、地震発生ととも

に自発的に詰所などに参集し、消火や救助及ぴ負
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傷者の搬送に従事した。西宮市消防団の活動状況

は表52のとおりである。また、救出活動が一段蕗

した後は、市内全域の給水活動を実施した。

表52 西宮市消防団の活動状況

----出動台数 1，11，似J人員

料i 火 活 動 104台 647人

救 jj)J 活 動 314台 3.328人

tt 1紡者等 搬 送 81人
（負傷者 38人）

（死亡者 43人）

給 水 活 仙
567台

(1 /20-2/20) 
2,191人

西宮市消防局罰ペ

〈発災I]の各分団の主な活動事例〉

西祐；rli消防局では、姦災後西宮市il'i防団分団長

会議において各分団長から報告のあった当時の活

動内容を、「西宮市消防団の 1月17H」と題した活

動記録にまとめている。この活動記録によると、

発災LI当II、西宮市‘iiり防l寸lの各分団長たちは、か

つて経験したことのない事態に直而しながらもil'i

防局及び分1寸l相互の辿携をとり、 ii'j火 ・救助それ

に救護活動に索早 く行動しているのが分かる。こ

の活動記録から、発災l]当l]の各分団長の行動を

紹介する。

〇浜脇分1サI.鈴木治男分団長

阪神西宮駅周辺の倒壊＇求産現場で救出活動

を実施。救出胆器材が不足し、消防局にジャ

ッキを1翡りに行くが、すでに借り出されて何

もなく救出に困難を極めたが、11人を救出し

た。その後、 8時半に発生した戸崎町の火災

に出動、引き続き上甲子園の消火活動を実施

した。

om海分l}|• 尾 l ll一男分団長

発災後すぐさま、与古逍町の倒壊家屋現場

に出動し、 3人救出。その後、消防隊と合同

で市庭IIl]で救出活動し、 14時ごろ女性 1人を

救出した。1611寺ごろ、 戸田町火災を＇此知し出

230 

動、鎖圧後の18時ごろに産所町の倒壊家屋現

場で男性 1人を救出した。

〇安井分団 ・萬國俊治分団長

地震発生直後に発生した神明町の火災現場

に出動。消火作業とともに付近の倒壊家屋現

場で15人を救出し、焼死体 2体を収容した。

鎖圧後、青木IIl-［の火災に出動、周辺で10人を

救出し消防隊と現場交替 し、 当日は 1時過ぎ

まで残火処理を実施した。

〇建石分団・山田茂分団長

車廊前に瓦礫が散在し車両を出動させるの

に苦労した。弓場Ill・［と郷免町．で火災が3件発

生 していた。弓場町 6番の消火活動に当たる

とともに、周辺の倒壊家屋現場から18人を救

出した。け国がほぽ狛ま ったのは昼ごろ。弓

場町の火災鎖｝玉後、郷免町の火災の残火処理

を実施した。

〇芦原分阿 ・中田信一分団長

6時過ぎに分団車）車に行くと、既に団員が

3名ほど集まっていた。出動しようとしたが

エンジンがかからず、近所の人の トラックで

引っ張ってもらいエンジンをかけた。神明町

の火災現場に向かおうとしたが、倒壊家屋か

らの救出要硝者が殺到し各団員の手を引き哀

顛するため、消防車をそのままにし、西福llI).

ほかで10人を救出した。各現場には参集した

団員も加わった。その後、 詰所に戻 りほかの

団員で出動していた宵木）II]の火災現場に向か

った。

〇大社分団 ・住田茂一分団長

広田町の火煙発見、参集途上の消防職具と

協力し、マンションの水槽から放水した。民

家が密集し火勢も強いため、水槽の水だけで

は不足すると考え東川からも取水し、ある程

度火勢を弱めてから現場西に移動し、梢賊し

ていたPP土俵20袋で｝l|の水をせき止め放水

した。途中、燃料がなくなったため灯油40Q 



で代用、ガソリンスタンドで軽油の調達を試

みたが、開いておらず遠方まで探すなど苦胞

した。
し19くがわ

0夙 川分団・仲村勝次分団長

すぐに詰所に行くと、全員が集ま っていた。

車両を車庫から出し火災に備えた。 2班に分

け、阪急の南北地区で救出活動を実施した。

雲井町、殿山町ほかで13人を救出した。倒壊

家屋からの救出は困難を極め、付近住民より

チェンソーを借用し棟木を切り救出した。南

越木岩町では消防隊と合同で 1人救出した。

〇越木岩分団 ・古田公雄分団長

朝から区域内で救出活動を行った。桜町、

樋ノ池、南越木岩、豊楽、菊谷、西平町ほか

で付近住民の協力を得て、また民間のパワー

ショベルを借用し13人を救出した。その後、

消防隊と合同で相生町で 3人を救出した。

〇段上分団 ・横井正義分団長

牒家が密集した地区であり、団員20名中16

名の家が全壊した。団員の隣近所の救出活動

に忙殺されたため、消防車は出ていない。段

上Ill―r1丁目から 6丁目までの倒壊家屋からの

救出は15人を数えた。道路捐壊や通行蹄害が

激しく、救出活動はすべて徒歩で実施した。

夜は報徳学園の消火活動に従事、段上小学校

のプールを使用した。

〇門戸分団・小西康廣分団長

711寺過ぎに門戸岡田町で発生した火災に16

名で出動。参集途上の消防職員と合流し、消

火栓が断水のため四十谷川を倒壊家屋の瓦礫

でせき止め 1棟焼損のみで延焼阻止した。 i肖

火活動中、丸橋町で生き埋め救出要睛が入り、

半数をそちらに向かわせた。昼過ぎに副団長

から上大市地区の被害が甚大で転戦するよう

辿絡が入り、その現場へ出動し 5人を救出し

tヽ-..o 

0上ヶ原分団・山田官分団長

第2猷消防機l対等の対応

団員が各地区に点在しているため、招集後

に各地区の被害情報が即座に収集できた。付

近住民の応援を求め救出活動を実施した。関

西学院の下宿生が多い地域であり、上ヶ原 3

~10番町一帯で、 学生15人、 住民6人を救出

した。

〇下大市分団 ・高木久之分団長

すぐさま団員を招集し、担当区域内の下大

市束 ・西町、甲武台住宅、門前町一帯で救出

活動を実施した。 2階建文化住宅の 1階部分

が軒並みに沿れていたり、 くの字に折れてお

り、活動は困難を極めたが、 15人を救出した。

〇神呪分団 ・中務直一分団長

分団車廊のシャッターが壊れていた。区域

内の生き埋め現場は数多く、倒壊家屋の下か

ら助けを求める声がllllえる所から救出活動を

実施し、神呪、 上甲東園、松願荘一帯で 6人

を救出し、 5人の生存救出に成功したが、 1 

迫体は家族に確認してもら った。

〇上大市分団 •松本俊治分団長

新幹線の架橋が落下 し、全壊家屋が多く 生

き埋めは40人ほど発生した。 1分団のみで地

区内の救出を対応したため、活動は困難を極

めたが、上大市 2丁目を中心に10人を救出し

た。救出道具が無く、金テコ、ロープで行っ

た。消防局や団本部に辿絡し、応援を求めた

かったが、辿絡手段が無かった。

〇今津分且l• 江川駿分団長

6時過ぎには全員が集合していた。周辺現

場の救出活動に団員 5名が出動し、ほかは詰

所で火災に備えた。今津水波、巽、久寿川、

二葉町の 4カ所で生 き埋め情報があり、出動

し、 8人の救出に成功した。その後、上甲子

園の火災現場に出動した。

〇津門分団 ・浅井克己分団長

団員に辿絡し 6時30分ごろ集合した。浜田

町の生き埋め現場に出動し、曙町の 2カ所で
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第 4編誕災時の応怠対策

6人救出した。残りの団員は津門周辺のパト

ロールを実施。その後、津門仁辺町の消火活

動に出動、引き続き消防局より上ヶ原方面の

救出活動出動要睛があったので出動した。救

出後、再ぴ津門仁辺町の再燃火災に出動した。

〇高木分団・古塚貞雄分団長

分団長自身が生き埋めとなった。すぐに招

集のサイレンが1鳩った。 1時間後に救出され、

詰所に赴いたところ団員は全員救出活動のた

め出動していた。牒家の梁は大きいため救出

は困難で、詰所に囲いていたジャッキを活用

した。高木東 ・西町で14人救出した。 7|I寺前

ごろに詰所西側で火災発生したが、事前にボ

ンプ車は戯業用水に部署していたため、慌て

なかったが約400mのホース延長に苦労した。

〇瓦木分団 ・岡本久一分団長

6時ごろ、倒壊家屋の下敷きとなった重症

の女児を消防車で病院搬送。その後、大屋lIII、

瓦林中島Ill.［の倒壊家屋から救出活動を実施、

困難を極めたが 8人を救出した。救出後、甲

子園北町の火災に出動し鎖圧後、無線傍受で

高木西町の火災を詑知し、再び出動した。

〇甲子園口分団 ・浅井正信分団長

JR西宮駅前のビルが倒壊した。 6時ごろに

現場に向かったが途中で救助要硝があり 、な

かなか到牙序できなかった。ピルの北側から出

火したため救出活動している者は、その場に

残し、団員 5人で消火活動に向かった。駅前

の防火水槽を使用。

応援部隊要請のため、団員 1人を消防署に

向かわせたが、応援部隊はすぐには来なかっ

た。その後、消防局より可搬ポンプを梢載し

た軽四輪車が到笞し、防火水槽から新堀川に

水利を変更し放水を続け、夜中の 3時過ぎに

鎖火した。救出は甲子園lゴ、二見町一帯で12

人救出した。

〇上甲子園分団 ・茂木消分団長
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近くで文化住宅が倒壊し 3人ほどで救出活

動を実施、近隣の文化住宅でも要請があり 7

人を救出した。また倒壊した文化住宅より出

火し22時まで消火活動に従事した。断水のた

め、上甲子園中学校横の川に水利部署したが

水がないため、車載のプルーシートで水をせ

き止めて放水した。夜中に再燃したため再出

動した。

〇鳴尾中分団 ・喜田利竹分団長

鳴尾市場南の民家が3軒倒壊したため、半

数の団員で救出に当たった。 2人は生存救出

したが、 3人は死亡していた。その後、 l鳴尾

町 5丁目の文化住宅等で救出活動を実施した。

これらの救出には東、西、小曽根分団から応

援してもらい、合計 7人を救出した。救出後、

消防局の指示により、市民グランドにヘリコ

プターで輸送された」fll消を取りに出動した。

OII，翡尾西分団 ・石野吉英分団長

すぐに副団長の自宅に行き、嗚尾市場南の

救出現場に応援出動。その後、国道43号線南

の1到壊現場に出動し、消防隊と合同で救出活

動を実施し 3人を救出した。その後、消防局

に行くよう指示を受けて赴き、午後からは広

田町 2件の救出現場に出動、 2班に分かれ活

動し、男性と老人夫婦を救出した。ここでも

消防隊と行動を共にし、死亡収容者は病院に

搬送し検死を受け、中央体育館の迫体安貯所

まで搬送した。

〇嗚尾北分団 • 井上義夫分団長

甲子園五番町の火災が発生したため、詰所

に行き招集をかけた。車庫のシャッターがな

かなか開かなかったため、シャッターを壊し

て車を出した。現場では消火栓が使えないた

め、防火水槽に部署し放水した。火勢は屋根

を突き抜け最盛期であった。 2線放水で消火

したが、鎖圧までに時間がかかった。その後、

花園町の救出現場で消防隊と共に活動してい



たが、五番町の火災が再燃したため転戦した。

〇小松分団・永田文政分団長

鳴尾北の応援要請があり、五番町の火災に

出動した。消火活動中に上甲子園 3丁目の火

災が発生し、消防隊の指示で転戦した。

火災鎖圧後、＂島尾署 長の指示で花園町の救出

現場に出動し、消防隊と共に活動した。

〇小曽根分団 ・岸 秋廣分団長

6時50分に嗚尾市場南の救出現場に出動し

1人救助し、その後、国道43号線南の倒壊現

場に出動して引き続き救出活動を実施した。

上甲子園 3丁目の火災に出動、次に甲子園口

北町のビル現場、そして甲子園口 3丁目の救

出現場に出動し、 1人救出した。救出後、清

水町、 二見町の倒壊家屋現場に出動した。

〇鳴尾束分団 ・大石恒夫分団長

区域内は液状化が激しいため、道路の損壊

状況調杏を実施した。終了時に1！切尾市場南の

救出要謂が入り出動、当現場での救出者を車

両で兵廊医大病院まで搬送し、引き続き国道

43号線南の倒壊現場の救出活動の応援をした。

その後の指示を団長に仰いだところ消防局に

集結するよう指示があったため、消防局に到

着。そ こで甲子園口 3丁目へ出動指示を受け

出動し、小曽根分団と合同で作業実施した。

ここでも、 当現場の救出者を兵廊医大病院ま

で搬送した。

0名米分団 ・木田佳文分団長

区域内を巡回し被害状況調査を実施した。

塀の倒壊や屋根瓦の落下があった。負傷者は

いなかったため団員の招集はしなかったが、

昼ごろに団長から消防局に集結するよう指示

があり出動した。消防局の指示により浜脇方

面に出動、消防隊と行動を共にし 2人生存救

出、 3人死亡救出。その後、苦楽園方而の倒

壊現場に出動した。

〇下山口分団 ・作田充分団長

第2蹂消防機1刻等の対応

区域内を巡回し被害状況調査を実施。塀や

灯籠の倒壊があった。消防局からの指示によ

り安井町の倒壊家屋現場に出動し、現場付近

にいた自衛隊と合同で作業実施、梁の下敷き

となっており困難を極めたが、 1人生存救出

した。その後、自衛隊とともに投光器を使用

し付近の検索活動を実施した。

〇上山口分団・上谷良一分団長

すぐさま、幹部に辿絡し 6時30分に27名の

団員招集を完了した。車両で区域内を巡回し、

狭い道は 3~4人が組となり調査を実施した。

通行隙害物件を除去し、 8時に一旦招集を解

き幹部 9人が詰所に残り、山口分署と辿絡を

取り合い、他の団員は自宅待機とした。地域

内の民生委員と辿絡を取り、独りる知らしの老

人宅を訪問し無事を確認した。指示により消

防局に集結し救出現場への出動要請を受けた

が、地理不案内のため消防職員 1人が同乗し、

弓場町、郷免町で 2人、安井町で 2人それぞ

れ救出した。

〇中野分団・北浦治分団長

6時10分に詰所に出動した。団員は自主的

に16人が参集した。午後に団本部に出動し消

防局の指示で江上町、青木町の倒壊家屋現場

に出動した。地理不案内のため消防職員 1人

が同釆し江上IIl]で老女を生存救出、青木町で

2人死亡救出した。

〇船坂分団 ・坂口文孝分団長

6時過ぎに団員 2名とともに区域内を巡回

中、救出要請があり消防隊と合同で活動した

が、救出済みであることを確認した。とりあ

えず給水作業準備にかかり、婦人会に炊き出

しを指示した。本部の指示により消防局に行

く途上、安井町Nマンシ ョンで住民から救出

要請を受け、上山口金仙寺班と共に活動実施。

建設協会 2社の協力を受け 2人を生存救出し

た。あと 1人残っているとの情報を得るも重
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第 4編誕災時の9ib急対策

同時多発火災。西宮市消防団では 「1現場最低 1台」の消火体制で臨まざるを得なかった

機でないと無理であるため、要請するととも

に救出活動を継続したが、重機が調達できず

0時30分関係者と調整の上、到抒した消防隊

にサ1き継いだ。

〇生瀬分団 ・浦入稔団長

分団詰所備え付けのサイレンが使用できな

いため、車両のサイレンで招集した。ガス漏

れが発生していたため、火気使用についての

広報をしながら区域内を巡回した。生瀬東町

で生き埋め発生との報があり出動し、 9時過

ぎに 4人を救出した。その作業中、宝生ヶ丘

でも生き埋めがあるとの情報を得たので、団

員の半分を回して 1人を救出した。その後、

消防局に向かい千歳町の倒壊家屋現場に出動

し、 6カ所の現場で 6人を救出した。

〇名塩分団・家門一男分団長

神社の灯龍が倒れ下敷きになった人がいる

との梢報があり、救出のため出動した。既に

死亡していたが、収容後地域内の巡回を実施

した。午後から本部の要請により消防局に参
しゅくがわ

集、局員 1人が同乗し夙川方面で救出活動を
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実施、救出した女性をポンプ車で病院搬送し

tヽ、-o

(5) 芦屋市消防団

発災後、各分団詰所に自主的に集合した芦屋市

消防団員は、直ちに火災出動、人命救出等現場活

動に当たった。その消火活動記録は、 表53のとお

りである。その後、人命検索、特戒の支援活動に

車両延ぺ42台、人員1,121名が活動した。

(6) 伊丹市消防団

伊丹市消防団は、表54のとおり消火活動、倒壊

家屋からの救出、被害状況の調奔、ガス漏れ智戒、

広報活動、他都市応援等に26隊、 260名が出動し

が
ゞ~゜

消火活動については、 1月17日発生の火災 7件

のうち、消防本部からの指示により 2件の建物火

災に出場し、常備消防と協力して消火した。

救助活動については、 17El発災後の17件の救助

事案のうち、 2件に出場し、救助隊と協力して 4



表53 芦屋市消防各分団の消防活動（消火活動）記録

山手分1"1-1

JJ II 火災No,'J',火楊所
火災 罰 酎＂ll渭
種別 亥Il 時：

l J J 171 I 4 1ii1「IIIAf 建物 18 5 : 56 5 : 58 

JI 6 梢／klllj. 建物 18 6 : 16 7 : 00 

II 10 ) I l Pりlllf 建物 18 7 : 30 8: 30 

l JI 1911 14 六麓荘lllf 建物 17 11 : 24 11 : 26 

籾追分1ヽti

月1」 火災No,'I',火場所
火災

慧
没：知l 出場

枡別 II寺亥I) ll寺亥ll

l JJ 1711 4 1jij IJ I Ill f 建物 14 5 : 56 5 : 58 

II 6 梢水lllf 建物 15 6 : 16 7 : 00 

II 10 JI I西lll]. 建物 18 7 : 30 8: 30 

1 JI 18「l 12 大）Jiilll]． 建物 26 5 : 41 5: 42 

l J J 1911 14 六麓；1i:IIlJ.建物 25 11 : 24 11 : 25 

オl.1, 1'1分1ヽrl

) l l I 火災No出火楊fiJi・ 火災 ,，1’,ii)J 没：知 1111,場
種別 人ii 時亥11 I l寺刻

］月 1711 7 楠Ill ]． 建物 21 6 : 10 10 : 30 

＂ 8 楠lllf 建物 14 10: 20 10 : 22 

I J l 1811 抒戒131iiill」IIIl. 建物 3 15: 05 15 : 08 

l J 11911 14 六麓；！i：町 建物 22 11: 24 ll: 26 

岩似1分団

JI n 火災No,'I,1火場所 火災 閥 尉KII 出場
種別 刻 I lが刻

1月17ll 5 親王塚町 建物 14 6 : 05 6: 08 

＂ 3 束11,111r 建物 7 6 : 10 6 : 11 

1)11811 12 大原lllj. 建物 21 5 : 41 5 : 42 

I J→l 19|」 特戒18親王塚IIIJ 建物 10 9 : 30 9 : 35 

II 14 六麓荘IllJ― 建物 21 11 : 24 11 : 26 

芦屋市消防本部調ペ

第21笠 消ll)j機l対等の対応

到祈
甘liliiI; 経由 使J.11水利 備考II，¥●：亥ll

6 : 13 1,350m 国道 2号 井戸（民間）
途中で火災No
6へ転進

7 : 03 500m 同追 2?,・ 
防火水槽 消火後火災

No27 NolOへ転進

8 : 34 350m 国迅 2号
防火水槽

No27 

11 : 31 2, 775m rli迅
防火水梢

(1勺我短大）

闊虚j 距腐li: 経HI 使川水利 備考

6 : 15 l, 700m 国逍 2号 河川（芦l_tl/I I) 途中で火災No
6へ転進

7 : 03 500m 固道 2号
防火水槽 梢火後火災

No27 NolOへ転辿

8 : 34 350111 国道 2り
防火水槽

No27 

5 : 53 3,900m 市迅 河川（定JIl)

水札＇＼味l't戦水

l l : 30 5, 100m Tli迫
防火水梢
(iu.;届短大）

池（灯龍の池）

到オ(t
距離 経111 使J-11水利 備考

時刻

15: 30 1.980m 国道 2刃・
防火水梢

No25 

10: 30 1,350m 市迅
防火水梢

No25 

15 : 18 1.800m 国道 2り・ 部料せず 放水せず

11 : 35 6.650m 市逍
防火水槽

（芦届短大）

到舒
距離 経由 使用水利 fll1'i 考時刻

6 : 10 550m 市迅
防火水槽

Nol6 

6 : 12 1.350m ii,j逍 河JI!（宮JII) 

5 : 53 500m ili迅 河川（宮｝11)

9 : 38 550m ili追 部料せず

11 : 31 2,200m ,Ii迅
防火水朴1i

（芦出短大）
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表54 伊丹市消防団の活動状況

種 別 日 時 出動場所 活動状況 等 出動分団 人且 備 考

救 助
1 /17 池尻 6丁目 倒壊家座からの救出 池尻(12)

19 活動途中、火災出動
6 : 30~10: 00 木造 2階建住宅 (2人が生 き埋め） 束野(7)

救 助
1 /17 中野北 2丁目 倒壊家屋か らの救出

中野 8 
7 : 45-10: 15 木造 2階建住宅 (2人が生 き埋め）

火 災
1 /17 池尻 6丁目

消火活動、情報収集 束野 7 内慨、天井約10m•焼損
7 : 20~ 8 : 00 耐火10階の 8階

火 災
1 /17 

鋳物師 l丁目
佳Il壊家屋からの出火

大鹿 10 
8 : 30-10 : 30 梢火活動、ガス漏れ特戒

調 ＊ JJ. 1 /17 
分団管轄区域

被害状況の収集
各分団 65 

皆 戒 6 : 30~18 : 30 ガス漏れ晋戒、広報等

昔 戒 1 /18 
分団管轄区域 ガス漏れ晋戒、広報等 各分団 75 

ガス漏出区域の分団

待 機 8 : 00-18 : 30 他の分囲は待機配1Rii

応 援
1 /18 西宮市段上町

飼壊家I品の検索
中野(3)

7 消防ポンプ車 l台
15: 30~18: 10 6丁目 下河原(4)

1 /19 
本部(l)

J心' 援 芦屋市若宮町 倒壊‘家屋の検索 束野(3) 7 梢防ポンプ車 l台
9 : 45~20 : 40 

内 台(3)

1 /20 
本 部(1)

応 援 芦屋市 倒壊家屋の検索 大鹿(3) 7 柑il坊ポンプIII1台
9 :35-19:30 

池 尻(3)

本部(1)

恥一 援
1 /21 

芦届叶j 倒壊家展の検索
中野(2)

7 ifilsJjポンプIIil台
9 : 10~17: 10 下河原(2)

内 台(2)

本部(4)

水 防
1 /21 瑞原 1丁目地先 堤防崩壊による補強 中野(11)

40 常価6隊29名
23 : 30~ 4 : 20 天神川左岸堤防 梢み土俵、シート張工法 大鹿(13)

束野(12)

本部(3)

｝心一 援
1 /28 

芦屋市 飼壊家I至の検索
池尻(2)

8 
指揮車 l台

9 : 05~16: 10 下河原(2) 梢防ポンプIiil台

内 台(1)

延べ出動人且 260名

伊丹市消防局馴ペ

人を救出（うち死亡 3人）した。池尻町で木造 2

階建住宅が倒壊し 2人が生き埋めとなった現場で

は、池尻分団器具廊からlOOm付近と近かったため

池尻分団が出場し、近隣から重機、査機材等を借

用して後から到咎した救助隊と共に 2人を救出

住宅が倒壊し 2人が生き埋めとなった現場では、

救助隊と協力して 2人を救出（うち死亡 1人）し、

救急隊に引き継いだ。

（死亡 2人） した。また、中野北町で木造 2階建
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このほか、17-18日には管内にガス漏れの被害

が多発したため、二次災害防止のため団員による

パトロールを実施するとともに、倒壊による落下



物への皆戒を住民に広報した。

また、 17日に管内の被害状況を調査するため梢

報収集を実施した。

さらに、西宮市土木事務所の要請により、天神

川左岸堤防が地震の被害を受けたため、雨天予報

により堤防を梢み土俵、シート張工法で補強した。

なお、他市応援については、兵即県消防協会の

要睛により西宮市、芦屋市へ応援派逍した。 18日

に西宮市へ 1隊 7名、19~21日、 28日に芦屋市へ

4隊29名、計 5隊36名を応援派追した。

伊丹•Th消防団池尻分団では、倒壊家屋からの救

出活動に当たったが、その模様を克明に記述した

次のような手記が日本t肖防協会に寄せられた。

消防団具の情報を持ち寄ると、（消防分団）ガ

レージ西100mのT・K宅の家屋が倒壊し、 2人

が下敷きになっているという1青報でした。急い

で現場に行って見ると、 1階西側が倒壊して 2

階が、 1階を押しつぶした状態である。

1階で寝ていた夫婦が、下敷きになっている

とのことで救出しようとするが、どこから手を

付けてよいか分からず、とりあえず 2階から入

って声をかけてみたが返答がない。 2階から階

下への降りる道を造るため、床をはがす作業を

始めるが、思うよ うに作業がはかどらない。建

設機材屋でエンジンチェンソーを借 り、ジャッ

キ、のこぎりなどを持ち寄り作業する。数時間

が経ち、やっと御主人の足が見えた。

しかし、体が建物と柱の間にはさまっていて

なかなか救出できない。作業中、大きな余設が

あり幣いて、みんな急いで家の外に飛ぴ出る。

余震がおさまって作業を再開し、数時間が経過

しやっと救出するが、もう亡くなっていた。

次に、奥さんの救出に着手したが、機械なし

ではどうにも手の付けようのない状態で、近く

の水道工事屋から、パックホーを借り 、道を造

り救出を再開する。その時、消防局のレスキュ

第2窃消防機l対等の対応

ー隊が到着し、合同で作業をする。数時間後、

奥さんを救出するが、同様に亡くなっていた。

たくさんの人の救出作業にもかかわらず、 2 

人の迫体を見ると、非常に残念であった。数十

秒間の間に 2人の命を蒋った地裟がこれほど恐

ろしいものだと、今さらながら痛感した。

この日は、阪神間に住む人にとって忘れるこ

とのできない、忘れてはならない日となった。

日本、外国にとっても、震災の恐ろしさを改め

て認識し、防災という 言策の意味、重さを考え

させられた日になったと思った。

(7) 宝塚市消防団

1月17日発生の火災4件のうち、消防本部から

の指示により 2件に出場し、常備消防と協力して

消火した。

南ひばりガ丘での火災は、活動の必要なく鎖火

した。消荒神町での専用住宅 2棟計170m'を全焼し

た火災では、団車両（ポンプ車） 3台、団員20名

が出場した。 1台は放水し、 2台は消火栓不能に

より近隣のため池に部署し、消防隊及び団のポン

プ車に中継送水したため、延焼は最小限に食い止

められた。付近は神社の参逍で木造家屋がひしめ

き合っていたため、それらの損壊で消防車がすぐ

に近づけない状況であり、 一歩間違えば大火にな

る火災であった。

救助活動については、 17日発災後の51件の救助

事案のうち 9件に出場し、救助隊と協力して17人

（うち死亡 2人）を救出した。また、迫体の安附

場所への搬送にも協力した。

このほか、 17日には管内にガス漏れの被害が多

発したため、 二次災害防止のため団員によるパト

ロールや広報を実施した。

宝塚市の消防団員は、消防団長の指揮のもと、

1月17日18時40分までに、火災出動 2件、救助出

動 9件のほか、智戒出動及ぴ広報活動各 1件の災
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害活動のため、車両延べ13台、団員延べ64名が出

動した。さらに、 1月17Elの発災以後、 2月12日

までの間に、芦屋市と西宮市へ応援活動のため車

両延べ21台、団員延ぺ90名、また市内避難場所へ

の支援物査配付活動のため車両延ぺ 2台、団員延

べ10名が出動した。市内出動と合わせて、総出動

車両は延べ36台、総出動団員は延べ164名に達し

tヽ~o 

なお、相互応援協定に基づく市外応援活動の状

況は表55のとおりである。

表55 宝塚市の市外応援活動

市
17n 18R 19B 20B 2113 28U 計

隊 別 轟：人翡：人翡A翡A閏i人轟吠翡：人}} ll ：員 ';J.L↓ , .：只、—, '：只" ’： 以‘一’’ ’:t’一’l '： 以,., 

消防隊 1: 4 l: 4 2 8 
,I.,_=9 . 

救急隊 1: 3 I! 3 I j 3 3 9 

届 救助隊 1: 4 l : 4 l ; 4 3 12 

市
ii'i防団 f 14 7¥32 4: 16 3: 9 3: 14 20: 85 

4ヽ，汁 1 I 4 (18 9¥39 6!23 5[ 16 r 14 28 : 1 14 

洒
ifi防隊 3: 11 3 : ll 

救急隊 1: 3 I: 3 
古中

il'il}j団 I] 5 11 5 

市
．．． 

小 計 5)9 51 19 

A ロ 計・ 6!23 4] 18 9¥39 6:23 5 ; 16 3)4 33 I 133 

注） 平成 7年 1月17日5時46分から平成7年 1月28日
まで鯛ペ

宝塚市消防本部調ペ

(8) 川西市消防団

1月17日発災直後の同時多発火災 31牛のうち、

消防本部からの指示により 2件に出場し、 ',it1iliii肖

防と協力して消火した。

救助活動については、発災後の12件の救11カ事案

のうち、 9件に出場し、救11カ隊と協力して16人を

救出した。

このほか、管内にガス漏れの被害が多発したた

め、 二次災轡防止のため団員によるバトロールを

実施するとともに、ガス漏れによる避難指示の出
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ている地域において団員が住民の避難誘•的を実施

した。ガス漏れによる皆戒は、 17日から31日まで

実施された。

また、危険箇所の応急処理として倒壊危険家屋

の建物にピニールシートを被せるなどの活動及び

バトロールを実施した。

女性消防団員（第11分団「チェリーファイアー」）

は、各団員ごとに避難所での炊き出しなどの活動

に従事した。

出動人員は、表56のとおり 、車両66台、人員515

名であった。

表56 川西市消防団の活動概要

＼ 車両 人 il 活動内容

17 H 21台 135名 火災 ・救llJJ・智戒

18 H 5台 21名 秤戒 • 他 1|i応援

19 II 3台 18名 抒）成

20-3113 37台 341名
辟）成 ・ 巡祝 • 他市応援 ・

危険1ltl所）必急処樅

介 itI ・ 66台 515名

川西市消防本部調ペ

なお、他市応援については、兵hl［県消防協会の

要開により、 18Elに西邑布へ車両 l台 ・人員6名、

25 Elに芦屋市へ車両 6台 ・人具28名、存1車両 7台、

人員34名を応援派造した。

(9) 明石市消防団

明石市消防団では、発災後、表57のとおり消火

活動、皆戒、屋根のシート張り及ぴ兵nlて県泊防学

校等における救援物査の仕分け作業などに延ペ

1,529名が活動を行った。

特に屋根のシート張りに1秘lしては、ポランテ ィ

ア活動隊を編成し、術齢者家庭、ll欧害者並ぴに母

子家庭を対象に 1月末まで救援活動を行った。最

終的には110件の要睛があり、 547名の団員が作業

に当たった。
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表57 明石市消防団の活動状況

火災 • 特戒 屋根のシート張り 救援物査整理活動 ＾ ロ

計・

月 日 出動 出動 延ペ 出動 出動 延ペ 出動
件数 人員 人員 件数 人只 人員 件数

1 17 103 243 504 

18 21 89 89 

19 10 44 44 

20 10 43 43 

21 12 50 50 1 

22 15 55 55 1 

23 5 20 20 

24 5 18 26 

25 22 25 101 

26 24 23 133 

27 13 28 75 

28 18 19 75 

29 28 39 137 

2 25 1 

合 計 176 544 805 llO 152 547 3 

明石市消防本部調ペ

,,. j 

-―て，．“”'戸二•-9,’1

明石市消防団ではポランティア活動隊を編成、活動は 1

月末まで続いた

(10) 津名町消防団

津名町の消防団員は、地裟発生とともにサイレ

出動
人具

26 

36 

115 

177 

延ペ 出動 出動 延ペ 備 考

人員 件数 人共 人員

103 243 504 

21 89 89 

10 44 44 

10 43 43 

26 13 76 76 県消防学校

36 16 91 91 県消防学校

5 20 20 

5 18 26 

22 25 101 

24 23 133 

13 28 75 

18 19 75 

28 39 137 

115 1 115 115 グリーンピア三木

177 289 873 1,529 

ンにより招集され、表58のとおり 、人命救助、負

傷者搬送、避難誘袢等の活動を実施した。

発災日の各分団の主な救Jl）］活動事例は、次のと

おりである。

● 家屋が全壊し 3人が下敷きになっている現

場では、他地区からの応援（大町、中田分団

員）も来ており、 1協力して救出に当たった。

当初は手作業で倒壊部分を除去し 2人を無事

救出したが、残りの 1人がいると思われる部

分は匪機が必要であり、機械が到着するのを

待って救出を試みたが、救出後死亡した。 3

名を救出するのに約 2時間かかった。

● 2階建て家屋の全壊により 1階にいた居住

者 1人が埋まってしまった。声をかけるが返

答がなく、寝ていた部屋を聞き出し、上部の

瓦礫をパックホー 2台、ショベルカー 1台を

使って少しずつ取り出した。 2階部分を撤去

するのに時間がかかり、他地区分団と協力し

てようやく救助したが、既に死亡していた。

● 壊れた家の梁の間に隙間ができ、その中で
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表58 津名町消防団の活動状況

活 動 内 容 活動期間 延ぺ出動人員（名） 延ぺ出動車両（台）

人命救JJ)J・負傷者搬送 ・避難誘祁
1月17日 346 19 

救出者 26カ所 32名

夜間晋戒 1月17R-3月21日 570 99 

倒壊家展解体撤去時の交通規制 1)寸19Fl ~ 1 H 24 13 30 12 

緊急、ため池パトロール 1月22FI

被省状況報告 （第 1報） 1月17日

単身者（独居老人）の安否確認 ＂ 
生活道路（軽咀通行可）の確保 ＂ 
住家出入口の確保 ＂ 
老人宅等屈根にプルーシート張り ＂ 
津名町調ペ

救出を待っていた状態であった。団員 4名と

近所の 5、 6人により 、すべて手作業で屋根

瓦を除け、天井板を破り約 2時間で救出でき

た。暗間の中での作業であったため投光器と、

梁を撤去するため太いロープを使用して救出

重機の威力は大きかった
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60 15 

全分団

＂ 
生穂中隊他

＂ 
塩田中隊他

した。

● 家屋全壊により 1人が、崩れ落ちた瓦礫

（梁）の下に埋まってしまった。瓦礫を撤去

して無事救出したが、梁が体の上部に当たっ

ていたので救助するのに手間がかかった。 1本

←ァ



の下の瓦礫を撤去し、大きな梁は10名程度で

は持ち上がらなかったので、車のジャッキを

利用して梁を持ち上げ、足を少しずつ手前に

引きながら救出した。

● 6時に分団詰所に集合し、一部は役場へ、

残りの団員は地元の被災状況の把握と独居者

の安否確認を行う。先発隊は役場到者後、家

屋倒壊現場から1人を救出する。被災確認を

終えた後続隊と合流し、分団詰所前の生き埋

め現場で佐野 ・大町分団と協力して救出する

も、後に死亡した。

(11) 北淡町消防団

北淡町では、常備の消防職員はわずか12名のた

め、 560名余の消防団員が中心となって、多数の倒

壊家屋現場へ出動し、住民の救助活動に当たると

ともに、行方不明者の検索活動や消火活動及ぴ被

淡路島で最大の被害を受けた北淡町

第 2f;t. il'J防機l渕等の対応

災家屋のプロパンガスの元栓を締めて回るなどの

防火活動を行った。

さらに、倒壊家屋の被害調査、避難所住民への

飲料水の供給や、救援物査の受入れ及び物査の住

民への配付等、幅広く災害防除活動に従事した。

姦源地の淡路島北淡町は、消防団員が中心とな

って予期せぬ大災害に立ち向かい、多くの人命の

救助、救出など、住民の安全確保に身を挺して活

動したが、その一端を1995年 3月7日付けの読売

新聞の記事より追ってみることとする。

く北淡町消防団「どの家にだれがいて、 どの部

屋に寝ているかまで知り尽くしていた」より〉

誕源地の淡路島北淡町では、激設から数分後

の、けたたましいサイ レンが町中に孵きわたっ

た。人口 1万1,000人足らずのうち565名の消防

団員と、OBたちが一斉に始動する合図だった。

団員たちは一件だけ発生した火災現場や、倒壊
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した民家へ走り 、家族や近所の1主民と協力して

消火、救助活動に取りかかった。別の団員はガ

スの元栓を締めて回る班を編成、ある団旦は器

具庫にあるスコップでは歯が立たないとみるや、

建築業者を探し当て、電動のこぎりを調達して

倒壊家屋に立ち向かった。

同IIITでは、1,014軒の家屋が倒壊、 38人が死亡

した。野島正夫福ll団長は「団員が何人動き回っ

ても、あの惨状では本当に少なく兄えた」と歯

がゆさを表明する。淡路島の 1市10町で作る淡

路広域消防事務組合の北淡出張所の当直員は 4

人。非常招集で駆けつけた所員を合わせても12

人の小世帯だ。洲本市の消防本部は 「北淡町に

被害が集中しているという認識がなかった」（当

時の当直員） ．．．．．． （中略）

兵lIli県庁や出先の淡路県民局 (i州本）との辿

絡もつかず、小久保正雄町長が自衛隊の派造を

!I，!・に要訥する決断をした午前 6時20分から、県

に辿絡がつくまで 2時間半が経過した。「孤立」

のなかで柄闘した消防団員。同町職員で梢防団

担当の宮本係長は 「犠牲者も多かったが、地元

を守るのが消防団の使命という謡識が、 一人で

も多くのII「［民の命を救おうとした」と話す。そ

して「どの家にだれがいて、どの部屋に衷てい

るかまで知り尽くし、だれの家にどんな器具が

あるかまでわかっている町だからこそできたの

では」と、振り返る。

(12) 一宮町消防団

地震発生後、 一宮町の消防団員は自発的に詰所

などに参集し、救助活動を実施した。

発災日の各分団の主な救助活動事例は、次のと

おりである。

● 1階で就寝中、地裟により 2階が崩壊し生

き埋めとなったが、仏坦を取り除き 1人を無

事救出した。仏培が生き埋め者の命を守った。
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● 2階建長屋住宅の 1階部分で生き埋めにな

った 1人を、車用ジャッキ、ノコギリ、バー

ル等で瓦疎を少しずつ取り除き無事救出した。

団員のワゴン車を待機させ、ふとん、毛布等

で包みワゴン車に寝かせて病院へ搬送した。

● 2階建店舗兼住宅の 1階部分が押しつぶさ

れ、 1階で寝ていた夫婦が閉じ込められたが、

主人は自力il見出し、近隣に救出を要硝した。

近隣の 5名が声のする所を捜索し、家屋の西

側部分より場所を確認。家具を移動し、 2階

の性、床部を取り除き、 1階の天井をめくり

上げたところ同人を確認できた。だが、まだ

天井部分の梁が身体の一部に釆っていて、運

び出すことができないためノコギ リで木材を

切り落とし、ジャッキで空間を作り無事救出

した。

● 2階建家屋の 1階部分に哀ていた人が下敷

きになった。本人は外からは確認できないが、

応答できる状態であった。直ちに特察へ応援

を求め、駆け付けた替察署員数名とともに約

1時間後に無事救出した。

● 班長以下 5名で倒壊現場へ救出に向かった

が、家屋が全壊しており手間取った。 911寺過

ぎに江井消防団、役場職員などが手助けに来

てくれてようやく救出することができたが、

夫婦ともに死亡していた。

(13) 東浦町消防団

束浦町消防団では、各分団の幹部団員を中心に

3~5名の班を編成して梢報収集に当たるととも

に、救出活動を開始した。救出事例は 1件のみ、

火災は 0件であった。

このほか、瓦礫の撤去作業、危険物保有施設等

に対しての巡匝l普戒、消防車による広報活動、た

め池の排水作業等を実施した。

ため池の排水作業は、堤体が陥没したため池で



湧水が生じて増水し危険な状態となっているとの

報告があったため、実施されたものである。土を

盛り、ビニールシートを掛けて崩壊を防ぎ、パイ

プ配管をして強制的に排水されるよう工夫したた

め決壊を免れ、 二次災害を防いだ。

＜救出事例〉

倒壊した家屋から自力で）l見出できた人、家族

や隣人の手を借りながら脱出する 人等、次々と

住民の無事を確認していくなか、倒壊家屋の側

で「お婆さんが生き埋めになっているので助け

て」という声が聞こえてきた。

助けを求めていたのは52歳の婦人で、「中で86

歳のお婆さんがタンスの下敷きになっていて動

けない」とのことであった。このため、ほかの

団員に辿絡をとるとともに、隙間から頭を突っ

込み声をかけ励ましながら、屋根瓦を排除し桟

木をめくる作業を開始した。ぞくぞくと集結し

た団員や近隣の住民らの協力も加わり、迅速な

行動により無事救出された。下腿部圧迫とJj要部

の傷及ぴ精神的ショックから煎傷を負ったが、

幸い一命にかかわるまでには至らなかった。

二次災害防止のため、ため池の水を排出する消防団員

第23:i il'i防機関等の対応

(14) 五色町消防団

五色町消防団では、表59のとおり、倒壊建物の

撤去作業のほか、ため池減水作業、皆戒活動等を

実施、 1月17日から 3月11日までの間に延べ605名

が出動した。

五色Ill]では、 ACT（淡路五色ケープルテレピ）

が3,100・世帯 (95%）に普及しており 、映1象・文字

放送 (2ch)及ぴ家庭用拡声器（鼈話機と一緒に

設置）でACT自主放送番組等による呼ぴかけなど

を行い、 ACTケープル使用の電話で情報収集を行

った。

表59 五色町消防団の活動状況

月 El 汁'， 動 内 容 人 員

1月17H 智 戒 13 

II 倒壊建物撤去作業（，島飼） 18 

” 一宮町救助応扱 20 

1月18「l 秤 戒 13 

＂ 倒壊建物撤去作業（都志） 15 

1月19El 晋 戒 13 

1月20日 ” 6 

1月211] ＂ 6 

1月22FI ため池滅水作業及ぴ晋戒 157 

1月23El ＂ 157 

1月24-281:l 晋戒（焼却） (5名X5 13) 25 

1月29-31Fl ＂ (3名X3日） ， 
2月1~ 4日 ＂ 

(5名X4 El) 20 

2月5日 ” 
4 

2月6l°l ＂ 3 

2月7~ 9 Fl ＂ 
(4名X3日） 12 

2月10El ＂ 8 

2月11~28H ” (4名X1813) 72 

3月1H II 4 

3月2~llEI ＂ (3名XlO日） 30 

＾ ロ

計 605 

五色町鯛ペ

(15) 豊中市消防団

1月17日に豊中市内で発生した火災 4件のうち

2件及び18日の建物火災 1件の計 3件に、車両 5

台、団員42名が出場し、常備消防と協力の上、配

備のポンプ車により放水して消火した。
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救助活動については、発災後の12件の救助事案

のうち 2件に出場、うち 1件は救助隊と協力して

救出した。また、大池分団がパトロール中に、木

造平屋建住居が崩壊し下敷きになった78歳の女性

を、団員 6名による人海戦術で20-30分前後で救

出した。しかし、既にDOA（心肺機能停止状態）

のため、団員によるCPR（心肺蘇生法）を救助隊

が到許するまでの間実施したが、残念ながら病院

において死亡が確認された。

このほか、管内にガス濁れの被害が多発したた

め、団員によるパトロールを実施するとともに、

倒壊の危険性がある建物に避難指示が出されたた

め、住民の避難誘禅を行った。また、管内の被害

状況の情報収集のほか、危険箇所の調査など巡回

皆備も実施した。

出動人員は、 17日が236名、以降26日までに32

名、計268名が活動した。

3 消防団員の公務災害等

今回の大姦災は、危険な災害現場での活動が長

期化したため、消防団員の負偏も絶えなかった。

1月26日未明、神戸市灘消防団第 2分団の団員

加久幾康部長 (50歳）が、消防団活動の後、心筋

こうそくで亡くなった。

1月17日の地誕のあと、加久部長はすぐに消防

団員として消火活動や救助活動に当たった。自宅

が全焼し、経営している米穀店が全壊したにもか

表60 地震による神戸市各消防団員の死亡、負傷者

団 名 束灘 灘 昨 合 生田 兵 Pli.

死 亡 1 (1) 

煎 症

中等症 3 (1) 1 

軽 症 4 (2) 2 (1) 2 1 2 

A rI 舒1・ 4 (2) 6 (3) 2 2 2 

注） （ ）内は、消防団活動に伴う公務災害の人数で、内数。

神戸市消防局調ペ
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北

危険な現場での活動のため負偽する者も絶えなかった

かわらず、 25日まで不眠不休で作業を続けていた。

26日1時過ぎ、家族が避難していた親類宅で仮眠

中、うなり声を上げて意識を失い、病院に運ばれ

たが、間もなく死亡した。

このほか、消防団活動に伴う公務災害では、 6 

名の負傷者（中等症2名、軽症4名）があった。

なお、地誕による神戸市消防団員の死亡、負傷

者は表60のとおりである。

また、この激甚の被害のなかで、消防団員は地

長田 須庖 垂水 西 水上 合計

1 2 (1) 

1 1 

2 (1) 1 7(2) 

1 1 (1) 1 14(4) 

1 3 (1) 2 (1) 2 24(7) 
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表61 神戸市各消防団員の家族（配偶者、一親等）の死亡者

団 名！東灘 i灘|1年合 l{|：：川 l兵）］t|北 1長 田 1クHi必 I垂／" I 西 I 水」—. l合計

人数 8
 

2
 

4
 

14 

神戸市消防局鯛ペ

表62 神戸市各消防団口の住家の被害状況

団 名 束灘 灘 昨 合 生 l11 兵 Jili 北 長 1]」 須 l料 垂 水 西 水上 ^ 口 "111． 

全壊 ・焼 56 46 20 12 32 4 82 36 3 14 10 315 

半壊 ・焼 25 24 21 18 38 47 16 38 20 110 ， 366 
一部損壊 26 22 34 35 45 107 36 32 55 663 10 1,065 

＾ ロ

計・ 107 92 75 65 115 158 134 106 78 787 29 l, 746 

注） 一部損壊には、部分焼及び消火による水1月を含む。

神戸市消防局調ペ

姦発生後直ちに自発的に非常参集し、消火 ・救助

活動等に長期間当たったが、消防団員の自らの家

族・住家も多大な被害を受けた。神戸市消防局で

は、この被害状況を表61、表62のようにまとめて

いる。

4 消防団の要望調査

神戸市消防局では、市街地の各消防団63分団を

対象に、今回の地震の災害活動を通じての要望調

査を実施した。その結果は次のとおりである。

く消防団施設〉

「市骰による消防団詰所等の整備」について35

分団、「地元所有の詰所等の修理骰、運営1~tに対す

る助成制度」については 2分団がそれぞれ要望し

ている。

く組織、権限〉

組織については、 25分団が「分団、本団、消防

署の辿絡体制を整備し、消防団として組織的な活

動が実施できる体制づくり」を要望している。 ま

た、 2分団が「このような大誕災時には、消防団

員にも道路交通法に定める特察肖の権限付与」を

要望している。

く消防13・1員数等〉

21分団が「分13国の削強」を要望しており、 6

分団が「現在の分団員数でよい」と答えている。

なお、 2分団が「百年9松の入団促辿対策の実施」、

1分団が 「消防団員の住所要件の廃止」を要望し

ている。

〈査機材〉

各分団が配骰を要望している主な査機材は表63

のとおりである。

表63 神戸市内消防団が配箇を要望している主な資機材

品 名 分団数 品 名 分BI数 ロ 名 分~I数 品 名 分ljl数111:1 

車 両
ポンプ車

6 
辿絡用車両

5 
パイク

2 
梢載車 搬送用車両 自転車

通 信 携瑚屯話 12 トランシーパー 11 携幣無線機 10 ファック ス 8 

小型ポンプ 18 強カライト 16 合図灯 14 発屯機 12 

各 種 トランジスクメガホン 8 チェンソー 17 ノ<-Iレ 14 ジャッキ 8 

査機材 スコップ 6 のこぎり 5 ノヽ ンマー 4 筒易担架 3 

安全靴 14 革手袋 12 防火衣 5 防眼マスク 2 

神戸市消防局鯛ぺ
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く研修、訓純〉

今までの研修、訓練の有効性についての問いで

は、10分団が 「有効」と答えた一方で、 9分団が

「無効」と答えている。

訓練内容については、「現在の研修内容でよい」

と答えたのは 3分団にとどまり、 16分団が「消火、

救助等実戦的な訓練の実施」を要望している。

なお、 2分団が 「怪我に対する応急手当」の訓

練への森入を要望している。また「災害時におけ

る消防団活動マニュアルの作成」(2分団）、「地域

の各種団体との合同訓練」(1分団）といった要望

もあった。

くその他〉

その他の要望は、次のとおりである。

●耐設性貯水槽の整備 (7分団）

●河川、 海岸に吸管投入設備の配箇 (4分団）

●一般市民でもすぐに使える防火用水の配骰 (3

分団）

●団員のマイカーを救援物査の搬送に使用する場

合の通行許可証の発行 (1分1卦）

●団服が倒壊した家屋から出せないので、消防団

員であることが分かる措附くこれについては、

市街地の全消防団員に腕章を配付〉(1分団）

●活動が長期間となり、停地、断水のため‘i先泄が

できないので、作業服の沿替えの配布(1分団）

●救助活動中、ヘリコプターの飛行禁止(1分団）

●分団に非常食料、飲料水の備蓄 (1分団）

●災害時、市民に行し出すのこぎり、バール、ス

コップ等の査機材及ぴ保管する物樹、棚の設附

(1分団）
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第 3 国及び他都市消防等の

活動状況

自治省消防庁においては、地震発生当日の 8時

50分以降、兵廊県に対して「消防組織法第24条の

3」に基づく他県からの応援要請について数次に

わたり辿絡をとった。また、並行して関係都逍府

県に応援出動を打診するとともに出動準備を指示

したところ、 10時に兵庫県から消防庁に対し応援

の要睛があった。

消防庁ではこれを受けて、大都市消防本部、兵

庫県以外の府県下の消防本部に対し出動を要請し、

順次その対象を拡大していった。この結果、 1311寺

40分、大阪市消防局10隊50名が長田区に到老tした

のを皮切りに、以降24時までに陸上部隊約170隊約

900名が到舒した。

翌 1月18日にも約1,000名が到着し、251:1までに

2,000名以上の応援体制を維持した。その後、徐々

に体制を縮小しながら 3月末まで応援を実施した

結果、41都道府県、451消防本部から延べ 3万2,400

名の消防職員が応援活動を実施した。

また、普察庁及ぴ海上保安庁においては、都道

府県智察、各管区海上保安本部等に応援活動を要

請又は指示し、防術庁においては、各方面隊に災

害派造を命じ、全国各地から応援部隊が派辿され

てきた。さらに、スイス、フランスの救助隊、捜

索犬、イギリスの救助隊といった外国からの救助

隊も救出活動の応援のため、現地に入り活発な活

動を行った。

このほか、企業自衛消防隊や自主防災組織によ

る消火活動や、多くの団体、企業、個人による物

心両而にわたるポランティア活動が実施された。

応援消防隊

応援消防隊による活動は、次のとおり実施された。



(1) 他都市応援隊の出動

神戸市では 1月17日9時40分、神戸市消防局消

防機動隊から、「火災は市街地全域で20数件炎上

中。家屋等の破壊は、全市域にわたるも東部方面

が広範囲」との被災状況報告が神戸市消防局本部

指揮所に入り、消防局長は消防広域応援要睛等を

決断した。

9時50分、神戸市消防局長は神戸市長に対して

消防広域応援及ぴ自衛隊の応援要謂を進言。

10時、神戸市長は兵廊県知事に対して消防広域

応援の要梢を行った。

直ちに、束京消防庁、名古屋市消防局、広島市

消防局から応援の辿絡が本部指揮所に入った。横

浜市消防局、川崎市消防局、京都市消防局からへ

リコプター各 1機出動した旨辿絡が次々入った。

その後、続々と応援消防隊が神戸市に駆け付け、

1月17日24時現在で、ポンプ車が182台860名、ヘ

リコプターが9機52名となった。

また、神戸市以外でも西宮市では 1月17日から

19日までの 31:1間、延べ18消防本部、 4消防団、

車両35台、人員139名の応援を受けた。芦屋市では

17日から 2月10日まで、延べ12消防本部、 6消防

団、車両230台、人員1,146名の応援を受けた。

(2) 他都市応援隊の活動

他都市応援隊は、消防本部から指定された消防

署で救急、救助、消火活動、物査搬送等の業務に

当たった。

図26のように他都市応援隊は、地裳発生当初は

主 としてポンプ車、タンク車部隊及ぴ救助隊が多

数投入され、火災鎖静化とともに、救助隊及び救

急隊が多数投入され、懸命の消防活動が展開され

た。また、消火栓断水に伴う水利不足が予想され

たため、タンク車なども多数投入された。

特に兵廊、長田、須磨管内等の火災現場では、

長距離にわたりホース延長、 転戦を重ねて、懸命

の消火活動を繰り広げた。

第23:t il'i防機I~等の対応

図26 他都市応援隊の日別車両台数
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出典： 「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

また、多数の生き埋め者の発生した現場では、

一人でも多くの市民を救出しようと懸命の救出活

動が展開された。救急活動においても、病院から

の多数の転院搬送要請があり、応援隊の救急車に

負うところが多かった。

(3) 応援消防隊への指揮統制

非常招集した職員で編成した臨時部隊を順次出

動させるとともに、 9時50分、消防広域応援が要

硝された後、全国から次々と応援消防隊が神戸に

駆け付けた。

本部指揮所では、市役所24階から観察した災害

状況、監視カメラからの映保、消防隊の無線、テ

レビ放送の映似等を碁に、次の地城に重点を晋き、

応援隊の投入を行った。
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応援隊投入重点地区

<i肖火活動〉

長田区、須磨区、兵1車区

（炎上地域の水利の確保）

＜救助活動〉

(1) 長田区、兵廊区、須磨区

（延焼前の早期救出・西市民病院倒壊）

(2) 中央区、灘区、東灘区

（家屋倒壊地区の救出）

＜救急活動）

長田区 （倒壊した病院からの転院搬送）

全国の消防本部が応援要請に応じ、速やかに応

援に駆け付けたが、全国から集結するため、いつ、

どこの隊が、どのくらいの人員で応援に来るのか、

把握ができない状態であった。応援隊を把握でき

たのは応援隊が到舒してからとなるため、他都市

応援隊の指揮については、一度、醤防課が装備、

人員を把握したうえで災害の状況に応じて各署へ

全国451消防本部から応援隊が兵庫県に入った
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投入するという方法で対応した。

他都市消防隊に対しては、神戸市役所3号館前

を渠結場所とし、各消防署まで誘•森を行った。し

かし阪神高速道路神戸線が倒壊し、東西に走る幹

線道路（第 2神明逍路、国道 2号線、国道43号線）

は、避難や救護に向かう自動車などで渋滞してい

た。これにより、全国からの応援隊の到粒は予定

よりも大幅に遅れたため、事前に無線で連絡が入

った隊については直接、指定した消防署へ向かっ

てもらう場合もあった。災害現場の出動について

は、各消防戦でそれぞれ指示することとなった。

消防署に到莉した応援隊は、所轄消防砦長の指

揮下に入り、次の配附方針に基づき、担当現場を

指定され消防活動に当たった。ただし、消防署で

は、他都市応援隊の活動する災害現場を指定する

ことしかできなかったため、各災害現場では、そ

れぞれの応援隊が独自の指揮により活動を行う場

合もあった。
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現場配四方針

人命 （多数）危険方面(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

延焼危険度の大なる方面

延焼阻止線（避難所 ・福祉・医療施設）

水利不足方面

分散配罰後の手薄方面

他都市応援隊の人員推移状況は図27のとおりで

ある。 1月20日、応援隊は、 506隊2,434名と最大

となり 、その後徐々に応援体制を縮小 しながら 3

月末までに、 41都道府県、451消防本部、延べ7,602

隊、車両7,628台、約 3万2,400名の消防職員が応

援活動を実施した。

図27 神戸市消防局における他都市応援隊の人員推移
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出典 ：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局
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自衛隊

自衛隊による応援活動は次のとおり実施された。

(1) 初動時の対応

陸上自衛隊では第 3師団において、 1月17日6

時30分、伊丹特察署との情報交換により、同師団

第36普通科連隊が直ちに隊員招集し、出動準備を

行った。

さらに、中部方面総監部が第 3種非常勤務態勢

（全員）に移行した。

7時14分、中部方面航空隊が偵察機による現場

状況の把握を実施するとともに、第36普通科辿隊

が伊丹市に 7時35分48名、西宮市に 8時20分206

名、それぞれ派造を行った。

また、陸上自衛隊第 3特科辿隊 （姫路）も 6時

45分の梢報交換により 、隊員招集し、出動準備を

始めた。

そうしたなか、第3特科辿隊から神戸市災害対

策本部事務局への連絡が8時10分に通じ、被害状

況の照会と兵廊県庁へ向けて辿絡要員を派逍した

旨の連絡を行った。

これに対し、兵庫県からは、「 7時に災害対策本

部を設散した。被害の全容は不明であるが、大災

害である。支援を依頼することになる」旨の回答

を得た。

海上自衛隊では、輸送艦「ゆら」、護衛艦「とか

ち」が9時40分から同50分の間に広島県呉港を出

港した。また、航空自衛隊では、 9時33分に救援

機、愉送機等の待機、出動準備を整えた。

自衛隊は10時に兵庫県の派逍要睛を受けたこと

に伴い、陸上自衛隊第 3特科連隊（姫路）が10時

15分に出動し、神戸市では13時10分215名が、淡路

島内では16時35分85名が救助活動を開始した。

陸上自衛隊第36普通科連隊（伊丹）は、芦屋市

に15時45分に出動し、 118名が救助活動を実施し

た。また、陸上自衛隊第15善通科辿隊（普通寺）

では、14時 7分に86名を淡路島へ派逍した。

又‘
,
.、．、▲

”

A

 

.̀.5

ぃ．`
組織的救助活動を行う陸上自衛隊
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(2) 自衛隊の主な活動

災害派造された自衛隊 （陸上自衛隊 • 海上自衛

隊 ・航空自衛隊）は人員約 1万8,000名、車両約

4,000両のほか、航空機約150機、艦船約10隻の体

制で実施された。自衛隊の主な活動は、表64のと

おりである。

（陸自）、航空機57機、(3隊）、 艦船15隻（海自）、

車両600両 （陸自）により救助活動、緊急輸送に取

り組んだ。人員がピークとなった 2月8日は、 3 

隊で即応待機等を含め人員約 1万9,800名、航空機

167機、艦船12隻、車両約4,330両となり、 1カ月

間の規模（延べ派遣勢力）は、人員約54万3,300

名、航空機約3,800機、艦船約490隻、車両約10万

3,400両となっている。

自衛隊では、震災直後から偵察活動による被害

状況の把握、出動準備、 兵廊県をはじめ1灼係機関

との連絡を行い、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空

自衛隊がそれぞれ災害派造を実施した。兵廊県庁

内に「誕災対処自衛隊調整室」を設協するととも

に、県災害対策総合本部会議にも出席、緊急な辿

携のもとに活動を展開した。

出動部隊の勢力は、 1月17日当日は人員3,300名

災害派遣の内容は、人命救助 ・行方不明者の捜

索活動、消防活動の協力、損壊道路の晋戒、被災

者の応急診療等の医旅 ・衛生活動、救急患者 ・医

師等の人員や救援物査の緊急輸送、給水 ・炊飯支

援、物資提供のほか、兵庫県の要請に基づき、倒

壊家屋の解体 ・瓦礫等の処理を含め幅広い被災者

表64 自衛隊の活動

陸上自衛隊

人只：約16.100人

車両 ：約3,400両

動貝•投入数
航空機 （待機含） ：53機

([!ll))も待 機 約11,400名、約

1,800両を含む）

●人命救リ）J: 157名

（辿体収容 ：1,220体）

• l医僚支援： 23,923名

（l医官28名、石護婦等177名）

ヘリによる輸送67名

●天甜設営 ：684張

●道路啓Bil: 34, 759m 

●炊飯支援 ：57万5千⑬

主 な活動実斜t ●給水支援 ：33,065トン

●入浴支援 ：434,360名

●ゴミ処理等 ：4,879.4トン

●倒壊家屈解体： 1,894戸

●物森輪送

糀it: 588万7千食

援助物沢 ：57,080箱等

●航空偵察：淡路島及ぴ神戸地

区

今 後の対応
被災民に対する生活l剥辿救援、

応急復1日活動の実施

出典： 「防災白書」平成 7年版 国土庁
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（平成 7年 3月241」現在）

溺上自衛隊 航空自衛隊

人員： 約1,700人 く現地活動分）

艦船 ：1隻 人員： 84人

航空機（待機含）： 10機 車両 ：41両

（艦船、航空機による支援） 航空機 (1寺機含） ：37機

く後方支援等）

人員：約3,800人

• J＼命救助： 8名 ●人員愉送 ：3,325名

（迫体収容 ：171本） ●医根支援 ：345名

●患者輸送： 1名 ●患者輸送 ：13名

●迫体輸送： 91本 ●辿体粽送 ：221本

●給水支援 ：25,003トン ●炊飯支援 ：4,900食

●給湯支援 ：野外浴楊 ●給水支援： 3,910トン

●物沢輸送 ●物査輸送

非常用糀食 ：約19万我 糀食 ：90万6千食

飲料水 ・稲食等 ：75トン 咬材等 ：277.3トン

牛乳 ：20トン （伊丹空港における米軍機卸

弁当： 12万5千食 下支援を含む）

医薬品等： 1,600箱 ●倒壊家届処理： 26.1戸

●航空偵察：淡路島及ぴ神戸地 ●航空偵察 ：淡路幼及ぴ神戸地

区 区

給水支援 楠送支援、航空偵察の継続

施設処理活動の継続



に対する生活救援、応急復旧活動を展開した。

活動地域は神戸市をはじめ、芦屋市、西宮市、

宝塚市、伊丹市、尼崎市、明石市、淡路品地区と、

広範囲に及んだ。

1カ月間の主な活動実釈は、次のとおりである。

• J＼命救助165人 （辿体収容1,236体、迫体輸送

394体）

●医療支援 1万7,466人（患者輸送99人、うち空

輸78人）

●道路貯戒 3万4,759m 

●炊飯支援55万9,000食

●給水支援 4万9,670t 

●入浴支援18万7,368人

●物査輸送 ：食料等626万7,000食、飲料水等95

t、毛布12万1,000枚、援助物査、医療品等 4

万2,172箱、衰材272t 

●人員輸送1,739人

●倒壊家屋解体350戸

●ゴミ処理等3,944t 

3 警 察

貯察による主な活動状況は、次のとおりである。

(1) 活動概要

地震の発生に対して晋察庁及び近畿管区密察局

では、直ちに「災害警備本部」を設置するととも

に、兵廊県貯察、大阪府皆察をはじめ被災地を管

轄する14府県晋察本部もそれぞれ災害昏備本部等

を設附した。

兵廊県内には全国から機動隊員など約5,500名

のほか、ヘリコプター及ぴパ トカー、移動交番車

など約200台並びに白バイ、捜査用車両など約80台

が投入された。これら応援部隊と兵廊県習察は一

体となって、以下のような災害皆備活動に当たっ

が....。

●被災者の救出 ・救助、地域住民の避難誘尊、行

第 2 窃消防機,~等の対応

方不明者の捜索活動。

●緊急輸送路、復興物査輸送路の確保等の交通対

策。

●被災地における各種犯罪防止等のための被災地

域集団パ トロール隊、避難所緊急パトロール隊

及び婦人智察官で編成された、のじぎくパトロ

ール隊（「のじぎく（野路菊）」は兵廊県の県花）

による普戒 ・晋ら活動等の諸対策。

また、兵廊県替察に対する支援のため大阪府晋

察では、「兵1車県南部地震対策本部」を設囲して、

兵廊県替察に応援派逍された野察宮の宿泊所や補

給等の支援活動に当たった。

齊察関係の主な活動は表65のとおりである。

(2) 救助・救援 ・捜索活動

兵l庫県智察では、地裳発生後、直ちに県下の器

察職員に非常招集を発令し、いち早く昏備体制を

確立して被災者の救出 ・救11力活動をはじめ、地域

1主民の避難場所への誘舜等、災害貯備活動に当た

った。

また、全国の普察からは国際緊急援助隊、レス

キュ一部隊員を中心とした機動隊員などと、兵庫

県普察を合わせて、約 1万6,000名の体制で、各種

装備査機材や大型工作機械等を活用して被災者の

救出 ・救助活動、行方不明者の捜索等に当たった。

救出・救助者、行方不明者は捜索活動の進展と

ともに滅少していったが、地裳発生10日後の 1月

28日に晋察官約7,000名、自衛隊員約8,000名の 1

万5,000名が消防機関と合同で 9智察署管内の被

災地において一斉に救出・救助、捜索活動を実施、

生存者の救出には至らなかったが、 6迫体を発見

収容した。その後も捜索活動を進めた結果、12月

27日現在行方不明者 2人となった。

(3) 交通対策

地裳により 、高速道路や建物の崩壊、道路の損

壊等が発生し、道路網が多大な被害を受けたため、
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表65 音察関係の活動

秤iilii体制の確立

救助救援活動

交迪対策

it民のニーズに

応えた諸活動

●兵hltl阻秤察等の体制

・兵Jilil1,！秤察では ］）l171_1「災↓屯名fiiiij本部」を設附。各都道府県菩察からの特別派追を含む約

16.000人体制で秤(il,i。また、これと並行し、 2月101―lには 「地域安全推進本部」を設附し諸対

策を推進。

●各都道府県秤察からの特別派追

．令国から機動隊且筈約5,500人を特別派造。

・全国からヘリコプター及ぴパトカー、移動交番車等約200台並ぴに白パイ、捜査車両約80台を特

別派迫。

●救,'I'，救援活動

• 特別派造した全国の秤察国際緊急援助隊メンパー、レスキュー隊貝等機動隊且による大型工作

機械を活用した行方不明者、 111紡者節の捜索、救出救援活動を実施。

• また 1 月 28 11 、行方不明者発兄のため、特察、自衛隊合同（約15,000人）による一斉捜索を実
施。 1月29FIには、特察官約3,500人による大規模捜索を実施。

●危険箇所の把拙及ぴ立入禁ll.：桔附の実施

●救援物沢の輸送

●特察船舶による被杏調究と救援物森の輸送

●火災地城等被災者の特察施設への収容

●緊急粕送ルートの確保 (1月181ごI-2J1241-1) 
●似殷物査輸送ルート等の確保 (2月2511-)

●東西物森楡送路の確保

●|卦追43号の直辿パス巡行に伴うパス｛憂先通行対策の実施

●民心の安定を図るための諸対策

・「被災地域梨団パトロール隊」の編成と捜究車両による被災地等の機動抒戒

．避難場所等における相談活動

・「あじさい少年相談所」の14il催
・船人野察官による 「のじぎくパトロール隊」の巡lji]活!IUJ(2 H 10 A -) 
・「ポランティア防犯バトロール隊」と辿携した諸活動

・地域安全fi'i報の提供

●被災地域における悪烈悌i法の未然防止と特別取締り

● 「行方不明者札li炎所」「外国人相談コーナー」の設附

●各種梢報サーピスの＇共施 (1月18[1-)

●被災者の足として自転Iji.約3,000台を防犯協会から提供

●IIりを明るくするライトアップ作戦（防犯灯整備の実施）

●巡転免許証の再交付 • 更新に対する特例拮附

●被災者保有に係る車両の駐車等の特例措附 (1月25日～）

●死亡被災者の身元確認や迫族への引き渡し

そ の 他 1 ・迫体の収容、安附場所での献花など

●被災地における銃砲の確認及ぴ適．正保管

出典： 「防災白書」平成 7年版 国土庁

その直後に、道路の被害状況を確認し、通行が不

可能な道路、危険な道路の通行制限を実施した。

隣接府県醤察においては、被災地への車両の釆

り入れを制限するとともに、交通情報板などを活

用して通行禁止状況やう回路等の1行報を提供し、

被災地への車両の流入抑制のための広報を行った

ほか、帥日本道路交通梢報センターや1対係団体を
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通じた広報や梢報提供を行った。

通行可能な道路の確認後、 1月18日早朝には、

救助 ・救援活動の車両の通行を確保するため、緊

急輸送車両以外の通行制限、パトロールカーによ

る先甜、皆察官の誘泣等により 、広域的な緊急輸

送ルー トを設定した。

その後、道路の復旧に合わせて随時ルートの見
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直しを行うとともに、全国から白パイ50台、サイ

ンカー 3台等の応援派造を得てルートの実効的確

保を行うなど、より効率的な緊急翰送の確保に努

めた。

1月28日には、被災地の市民の足を確保するた

め、不通となった鉄逍の代替バスのための専用レ

ーンを幹線道路に確保し、その円滑な運行を確保

した。

このほか、被災地域は、東西を結ぶ交通の要衝

であることから、国道 9号線を利用する広域的な

迂回路に関する1fi報を提供するなどして東西の物

流・旅客輸送路の確保を図った。

その後、被災地域における瓦礫処理、ライフラ

イン施設の復旧、応急仮設住宅の建設毎の復興事

業の本格化に伴い、交通需要が緊急物狡等の輸送

から復興事業のための査材、生活関辿物査絆の輸

送需要に移行した。

このため、関係省庁・自治体の要望を踏まえ、

復典物査の輛送を行う車両の通行の円滑化を区lる

ため、 2月25日に復興物査輸送ルートを設定した。

また、同時に、生活閾辿物査等の円滑な輸送を確

保するため、生活 ・復典関連物査輸送ルートを設

定するなど総合的な交通対策を実施した。

(4) 住民のニーズに応えた諸活動

震災直後から、被災住民のパニック防止と治安

維持のため、皆察官の 2交替勤務制をとったほか、

地域安全ニュース (1月19日から毎日 2万部発行）

の避難所への配布・掲示や、全国の皆察から約200

台のパトカーの応援派造により、被災地域におけ

る匝点替戒、広報活動を推進した。

u
 

陀占土コ．！
ー に r-~ 

避難所に立ち寄り避難者に声をかける 「のじぎくバトロ
ール隊」

から50名、県外の 8都道府県晋察から100名の総勢

150名の婦人秤察官から成る「のじぎくパトロール

隊」を発足させ、避難所などに対する立ち寄り、

辿絡活動を行い、女性の持つ優しさや細やかな心

配りなどを生かしながら、とりわけ郡齢者、婦人

など災害の影態を受けた被災者の心のケアに努め

か‘-O 

2月10日には、被災地域の安全を守り被災住民

に安心感を与える活動をより効果的に推進するた

め、安心ニーズ ・梢報班、安心生活班、特別取締

り班等からなる 「地域安全推進本部」を設臨して、

災害晋備本部とともに諸対策を強力に推進した。

具体的には避難所生活による不在家屋を狙った

窃盗事件や災害に乗じた悪徳商法の発生、暴力団

介入等の懸念に対応するため、被災の激しい地域

での24時間パトロール、移動交番所、普察官と県

職員合同の避難所緊急パトロールや街を明るくす

るライトアップ作戦等を実施するとともに、地域

安全ニュースの避難所への配布等の広報活動を推

進した。

1月20日からは、 24時間パトロールをはじめ、

皆察官 3名、兵廊県職員 2名による「避難所緊急 4 ;毎上．1呆安ザテ

パトロール隊」によるパトロールを実施した。ま

た、被災住民の不安を少しでも解消するため、規

模が大きい避難所に移動交番車を常駐又は駐留し

て晋戒 ・広報活動を実施した。特に、兵即県晋察

海上保安庁では、 1月17日7時に第五管区海上

保安本部に「兵廊県南部地誕災害対策本部」を設

骰し、全国から海上保安官、巡視船艇など、航空
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機の応援を受け、発災日から 5月31日までに人員

延べ約 9万5,085名、巡視船艇等延ぺ約2,912隻、

航空機延べ約939機を投入して、被災者の救助救

援 ・捜索活動、 i肖火活動、液化石油ガス漏洩に対

する皆戒活動、海上交通の安全確保、海底調査等

の業務を行ってきた。主な活動は表66のとおりで

ある。

［輸送実紹］

毛布 1万2,000枚、布団150枚、無線機100台、

飲料水ペットポトル約80t、空ポリタンク3,000

個、食料品 ・衣料品 ・医薬品等約 2万4,600箱、

おにぎり 4万2,000個ゆで卵 37i5,000個、

牛乳約10kQ 

(1) 救援物資、要員の輸送

また、断水による水不足を補うため、巡視船延

べ144隻により神戸市深江浜、西宮市II，9)毛浜及ぴ六

甲アイランドに滑水約 1万2,300tを輸送し、給水

作業を実施した。

発災当 日から神戸市、淡路島等へ巡視船艇 ・航

空機により食料品、医薬品、毛布、衣料等の援助

物査を輸送した。さらに、陸上からの輸送が困難

な地域については、ヘリコプターによる輸送も英

施した。

被災地の患者を 1区板施設に収容するため、ヘリ

コプターによる急恙輸送ルートを確立するなどし

て、ヘリコプター 7機及ぴ巡祝艇 l隻により急患

7人、医師等11名を搬送した。

表66 海上保安庁の活動

ii/ft」：：保安庁では、1月17l1本庁に「海上保安庁地姦災‘;1f対策本部」及ぴ第五管区海」ー．保安

本部に「第五管区海上保安本部地設対策本部」を設i社、 当l-II-|Iに巡視船艇36災、航空機13

投人勢力等 機を投人、捜索救援や緊急輸送等を組織的に実施する体制を確v:。5月3111までに海」:.1品
安官延ぺ約95,085人、巡視船艇等延ぺ約2,912隻、 iliし窄機延ぺ約939機を投入して様々な災

害応急活動を実施。

捜索救援活動等
巡視船艇、航空機等による悔上での捜索活動、 il'I火活動、ガス漏洩に対する秤戒括似J、航

路即雹物調究、危険湘域における航泊禁止措骰節を尖施

急、．也、救援要且等の柚送
急叫腿 ：18人（急患 7人、 l医師等11人）

救援要且輸送（他！札派造職負等） ：669人

沿水（給水支援） …約12,300トン

毛布…約12,000枚
飲料水（ペットポトル節）…約80トン

食料品、 日用雑貨品、衣料品、医薬品等・・・ダンポール箱7.261箱及ぴ173トン

（ダンポール箱概ね24,600箱相当 く1箱10kg換窃〉）

救援物沢等の輸送
空ポリタンク…3.000個
無線機・・・100台
布同1・・・150枚
牛乳…約lOke(1 eバック入り X10,000本）
おにぎり・..42,000個

ゆでたまご・ ・ •35.000個
その他・・エンジンカッター 4台、チェンソー 1台

救援活動に対する支援
限外等から被災地に派逍されたl医師等の術泊施設等として巡視船を提供

●宿泊状況：術泊者801名、入・i谷者594名

地誕予知のための海J↓く地 illIliik船により設源域付近を中心に海版変抽地形調究を実施

形の把掘等

海上保安庁資料
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［ヘリコプターによる急患輸送ルート］

①神戸港（ヘ リコプター搭載型巡視船） ～八尾・

大阪国際空港

②西‘画市民運動場一八尾 ・大阪国際空港

③津名It紐海グランドー姫路陸上競技場、八尾 ・

大阪国際空港

また、被災した地域において救援支援活動に従

事する他府県等の派追職員及ぴ医療活動に従事す

る医師、看護婦など計669名を巡視船艇延べ87隻、

航空機延べ10機により大阪港及ぴ関西国際空港か

ら神戸、淡路島に輸送した。

被災地域において医療活動に従事する県外から

派追された医師・希護船等延べ801名に対して、ヘ

リコプター搭載型巡視船延べ 7隻により、宿泊の

提供を行った。

(2) 航行安全対策

測批船の五管本部「あかし」、六管本部「くるし

ま」、海上保安庁水路部「海洋」及ぴ特殊救難隊

員、潜水士により、損壊した岸壁から流出・沈没

したコンテナ、車両等の航路隙害物について潜水

調究、水深確認調査を実施した。

液化石油ガスの漏洩、ガントリークレーンの倒

壊、コンテナの流出・沈没等に伴い、神戸港等の

一部海域を航泊禁止とした。

海上保安庁の活動風景

第2j'江消防機I~節の対応

(3) 海底地形調査

災源域の明石海峡付近及び大阪造の海底地形及

ぴ海底地例構造を解明するため、 illllfi船「海洋」

「明洋」により海底変動地形調査を実施し、断附

8本を確認した。

(4) 航路標識等の復旧

淡路島及ぴ神戸港周辺において、 26基の航路標

識が送亀線の断線、傾斜等の被害を受けた。消灯

した防波堤灯台 5基については、 1月20日までに

応急的な拮骰を購じてすべて点灯させ、その後、

被害を受けた全標識の灯火については、 3月31日

までに従前の機能に復旧させた。

また、大阪湾海上交通センターのレーダーの送

受信機が到壊したことにより 、播磨灘海域のレー

ダー監視が不能となったが、予備装囲の搬入によ

り、 2月6日に従前の機能を復旧させることがで

きた。

5 海外の救援・救助隊

今回の誕災に際しては、海外から次のような救

援 ・救助隊が派造された。

(1) スイス災害救助隊

スイス災害救助隊は、スイス政府より派造を受

け、隊員25名と捜索犬12頭で編成され、神戸市灘

消防署をベースに、 4チーム(1チーム隊員 4名と

犬3頭）に分かれ、神戸市束灘区、灘区、長田区

で 1月19日から22日まで捜索活動を行った結果、

9迫体を発見した。

この隊は、消防士、医師などがポランティアで

登録して活動しており 、今回の活動に当たっては、

神戸市消防局が現場の案内を、兵1車県職員と県・

市の国際交流員が辿絡澗斃 ・通訳を担当し、また

寓山県の山岳救助犬チームがポランティアでそれ

ぞれ参加した。
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なお、捜索犬の入国に当たっては、捜索に支節

がないよう、動物検疫について特別措散が講じら

れた。

(2) フランス災害救助特別隊

フランス災害救助特別隊（フランス内務省所屈

の組織）は、フランス政府より派追を受け、隊員

60名と捜索犬 4頭、自給自足の装備10tで編成さ

れ、西宮市消防局をベースに西宮市、神戸市灘区、

兵即区、長田区で 1月21日から24日まで捜索活動

を行った結果、 2迫体を発見した。

21日に来日した同隊は、当日 、西宮市の甲子園

ロのピル倒壊現場で兵廊県苦察、西宮市消防局と

ともに救l1カ作業を実施した。 1月22日以降の 3日

間は神戸市の災害現場で活動し、 25日に帰国した。

活動に当たっては、替察本部が現場案内を、フ

ランス総領事館が通訳を担当し進められた。

(3) イギリス国際救助隊

イギリス国際救助隊は、 NGO（非政府系団体）

として隊員15名で編成され、熱感知器、音探査機、

ファイパースコープ等の装備を伴い、神戸クラプ

をベースに西宮市、神戸市東灘区、中央区、兵廊

区、須磨区で、 1月23日から26日まで捜索活動を

行った。

この隊は、 2年間の訓練を受けた消防士、医師、

エンジニアなどがポランティアで参加している。

活動に当たっては、阪神大震災地元NGO救援辿絡

会議のメンパー、英国総領事館、県職員が現場案

内等を行った。

なお、これらの救助隊から、り帰国に際して一様

に、大誕災にもかかわらず被災者の沈省冷静な対

応、勇気、助け合い、復興に向けての順調な活動

などに対する評価のコメントがあった。
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6 企業自衛消防隊

今回の誕災に対して、企業等における自術消防

隊も目党ましい活動をしている。特箪される企業

自衛消防隊の活動状況は次のとおりである。

神戸市長田区束尻池 7丁目の火災には、 工業用

ベルト等の大手メーカー、三ツ星ベルト神戸工場

の自衛消防隊が住民と一体となって消火活動を行

い、民家等への延焼を食い止めた。

地震発生後、火災発生の知らせを受けて、夜勤

で工場に勤めていた自衛消防隊員60名は、工場内

の可搬式動カポンプを工場の貯水槽 (200t)に設

甜、ホース10本を延長して、消火活動を開始した。

貯水槽の水を使い果たした後、工場北側道路にあ

る公設防火水槽50tに部署替えし放水を続けたが、

この防火水槽の水も使い果たし、さ らに工場内に

ある井戸に部署替えし、 2線放水を継続した。

12時15分に消防隊が到着し、消火活動を開始し

てからも、自衛消防隊は消防隊と協力して消火活

動を実施し、 20時に鎖圧した。

同工場は日ごろから消火訓練を実施しており、

地設が起こる 2カ月前にも、多くの参加者による

防災訓練を実施していた。

神戸市東灘区御影浜町で発生した液化プロパン

の漏洩事故に際し、他都市のダイセル工業姫路製

三ツ星ペルト株式会社の可搬式動カボンプ



造所網干工場の防災組織をはじめ10事業所等の石

油コンビナート等災害防止法による自衛防災組~

から、大型化学車など13台の応援を受けた。

7 自主防災組織

兵廊県においては、これまでも自主防災組織の

育成強化に努めてきた。しかし、火災や風水害の

災害時においては組織的活動が可能な自主防災組

織も、今回の震災においては、組織を梢成してい

る憔幣の多くが被災するという状態となった。

そうしたなか、自主防災組織の隊員のなかには、

平常時に訓練、研修してきたことを生かし、地域

において率先して初期消火活動、家屋の下敷きに

なった人々の救出活動などを実施した事例が多数

みられた。

総災に際して、多数の住民 ・住民組織による自

発的かつ懸命な生き埋め者の救出救助活動、消火、

延焼の防止活動が各地で行われ功を奏している。

特に神戸市の長田区、束灘区、灘区等、火災の発

生した地域においては、住民によるバケツリレー

や地域企業の自衛消防隊の防災査機材を用いた消

火活動により、火災の延焼が防止されている。

長田区戸崎通では、通行人を含む住民約100人が

一致協力して、燃え上がる家並みを囲むように50

mにわたり防火水槽の水をバケツリレーした。

家々に水をかけ、あるいは延焼路となる倉廂を取

り壊すなど、懸命の活動を行い、延焼を食い止め

ることに成功している。

表67 西宮市の初期消火器具等の使用状況

総数 建物火災

初期消火実施件数 28ill' 251牛

料 粉末消火器 1814: 15ftl"・ 
具 水パケツ（パケッリレー） 14件 14fll"・ 
}｝ ll 屋内消火栓 411・・ 4H・ 

西宮市消防局調ペ

第 2甜 消 防 機l対等の対応

また、西窟市では、発災から 3日問における火

災は41件（再燃火災 6件を除くと35件）で、住民

が初期消火を実施している火災は28件、全体の80

％を占める。このうち 4件が消防隊の手を経ずに、

付近マンションの消火器や家庭の消火器を持ち寄

り、あるいは付近の河川、井戸、側溝、 学校のプ

ールなどからバケツリレーを行い、消火に成功し

ている。住民が初期消火を行った28件の器具等の

使用状況は、表67のとおりである。

また、生き埋めによる災害現場も随所で発生し、

次々と救助を求めて住民が消防署に駆け込んでき

た。消防署員が出払った消防署では、状況を説明

し住民の求めに応じてハンマー、店lコ、はしご、

スコップ、ホース、防火衣など、各種資機材を提

供して住民自らの作業を依頼した。逍具を受け取

った住民は、梢極的に救出活動を行うなど、全市

域において大きな成果を上げた。

主な事例を紹介する。

●神戸高船大学白勘寮自治会（有田俊晃 ・自治

会長、神戸市東灘区）は、震災当日、自治会

長の指揮のもと、寮にいた約250名の寮生が、

それぞれ淮洋実習で使用する安全靴、軍手、

懐中電灯を準備し、 2~3名 1組でチームを

組み、組織的な救助体制を確立し、側壊した

家屋から約100人の生き埋め者を救出するな

ど、人命救助活動を実施した。

●海技大学校（米澤弓雄 ・校長、芦屋市）の在

寮学生等は、発災直後、大学校付近の倒壊家

車両火災
備 考

3件

3件 うち 3件は、約100本使rnした現場

河川、側構i、プール等使用

マンシ ョン会社寮等使用
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住民自らの積極的な救出活動がみられた

屋に急行し、約50人の生き埋め者の救出をす

るとともに、負1蒻者に対する応急処骰、病院

への搬送等を行った。

●藤営工務店（藤蛍敦義 ・社長、神戸市灘区）

は、自社所有のパワーショベルを社長自ら操

作し、救出活動を展開した。

●店j羽自主防火推進協会（尾花白峰 ・会長）は

息子さんと 2人で、高徳町 1丁目付近におい

て倒壊建物の下敷きになった人の救出活動を

行った。その後、避難所（児函館）を開設す

るとともに、避難所における救援物査の配給

等を行った。

●医朕法人神戸健康共和会束神戸病院（日甜隆

三 ・院長、神戸市東灘区）は、姦災により発

生した救急患者を昼夜を通して受け入れたう

え、病院を挙げて避難所等を巡回した。

●医療法人一高会野村海浜病院（神戸市須磨区）

は、地裟発生後、いち早 く診療体制を整え、
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迅辿に診療を実施した。地裳当日には300人、

1週間では1,300人を診察した。ほかに救急隊

の受入れ回数は 1週間で37回、傷病者56人の

搬送を受け人れた。

●北淡IIIJI町内会辿合会 （松田弘'a • 会長、 津名

郡北淡町）は悪天候、余姦、火災等のもと、

町内会として安全かつ的確な避難誘磁、行方

不明者の捜索を行うとともに、住民の自主的

な避難所運営体制を確立し、避難生活の安定

を図るなど、被害の軽滅に多大な貢献をした。

●花l_1」台自治会 （村井文彦・自治会長、神戸市

北区）は、 1月22日2時30分ごろ、花山台の

避難勧告 (9地区、 123世帯369人）に際し、関

係住民への避難の呼ぴかけ、関係機関との連

携、家屋 ・宅地の危険度のチェックなどを実

施した。

表68は、阪神11116市の自主防災組織の概要であ
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るが、今後は、初動期の人命救助、消火活動等に 主防災組織の充実に一陪取り組み、住民総ぐるみ

おけるコミュニティの役割を考應して、防災意識 の防災体制づくりに努める必要があると考えられ

の高揚に努めながら、コミュニティに根ざした自 る。

表68 阪神問 6市の自主防災組織（概要）

クラプ ・団体名 尼崎市 西宮市 ;q.;届市

婦人防火
66クラプ 25クラプ

4,518人 551人

少年 iiり1坊 41クラプ 1クラプ 1クラプ
36,270人 25人 39人

幼年 il!il坊 37クラプ 9クラプ
3,633人 925人

自
シルパー防火

7クラプ 3クラプ

主 403人 1,255人

防 その他梢lUj 11クラプ

災
1,307人

16団体 311す11本
糾 防災会 12. 230ill：帯 36. 914・1じ帯

織
自主防火町・ 18団体

6,603槌 帯

162クラプ 38クラブ lクラプ

酎・ 46体,131人 2,756人 39人
34団 31団体
18,833世 牒 36,914泄幣

平時の訓練が功を奏する事例が数多くみられた

宝塚 ili 伊丹市 川西市 6市合計

6クラプ 6クラプ 3クラプ 106クラプ
136人 119人 124人 5,448人

2クラブ 9クラプ lクラプ 55クラプ
43人 1,366人 20人 37,763人

27クラプ 10クラプ 83クラプ
1,624人 615人 6,797人

10クラプ
1,658人

11クラプ
1,307人

1団体 1団体 49団体
99世幣 306桃帯 49,549桃帯

18El'li本
6,603・1阻閤

35クラプ 15クラプ 14クラプ 265クラプ
1,803人 1,485人 759人 52,973人

1団体 1団体 67団体
99憔帯 306・1但盟 56, 152・1瞑if

8 婦人消防隊

今回の設災に際しては、婦人消防隊の活動も見

逃せない。神戸市では、婦人消防隊は昭和39年に

北区において発足し、現在、北区に逍場 ・八多・

大沢•長尾 ・ 上淡河・淡河の 6 隊があり、隊員数

は365名である。

婦人消防隊は、災害時には消防団員の支援や被

災家族に対する援護活動を、 平常時には地域の婦

人会などを通じて家庭での防火、応急処附の普及、

広報に努めている。

阪神 ・淡路大裳災では、地区婦人会等と協力し

て、表69のように 1月17日からおにぎりの炊き出

しを行い、東灘、兵庫、北区対策本部等を通じて

被災住民などに配付したり、 2月から避難所でお

にぎりや味噌汁等の炊き出しを行うなど、避難所

穿いらしの続く市民に温かい食事を提供することで

元気づけ、被災者から喜ばれた。
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表69 神戸市北区婦人消防隊の活動状況

月 |］ 1月17EI 1月18日 1月19日 1月201:1-1月31l=J 

炊き出し内容
おにぎり おにぎり おにぎり 鉗 n、おにぎりの焚きti,1し

2. OOOil~I 6,050個 4. 5501個 計・61,930il月

搬 送 先 北区対策本部
兵lili.、北区対策 北区対策本部

束灘、灘、兵即、長田区対策本部他
本部 長田消防署

月 日 2月1H 2月2日 2月3日 2月5日 2月1013

炊き出し内容 昧咀汁1,000食 豚汁7,000食 豚汁9,000我 豚汁1,000食
おにぎり、味噌

汁各1,000食

実施場所 生円中学校
束須磨、板宿小

長楽小学校
長田区民勤労セ

旧長田区役所
学校 ンター他

参加人員 1隊10名 5隊25名 4隊20名 6隊30名 1隊15名

A本防火協会主 H本防火協会主

備 考 自治会と合同 催、他都市防火 催、他都市防火

クラプ員と クラプ且と

月 Fl 2月21A 2月23日～28l'I 3月13日

炊き出し内容
おにぎり、味噌 鉦13おにぎり、味噌汁各1,000食 ぜんざい

汁各1,000食 計6,000食 3,000我

'）こ施場所 真．船小学校
都賀川中公園、真肱小学校 真拗、長楽

長楽小学校、 :l>l:Dll':j校他、 二梨小学校

参加人 ii 2隊10名 延ぺ 9隊45名

紺i 考 婦人会と合!TI] 婦人会と合圃

神戸市消防局馴ペ

9 ボランティア活動

災害発生後、 国内外から多数のポランティアが

駆け付け、救援物査の搬出 ・搬入、避難所の運営、

安否確認、炊き出し、水くみ、医療介護など各稲

のニーズに対応する多柾多様な活動が行われ、こ

れらポランティアの活動は災害時における救助等

の活動及ぴ復旧活動を迅辿かつ的確に実施してい

く上において重要な役割を担った。その主な内容

は次のとおりである。

(1) ポランティア活動の概要

発災後 1カ月間に活動した一般ポランティアは、

延べ62万名と推計される。

活動区分ごとで 1El当たりのボランティアの数

260 

6隊30名

は避難所1万2,000名、物査搬出入3,700名、炊き

出し準備・地域活動など4,300名と推計され、 1日

平均ポラ ンティア数は 2万名にのぽる。（なお、こ

の推計は兵廊県が、避難所緊急パトロール隊によ

る実態調査、各市町対策本部への危話照会、活動

団体への電話照会を基に邸定。）

混乱した状況下でのポランティアの目党ましい

活動ぶりは、被災者に多くの勇気と希望を与え、

その人間愛から出た献身的な姿に内外から牧賛の

声が揚がった。また、被災者同士が互いに励まし

合い、分かち合う姿も地域の随所で見受けられた。

兵庫県では、県下の全市町ポランティアセンタ

ーにポランティアコーディネーターを設置し、ポ

ランティア活動の推進体制の整備を図ってきた。

しかし、予想をはるかに超えた今回の災害では、

大臥のポランティアニーズと活動者を効果的に結



ぴ付けることはなかなか困難であった。そのため、

I|iIIl]での取り組みに加え、県ポランティアセンタ

ーと一体となり、ポランティア活動の広域調整や

ニーズの把据等を行うこととした。

(2) ボランティア活動受入体制等の整備

阪神・淡路大哀災の発生とともに、救援物査の

搬出 ・搬入や避難所の運営、被災者の在宅支援な

ど、多種多様なポランテ ィアのニーズが生じた。

兵J庫県には、住民のポランティア活動の拠点とな

るポランティアセンターが全市町社会福祉協議会

に設骰されているが、被災地ではセンターの職員

が被災したり、センター自体が避難所になるなど

して、災専発1::1:直後は、その機能を十分に発揮で

きない状況となった。

しかし、今l川の設災が広範囲にわたったことや

被杏の甚大さから、ポランティアの活動範圃が広

域にわたるとともに、ポランティアのニーズも II

を追うにつれて妍えていった。また、こうした状

況がマスコミ等で報道されると、兵廊県内はもと

より全国から、ポランティアの申し出が殺到する

ようになった。

例えば兵廊県社会福祉協議会ポランティアセン

ターにおいても、震災直後からポランティアの申

し込みが殺到したので、被災地の市町社会福祉協

議会ポランティアセンターとの辿携を函りながら、

ポランティアの相談、調整を行った。特に、兵即

県社会福祉協議会ポランティアセンターにおいて

は、個人からのポランティア活動の申し出に加え、

各種団体からの問い合わせが多かった。

こうした殺到するポランティアの申し出に対応

すべく、ポランティアの受入れ体制も、日を追う

ごとに整えられていった。

1月18Hには神戸市をはじめとする被災市町村

は、被災市町村福祉協議会、民Iiりのポランテ ィア

団体等の協力を得て、ポランティアの受入れ窓l」

の整備を行った。 1月20日、兵｝車限は災杏対策本

第21;1: iiり1坊機I紺節の対応

部にポランティア推進班を設附した。

1月231:Iには、｝駁生省、全国社会福祉協議会、

近畿プロック府県社会福祉協議会、大阪府等が中

心となり、大阪府社会福祉協議会内に「社会福祉

1剥係者兵l.＇ド県南部地震対策救援合同対策本部」を

設岡し、西宮市に現地事務所を設貯してポランテ

ィア活動を展開するとともに、県外からのポラン

ティアについては、大阪府社会福祉協議会が窓口

となって需給調整を行うようになった。その後、

加古川市、津名郡一宮町、 芦屋市、神戸市兵廊区

に次々と現地事務所を開設し、地域の福祉ニーズ

に対応したきめ細かい活動を展I:if.Jした。

一方、兵hli県内外及び海外のポランティア団体

やNGO団体が、続々と現地に入り、活動を開始し

た。 1月20Hには「地元市民 (NGO)救援辿絡会

議」（後に「阪神大誕災地元NGO救援辿絡会議」）

や「阪神大姦災被災地の人々を応援する市民の会」

などが発足し、それぞれの団体間でネットワーク

を組織し、辿絡を取り合いながら、独自の救援活

動の輪を広げていった。

一般にポランティア活動においては、活動中に

活動者自身がけがをしたり、第三者の身体等に損

害を与えた場合などに、金銭的な保節をするポラ

ンティア保険制度があるが、兵廊県では従米から、

県社会福祉協議会が「兵｝車県ポランティア災害共

済」等を設けている。今回の震災後、新たに余殴

によるけがを保1旅対象とする「天災危険担保付行

事用保険」を設附するほか (1月26El)、特例措附

として池話辿絡のみで加入できることとなった。

なお、 2月 1Hから(:r:0日本損害保険協会では、

被災市町におけるポランティア活動者の保険料

（余裟によるけが等も対象）の 1カ月分を負担し、

各自治体への義援金とすることとした。神戸市、

尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、北淡町がそれ

ぞれ協会に申し出を行い、これらの市町における

ポランティア登録者はこの保険の対象とされた。

2月に入ると、兵廊県では、各被災地の社会福
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祉協議会を訪問して現場の活動状況を把握し、兵

廊県下の被災地以外から被災地へのポランティア

派造システムを構築するなど、広域的なポランテ

ィアの支援体制を組織した。

(3) ボランティアの活動内容

ポランティアの活動内容としては、炊き出し、

救援物査の仕分け・配送、ごみの収集 ・運搬、避

難所における手伝い、被災者の安否確認、被災者

に対する梢報提供、高齢者等の災害弱者の介護や

移送、夜It1防犯パトロール、交通整理等の広範な

活動が行われた。また、裟災日以降、 1月22日ま

でに191牛、 1月23日から30日の間に26件など、兵

庫県外の医療機関や個人から医療ポランティアの

申し出が兵即県に寄せられ、避難所や救護所での

献身的な活動に従事した。

兵庫県では、医療ポランティアの宿泊施設とし

て、 1月21日に海上保安庁の協力により、ヘリコ

プター搭載型巡祝船等を確保し、 1月23日には国

の現地対策本部における医療ポランティアの一元

的管理体制を整備して救護センター、救護所への

派造を確保した。

さらに、 1月17日、被災病院や転送患者を受け

入れた病院からの希護婦の応援要請を受けて、県

希護協会に協力体制を依頼するとともに、 翌18日、

関係市の災害対策本部において、個別のポランテ

ィアの申し出に対応することとした。

1月20日になると、日本希護協会が 「兵祁県南

部地姦対策本部」を設附、兵庫県立希護大学に「日

本看護協会現地対策本部」、兵廊県希護協会に「兵

庫県希護協会ポランティア調整本部」をそれぞれ

設附するなど支援体制を整備し、 1月23日から日

本希護協会現地対策本部が窓口になって、看護ボ

ランティアの派造を開始した。現地対策本部の主

な業務は、派逍要睛の取りまとめ、ポランティア

の宿泊先の確保、ローテーションの編成、派造先

のフォローアップなどであった。その間、兵庫県

262 

では派造要請施設、ポランティア宿泊施設等の惜

報提供、関係医療機l剥等の調斃などに努めた。

この結果、地誕発生から 2月17日までの間、民

間の中小病院への派造を中心に、ピーク時には 1

日100名前後が派造されるなど、被災地の病院や避

難所等に延べ55施設1,728名の看護ポランティア

が派辿された。

このほか、特殊技能を生かしたポランティアと

しては、前述した医師等の医療救護活動のほか、

薬剤師による医薬品救援物資の仕分け、建築士に

よる建築物の応急危険度判定、弁護士による法律

相談、手話通訳 ・外国語通訳等による梢報提供等

の活動が行われた。

これらの多岐にわたるポランティア活動を行っ

たポランティアの数は、兵廊県の調べによると 4

月18日までの 3カ月の間に延ペ117万名にのぽっ

tヽヽ
0

混乱した状況下でのポランティアの活動は被災者に勇気

と希望を与えた


